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──── 目     次 ──── 

 

 

◎第３回臨時会 

○５月21日 

 日程第１ 会議録署名議員の指名   ３ 

 日程第２ 会期決定の件について   ３ 

 日程第３ 議案第30号から第37号までの８議案一括上程   ４ 

 日程第４ 質疑  １３ 

 日程第５ 討論・採決  １８ 

 

付議事件及び審議結果一覧 

付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日

平成30年 

第３回臨時会 

（５月） 

議案第30号 

専決処分した事件の報告及び承認につ

いて（三股町税条例等の一部を改正す

る条例） 

原案承認 ５月21日

〃 議案第31号 

専決処分した事件の報告及び承認につ

いて（三股町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例） 

原案承認 ５月21日

〃 議案第32号 

専決処分した事件の報告及び承認につ

いて（平成２９年度三股町一般会計補

正予算(第６号)） 

原案承認 ５月21日

〃 議案第33号 

専決処分した事件の報告及び承認につ

いて（平成２９年度三股町国民健康保

険特別会計補正予算(第５号)） 

原案承認 ５月21日

〃 議案第34号 
平成３０年度三股町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号） 
原案可決 ５月21日

〃 議案第35号 

工事請負契約の締結について（平成

３０年度町営住宅東原団地Ｂ棟建築主

体工事） 

原案可決 ５月21日

〃 議案第36号 

工事請負契約の締結について（平成

３０年度町営住宅東原団地Ｂ棟機械設

備工事） 

原案可決 ５月21日

〃 議案第37号 

工事請負契約の締結について（平成

３０年度町営住宅東原団地Ｂ棟電気設

備工事） 

原案可決 ５月21日
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◎第４回定例会 

○６月８日（第１号） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名  ２７ 

 日程第２ 会期決定の件について  ２７ 

 日程第３ 議案第３８号から議案第４９号までの１２議案及び報告３件一括上程  ２８ 

 

○６月12日（第２号） 

 日程第１ 一般質問  ３４ 

       ６番 内村 立澤君  ３４ 

       ５番 堀内 義郎君  ４５ 

       ３番 福田 新一君  ５８ 

       １番 森 正太郎君  ７９ 

 

○６月13日（第３号） 

 日程第１ 一般質問 １１４ 

      １０番 池田 克子君 １１４ 

      １１番 山中 則夫君 １２６ 

       ２番 楠原 更三君 １４３ 

       ８番 指宿 秋廣君 １６６ 

 

○６月14日（第４号） 

 日程第１ 総括質疑 １８６ 

 日程第２ 常任委員会付託 １８８ 

 日程第３ 質疑（議案第４６号及び第４７号の２議案） １８９ 

 日程第４ 討論・採決（議案第４６号及び第４７号の２議案） １８９ 

 

○６月21日（第５号） 

 日程第１ 常任委員長報告 １９２ 

 日程第２ 質疑（議案第３８号から議案第４５号までの８議案及び議案第４８号から第 

      ４９号までの２議案） １９５ 

 日程第３ 討論・採決（議案第３８号から議案第４５号までの８議案及び議案第４８号 
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      から第４９号までの２議案） １９６ 

 日程第４ 意見書案第２号上程 ２０１ 

 日程第５ 意見書案第２号の質疑・討論・採決 ２０２ 

 日程第６ 議員派遣の件について ２０３ 

 

付議事件及び審議結果一覧 

付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日

平成30年 

第４回定例会

（６月） 

議案第38号 三股町税条例の一部を改正する条例 
原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第39号 

三股町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第40号 

三股町指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準等を定める条

例 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第41号 
平成３０年度三股町一般会計補正予算

（第１号） 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第42号 
平成３０年度三股町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号） 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第43号 
平成３０年度三股町介護保険特別会計

補正予算（第１号） 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第44号 
平成３０年度三股町梶山地区農業集落

排水事業特別会計補正予算（第１号）

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第45号 
平成３０年度三股町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号） 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第46号 教育委員会委員の任命について 
原 案 

同 意 
６月14日

〃 議案第47号 
固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて 

原 案 

同 意 
６月14日
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平成30年 

第４回定例会

（６月） 

議案第48号 

農業水路等長寿命化・防災減災事業事

務の委託に関する都城市との協議につ

いて 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 議案第49号 

三股町公共下水道三股中央浄化セン

ター増築工事委託に関する基本協定の

締結について 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 
意見書案 

第２号 

地域材の利用拡大推進を求める意見書

（案） 

原 案 

可 決 
６月21日

〃 報告第１号 
平成２９年度三股町一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告について 
  

〃 報告第２号 
三股町土地開発公社の平成３０年度事

業計画及び予算 
  

〃 報告第３号 
三股町土地開発公社の平成２９年度事

業決算の報告について 
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一  般  質  問 

発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手

１ 内村 立澤 

１ 職員採用試験につい

て 

① 本町では、都城が導入した総

合能力試験について、今のとこ

ろ実施しない方針であるという

ことであった。今後も町村会の

方針でやっていくのか。 

② 平成３０年度は、統一試験を

７月と９月計２回実施可能とな

ったことについて伺う。 

③ 学歴に関わらず、各自治体の

人材像、重視する能力、受験者

層等に応じて問題集を選択でき

るようになったことについて伺

う。 

④ 問題集は、問題の種類と難度

によって３タイプ５種であるこ

とについて伺う。 

町 長 

２ 都城救急医療セン

ターの負担額について

① 平成２７年３月議会一般質問

の中で、都城市は、西諸県２市

１町にも負担金のあり方につい

て交渉に当たっているとの解答。

その後の経過は、負担金の見直

しについて伺う。 

町 長 

３ 多面的機能支払の交

付金について 

① 多面的機能支払いの広域協定

の取組は、平成１９年農地、水、

環境保全対策事業から始まり、

多面的機能支払いと平成２９年

度まで事業を行ってきた。平成

３０年度からの広域協定につい

て伺う。 

町 長 
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２ 堀内 義郎 

１ 通学路の見守りと安

全確保について 

① 過去５年間における町内での

不審者声掛け事案の件数と時間

帯は。 

② 通学路の点検やルートの見直

しは行っているのか。 

③ 登下校時における通学路見守

りについての活動体制はどう取

られているのか。 

④ 特に下校時における見守り活

動について、高齢化や共働きに

伴い地域での安全確保はできる

のか。 

教育長 

２ 木材利用促進基本方

針に沿った木質化につ

いて 

① 町営住宅東原団地における地

域材の利用促進について、Ａ棟

の取組とＢ棟はどう取組むのか。 

② 木造率の目標設定について、

現状での木造率と目標年（平成

３２年度１２.９％）までの取り

組みは。 

③ 五本松住宅を解体する際に発

生する木材について、資源の有

効利用は図れないか。 

町 長 

３ 多面的活動組織の広

域化について 

① 広域化に伴うメリットとデメ

リットは。 

② 運営委員の体制と交付金につ

いて、流用、日報の取り扱い、

日当の支払いはどう変わるのか。 

町 長 
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３ 福田 新一 

１ 学力向上対策 

（文教厚生委員会研修

に備えて） 

① 全国学力テスト(Ｈ２９年度)の

調査結果を｢文教みまた」という

立場からどう捉えるか。 

② 結果に対し何か具体的な対策

を講じたのか。 

③ 県内での結果順位を町のホー

ムページで公表してはどうか。 

④ ｢特別の教科道徳」の導入効果

をいかに達成していくか。 

教育長 

２ 新規就農につながる

システムづくり 

（真剣に手を打つ時）

① 基幹産業である農業持続のた

め新規就農者をいかに確保、育

成するか。 

② 厳しさ含め、就農に希望と自

信を持てる導きプランを。 

③ 好事例の分析と特化推進を。 

町 長 

３ 特産品づくり推進事

業の強化 

（地方創生の実現に向

けて） 

① 「どぶろく特区」の認定を最

大限に活かし事業の強化を。 

② インバウンド推進事業へ参入

できないか。 

③ シルバー人材センターの新規

事業で取組めないか。 

町 長 

４ 町政の目標「自立と

協働で創る元気なまち

三股」の本質 

① できない理由を探すのでなく、

どうしたらできるかを考える。 

② 平等・公平より優先順を重視

する。 

  (交通事故防止対策) 

③ 結果を出すまで粘り強く取組

む。 

町 長 
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４ 森 正太郎 

１ 三股町長の次期町長

選挙への出馬意向の表

明を受けて 

① これまでの任期を振り返り、

主要な施政方針、対応する政策

の進捗を問う。 

② 今後のまちづくりの方向性と

意気込みを問う。 

町 長 

２ 子育てにやさしいま

ちづくりについて 

① 小中学校のトイレの洋式化の

現状とニーズ、今後の展望を問

う。 

② 小中学校のトイレのバリアフ

リー化の現状を問う。 

③ 小中学校のＩＣＴ化の状況と

今後の展望を問う。 

町 長 

④ 「ノーメディアデー」運動の

意義と、本町での取組みを問う。 
教育長 

⑤ 学校環境衛生基準の改正を受

けて、小中学校の教室の温度の

計測を行わないか。 

⑥ 学校給食について、アレルギー

対策はどうなっているか。 

⑦ 学校給食センターの改修、更

新の予定はあるか。 

町 長 

⑧ 全国で広がる学校給食費無料

化の動きについて、どうとらえ

ているか。 

町 長 

教育長 

⑨ こどもの貧困の実態調査の実

施について、検討の状況と今後

の日程を問う。 

町 長 

３ まちドラ！

２０１８について 

① 参加者数、県内外、年齢別の

内訳を問う。 
教育長 

② 感想と課題について問う。 
町 長 

教育長 

③ 町の魅力化、活性化の主軸に

置いて、さらに町内に周知する

べきではないか。 

町 長 

４ 町営住宅について 

① 東原住宅Ａ棟に入居された住

民の声はどのようなものがある

か。 

② 建築予定のＢ棟に、今の入居

者の声を生かすべきでは。 

町 長 
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４ 森 正太郎 
５ 養護老人ホーム清流

園について 

① 現状を問う。 

② 民営化のメリット・デメリッ

トを問う。 

③ 民間譲渡の公募が行われたが、

現地見学・説明会などを経て、

法人の注目度はどうか。 

④ 養護老人ホームは三股町にな

くてはならないものだが、民間

譲渡について、存続は担保され

ているか。 

町 長 
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５ 池田 克子 

１ まちづくり基本方針

について 

① 「豊かな自然と調和し、快適

に暮らせる定住のまちづくり」

が掲げられております。 

  その内容について、具体策を

問う。 

② 共働き世帯が増えている中で、

通販を利用されている方が多く

なっている。留守でも、受け取

れる宅配ボックスは利便性が大

きい。先進的に取組めないか問

う。 

町 長 

２ 所有者不明の土地問

題について 

① 地籍調査における所有者不明

の土地は、何筆あったか問う。 

② 調査後の不明土地に対する対

応をどのようにしているのか問

う。 

③ 今後、所有者不明土地になら

ないようにする対策を条例化し

てはどうか問う。 

町 長 

６ 山中 則夫 
町政運営の諸課題への

取組みについて 

① 農家の所得向上のため、施策

を考えているか。 

② 五本松住宅跡地の今後の計画

は。 

③ 樺山（２地区），宮村（３地

区）の農地を宅地化する努力を

すべきでは。 

④ 職員の意識改革の指導は行っ

ているのか。 

町 長 
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７ 楠原 更三 

１ 地域活性化について

(1) 自治公民館活動の面から 

  ① 自治公民館活動に期待す

ることは。 

  ② 自治公民館の適正な規模

をどの程度と考えている

か。 

  ③ 自治能力を高めるための

施策にはどのようなものが

あったか。 

  ④ 「自治公民館の基本的な

考え方」の中にある「地域

住民の総意」等の解釈につ

いて。 

町 長 

教育長 

(2) 地域づくり推進事業の面から 

  ① この事業の２９年度の実

施状況と成果についての周

知状況 

  ② ３０年度の申請状況は。 

(3) 活性化への取組状況に対する

周知状況 

  ① 現況は。 

  ② 地域活性化の動きを知ら

せる掲示板として、町のＨ

Ｐは活用できないか。 

町 長 

２ 地元就職を進める施

策について 

(1) 地元就職支援に対して行政の

役割をどのように考えているの

か。 

(2) ｢発見たんけん都城市三股町

どんな仕事があるのかな」につ

いて 

  ① 三股町教育委員会の後援

内容は。 

  ② この冊子の活用を具体的

にどのように考えているの

か。 

教育長 

３ 梶山城跡整備事業に

ついて 
今後の活用予定 

町 長 

教育長 
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８ 指宿 秋廣 

１ 下水道の加入促進に

ついて 

① 下水道の加入率の推移はどう

なっているか。 

② 加入金の免除期間の効果はど

のように推移したか。 

③ 今後加入促進に向けての会議

（公共下水道運営審議会）は、

何回開催されたか。 

④ 他の自治体でも同じ悩みを抱

えていると思うが、協議会のよ

うな協議機関は存在するか。 

⑤ 今後さらなる促進策を協議し

ているか。 

町 長 

２ 役場職員の処遇の改

善について 

① 正規職員の早期退職者の人数

とその理由はどうなっている

か。 

② 再任用職員の処遇はどうなっ

ているか。 

③ 退職後に他の自治体に再就職

した職員はいるか。 

④ 早期退職者や他自治体への再

就職を止めさせるために本町役

場の勤務の処遇改善策は検討し

ているか。 

町 長 
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 三股町告示第24号 

  平成30年第３回三股町議会臨時会を次のとおり招集する。 

     平成30年５月16日 

                               三股町長 木佐貫 辰生 

 １ 期 日  平成30年５月21日 

 ２ 場 所  三股町議会議場 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

森 正太郎君         楠原 更三君 

福田 新一君         池邉 美紀君 

堀内 義郎君         内村 立澤君 

福永 燧文君         指宿 秋廣君 

重久 邦仁君         池田 克子君 

山中 則夫君                

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 
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平成30年 第３回（臨時） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第１日） 

                             平成30年５月21日（月曜日） 

 

議事日程 
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 日程第４ 質疑 

 日程第５ 討論・採決 

────────────────────────────── 
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４番 池邉 美紀君        ５番 堀内 義郎君 
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８番 指宿 秋廣君        ９番 重久 邦仁君 

10番 池田 克子君        11番 山中 則夫君 
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────────────────────────────── 
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────────────────────────────── 
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局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  宮内 浩二郎君  総務課長兼町民室長  黒木 孝幸君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  綿屋 良明君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

農業振興課長  白尾 知之君   都市整備課長  上原 雅彦君 

環境水道課長  西畑 博文君   教育課長  鍋倉 祐三君 

会計課長  川野  浩君                       

 

午前10時00分開会 

○議長（池邉 美紀君）  ただいまから平成３０年第３回三股町議会臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１０名、定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（池邉 美紀君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期中の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、６番、内村君、１１番、

山中君の２名を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期決定の件について 

○議長（池邉 美紀君）  日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 議会運営委員長より報告をお願いします。議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 楠原 更三君 登壇〕 

○議会運営委員長（楠原 更三君）  おはようございます。議会運営委員会の協議の結果について

ご報告申し上げます。 

 去る５月１６日に委員会を開催し、本日招集されました平成３０年第３回三股町議会臨時会の

会期日程等について協議をいたしました。 

 今期臨時会に提案されます議案は、専決処分した事件の報告及び承認について４件、平成

３０年度補正予算１件、工事請負契約の締結について３件の計８件であります。これら提出議案

の内容等を踏まえ、当委員会において慎重に審査をいたしました結果、本臨時会の会期は本日
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１日限りとし、提案される８議案については、委員会への付託を省略し、全体審議で措置するこ

とに決定しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（池邉 美紀君）  お諮りします。本臨時会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり本日

１日間とし、今回提案される８議案については、委員会付託を省略し、全体審議として措置する

ことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、議会運営委員長の報

告のとおり決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議案第３０号から第３７号までの８議案一括上程 

○議長（池邉 美紀君）  日程第３、議案第３０号から第３７号までの８議案を一括して議題とし

ます。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。平成３０年第３回三股町議会臨時会に上程いた

しました各議案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第３０号から第３３号までの４議案については、全て去る平成３０年３月３１日付で、地

方自治法第１７９条第１項の規定により、それぞれ専決処分にしましたので、同条第３項の規定

により、これを議会に報告し、その承認を求めようとするものであります。 

 まず、議案第３０号「三股町税条例等の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律が第１９６回通常国会において可決され、平成３０年３月

３１日に交付されたことに伴い改正を行ったものであります。 

 改正の主な内容としましては、個人の住民税につきまして働き方の多様化を踏まえ、給与所得

控除、公的年金等控除制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの対応を行う

ものです。 

 また、たばこ税につきましては、税率の引き上げ、加熱式たばこの課税方式の見直し、固定資

産税につきましては、土地の負担調整措置の仕組みを３年延長することなどであります。 

 次に、議案第３１号「三股町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」についてご説明申し

上げます。 

 本案は、国民健康保険法施行令の改正に準じ、国民健康保険税の賦課限度額を引き上げ、５割

軽減及び２割軽減世帯の軽減判定所得の基準額を引き上げるものであります。 
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 次に、議案第３２号「平成２９年度三股町一般会計補正予算（第６号）」についてご説明申し

上げます。 

 本案は、年度末における各種事務事業の実績あるいは決定に基づき、歳入歳出予算の補正を行

ったものであります。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額１０４億６,０３３万６,０００円から歳入歳出それぞれ１億１,６６５万

３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０３億４,３６８万

３,０００円としたものであります。 

 次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

 町税は実績及び実績見込みにより、法人町民税３,２２７万４,０００円などを増減額したもの

であります。 

 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、地

方交付税などは、交付決定による特別交付税１億８,１６９万４,０００円などを増減額したもの

であります。 

 分担金及び負担金、使用料及び手数料は、実績により老人ホーム入所者負担金などを増減額し

たものであります。 

 国庫支出金及び県支出金は、交付決定により施設型給付費負担金などを増減額したものであり

ます。 

 繰入金は、充当事業の減により、ふるさと未来基金繰入金、公共施設等整備基金繰入金を減額

し、今回の歳入歳出予算で見込まれる収支額の余剰分について、財政調整基金の取崩額を２億

７,５００万円減額して、基金の確保を図ることなどであります。 

 町債は、実績により畑地帯総合整備事業などの減、餅原線歩道整備事業の増で、総額

２,３１０万円を減額したものであります。 

 次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。各款及び各項において、それぞれ各種事

務事業の実績に基づき、執行残、不用額を減額したものであります。 

 総務費は、企画費のふるさと納税推進事業業務委託料ほか１,２０９万６,０００円、戸籍住民

基本台帳費の地方公共団体情報システム機構事務費負担金２４４万５,０００円などを減額した

ものであります。 

 民生費においては、社会福祉士、総務費の障害者自立支援給付費８２８万３,０００円、児童

運営費の施設型給付費３,８８０万円などを減額したものであります。 

 衛生費においては、予防費の個別健診委託料ほか１,３２５万９,０００円、母子衛生費の妊

婦・乳幼児健診委託料７９０万６,０００円などを減額したものであります。 
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 農林水産業費においては、実績により農業振興費の農地中間管理事業機構集積協力金４９７万

５,０００円などの各種事業費を減額したものであります。 

 商工費においては、実績により商工振興費の中小企業等特別融資制度補助金１５３万

８,０００円などの各種補助金などを減額したものであります。 

 土木費においては、公園管理費の各施設草刈り等委託料ほか２９３万８,０００円、住宅管理

費の修繕料５５０万円などを減額したものであります。 

 消防費においては、非常備消防費の消防ポンプ自動車購入ほか１５８万５,０００円などを減

額したものであります。 

 教育費においては、実績により小中学校費の要保護及び準要保護児童生徒援助費合わせて

５７９万２,０００円、体育施設の勤労者体育センター改修工事費１,１５８万５,０００円など

を減額したものであります。 

 公債費は、利子の決定により不用額３２０万円を減額したものであります。 

 諸支出金は、見込まれる収支額の余剰分を財政調整基金に１,５００万円、公共施設等整備基

金に１億３,４７４万５,０００円、減災基金に２,０００万円積み立てるため増額し、ふるさと

未来基金は寄附金の実績。 

 墓地公園管理基金は実績の確定により減額し、また予備費は収支の調整額７,７８４万

３,０００円を増額したものであります。 

 次に、第２表地方債補正について主なものをご説明申し上げます。 

 畑地帯総合整備事業、高才第１地区について９０万円減額し、限度額を９００万円とするなど

７件の事業を減額し、餅原線、歩道整備事業については９０万円増額し、限度額を８１０万円に

変更したものであります。 

 次に、議案第３３号「平成２９年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、年度末における事務事業の実績あるいは決定に基づき、歳入歳出予算の補正を行った

ものであります。すなわち歳入歳出予算の総額３５億５,３５３万６,０００円から歳入歳出それ

ぞれ２,１０３万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億

３,２４９万８,０００円としたものであります。 

 歳入については、国民健康保険税、県支出金は増額し、国庫支出金、療養給付費等交付金、諸

収入の減額が主なものであります。 

 歳出については、保険給付費、諸支出金の減額と予備費の増額が主なものであります。 

 次に、議案第３４号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」につ

いてご説明申し上げます。 
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 本案は、中央浄化センター増築基本設計による概算事業費の算出に伴い、所要の補正措置を行

うものであります。すなわち歳入歳出予算の総額７億９,６４０万２,０００円から歳入歳出それ

ぞれ１億５,８５９万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億３,７８１万

２,０００円とするものであります。 

 歳入については、国庫支出金及び町債を減額し、歳出については下水道事業費を減額し、予備

費を増額するものであります。 

 次に、第２表継続費については、３カ年事業の総額及び年割額を規制するものであります。 

 また、第３表地方債については、限度額を補正するものです。 

 次に、議案第３５号、議案第３６号及び議案第３７号の「工事請負契約の締結について」は関

連がございますので、一括してご説明申し上げます。 

 本案については、国の防災安全社会資本整備総合交付金を活用して、東原団地Ｂ棟建設を施工

しようとするものであります。 

 本建設の建築主体工事については、特定建設工事共同企業体での参加を公募し、去る５月９日

に条件つき一般競争入札を実施し、機械設備工事及び電気設備工事については、指名競争による

総合評価落札方式での入札を同日実施し、落札者を決定したものであります。 

 議案第３５号の建築主体工事については、吉原・井ノ上特定建設工事共同企業体が４億

２８４万円で落札し、議案第３６号の機械設備工事については、中尾設備株式会社が

５,３５５万７,２００円で落札し、議案第３７号の電気設備工事については、有限会社幸栄電気

が４,９６８万円で落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第２条の規定により、それぞれ議会の議決を求めるものであります。 

 以上、８議案の提案理由を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願

いいたします。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（池邉 美紀君）  ここで補足説明があれば許します。税務財政課長。 

○税務財政課長（綿屋 良明君）  議案第３０号「三股町税条例等の一部を改正する条例」につき

まして補足説明をいたします。 

 改正分が１４ページ、新旧対照表が４０ページ及び非常にわかりにくいですので、本日お配り

してあります概要版、それと参考資料をもとに、改正の主な３点についてご説明いたします。よ

ろしいでしょうか。 

 まず、第１点目ですが、参考資料１ページの個人住民税についてですが、給与所得控除、公的

年金等控除をそれぞれ１０万円引き下げ、基礎控除額を１０万円引き上げて４３万円とし、給与

所得控除は上限となる給与収入を１,０００万円から８５０万円に引き下げ、控除の上限額を
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２２０万円から１９５万円とするものです。 

 また、公的年金等控除は、公的年金等収入が１,０００万円を超える場合、控除額に上限額

１９５万５,０００円を設定し、基礎控除について合計所得金額が２,４００万円を超える場合か

ら逓減、２,５００万円を超える場合は消失する仕組みを設けるなどの制度改正を平成３３年度

分以後の個人住民税について適用するものであります。 

 町税条例に関連する部分としましては、概要版にあります第２４条第１項で障害者、未成年者、

寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所得要件を１２５万円から１３５万円に引き上げ、第２４条

第２項で均等割非課税限度額に１０万円を加算し、第３４条の２及び第３４条の６で、基礎控除

額及び調整控除額に所得要件、前年の合計所得金額が２,５００万円以下の創設、附則第５条で

所得割非課税限度額に１０万円を加算する改正となっております。 

 第２点ですが、参考資料２ページ、３ページのたばこ税についてですが、国と地方のたばこ税

の配分比率１対１を維持した上で、たばこ税率を平成３０年１０月１日から３段階で引き上げる

ものであります。 

 町税分は、たばこ１,０００本当たり５,２６２円を平成３０年１０月１日に５,６９２円に、

さらに６,１２２円、６,５５２円と３段階で引き上げ、国と地方を合わせて１本当たり１円ずつ

計３円、１箱２０本当たり２０円ずつ、計６０円の引き上げとなります。 

 また、平成３１年４月に予定されている旧３級の紙たばこにかかわる税率の引き上げを平成

３１年１０月実施に延期するものであります。それと加熱式たばこにかかわる課税を、重量

０.４グラム、価格約２０円を１対１の比率で、紙巻きたばこに換算する方式とし、平成３０年

１０月１日から５年間かけて段階的に移行するものであります。 

 町税条例に関連する部分としましては、第９２条で製造たばこ区分の新たな創設、第９３条の

２で製造たばこのみなし規定の新設、第９４条で加熱式たばこにかかわる紙巻きたばこの本数へ

の換算方法等の規定の整理、第９５条でたばこ税率の３段階引き上げ、平成２７年改正条例附則

第４条で旧３級品の紙巻きたばこにかかわる経過措置の期間変更の改正となっております。 

 ３点目は、固定資産税の土地にかかわる負担調整などの特例措置の適用期限を３年延長するも

のであります。 

 町税条例に関連する部分としましては、附則第１１条から附則第１５条までの改正となってお

ります。このほかにつきましては、地方税法等の改正に伴い所要の規定を整備したものでありま

す。 

 以上、補足説明を終わります。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  それでは、議案第３４号「平成３０年度三股町公共下水道事業
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特別会計補正予算（第１号）」について補足説明をいたします。 

 初めに継続費の補正についてご説明いたします。議案書の４ページをお開きください。あわせ

て説明資料の、きょうお配りをしました説明資料の１ページをごらんください。よろしいでしょ

うか。（「もう一回」と呼ぶ者あり）議案書の４ページ及び説明資料の１ページをごらんくださ

い。よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 中央浄化センター増築事業におきまして、当初予算書の第２表継続費では、平成２６年度に作

成しました下水道事業計画に基づき概算事業費を６億４,２７０万円と算出し、継続費の総額と

して計上しておりましたが、平成３０年３月に成果品として納入されました基本設計による補助

事業概算事業費総額が資料の１ページのとおり８億４,７００万円と算出されました。赤の１と

いうふうに示しているところでございます。３０年から３２年度までの３カ年の継続費の総額を

２億４３０万円増額し、８億４,７００万円とするものであります。 

 増額の理由としましては、人件費及び資材の高騰、導水管、曝気装置の見直しが主なものでご

ざいます。 

 補正後の事業費に対する財源内訳としましては、国庫補助総額４億５,４６８万円、起債総額

を３億５,３０８万８,０００円、その他の分の総額としまして３,９２３万２,０００円を予定

しているところでございます。 

 年割額の内訳としましては、資料の２ページをごらんください。平成３０年度の事業費を１億

１,４００万円、３１年度に３億９,５００万円、３２年度に３億３,８００万円を予定していま

す。参考までに年度ごとの国庫補助額も記載しておるところでございます。資料の１ページと

２ページの赤の番号と２ページの番号は、同一箇所を示しているものでございます。 

 次に、歳入歳出の補正についてご説明いたします。歳入は議案書の１２、１３ページ、歳出は

１４、１５ページをごらんください。あわせて説明資料の３ページをお開きください。 

 歳入の国庫補助金においては、浄化センター増築事業分として１億５,１２５万円を計上して

いましたが、先ほどご説明いたしました資料の２ページの３０年度事業費に対する国費として

６,１２６万円が見込まれるため、８,９９９万円を減額し、国庫補助金総額を１億９,０２６万

円とするものでございます。 

 町債においても、浄化センター増築事業分として１億１,６００万円を計上しておりましたが、

３０年度事業費の減により６,８６０万円に減額し、町債の総額を２億３６０万円とするもので

ございます。 

 次に歳出についてご説明いたします。 

 下水道事業費の工事請負費として浄化センター増築工事費２億８,０００万円を予定しており

ましたが、下水道事業団に工事の委託を行いたいため、工事請負費２億８,０００万円を減額し、
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委託料に３０年度の事業費１億１,４００万円を増額補正し、公共下水道費の総額を４億

４,８９１万４,０００円とするものでございます。 

 なお、下水道事業団との工事委託に関する基本協定の締結については、６月議会での提案を予

定しているところでございます。 

 予備費においては、下水道事業費の減に伴い歳出減を歳入額に調整するため、下水道事業費の

特定財源のその他財源分７４１万円を増額し、予備費を７９１万円とするものでございます。 

 説明資料の４ページに増築工事のスケジュールをお示ししております。また５ページには、計

画平面図を添付しておりまして、計画平面図の赤斜線部が今回３０年、３１年、３２年度の３カ

年の実施工事をする箇所を表示しているところでございます。 

 この説明は以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  次に総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  それでは、続きまして議案第３５号、議案第３６号及び議案第

３７号「工事請負契約の締結について」補足説明をいたします。よろしいでしょうか。 

 この３案につきましては、５月９日に東原団地Ｂ棟の建築主体工事、機械設備工事及び電気設

備工事の入札を実施いたしまして、落札者と工事請負契約を締結するために議会の議決を求める

ものであります。 

 まず、議案第３５号「建築主体工事」についてご説明いたします。 

 入札の参加形態につきましては、２社で構成する特定建設工事共同企業体、いわゆるＪＶでの

参加としたところでございます。 

 代表者の主な資格としましては、建築一式工事の経営事項審査結果の総合評点８５０点以上で

あること。平成１０年度以降工事概要と同種の建築工事において元請もしくは共同企業体におけ

る代表者としての施工実績があること。宮崎県内に建設業法に定める本社または営業所等が所在

することなどといたしました。 

 構成員の主な資格としましては、建築一式工事の経営事項審査結果の総合評点値７００点以上

である町内の建築業者、建築のＡランクとしたところでございます。 

 資料にありますように、資格を満たす７つの共同企業体が入札に参加いたしまして、その結果、

予定価格４億２,４３３万２,０００円に対しまして、落札価格４億２８４万円、落札率

９４.９４％で、吉原・井ノ上特定建設工事共同企業体が落札したところであります。 

 吉原建設株式会社につきましては、ご存じのとおり都城市に本店を構え、建築、土木、一式工

事を主な業務としておりまして、総合評点値は１,２４２点、同種の施工実績としましては昨年

の東原団地Ａ棟の建築主体工事を今回と同じ特定建設工事共同企業体で、契約金額３億

７,４１２万４,０００円で請け負っているところでございます。 



- 11 - 

 次に、議案第３６号及び議案第３７号の前に今回東原団地Ｂ棟の機械設備工事及び電気設備工

事の入札に導入しました低入価格調査制度についてご説明いたします。別途こういう資料がお配

りされているかと思います。 

 この２つの工事につきましては、総合評価落札方式で入札を実施いたしました。国土交通省よ

り総合評価落札方式による入札には、最低制限価格の設定ができないことの指摘を会計検査院か

ら受けた地方公共団体があることから、総合評価落札方式による入札においては、ダンピング受

注防止の徹底のため、低入札価格調査制度の活用及び価格による失格基準の導入について要請が

あったところでございます。 

 資料の１ページをごらんください。低入札価格調査制度では、左上に３つありますけども、予

定価格、調査基準価格及び失格判断基準価格を算定して入札を行います。調査基準価格につきま

しては、最低制限価格と同様の算定で設定をいたしました。失格判断基準価格につきましては、

入札審査会において入札額の回５社の平均に０.９５を乗じた額とすると決定し、入札結果に基

づきまして算定いたしました。 

 それでは、２ページをごらんください。入札の価格の結果でありますけども、議案第３６号

「機械設備工事」におきましては、有限会社野元設備が、失格判断基準価格、上から４段目にな

りますけども癩癩の入札比較価格４,８５５万８,６６１円を下回ったため、失格となったところ

でございます。 

 次に、議案第３７号「電気設備工事」においては、算定しました失格判断基準価格が調査基準

価格を上回ったため、失格判断基準価格を調査基準価格と同額とし、失格者はございませんでし

た。今回の低入札価格制度の周知につきましては、各社指名通知を受け取りにこられる際に、

１社ごと制度について説明を行い、実施要綱もホームページの入札案内に掲載しております。 

 また、引き継ぎについても対応いたしております。この資料の３ページ以降に実施要綱を添付

しておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

 それでは、議案第３６号「機械設備工事」についてご説明をいたします。議案の資料ですけど

も、資料にありますように７社が入札に参加し、その結果施工能力や地域貢献度などを点数化し

た技術評価点と価格評価点の合計点数が最高点２９.１８でありました中尾設備株式会社が、予

定価格６,４００万８００円に対しまして、落札価格５,３５５万７,２００円、落札率

８３.６８％で落札したものであります。 

 次に、議案第３７号「電気設備工事」についてご説明いたします。資料にありますように７社

が入札に参加し、その結果、施工能力や地域貢献度などを点数化した技術評価点と価格評価点の

合計点数が最高点２０.１３点でありました。有限会社幸栄電気が予定価格５,１９０万

４,８００円に対しまして落札価格４,９６８万円、落札率９５.７１％で落札したものでありま
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す。 

 工期につきましては、３議案とも全て平成３１年２月２８日までとなっております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  続きまして、都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  都市整備課より議案第３５号、議案第３６号、議案第３７号の

東原団地Ｂ棟の建築について補足説明をさせていただきます。 

 まず、お手元のほうに図面のほうが配布してあろうかと思います。こちらのほうＡ３の横長の

やつですけど、こちらのほうが左側のＡ棟につきましては、平成２９年度完了しておりまして、

今回右側のＢ棟及び真ん中に茶色い色であります集会場と外構の駐車場等を整備するものであり

ます。 

 Ｂ棟の建築主体におきましては、鉄筋コンクリートづくり階数３階建て、建築面積

９２８.４３平米、延べ床面積２,０１１.１８平米、住戸数といたしましてはＡ棟とか同じで

２Ｋが２０戸、２ＬＤＫが１５戸となっております。駐車場は５９台を確保しております。 

 また、今回は集会場として木造平屋建て、建築面積９３.５８平米、延べ床面積８９.４４平米

を建設するものであります。屋外施設といたしましては、敷地内排水工事、敷地内の舗装工事、

外構、フェンス等、あと敷地外の側溝工事を行うものであります。 

 続きまして、議案第３６号の「機械設備工事」につきましては、Ｂ棟の機械設備工事といたし

まして、衛生器具設備、便所、洗面台等。続きまして、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設

備、換気設備。また集会場におきましても同じく衛生設備等工事いたすものであります。 

 続きまして、議案第３７号「電気設備工事」におきましては、東原団地Ｂ棟の電力・電灯設備

ということで、屋内の配線、屋外の配線、照明設備、情報設備といたしまして電話配線設備、テ

レビ共用線設備。防災設備といたしまして、自動火災報知設備、住宅内火災報知設備。集会場に

つきましても幹線コンセント設備、電灯設備、街灯設備を今回工事するものであります。 

 続きまして、もう１枚関連といたしまして、Ａ４の１枚紙で東原団地家賃説明資料というのが

お手元にあろうかと思いますので、こちらのほうについては家賃についてＡのケースということ

で、五本松団地から東原団地に移転していただく方の家賃については、一定期間５年間で今の公

営住宅の家賃から徐々に家賃を引き上げていき、新しい公営住宅の家賃になるように、家賃の段

階的引き上げ、激変緩和措置を行います。この処置を経て６年目の家賃から新しい公営住宅の規

定により算出した家賃を支払うこととなります。 

 表Ａのほうに東原団地２Ｋ家賃１万６,４００円の場合ということで、初年度、２年度、３年

目、４年目、５年目、６年目ということで、段階的に家賃が引き上げる形となります。 

 また、Ｂケースといたしまして、五本松団地から稗田、唐橋、山王原、南原、唐橋第２団地に
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移転していただく方の家賃については、住み替え時における入居名義人または当該配偶者一代に

限り減免申請により一月の家賃を５,０００円とすることとしております。 

 ②のほうが、五本松団地の方の移転先ということで、平成２９年４月現在で入居者が７４戸あ

りまして、平成２９年度に移転された方が移転先東原団地、これＡ棟のほうですけど、こちらの

ほうが２９戸、こちらがケースＡになります。 

 続きまして、稗田団地から南原団地、こちらのほうが７戸ですけど、こちらのほうがケースＢ

という形になります。 

 続きまして、中原団地に１人、こちらもケースＡです。施設養護老人ホームとこちらのほうに

２戸、民間のほうに５戸ということで、民間のほうは実家とか家を買われたりという方がいらっ

しゃいます。２９年度実績として４４戸の方が転出していただいております。 

 平成３０年度移転予定ということで、こちらのほうは東原団地のほうに１７戸、東原団地以外

に１３戸、計の３０戸ということで、こちらのほうにつきましては平成２９年１２月に東原団地

の移転確認調査ということで、Ａ棟、Ｂ棟合わせての部屋の抽選会というか、希望を聞きまして

決定をしたときの結果に基づいております。 

 また、今後の最終移転確認により変更になることがありますということで申し添えておきます。 

 以上、説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．質疑 

○議長（池邉 美紀君）  日程第４、質疑を行います。 

 質疑は専決処分及び平成３０年度補正予算の議案と工事契約の議案の２つに分けて行います。 

 質疑の際は、議案番号を明示の上、質疑をお願いします。なお、質疑は会議規則により、臨時

会では同一議題につき１人５回以内となっております。ご協力方よろしくお願いします。 

 それでは、まず議案第３０号から第３４号までの５議案、専決処分及び平成３０年度補正予算

の議案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  議案第３４号ですけれども教えていただきたいんですが、この中

に事業団というのが出てまいります。日本下水道事業団ということでしょうか。これは何なのか

ちょっと教えていただけますでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  日本下水道事業団のことでございますが、私的営利を目的とす

る民間団体とは根本的に異なり、下水道整備を促進する地方公共団体の共通の目的を追求する役

割を担った団体でございます。 

 日本下水道事業団は地方共同法人と言われておりますが、地方公共団体が主体となって運営す
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る法人のことでございます。 

 ちなみに下水道事業団の職員は、一般の公共事業団、福岡市職員等が派遣されている事業団で

ございます。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  その関連ですけども、そうしたことによって今回最初は自分とこ

でやりますよとしたわけですね。そのメリットというのが…… 

○議長（池邉 美紀君）  マイクをちょっとあげてもらえますか。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  年度途中で変えたということなので、何でこのメリットがあって

こうしたんですよというのが、説明なかったというふうに思うんですが、その経緯等をなぜこう

したのかというのを教えてほしいです。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  下水道事業団への委託については、地方公共団体と日本下水道

事業団が協定を締結しまして、下水道事業団に地方公共団体を行う下水道事業の一部を委託する

ことであり、委託を受けた下水道事業団は地方公共団体にかわって設計、発注、工事の監督、検

査、さらには会計検査院への受検等、発注者たる地方公共団体が行うべき一連の業務を実施いた

します。 

 また、発注するメリットとしましては、これまでに蓄積した計画設計ノウハウとともに、整備

を重ねてきた標準使用、標準単価や見積もり査定によって建設工事を適正に縮減することはでき

るものと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  ということは、町が今から先はこの委託料で払うので、指名の関

係、それから補正予算の関係、全てその事業団が言われるままにやりますよというふうになるん

ですかね。要するに委託するということになってくると、それに伴う支出が出てきますよね。要

するに想定外と言ったほうがいいですかね、補正予算をもう一回組まないかんですよとか、もし

くはそこの事業が行う事業団が発注するときによって、多分大手になるんでしょうけども、その

請負業者は、それに対するメンテナンスはどうするとかいう話が、自治体としてはそれは全部ク

リアできるということでこういうふうになったんですかね。要するに、棄権というのはないんで

すかと聞いているんです。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  下水道事業団への発注は、３カ年の共同協定を結びまして、継

続費の８億４,７００万で委託契約をする契約としております。工事内容の変更等につきまして
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は８億４,７００万より減額になるのではないか。清算により契約変更が行われることと考えて

いるところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  それは今から補正を考えて、３カ年分の契約を結ぶと今聞こえた

んですが、そうするとそれは、ここに３カ年という形で継続は全部出てきていて、こういうふう

になる。要するにそれも全部、３０、３１、３２年、平成は続かないんですけども、今で言うと

平成３０年から３１、３２年まで。２０１８年から１９、２０年までという形で、３カ年分の全

部契約を終わらせるということで理解していいですか。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  そのとおりでございます。この予算の議会承認後に６月議会で

協定についてご説明するところで、提案するところでございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  確認な。そしたらこれがもし通ったとしますね。通ったとします

ね。そしたら、次に今度は３カ年分の契約をしますよとなるということは、もしそれが否決にな

ったら、支出できませんということになるんですね。支出項目がなくなっているわけ、委託です

よと、こうやっているわけ。 

 要するに、本日一日限りの会議の中でそれを確認したら、次の議会にはもう絶対イエスと言わ

ないかんということになるわけですね、そうでしょう、支出項目なくなるんだから。ということ

でよろしいですか。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  今回の議会で提案しました８億４,７００万の継続費について

否決された場合ということなのでしょう…… 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  そうじゃない。可決したとしますよねと。そしたら次のときには、

事業団で出てくるんでしょう、契約したのが。そしたら、それはもう否決すること絶対できない

ちゅうことになるんですね。柔軟て書いてあるわけだから。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  委託契約の議案を提出する予定としておりますので、契約締結

の否決（発言する者あり）今回は予算の計上だけでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  今回の増築現場を見に行ったんですけども…… 

○議長（池邉 美紀君）  議案番号を明示してください。 
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○議員（３番 福田 新一君）  ３４号。 

○議長（池邉 美紀君）  ３４、はい。 

○議員（３番 福田 新一君）  その中でやはり下水道のろ過について、非常に沈殿方式というか

能力によって敷地というのが決まってくると思うんですが、今三股町の人口というのは２万

５,０００となってますけども、将来的に例えばそれが減っていった場合に、能力があり過ぎて

非常に効率的じゃないちゅう、そういうことは考えられないんですか。そうなったときにはどう

いうふうな処置をしますというか、それの案があったら教えてください。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  以前９月議会でも、全員協議会でご説明いたしましたように、

今回の２池目のＯＤ槽の増築については、３５年度にはいっぱいになると。３０…１池目で

３０…１池目のＯＤ槽がいっぱいになるという計画がありますので、今回３２年度までに工事を、

２池目のＯＤ槽を整備したいというふうに考えているところでございます。それ以降につきまし

ては、今後も管路のエリアが広がっていきますので、接続率も向上するという計画を持っており

ますので、今後２池目以降３池目につきましては、また将来の予想を推計しまして計上していく

予定としておるところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  質疑もないので、議案第３０号から第３４号までの５議案に関する質疑

を終結します。 

 次に、議案第３５号から第３７号までの３議案、工事契約の議案に対する質疑を行います。質

疑はありませんか。指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  本体工事の中で絵が出てきているんですけれども、集会場の絵は

ないですよね。どっかに私が見落としているんですかね。資料の要求をしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  済いません、集会場の平面図については、今回つけ忘れており

ますので、追加して資料のほう提出したいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  本会議を休憩します。 

午前10時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時06分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 
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 補足説明をお願いします。都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  大変失礼いたしました。集会場につきまして、今立面図のほう

と平面図のほうをお配りさせていただきました。改めまして、集会場のほうが木造平屋建て、建

築面積９３.５８平米、延べ床面積８９.４４平米となっておるところであります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかに質疑はございませんか。楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  東原団地の件なんですが、移転先が出ています。３０年度移転予

定、計３０戸とありますが、終了予定はいつなんでしょうか、移転終了の予定は。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  ３１年の３月末を予定しておるところであります。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  要するに何戸残っているんです。この３０年移転予定を除いて何

戸残っているんでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  ３０年度移転予定が３０戸ですので、この３０戸で全て移転と

いう形になります。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  議案第３６号と３７号ですね、今回総合評価方式というこ

と…… 

○議長（池邉 美紀君）  マイクを済みません、あげてください。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  ３６号ですね、３７号もですけど、総合評価方式入札というこ

とになっていますけど、今回こういうことに、この入札制度を導入したら、どういうわけがある

んでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  東原団地のＡ棟については、指名競争入札で行ったところでありま

すけども、過去に塚原団地とか、やはり総合評価方式で行っている場合もあります。いろいろ意

見等もお聞きしまして、やはり地域貢献度とか社会貢献度とか会社の技術等も踏まえた上で決定

するほうがいいんじゃないかということで、今回導入させていただいたところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  そうすると、将来のことですけど、主体工事の総合評価方式と

いうことも考えていらっしゃるんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 
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○総務課長（黒木 孝幸君）  実際工事の形態といたしまして、主体工事についてはＪＶというこ

とで、町内のＡランクの業者とのＪＶということで、当然大手と組むことによって技術の授受と

いいますか、それも期待されますし、主体工事については、その方法のほうがよろしいのかなと

思っているところでございます。 

 機械設備と電気工事につきましては、やはり金額等によって指名する業者等も多くなりますの

で、そこではやり町内と町内外とかも入ってまいります。その中でやはり町への貢献度等とか、

そういうものを踏まえた上で導入ということになりましたので、主体工事については町内Ａラン

ク全てに参加資格を与えた上でＪＶを組むということでやっておりますので、主体工事について

はこの方法でもよろしいのかなというふうに考えておるところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  総合評価方式の件で少しお聞きしますが、この評式の要綱です

か、これ、要綱。要綱が平成３０年４月１日から施行するというふうに改正になっております

けども、要綱の改正はどこを改正されたんですか、教えてほしい。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  総合評価のほうでよろしいでしょうか。総合評価のほうは、今回改

正ということで、先ほど補足説明で申しましたように、本町の要綱も最低制限価格の表示をして

いたところであります。そこを低入札価格制度と低入札価格（発言する者あり）評価制度ですね。

というふうに変更を加えたところでありまして、前のときにはここの変更、その部分であります。

（「ここだけ、はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  質疑もないので、議案第３５号から第３７号までの３議案に係る質疑を

終結します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．討論・採決 

○議長（池邉 美紀君）  日程第５、討論・採決を行います。 

 議案第３０号「専決処分した事件の報告及び承認について（三股町税条例等の一部を改正する

条例）」を議題として、討論・採決を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３０号は、原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３０号は、原案のとおり承認され

ました。 

 議案第３１号「専決処分した事件の報告及び承認について（三股町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例）」を議題として、討論採決を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３１号は、原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３１号は、原案のとおり承認され

ました。 

 議案第３２号「専決処分した事件の報告及び承認について（平成２９年度三股町一般会計補正

予算（第６号））」を議題として、討論、採決を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３２号は、原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３２号は、原案のとおり承認され

ました。 

 続きまして、議案第３３号「専決処分した事件の報告及び承認について（平成２９年度三股町

国民健康保険特別会計補正予算（第５号））」を議題として、討論、採決を行います。 
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 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３３号は、原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３３号は、原案のとおり承認され

ました。 

 続きまして、議案第３４号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）」を議題として、討論、採決を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３４号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３４号は、原案のとおり可決され

ました。 

 続きまして、議案第３５号「工事請負契約の締結について（平成３０年度町営住宅東原団地Ｂ

棟建築主体工事）」を議題として、討論、採決を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３５号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３５号は、原案のとおり可決され

ました。 
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 続きまして、議案第３６号「工事請負契約の締結について（平成３０年度町営住宅東原団地Ｂ

棟機械設備工事）」を議題として、討論、採決を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３６号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３６号は、原案のとおり可決され

ました。 

 続きまして、議案第３７号「工事請負契約の締結について（平成３０年度町営住宅東原団地Ｂ

棟電気設備工事）」を議題として、討論、採決を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより、採決を行います。議案第３７号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第３７号は、原案のとおり可決され

ました。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 

午前11時17分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時22分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池邉 美紀君）  それでは、以上で、平成３０年第３回三股町議会臨時会を閉会いたしま

す。 
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午前11時22分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

                                   議  長  池邉 美紀 

                                   署名議員  内村 立澤 

                                   署名議員  山中 則夫 
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 三股町告示第30号 

  平成30年第４回三股町議会定例会を次のとおり招集する。 

     平成30年６月４日 

                               三股町長 木佐貫 辰生 

 １ 期 日  平成30年６月８日 

 ２ 場 所  三股町議会議場 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

森 正太郎君         楠原 更三君 

福田 新一君         池邉 美紀君 

堀内 義郎君         内村 立澤君 

福永 燧文君         指宿 秋廣君 

重久 邦仁君         池田 克子君 

山中 則夫君                

────────────────────────────── 

 ○６月12日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○６月13日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○６月14日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○６月21日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

 

 



- 26 - 

 

平成30年 第４回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第１日） 

                             平成30年６月８日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         平成30年６月８日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件について 

 日程第３ 議案第３８号から議案第４９号までの１２議案及び報告３件一括上程 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件について 

 日程第３ 議案第３８号から議案第４９号までの１２議案及び報告３件一括上程 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 森 正太郎君        ２番 楠原 更三君 

３番 福田 新一君        ４番 池邉 美紀君 

５番 堀内 義郎君        ６番 内村 立澤君 

７番 福永 燧文君        ８番 指宿 秋廣君 

９番 重久 邦仁君        10番 池田 克子君 

11番 山中 則夫君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 
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町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  宮内 浩二郎君  総務課長兼町民室長  黒木 孝幸君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  綿屋 良明君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

農業振興課長  白尾 知之君   都市整備課長  上原 雅彦君 

環境水道課長  西畑 博文君   教育課長  鍋倉 祐三君 

会計課長  川野  浩君                       

 

午前10時00分開会 

○議長（池邉 美紀君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまから平成３０年第４回三股町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１１名。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（池邉 美紀君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期中の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１番、森君、１０番、池

田さんの２人を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期決定の件について 

○議長（池邉 美紀君）  日程第２、会期設定の件を議題とします。 

 議会運営委員長より報告をお願いします。議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 楠原 更三君 登壇〕 

○議会運営委員長（楠原 更三君）  おはようございます。 

 議会運営委員会の協議結果についてご報告いたします。 

 去る６月４日、議会運営委員会を開催し、本日招集されました平成３０年第４回三股町議会定

例会の会期日程等について協議をいたしました。 

 今期定例会に提案されました議案は、条例の改正等３件、平成３０年度補正予算５件、人事案

件２件、その他２件の計１２件、このほか報告３件であります。これら提出議案の内容等を踏ま

え、当委員会において慎重に審査をいたしました結果、本定例会の会期は本日から６月２７日ま

での１４日間とすることに決定しました。 

 日程の詳細については、会期日程案を配付しておりますので、説明は省略いたします。 

 また、意見書案では１件提出されており、本日の全員協議会の場で議論調整し、その結果を最
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終日に追加提案することといたしました。 

 次に、本定例会に提案される議案のうち、議案第４６号及び第４７号の人事案件２件につきま

しては、委員会付託を省略し、第７日目の６月１４日に、全体審議で措置することに決定しまし

た。 

 以上で、当委員会の報告を終わります。 

○議長（池邉 美紀君）  お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本

日から６月２１日までの１４日間とすることとし、議案第４６号及び第４７号の２議案について

は、委員会付託を省略し、第７日目の１４日に全体審議で措置することにいたしたいと思います

が、これにご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、議会運営委員長

の報告のとおり決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議案第３８号から議案第４９号までの１２議案及び報告３件一括上程 

○議長（池邉 美紀君）  日程第３、議案第３８号から議案第４９号までの１２議案及び報告３件

を一括して議題とします。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。 

 平成３０年第４回三股町議会定例会に上程いたしました各議案について、その提案理由の説明

を申し上げます。 

 まず、議案第３８号「三股町町税条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律及び生産性向上特別措置法が可決公布されたことに

伴い、三股町税条例の一部を改正するものであります。 

 改正の内容は、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資を支援するものであります。具

体的には、生産性革命集中投資期間中における臨時、異例の措置として、地域の中小企業による

設備投資の促進に向けて、生産性向上特別措置法の規定により、町が主体的に作成した計画に基

づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税をゼロにする時限的な特例措置を

創設するものであります。 

 次に、議案第３９号「三股町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、放課後児童支援員の資格要件の拡大に伴い、厚生労働省令で定める基準に準じ、所要
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の改正を行うものであります。 

 次に、議案第４０号「三股町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、平成３０年４月１日より、指定居宅介護支援事業者の指定権限を県から町に移譲され

たことに伴い、厚生労働省令で定める基準に準じ、所要の条例制定を行うものであります。 

 次に、議案第４１号「平成３０年度三股町一般会計補正予算（第１号）」についてご説明申し

上げます。 

 本案は、人事異動に伴う給与費や緊急な対応を要する事業等について、所要の補正措置を行う

ものであります。 

 すなわち歳入歳出予算の総額１０３億円に歳入歳出それぞれ２,３３２万７,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０３億２,３３２万７,０００円とするものであります。 

 まず、歳入について主なものをご説明申し上げます。 

 県支出金は、事業決定等により農林水産業費県補助金、総務費委託金の増額補正をするもので

あります。 

 諸収入は、派遣職員に伴う納付金、コミュニティ助成事業の決定による雑入の増額補正をする

ものであります。 

 次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 

 歳出の各費目にわたる給与費等については、本年４月の人事異動に伴う款項目間及び会計間の

組み替えによる人件費の増減等を補正するものであります。 

 総務費は、産業廃棄物処分委託料、交通指導員の退職に伴う退職報償金などを増額補正するも

のであります。 

 農林水産業費は、事業内定により、産地パワーアップ事業費補助金などを増額補正するもので

あります。 

 土木費は背負い式ブロア購入に伴い、組み替えするものであります。 

 消防費は、水門等操作委託の決定に伴う委託料を増額補正するものであります。 

 教育費は、コミュニティ助成事業の決定に伴う補助金などを増減額補正するものであります。 

 次に、議案第４２号「平成３０年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２８億６,８６５万７,０００円から、歳入歳出それぞれ１８５万

４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億６,６８０万３,０００円

とするものであります。 

 歳入については、一般会計繰入金を減額し、歳出については、４月の人事異動に伴う人件費の
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増減を行うものであります。 

 次に、議案第４３号「平成３０年度三股町介護保険特別会計補正予算（第１号）」についてご

説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２２億５,８４１万２,０００円から、歳入歳出それぞれ７１万

９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億５,７６９万３,０００円

とするものであります。 

 歳入については、一般会計繰入金を減額し、歳出については、４月の人事異動に伴う人件費の

増減を行うものであります。 

 次に、議案第４４号「平成３０年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計（第１号）」に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４,９６７万９,０００円から歳出予算それぞれ１８５万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,７８２万４,０００円とする

ものであります。 

 歳入については、一般会計繰入金を減額し、歳出については、４月の人事異動に伴う人件費の

増減を行うものであります。 

 次に、議案第４５号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額６億３,７８１万２,０００円から歳入歳出それぞれ９２２万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２,８５８万７,０００円と

するものであります。 

 歳入については、一般会計繰入金を減額し、歳出については、４月の人事異動に伴う人件費の

減額及び予備費の減額を行うものであります。 

 次に、議案第４６号「教育委員会委員の任命について」ご説明申し上げます。 

 本案は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４条第２項の規定に基づき、教育委

員の任命について議会の同意を求めるものであります。 

 教育委員は、「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもの」の選任が望まし

く、また「委員の年齢、性別、職業等に偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに

保護者（親権を行う者及び未成年後見人）である者が含まれるようにしなければならない」とさ

れております。 

 現教育委員の黒木敏行氏が、６月１４日付をもちまして退任されることになりました。１期

４年間の本町の教育行政に対する情熱とご貢献に対し、深甚なる感謝と敬意を表する次第であり

ます。 
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 その後任といたしまして、種々検討の結果、中村俊郎氏を最適任者であると考え、ここにご提

案申し上げるところであります。 

 次に、議案第４７号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」ご説明申し上げます。 

 ご承知のように、固定資産評価審査委員会委員は、固定資産課税台帳に登録された事項に関す

る納税者の不服を審査決定する職務であり、町税の納税義務がある者、または学識経験を有する

者のうちから、議会の同意を得て選任するようになっております。 

 当該委員の柳橋一彦氏が、９月２１日付をもちまして退任されることとなりました。１期３年

間、町政にご協力をいただき、その崇高なるご尽力に対し、深く敬意を表する次第であります。 

 その後任につきまして、種々人選の結果、渡邊知昌氏を最適任者と認め、ここに地方税法第

４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 次に、議案第４８号「農業水路等長寿命化防災減災事業事務の委託に関する都城市との協議に

ついて」ご説明申し上げます。 

 本案は、農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な機能的かつ効

率的な長寿命化対策及び防災減災対策を講ずるため新設された農業水路等長寿命化・防災減災事

業の活用による都城盆地農業水利事業造成施設の管理に当たり、その事業事務の委託に関し別途

規約を定め、都城市と協議することについて議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第４９号「三股町公共下水道三股中央浄化センター増築工事委託に関する基本協定

の締結について」ご説明申し上げます。 

 本案は、日本下水道事業団との間で、三股町公共下水道三股中央浄化センター増築工事委託に

関する基本協定を締結しようとするものであります。 

 基本協定の締結については、去る５月２９日に随意契約により、８億４,７００万円で仮協定

したもので、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例」第２条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、１２議案について、それぞれ提案理由の説明を申しあげましたが、よろしくご審議の上、

ご承認くださるようお願いいたします。 

 なお、今議会に報告３件を呈しております。 

 報告第１号「平成２９年度三股町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、報告第

２号「三股町土地開発公社の平成３０年度事業計画及び予算」、報告第３号「三股町土地開発公

社の平成２９年度事業決算の報告について」は、それぞれ関係法令の規定により、議会に報告す

るものでございます。 

 よろしくご理解をいただきますようお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 
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○議長（池邉 美紀君）  ここで、補足説明があれば許します。総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  それでは、まず議案第４６号「教育委員会委員の任命について」説

明いたします。 

 中村俊郎氏につきましては、昭和５１年３月に、立教大学理学部を卒業され、同年４月日向高

等学校に奉職され、５つの高等学校に勤務、平成２４年３月に、都城泉ヶ丘高等学校を最後に定

年退職、その後５年間、都城泉ヶ丘高等学校に再任用として勤務されまして、平成２９年３月に

退職されております。 

 教育委員の任期につきましては４年となっております。 

 次に、議案第４７号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」ご説明いたします。渡邊

知昌氏につきましては、昭和４８年３月に、都城工業高等専門学校を卒業されまして、昭和

５３年１１月に三股町役場に入庁、平成１４年４月、会計課長、平成２５年３月に、税務財政課

長を最後に退職、同年４月から三股町シルバー人材センターの常務理事兼事務局長を務められ、

平成３０年３月に退職をされております。 

 なお、委員の任期につきましては３年間となっております。 

 以上、補足説明を終わります。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  しばらく本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午前10時20分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時23分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池邉 美紀君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日

の会議を散会します。 

午前10時23分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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農業振興課長  白尾 知之君   都市整備課長  上原 雅彦君 

環境水道課長  西畑 博文君   教育課長  鍋倉 祐三君 
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午前９時58分開議 

○議長（池邉 美紀君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１１名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（池邉 美紀君）  日程第１、一般質問を行います。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位、１番、内村君。 

〔６番 内村 立澤君 登壇〕 

○議員（６番 内村 立澹君）  おはようございます。質問番号１番、内村です。５月２６日に、

南九州は梅雨入りということでした。６月議会は雨の多い時期でもあります。ことしも大雨によ

る大きな被害がなければと思っている次第であります。 

 ６月３日に土砂災害に対する防災訓練が第６地区で行われました。当地区は、数年前ですけど

も大きな土砂災害が発生したところでもあります。突発的に発生する土砂災害に対して、地域の

皆さんが自らの命は自らで守るという意識を持つことが大切であるというようなことでした。 

 また、災害防止講座の中で、いつどこで災害が起こるかわからないということでした。どのよ

うにしたら状況をつかむということが大切という講話がありました。自分自身と身近な方の命を

守ってくださいということでした。 

 そんな中で、１２月議会と３月議会、本町における職員採用試験について質問をしてきました。 

 まず、都城市が導入した総合能力試験ＳＰＩ３を本町も導入する考えはないかというようなこ

とで質問をしてきました。その答弁の中で、総合能力試験を導入すると、公務員試験対策は不要

になるということでした。すぐれた人材の確保ができると聞いていますが、しかし、今のところ

総合能力試験の導入は考えていないということでありました。都城市の状況を注視していきたい。

そしてまた、宮崎県町村会の様子を見ながら検討していきたいというようなことでありました。 

 平成３０年度町村職員採用統一試験説明会において、町村会の方針が決定したということで

３月議会の一般質問の中でも報告の答弁をいただいております。その中で、今回はその内容につ

いて、一つずつ伺っていきたいと思います。 
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 まずもって、本町では、都城市が導入した総合能力試験について、今のところ実施していない

ということでありましたけども、今後も町村会の方針でやっていくのか。県内の町村会は、全町

この方針でやっていくのか伺っていきたいと思います。 

 あとは質問席にて質問をしていきたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。ただいま職員採用試験の本町の今後の方針につ

いてのご質問について、次のように回答させていただきます。 

 町村会が使用する日本人事研究センターの試験は、地方公務員の採用試験として開発されたも

のであり、地方公務員として必要とされる能力、すなわち職務遂行上求められる能力を測定でき

るよう設計されたテストとなっております。 

 一方、ＳＰＩ試験は、民間企業で多く用いられており、主として受験者の思考、判断力などの

基礎能力を図るものとなっております。 

 本町が採用する試験センターの試験は、時事的事項の理解、地方に関する基礎的な知識、文章

や英語を理解する能力及び論理的な思考力を問う問題などとなっており、採用試験は標準職務遂

行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもって、その目的とするという地方公務員法

第２０条の趣旨に沿ったものであると考えております。 

 また、統一で実施するため、運営面や試験問題の取りまとめなど町村会が行うため、町村事務

の軽減も図られ、またコスト面でも一人当たりの受験料をＳＰＩ試験と比較した場合、町村会の

試験が安価となっております。 

 このため、今後も町村会の方針で採用試験を実施していく予定であります。 

 また、町村は町村会の試験を全体的に実施していくのかという質問ですけれども、この町村会

の試験以外で採用試験をするというのは聞いておりません。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  公務員の中の規定みたいなもんで、方針でやっていく、そして町

村会の中で方針でやっていくというようなことですけども、これは町村会の場合は協定書みたい

なものはできてないわけですね。そして、申し合わせの中で、町村会の中でもうやっていくとい

うような方針でしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  宮崎県町村会の組織自体が、県内の町村で集まって組織運営する団

体でありますので、試験についての特別な協定とか、そういうものを結んでいるわけではござい
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ません。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  わかりました。 

 それでは、次に行きますけども、平成３０年度は統一試験を７月と９月、計２回実施可能とい

うことですけども、今までは１回だったわけですね。その中で、何でこのような形になったか伺

いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  それでは、２回のことについてお答えいたします。 

 平成３０年度は統一試験を７月と９月の計２回実施可能となっておりますが、大卒者を対象と

する上級試験を実施する団体におきましては、採用選考活動は卒業終了年度の６月１日以降に開

始することという日本経済団体連合会の採用選考に関する指針と大学との申し合わせがあること

から、早期の人材確保の観点から早期実施の要望があり、今年度から町村会が７月の日程を追加

して行うものとなっております。 

 なお、本町では、高校卒業程度を対象とする初級試験のみを行いますので、従来どおり９月、

１回実施を予定しております。高校生は、全国高等学校校長会、主要経済団体、文部科学省、厚

生労働省の協議により、毎年度一定の方法と時期が決められておりまして、今年度は９月１６日

以降に採用選考を実施するということになっております。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  大学卒業の人たちといろんなことの兼ね合いの中でこのような形

にやっていくということですけども、２回実施可能ということは、これは一人の人が２回実施で

きるということではないわけですかね。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  上級と初級ですので、２回可能ということではないと思っておりま

す。 

 なお、今回、他の町村調べたところ、初級においても７月に、高校新卒者以外を対象にして検

討しているところもあるようでありますので、その辺、ちょっと今後どういうやり方をするのか、

当然、初級２回試験をすることにおいて、審査をどうやって行っていくのか、その辺もちょっと

見させていただきたいなとは感じているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  今のところはそういう状況としてはまだ今から先の動向を見なが

らやっていくというような方向だと思いますけども、７月と９月だったら、７月に受けるんだっ

たら二次試験がありますよね、二次試験は１０月ごろですかね。９月だったらすぐ試験を受けら
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れて、また通知を出されるわけですけども、そこらあたりの間隔というのは大丈夫なんでしょう

か。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  先ほど申しました初級試験２回行う団体があるということでありま

した。当然、７月に実施して９月も実施するということであると、試験問題も違います。それを

どうやって同じ問題で競争しないものを定めるのか、それとも７月と９月、それぞれで考えて人

数で割り振ってやるのか、そこ辺をちょっとどういう方向でやるのかというのを見させていただ

きたいなというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  わかりました。まだいろいろ検討する課題があるというようなこ

とみたいですけども、それぞれ今から先の動向をいろいろ、いろんな状況とかいろいろ見ながら

やっていくという状況だと思います。 

 それでは、学歴にかかわらず、各自治体の人材像、重視する能力、受験者層等に応じて問題集

を選択できるようになったということでした。このことについて、ちょっと理解にいろいろと苦

しむわけですので、わかりやすく説明をお願いしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  これまでの教養試験につきましては、地方公共団体の職員として職

務遂行に必要となる能力を検収することを目的としておりました。これに加えまして、多様な人

材の確保、民間志望者も受験でき、応募者をふやしたい、町が重視する能力に合った試験を行い

たいといったニーズ等、各自治体からのニーズに応えるために、今回問題集を問題の種類と難易

度によって３タイプ、５タイプ、５種類から選択することとなったところであります。 

 これについては先ほどありました試験勉強が少なくても、ある程度対応できるというような内

容も含めた形で、今回町村会のほうで試験の内容の見直しを行ったということであります。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  今、いろいろと就職難である、今は売り手市場というようなこと

がどんどん言われちゃって、どこも採用についていろいろと人間確保に大変だというようなこと

を言われておって、その中で結局幅広くそういう人員集めをするというようなことに私はそうい

うことだろうと思いますけど、それでよろしいでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  今回の試験の種類の選択につきましても、ある程度昔は教養試験等

の準備作業にかなり時間を要するということで言われておりましたけども、その辺を軽減する対

策等も含めながら、検討された内容となっていると聞いております。 



- 38 - 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  まだ結局はこのような方向でやっていくということですけども、

いろいろと町村会の中で話し合いの中でいろいろとしながらやっていく、いろいろな状況を見極

めながらやっていくという方向性だと思いますけども、それでよろしいですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  当然、職種によって選択問題というのは限られてくるわけですけど

も、やはり３種類、５種類の中から本町の採用試験の条件に合った問題を選んで実施していくと

いうことであります。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  先ほど、まだ質問の中に、３タイプとか５種類とかありますけど、

問題集は問題の種類と難易度によって３タイプ５種類であるというようなことでありますよね。

このことについて伺いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  今回、昨年度と違って、種類がつくられた問題についてお答えいた

します。 

 問題集の内訳等につきましては、新教養試験、スタンダード１と２の２種類と、ロジカル１と

２の２種類、ライトの１種類で計３タイプ５種類の問題となっておりまして、先ほど申しました

その中から自治体が選択して実施していくということになります。 

 このうち、スタンダードとロジカルは知識分野と知能分野から構成される４０題、５者択一の

試験でありまして、従来の教養試験と共通性の高い試験でありますが、ライトはこれらとは異な

る新しいタイプの試験となっております。 

 スタンダードは、従来の教養試験と共通性の高い試験ということで、知識分野２０題、知能分

野２０題、難易度は１と２の２段階に設定されております。スタンダード１は大学卒業程度以上

の受験者を対象とした問題での利用が推奨されておりまして、スタンダードの２が高校卒業程度

以上の受験者を対象とした試験となっております。 

 ロジカルにつきましては、知能よりも論理的思考力の知能を重視する試験でありまして、先ほ

ど２０題、２０題だったんですけども、知能分野が２７題、知識分野が１３題、難易度はスタン

ダードと同じ１と２の２段階に設定されております。ロジカル１と２の難度設定、大卒程度、高

校卒業程度というのはスタンダードと同一となっております。 

 ライトは、公務員試験に向けた準備をしていない民間企業志望者でも受験しやすい試験解答時

間が７５分、形式は４者択一式としてコンパクトな試験となっております。主に新規学卒者を対

象とした試験であります。民間企業志望者でも受験しやすい試験であり、また職種を問わず利用
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できるものとなっております。 

 ライトは、基礎的な能力を検証するための試験となっておりますので、専門試験や適性検査な

どと組み合わせての利用が推奨されているところであります。 

 以上が、３種類５タイプの内容となっております。（「３タイプ５種類ですね」と呼ぶ者あ

り）ですね、３タイプ５種の内容となっております。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  ３タイプ５種類、スタンダード、ライト、ロジカルだったですか

ね。その中で、試験を受けるときにはそういうことは明記されるわけですかね。結局、募集が今

回三股町はこうして募集しますというようなことで、それを採用人数の中にこういう３タイプの

ロジカルとかスタンダードとか、これを明記されて募集をされるわけですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  試験を実施する場合は、事前に試験実施要領というのを公表いたし

ます。その中で町がどれを選んだかということで、例えばロジカルであれば、時事社会人文に関

する一般知識を問う問題が何題、文書理解とか判断力、こういうものが含まれる問題が何題とい

うような形で実施要領の中でうたって、これは募集のときに一緒に出しております。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  スタンダードとライトとロジカルといって、結局専門的になりま

すよね、これ、どっちかといったら専門的になる。でしたらこういう人の中で、こういう人から

採用しようとか、スタンダードの人から採用しようとか、ライトのほうから採用しようとか、ロ

ジカルの人から……、そういう結局専門的にもなってくると思うんですけど、種類選べるという

のは。 

 そういう中で町としては今年はこういう人材が欲しいんだったら、こっちのほうから採用しよ

うとか、そういう５名だったらスタンダードから３名とか、ライトのほうから１名とか、そうい

う区分け的なことはあるんでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  今のところ、今回スタンダード５種類あるわけですけども、先ほど

申しましたとおりスタンダード１とロジカル１は大学卒業程度になりますので、高校卒業程度と

いうことになりますと、どちらも２のタイプになると考えております。 

 町といたしましては、募集試験の実施要領をお示しする際に、どの試験を使いますよというこ

とで、先ほど言いました今回の云々だよ、こういう問題ですよということで指定をいたしますの

で、受験者が選んだりとか、町が３種類をお示しして、それをそれぞれ受けられますよというよ

うな試験の受け方ではなくて、今回うちはこういうタイプで試験の募集を行いますということで



- 40 - 

公表するということにしております。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  結局そういうことは考えなくて、この中で３種類ありますけども、

この中で採点の中で、合格された方が結局二次試験のほうに進まれるというようなことでよろし

いわけですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  町がお示しした試験を受けていただいて、その中である一定の合格

者が第一次試験の合格者ということで、当然次の二次試験等に進んでいくということになるとこ

ろでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  わかりました。 

 続きまして、都城の救急医療センターの負担額について、２７年の３月議会で質問をしており

ます。３市１町定住圏構想の中で負担するというようなことになっているという回答でありまし

た。その当時も西諸県は２市１町に負担金にどのようであるかということを質問しております。 

 その中で、負担金については呼びかけているがという質問をしていますけど、交渉に当たって

いるがなかなか進展していない。今後も交渉を続けていくということでありました。その後の経

過はどのような状況であるか伺いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  今の質問に対してお答えしたいと思います。 

 都城救急医療センターの負担金は、ご存じのとおり都城市との協定書に基づき、センターの指

定管理者である都城市に、本町、志布志市、曽於市が利用者数に応じて負担金を支払っておりま

す。 

 ところが、西諸県２市１町については、協定書が交わされていないので負担金の支払いはござ

いません。都城市は２７年度移転以降も毎年、年に４回ほど２市１町の課長処遇レベルだそうで

すけども、交渉を続けております。西諸県２市１町の利用状況を説明し、理解を求めるように努

力はしておるものの現在のところは協定書の締結には至っておりません。したがって、負担金の

見直しは行われておりません。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  負担金の見直しは行われておりませんというようなことですけど

も、この前３月議会だったですかね、救急医療センターへのこのいろんなことに対しての説明が

行われたわけですけども、その中で、まず指定管理料について、医師会が負担しているため、指
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定管理料に指定算定方法の見直しが必要ということで、でましたね、１つ。 

 それと、診療報酬と収入予定額は過去５年間の最低額と最高額を除いた３カ年の平均額から割

り出しているが、実際得る診察報酬は平成２５年度以降減少を続けており、従来の算定方法で予

定額とする収入が見込めないという状況になっている。このため、診療報酬と収入予定額の算定

方法について見直しをするというようなこともありました。 

 そして、指定管理料の算定方法について、指定管理料は実際より低めに抑えられたため、夜間

センターの経営が厳しいということを言っていました。 

 そんな中で、まず診療日数が１日増えたことによる負担委託料の増、地域別受診者数の減少と

いうことが一番問題じゃないかと思っております。この医師会の問題についても、４つの項目あ

りますけども、初期緊急医療事業ですか、平成２９年度から３０年委託料が５,７１３万

９,０００円増えているんですけども、この中で以前も私が２７年にしたときに、２５年度の負

担金が３,０７６万だったわけです。今回３０年度が６,２８７万１,０００円となっているわけ

ですけど、倍になっているわけです。この中で、検討をやっているというようなことの前の答弁

をいただいているわけですけども、今の話の中でそういう話というのは出てないわけですか。そ

ういう西諸県２市１町にそういう伺いというのはたてられていないわけですか。例えば都城のほ

うでいろいろ会議があって、会議の中でこういうこと話をして、要望持って行きましょうという

話はないわけですか。 

○議長（池邉 美紀君）  町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  市議会レベルとかそういう意味ですか。 

○議員（６番 内村 立澹君）  三股町も入っているわけですよね、その会議等には。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  会議のほうにはオブザーバーとして、今年から入らせていただ

くということにはしておるんですけども、現在のところ、まだそういう会議には入っておりませ

んし、という状況ではございます。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  以前にも質問をしております。 

 県の報告によると、西都市と児湯郡３町が宮崎市の夜間緊急医療センターの一部を負担してい

るというようなことが新聞に書かれております。西都市も夜間緊急施設はありますけども、住民

の一部が宮崎市の医療センターを利用する場合もあるためだと言われておる。 

 当時の宮日新聞ですか、小林市の地域医療対策室担当者は、協議に応じるとしつつ都城圏域の

自治体は、定住自立圏構想の中で丁寧な議論を尽くして、今の負担がつくられているというよう

なことを指摘されております。 

 その中で、えびの市と高原町は西諸全域で足並みを揃えて対応していきたいというようなこと
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を考えとったわけです。そんな中で、こういうことをこの前３月議会も出ましたけども、いろん

な今回のこの平成３０年度の指定管理料の案というのが出ましたけども、今までの医師会が負担

していたのを、結局地域に割充てるというような形だと思いますけれども、こういうことに対し

て、今後も結局都城圏域はどんどん負担額が多くなっていくと思うわけです。西諸は医師会がそ

の当時も医師会は梅北のほうにあって、曽於一円志布志のほうが減ってくるではないかとも言わ

れておりました。その中で医師会が移転して、現在の位置に建てられて、そういううまくどりに

西諸、えびの市のほうが増えているわけです、その当時も。その当時もそういうことを私は言っ

ております。そういうことも新聞に書かれていたわけです。 

 今後もそういうようなことの話し合いというのは出される予定ですか、今後も話し合いの中で。

三股町としてどのように考えられていますか。 

○議長（池邉 美紀君）  町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  三股町としては、あくまでも都城市の指定管理病院であるので、

直接どうのこうのとは言えないかとは思うんですけども、その場にオブザーバーという形で参加

させていただいて、三股町としての意見をできれば反映していただけるように努力はしたいと思

います。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  やっぱり金額がどんどん増えているわけですから、これは今後こ

ういう、多分都城市のほうでも市議会の中でこういう意見が出とると思います、その当時、この

ことに対して。 

 今後もそういうことを踏まえた上で、やっぱり都城市が先導をとってやっているというような

ことですけども、それだったら三股町もやっぱりこういうことがありましたいうようなことを会

議の中で言ってもらって、ぜひ見直しといいますか、こういうことの中でやっていたら、これか

ら先もどんどんまた患者数が減って、そういう形になろうと思いますので、コツを踏まえてよろ

しくお願いします。町長、どうですか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  都城夜間救急センターの指定管理料等の予算関係、また見込み等が数

字が出ているわけなんですけれども、その中で今現在３市１町で負担しております。それが５市

２町になった場合はどれだけ三股町が減り、そしてまた曽於市、志布志市、都城市が減って、そ

して、小林、えびの、高原が幾ら負担しなくちゃならんかという数字とも出ております。 

 そういうのを踏まえまして、この都城夜間救急センターの関係について、また、医師会病院も

そうですけれども、それについてはこのお医者さんの招致関係で一緒になって行動をとっていま

す。宮大に行ったり、そしてまた熊大、そしてまた福岡大、一緒にこの病院経営、そしてまた夜
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間救急の医者確保、そういう取り組みを一緒にさせていただいておりますので、しっかりとこの

ことは、やはり本町の中でも議論がありますというお話はさせていただきたいと。そういう協議

会ございますので、そういう中での発言をさせていただきたいと思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  ぜひこういう声を届けていただきたいと思います。 

 続きまして、多面的機能支払の広域協定について伺っていきます。 

 この事業につきましては、平成１９年から農地、水、環境保全対策事業というものから始まっ

て、多面的機能支払ということで平成２９年度まで事業を行ってきております。 

 今後、三股町広域協定ということで、有効期間は町長の認定のあった日から平成３５年３月

３１日までとするというようなことが協定が結ばれております。 

 協定委員会の内容としまして、三股町土地改良区６団体、多面的組織１０団体、１６組織で協

定書が結ばれております。１０年……１１年たったわけですかね。この協定につきまして、県内

各地区こういう形をとっているのか、まず伺っていきたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  県内の多面的機能交付金事業の広域的な運用につきましては、

三股町が県内では初めてだと思っております。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  三股町が初めてということですけども、それでは、１１年目にな

りますけども、この中で今まで１０年間いろんなことをやってきて、その中でこういうことでな

るわけですけども、何で今さらということも言う人もいます。やっぱり今までやってきた方針で

いいんじゃないかと言う人もおったけど、協定の中で、話し合いの中で協定ができたという方向

だと思っております。 

 協定のいい面といいますか、ここら辺が広域協定のいいところじゃないかなということがあっ

たら、そういうここ辺が広域協定の生かせる仕事じゃないかということがあったら聞かせていた

だきたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  広域運用化の目的なんですけども、大まかにいいますと、事業

事務の簡素化、そして交付金の有効かつ効果的な運用というのでございます。 

 メリット、デメリットということで申し上げますと、３点ございます。 

 １つは、各種申請事務、検査の一本化により事務負担の軽減が図れるということ。 

 ２点目が、多面的機能支払交付金の必須項目につきまして、各活動組織で満たすべき要件を、

広域化によって一本化で要求を満たせばいいという点でございます。そのことによって広域組織
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の分担が可能になるということです。 

 ３点目なんですが、交付金の不足、そして反面また多く余る金額が発生した場合に、組織間で

の交付金の流用が可能になると、この３点をメリットとして考えております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  いろいろと広域協定の利用状況の、こういうふうに有効的にでき

るというような状況だと思いますけども、今までは各地域の組織の中で会長がおって、副会長が

おって、書記がおって、会計がおって、監査がいて、地域に監査もいたわけです。監査がいて、

そして監査を受けてその書類をこちらの役場に持って来て、みどりネットの方も来られて書類の

チェックだったわけですけども、この問題につきましては、いろいろとご存じの方もいらっしゃ

いますかしれませんけど、いろんなことも言われておりましたけども、以前にも何回か質問した

こともありますけども、やっぱりそういうなったら、今後はチェックの仕方にも非常に責任があ

る。結局地域に今度は監査がいらないから、今度は一挙に事務所で管轄やってやる。そん中で一

緒にやっていくということですから、その責任の重大さというのが感じられて思うわけですけど

も、そこ辺のことはどう思われますか。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  この広域化の運用につきましては、今年の４月の２７日、広域

運用につきましては、三股町広域協定運営委員会というのを設立させていただきました。その中

には会長を含め、副会長、そして会計、監事、そういった役職等も設置させていただきまして、

その中で事務的なもの、お金の使途等についても十分チェックをしていくという機能は持たして

おりますので、事務的な効率化という点では何ら問題ないものと考えております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  内村君。 

○議員（６番 内村 立澹君）  何ら問題はないということですけども、これから先、広域協定の

会議の中で、やる側としていろいろと問題になるようなことがあったら、また話し合いの中でこ

ういう状況があるんだとなってくると思いますけども、この多面的機能は地域を、ものすごく幅

広くいろんな方にいろいろやっていますから、地域の方も地域を、水路とか景観事業とか、すば

らしい事業でありますから、今後も進めてもらってすばらしい事業にしていただければと申し上

げてあります。 

 きょうは質問してまいりましたけど、これで終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（池邉 美紀君）  これより、１０時４５分まで本会議を休憩します。 
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午前10時37分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時45分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位２番、堀内君。 

〔５番 堀内 義郎君 登壇〕 

○議員（５番 堀内 義郎君）  皆さん、おはようございます。発言順位２番、堀内です。それで

は、早速通告していた質問に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 通学路の見守りと安全確保についてお聞きいたしますが、先月にも新潟県において、女子児童

が登校中に殺害されるという大変痛ましい事件が発生しました。大変心の痛む思いでありまして、

謹んでお悔やみを申し上げます。この件については、他人事ではないと私は思っているんですけ

ども、県内や町内でもいつ起こり得るかわからないと思われ、常日ごろから登下校時の指導を通

して警戒や巡回など続けていく必要があるかと感じております。 

 先月の地元新聞紙の紙面には、こういった記事が掲載されました。県内不審者声かけ５年で

８０９件とあり、通学路見守り強化へとありましたが、こんなにもあるのかとびっくりしている

んですけども、幸いにも県内では悲惨な事件等は発生しておりませんけども、まずは町内におい

て現状はどうなのか、また、結果によってはより一層取り組むなどの検討が必要かと思いますの

で、過去５年間における町内での不審者声かけ事案の件数と時間帯はどうなのかをお聞きいたし

ます。 

 あとの質問は質問席にてお聞きしますので、よろしくお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  それでは、過去５年間の現状についてお答えいたします。 

 各小中学校から教育委員会へ報告があった不審者声かけ事案件数ですが、平成２５年度は１件、

平成２６年度は４件、平成２７年度は３件、平成２８年度は８件、また、２９年度は７件であり

ました。 

 時間帯につきましては、小中学校ともに下校時、夕方の発生件数が多い状況となっております。 

 学校から報告があった際は、町内全ての学校へファックスやメールを通して事案情報を送信し

まして、周知及び指導を行っておるところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  今、答弁があったように、２５年で１件で、年々大体発生件数が

増えているかと思いますけども、これちょっと残念なことかと思いますが、この前ネットで県内

の不審者声かけ事案ということで検索したんですけども、たくさん出てきてこんなにあるのかと、
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先ほど言いましたけども驚いているんですけども、年々増えていることでございますので、ちな

みに確認のために小学校でも確認したんですけども、三股町外の都城市でもちょっとあったとい

うことをお聞きしておりますので、私はないことに越したことはないんですけども、今後も見守

りやパトロールの警戒続けて、より強化をしていかなければならないかと感じております。 

 次の質問になりますけども、こういったことを受けて通学路の点検やルートの見直しは行って

いるかをお聞きしますけども、私が、ちょっと過去の話になるんですけども、子供のころについ

ては保護者だったころ、年に１回の通学路の点検を行っていた記憶があるんですけども、どちら

かというと今の時期、大雨とか用水路の排水があふれたり、そういったどちらかというと危険箇

所を点検するということで、不審者までちょっとなかったかもしれませんけども、そういった歩

行に対して支障のある箇所を点検、あるいは通学路を歩きながら子供と一緒に清掃、空き缶を拾

いながら行っていた記憶があるんですけども、今現在において通学路の点検、ルートの見直しは

行っているのかお聞きいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  通学路の点検やルートの見直しについてお答えいたします。 

 通学路につきましてはＰＴＡによる通学路点検が行われるほか、警察、道路管理者、交通安全

担当者、教育委員会で構成されました通学路安全推進会議において策定されました通学路交通安

全プログラムをもとに合同の点検を年１回実施しております。 

 また、点検結果を踏まえて必要な場合は通学ルートの見直しも行っております。 

 ただ、今おっしゃったように不審者に対しての見直しというのは、どこで出るか、どこが一番

多いかというところまでなかなかです。町の中でもあるもんですから。だから、いわゆるきれい

な環境をしておくということが、影にならない、そういったことが大事だと思います。そういっ

た意味では、地域の協力も必要かなというふうに思っているところです。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  現在も通学路点検を保護者と一緒に行っているということでござ

いますけども、通学路に防犯灯が何カ所か設置してあるんですが、その点検というか、そういう

こと通学路を兼ねて点検しているのか、もしよかったらお願いいたします。行っているのかどう

か。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  防犯灯以外に通学路の安全のための外灯が設置されております。そ

ういったことにつきましては、各ＰＴＡ、あるいは地域の方、あるいは子供からの要望があって、

つい先日も梶山小学校でちょっと暗いんですがつけていただけませんかというような要望があっ
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たりして、見に行って状況を判断しながら要望はしておるところなんですが、随時教育委員会で

は定期的に点検というのはなかなかですので、そういった声を大事にしているところです。今後

また検討していきたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  防犯灯については新しく設置とか、地域の方が子供会でも要望す

ると思うんですけども、今現在ある防犯灯の電気が消えてるとか、そういったことがときたまあ

りますので、そういうこと含めてまた点検のほうをお願いしたいと思いますけども。 

 ちょっと話はそれるかもしれませんけども、この前２地区の座談会でも通学路についてちょっ

と話が出たんですが、要するに櫟田から上米に行く農道沿いですか、そこがちょっと草が生い茂

っているということでありまして、この通りにつきましては壮年会で年１回の草刈り、クリーン

アップ三股に合わせて点検はしてるんですけど、この通りというのがなかなか道幅が狭くて、人

通りもなかなかいないということありまして、側溝との段差があるということで意見が出ました。

都市整備課長確認されたかどうか、もしよかったらお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  この第２地区の座談会で出られたご意見の場所については、現

地のほうは確認はしております。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  この通学路については、地元でも管理しているんですけども、側

溝とかそういったことはなかなか行政の協力がないと安全確保はできないと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 次の質問になりますけれども、登下校時における通学路見守りについての活動体制についてお

聞きします。どうとられているのかお聞きいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  登下校時における通学路見守り活動体制についてお答えいたします。 

 見守り活動につきましては、平成１７年に勝岡小学校を皮切りに、地域安全推進会議が全ての

小学校区において結成をされました。その後、１０年以上経過し、現在におきましては自治公民

館の役員や民生委員、老人クラブなどボランティアで自主的に活動されているのが現状でありま

す。 

 平成２８年度に教育委員会が実施した実態調査によりますと、三股小学校で２１名、三股西小

学校で２１名、勝岡小学校で２７名、宮村小学校で７名、梶山小学校で８名、長田小学校で６名

の方が見守り活動をされておりました。 

 また、当時の活動を見守り隊の方々と子供たちとの対面集会という形で継続している学校もあ
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ります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  見守り隊とか活動について教育長から答弁があったとおりですけ

れども、下校時の子供が帰る道についてちょっとお聞きしたいんですけども、登校する際の通学

路を帰らなければいけないのかどうなのか、ちょっとお聞きいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  子供たちの通学路というのは、あなたはこの道をずっと通って学校

へ行きなさい、この道を通って帰りなさいという指定はございません。この道はだめですよとか

いうのはありますけども、そこまで細かく各家庭１軒１軒、子供たち一人一人に通学路を指定し

ているわけではございません。だから、変わる可能性あります。特に小学生だと中学生もそうで

すけど、寄り道、帰り道の興味関心でいろんなところを曲がったりすることは十分にあろうかと

考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  わかりました。特別な決まりはないということで、見守り活動に

ついては、教育長からあったとおり勝岡小学校から始まって１０年以上経つということでござい

ますが、各地域公民館においては、各組織の役員さんが率先して子供会とか敬老会ですか、役員

なんですけど、見守り用の防犯帽とか旗とか腕章などを預かって子供と対面式を行うということ

で、今後ある程度の確保はできるかと思うんですけど、役員さんにおかれましては、大体１年交

代でかわるというのがほとんどかと思います。子供が顔を覚える間もなくかわっていくことがあ

るんですけど、私もちょっと先週交差点に立って見守っていたんですけども、ある男性の方がち

ょっと後から来られて、お話聞いてみたら名札してたんですけど、中学校の先生たちと朝７時過

ぎに立ってたというんですけども、お話したら中学校では登校の指導というか、保護者と先生が

最近になって始めたということをお聞きしたんですけども、そういうことを始められたのかどう

か、お聞きいたしますけども。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  教員が一緒になって始めたかどうかということでしょうか。 

 最近、私が三股中の校長をしておった時代にもそれはやっておりました。ＰＴＡと一緒に出て、

各いろんなところに行ってという、年間ずっとじゃありませんけども、ある期間、限定した期間

にそういった交通安全をメインとして、挨拶とかそういったところを兼ねた形で登校中におはよ

うと言って見守りする。下校はありません。朝だけは、私が三股中に来たのが平成２２年度です

けども、そのときは既に始まっていましたので、その前からずっとやっていると思っています。 
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○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  保護者とかは交通安全の指導にあわせて、それは助かると思いま

すが、先生が交差点で始めて、地域に出向いて立ったの初めてだと思って一応確認のためお話し

たんですけども、登校時についてはいろいろとこういった取り組みというか、見守りの体制が図

れるかと思うんですけども、下校時についてなかなか、先ほども言いましたように不審者の情報

があるということです。下校についてはちょっと手薄になるかと思うんですが、今、青色パト

ロールカーですか、そういうのが巡回しているんですけども、これは定期的に巡回されているの

かどうかを。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  おっしゃるとおり下校時の見守り活動というのは、どの地区でも手

薄になっております。勝岡あたりはやっていただいているのが現状です。 

 青パトにつきましても、勝岡の見守り隊の方々が、教育委員会にある青パトを借りに来ていた

だいて、町内を巡回していただいているのが現状です。それと、町の役場職員の見守らナイト、

ナイト癩癩騎士、この方々が行政職員なんですけども、毎週ありませんけども青パトで巡回をし

ていただいているというのがあります。ボランティアです、勤務時間外ではございますけれども、

そういったのもあります。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  青色パトカーはいろいろと警戒とかそういうことも活躍できると

思うんですけども、中には小学校においては保護者が積極的に下校時定期的に見守っている学校

もあるかと思いますが、そういったことは本当いい取り組みかと思っているんですけども、次の

質問に入って行きますけども、先ほど言われました特に下校時においてですけど、見守り活動が

高齢化や共働きに伴い、地域での安全確保がちょっとできるのかどうか、ちょっと心配なのでお

聞きしますけども、見守り活動については、先ほどありましたように勝岡小学校を中心に始まり

ましたが、各学校ボランティアで見守り隊が発足しているということでありまして、どちらかと

いうと見守り隊はボランティアということで無報酬で、私が小学校のころもあったんですけども、

無理なく、気長に、散歩がてらというのが一番いいと思うんです、時間に制約されなくて暇どき

でもちょっと帽子かぶって行けば、そういった警戒とか見守りになりますよということで行って

いたんですけども、十数年経っていくといろいろ社会情勢も変わってきて、高齢化、今まで見守

り隊で活躍していた人も今後はちょっとどうかなという声も聞きます。 

 また、保護者が共働きでなかなか安全確保ができないということを聞きますけども、そういっ

たことを含めて、今後のことについて安全確保ができるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 
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○教育長（宮内 浩二郎君）  高齢化や共働きに伴いまして、地域での安全確保ができているかと

の質問ですが、以前は老人クラブなどご高齢の方々が中心的役割を担ってくださいましたが、現

在の状況を見ますと青少年指導員や自治公民館あるいは民生委員の方々を中心に取り組んでおら

れます。 

 そのほか、先ほど言いましたけども青パトによるパトロール活動などボランティアにより実施

されていますが、児童に係る凶悪犯罪がたびたび発生する中、どの程度の見守りを実施すれば安

全が確保されるのか難しいのが課題です。 

 今後も保護者を中心に、行政、学校、地域が連携し、児童生徒の見守りを続けていきたいとい

うふうに思っておるところです。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  見守り隊やボランティアということで、地区によってはちょっと

人手を確保お願いするのに、ちょっと限界があるというところも聞きます。また、高齢化に伴い

ちょっと無理かなというのを聞くんですけども、学校の取り組みとかいろいろ青パトの活用とか、

そういったことを含めて見守り隊だけというか、見守り隊が中心になって見守るというのもちょ

っと限界が今後あるかと思いますので、人での見守り以外にいろんな防犯灯も先ほど言いました、

それの充実とか、あと看板とか防犯カメラが一番いいんですが予算がちょっとないと思いますの

で、看板の設置ということで、駆け込み１１０番もちょっとあるかと思います。 

 以前、町のほう、ＰＴＡのほうで看板設置ということで、不審者が出そうなところ、通学路に

「不審者パトロール中」という看板を何基か設置したことがあるんですが、それらもちょっと活

用していただいて、人の巡回とあわせてやっていただければ、不審者に対しての抑止力というか、

こういった取り組み、巡回はしていますよということになるかと思うんですが、そういった看板

とか、そういった設置について、もしよろしかったら意見をお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  看板の設置については、近年ずっとやってはいないところなんです

けども、学校独自で立てたりするところはあります。こんだけ広いエリアですので、抑止力とい

うことで看板の設置を含めまして地区の方々も散歩をしていただく、帽子を被っていただく、あ

るいは自転車にパトロール中とかいうのをつけて買い物に行っていただく、そういったことが非

常に抑止力につながるのではないかなというふうにも思っているところです。そういった意味で

は、行政だけではなくて、地域の方々が一緒になって外を歩いていただくということも非常に効

果があると思います。だから、何か不審者の、誰かがそこにおると、そういったことにやっぱり

気になるわけですので、やっぱり散歩をしていただく。健康を兼ねて皆さん散歩しましょうとい

うそういう地域の運動にもつながると非常にうれしいなというふうに、夕方の時間帯とか朝の時
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間帯です、そういったのが地域挙げて子供たちを見守っていただくというふうな雰囲気につなが

ると非常にうれしいなというふうに思っているところです。ありがとうございました。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  一番いいのが、地域にご理解いただいて、さっき言ったように散

歩とか、帽子かぶってがいいんですけども、ちょっと限界があるのかなという感じていますので、

そういった看板の設置とかそういうのも含めて、あわせて見守っていければ、より効果が出るの

かなと。事件という事件が発生しないだけでいいんですけども、不審者の事案があるということ

で、ここまたよろしく検討方をお願いしたいと思います。 

 次の質問に入りますけども、木材利用促進基本方針ということでお聞きいたします。 

 木材利用促進基本方針に沿った木質化についてですけども、三股町は地域材の利用を推進する

ことを目標に、平成２３年に三股町木材利用促進基本方針を制定しました。 

 以前建設した塚原住宅においては、できるだけ内装材について県産材の活用を基本としている

ところでありましたが、現在建設された町営住宅東原団地について、地域材の利用促進とＡ棟の

取り組み、Ｂ棟の取り組みは、どう取り組んでいくのかお聞きします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  木材利用促進基本方針に沿った木質化について、東原団地についての

ご質問ですけれども、町営住宅東原団地においては、鉄筋コンクリートづくり３階建てで建設し

ておりますので、木材利用は多くありませんけれども、塚原団地と同様内装につきましては、木

材利用促進基本方針に沿った木質化に努めているところでございます。 

 地域材の利用については、構造材を都城地域の木材店より出荷されたことを確認しているとこ

ろであります。 

 Ａ棟においては、今申し上げたとおり内装の木質化に努めており、Ｂ棟においても同様の計画

をしております。 

 また、Ｂ棟建設工事の中では集会場を建設することになっております。集会場は木造平屋建て

としておりまして、約１８.７立米の木材を使用する予定になっておりますので、地域材の利用

をお願いしてまいりたいと考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  この前、設計図をちょっと見させてもらったんですけども、東原

団地Ａ棟、Ｂ棟のつくりはほとんど同じだと見てよろしいんでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  今おっしゃられたとおりＡ棟、Ｂ棟についてはほとんどつくり

は同じとなっております。ただ、２Ｋと２ＬＤＫですか、その配置が入れかわっている状態であ
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ります。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  Ａ棟、Ｂ棟同じつくりということで、Ｂ棟については集会場に地

域材を積極的に使いたいということで、ぜひ使っていただきたいと思いますけども、以前建設さ

れた塚原住宅については、当時木材価格が低迷しておりまして、五、六年なりますか、立米当た

り六、七千円の大変厳しい中で、ぜひ内装材に木質化図ってほしいと、地元材を使ってほしいと

いうことでお願いしたんですけども、最近は逆に、今度は木材の価格もちょっと上がっているの

ですけども、それ以上に職人さんの人件費とかそれが上がってますので、Ａ棟については３月議

会でも視察させていただきました。 

 感想としてはいろんなエレベーターの設置とか、お年寄り、障害者に配慮したつくりになって

おるかと思っているんですけども、内装材についてもある程度使って、木質化図っていると思い

ますけども、こういった人件費とかそういったのが上がっていますので、Ｂ棟についてはＡ棟と

比べて質が落ちないように、できるだけ地域材を使った木質化をお願いしたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問になりますけども、木造率の目標設定について、お聞きいたします。以前の質問で、

木材利用促進基本方針制定において、木造率の目標を設定して取り組んでいるということでござ

いましたが、現在での木造率と目標年、平成３２年とありますけども、１２.９％ということで、

取り組みについてどういうふうに取り組んでおるのかをお聞きいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  それでは、まず本町の木材利用促進基本方針の制定に至るまで

の経緯についてお答えいたします。 

 平成２２年に、木材価格の下落等の影響から、森林の多面的機能の低下が懸念される中、木を

使うことにより森を育て、林業の再生を図ることを目的とし、木材利用の需要が期待できる公共

建築物をターゲットとした国の木材利用促進にかかわる公共物建築物等における木材の利用の促

進に関する法律が施行され、市町村は都道府県方針に即して木材利用促進に関する方針を定める

ことができるとされております。 

 本町は平成２３年８月に三股町木材利用促進基本方針を定めております。三股町木材利用促進

基本方針では、建物災害共済委託契約台帳等に基づき試算し、公共建築物の木造率は平成２２年

度を８.６％とし、平成３２年度の目標値を１２.９％としております。現在の木造率は９.０％

でございまして、平成２２年度に比べ０.４％増加しております。 

 平成２３年度以降の主な公共建築物は、国の森林整備加速化林業再生事業等を活用した三股町

弓道場、そして三股町西部地区体育館があります。 
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 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  現在の木造率が約９％ということですね。平成３２年度、ちょっ

と年号は変わるかもしれませんけども１２.９％について、目標達成できるのかどうか、もしよ

かったら。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  私の部署で答えるべきかどうかはあれなんですが、やはり公共

建築物、そういった計画に基づいたそこに木材をどう利用していくか、そういった協議になろう

かと思いますので、この１２.９％の数値目標につきましては、当時策定時に２２年度の８.６％、

国が示す現在値を５０％以上向上させなさいという設定の中で、この１２.９％という数字を出

しておりますので、今後はこの公共建築物ですか、計画に基づいたところで木材の推進というと

ころで考えていくべきと思っております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  三股町が制定した基本方針、これによると、公共建築物における

地域産材の利用目標ということで、地上２階建て以下の施設は積極的に木質化を促進するという

ことで、今現在町営住宅に取り組んでおられると思うんですけど、それはそれでいいんですけど

も、国が示した癩癩林野庁というんですけども、林野庁が示した方針によりますと、３階建ての

木造の学校等については、一定の防火措置を行うことで、準耐火構造とで建築が可能となったこ

とを踏まえ、当該公共建築についても積極的に木造化を促進、ＣＬＴ（直交集成板）や木質耐火

部材等の新たな木質部材の活用に努めるということで、町においては２階建て以下を木質化する

という制約がかかっているかと思うんですけども、それにおいてなかなか進まない面もあるかも

しれませんけども、近隣の小林市が新しい庁舎を建てたというのはご存じと思いますけども、こ

れについて小林市については３階建ての庁舎を建てかえたということで、木材のまち、環境にや

さしいまちということを全国に発信するということで、積極的に木材化を図ったということでご

ざいますが、町においてもこういった制約の中でも努力はしているんですけども、今進めている

五本松跡地の利用についてちょっと聞きたいと思いますが、町長にもしよかったらお願いしたい

と思うんですけども、いろんな利活用についてはご意見が出ますが、こういったところの中で公

共建築物、もし建てるとしたらぜひ木質化を今まで以上に図ってほしいと思いますが、そういっ

た件についてもしよかったらお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  この目標年次、平成３２年度１２.９％を達成できるかとなると、な
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かなか今の本町の３カ年の実施計画等を見ると、そのような大きな建物、木質化の建物、そうい

うものが想定されておりませんので、厳しい環境かなというふうには思います。 

 今回の東原団地もＣＬＴ、そちらのほうも検討したんですけれども、非常にコスト高というこ

とで、そしてまた新たにまだそういう施設が少ないということで、やはり鉄筋コンクリートとい

うふうにさせていただきました。 

 今後の計画において、やはりこの五本松団地の跡地の再整備、そのなかでは木質化というもの

を十分頭に入れて検討させていただきたいというふうに思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  木材のまちというのを小林市以上にまたＰＲするのもいい方法か

と思いますので、木質化の検討をぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問になるんですけども、先ほど言いました五本松住宅の解体に際して発生する木材につ

いてお聞きしますけども、利用促進基本方針の中に公共建築物等を解体する際に発生した木材に

ついても、資源の有効利用の観点から、燃料利用等に供するための可能な限り木質バイオマス化

を図るということが書いてありますが、資源の有効利用は図れないのかどうかお聞きいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  解体する際に発生する木材の有効利用ということで、五本松住

宅を解体する際には、解体工事仕様書に基づいて解体工事を行ってまいりますが、木材は特定建

設資材廃棄物でありますので、再使用するか、または木材チップ製造などの再資源化施設の受け

入れ基準に応じて分類し、再資源化するようになります。 

 これに従い、再資源化する計画書を提出してもらいまして、中間処分場での再資源化というこ

とを確認することといたしております。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  もちろん解体するためには業者さんのお願いがあるかと思います

ので、木材たくさん使っている平屋建てじゃないかと思うんですが、再資源化を目指すというこ

とでありますので、ぜひ再資源化を図って有効活用、木材も限られた資源でありますので、再利

用のほうをお願いすることしながら、次の質問に入りたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 多面的機能活動の広域化についてお聞きしますけども、前議員からありましたが、ちょっと重

複することがあるかもしれませんけども、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 広域化については、平成２９年の１２月２５日に早速第１回目の広域協定運営委員会設立準備

委員会が開催されたと聞きますけども、現在１０ある組織の中で、管理する地域の面積や交付金

による活動の内容など、それぞれの地域ごとの特徴があると思うんですが、広域化に伴うメリッ
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ト、デメリットについてお聞きしますけども、メリットは先ほど答弁なさったということであり

ますけども、デメリットについてもしよかったらお答え願いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  それでは、多面的機能支払交付金の広域化におきましてデメリ

ットということでお答えしたいと思います。 

 まずは、報酬額の件なんですけども、その支払い関係が事務的なもの一本化することによりま

して、支払い関係をどうしてもまとめなくてはいけないということで、支払いの遅れとか、そう

いうものが発生するということです。 

 それと、投じた資材等の購入費、そういったものの支払い、そして作業時に出ますお茶代とそ

ういったものが、広域化によって従来の細かく動いてその支払いができていた部分が、ちょっと

期間をある程度置いた中での報告、その後の支払いという形になりますので、その辺が若干デメ

リットではないのかなというふうに捉えております。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  メリットについては前議員からありましたとおり、たくさんある

かと思います。 

 デメリットについても、いろんな１０の組織を１つにするということにおいて、今後運営する

においてもちょっとうまくいかない面が出てくるかと思うんですけれども、今後の広域化に伴っ

て私自身としてはメリットの方がちょっと多いんじゃないかとは個人的には考えております。 

 いろいろ私も保全委員会のほうで活動させているんですけども、次の質問の中に入って行きま

すが、運営委員の体制と交付金、あと流用、日報の取り扱い、日当の支払いについてどう変わる

のか、ちょっと詳しくお聞きしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  それでは、広域協定運営、交付団体の広域化に伴います体制と

交付金について、お答えしたいと思います。 

 広域協定運営委員は、協定参加活動組織１０団体と協定参加団体６団体からの代表者１６名で

組織されております。 

 交付金は、広域協定運営委員会で管理する一つの通帳にて処理され、一連の事務事例を含め、

三股町土地改良協会の事務委託にて行っております。 

 日報、日当支払いについては、月締めでの日報をもとに、翌月の１０日に支払いとなります。 

 また、交付金の流用については、必要と認められる事案について、広域協定運営委員会に諮ら

れ決定されるものでございます。 

 町の立場としましては、あくまで監督、助言、指導の立場にありますので、運用につきまして
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は広域協定運営委員会の裁量によるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  まず、運営の役員体制についてちょっとお聞きしますけども、会

長１名です、これは職務としての会長、あと副会長１名、代理、課長代理ということで、あと会

計１名、経理に関する業務の処理、監査が２名とあるんですけども、この会計について、経理に

関する業務の処理ということにちょっと、要するにお金とかそういった管理を行うのか、いろん

な経理あると思うんですけども、もしよかったら内容についてお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  会計の内容というか、行動ということでしょうか。先ほど申し

ましたとおり、広域協定運営委員会の運用につきましては、やっぱり委員会のほうにお任せして

おりますので、その内容等については運営委員会のほうで運用の仕方は決めていただきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  日当の支払いとか、そういったことについては保全委員会のほう

でもお金は扱わないということで、支払業務はしないということで、広域化のほうで今行ってい

るんですけども、要するに保全委員会のほうが通帳と印鑑はもう広域化のほうに預けたというこ

とで、支払業務はなくなったと思うんですが、運営委員会のほうで会計とあるものですから、こ

こでちょっといろいろ現金とか扱ってもらうのもちょっと大変な苦労だなと思って質問したんで

すけども、運営委員会で諮るということでありますので、これは置いておいて、要するに流用に

ついてになるんですけども、流用については先ほど言いましたようにメリットの中に含まれて、

活用ができるということでありますが、２８年度の話になるんですけども、この日は台風の被害

が多くて保全委員会でも交付金が足らなくなるんではないかということがありました。 

 大きい災害とか被害については行政等が協力していただいたんですけども、それ以上に細かい

修繕とかそういったがあったんですけど、今回流用ができるということでありましたので、１年

度は利用についての繰越金ですか、これを残すという形になるかと思うんですけども、まず利用

についてできるということは、今後活動することについてはいいんじゃないかと思っております。 

 日報についてもですけども、事業を上げてから即翌月の、５月に実施した場合は６月に日報と

か日当の支払いということでありますけど、日当の保管については５年間ということで決まって

おりますが、今まで広域以前に取り扱った日報についても５年間の保存が必要なのか、もしよか

ったらお願いします。 
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○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  書類、そしてそれに関連するいろんな資料等についての保存に

つきましては、国の指定ですので５年間は保存していくというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  先に前議員からありました１９年度から始まったということで、

日報についてもたくさん管理保存しているところがあるかと思います。写真についても何万件あ

るかと思いますが、５年間は必要かということでありますが、日当の支払いについてですけども、

日当の支払いについては個人会員に対してあるいは業者について支払われてくるかと思いますが、

業者についてはできるだけ地元業者を使うということで、保全委員会のほうについてもお願いし

ているんですけど、３社見積もり、それ以外の工事について、特殊な工事については町外以外の

業者さんにお願いする場合があります。そのときに業者さんからの振り込みとかそういった入金

について、広域化については１カ月後ということでなるんですけども、そういった業者さんの指

定について、いつまでの振り込んでくださいといったそういうことあったら、ちゃんと振り込ん

でいただけるんかどうか、もしよかったらお願いいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  この広域化の運用につきましては、まだスタートして時間があ

んまり経っていないということで、やはり運用上には幾らかの問題点もあるかと思います。行政

の立場からいいますと、先ほど申したように助言、指導という形でその団体を支援していく立場

ですので、私のほうからこうしなさいということはできません。ただ、広域化運用委員会のほう

には先ほど支援ということで言いましたので、そういった支払い関係に発生する問題が出るとい

うことでありますから、その辺の話もした上で、運営委員会ほうでやはり運用しやすいような形

をつくっていただく、そういった話の場を設けていただいて、その中にいらっしゃる団体の方々

が取り扱いやすいような形、それがすべきだろうと思っていますので、そういった話はもってい

きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  堀内君。 

○議員（５番 堀内 義郎君）  今回広域化につきましてメリットのほうが多いということを私も

感じております。要するに、現金の取り扱いとかそういったことがなくて事務の効率化ができた

ということで、今後はこういった広域化についていろいろなメリット、デメリットいろいろ出て、

それ以外に出てくるかと思いますが、要するに会員の活動しやすい、あるいは地域の保全により

つながるように広域化を目指して、行政とまたタイアップして取り組んでいただければいいかと

思いますので、よろしくお願いしながら、今回、見守り隊、木質化と多面的機能についての質問
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にかえさせていただきたいと思いますので、検討のほうよろしくお願いしながら、質問にかえさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（池邉 美紀君）  発言順位３番、福田君。 

〔３番 福田 新一君 登壇〕 

○議員（３番 福田 新一君）  発言順位３番、福田新一です。今回も町議会議員として、町民の

代表者の立場から短期、長期含め、町民生活向上のために質問してまいります。自分の一言一句

は、とりもなおさず町民の疑問であり、意見です。また、確実な成果を出すための質問事項と考

えていますので、率直な回答をお願いいたします。 

 まず最初に、学力向上対策について伺います。これは、今回、全国学力テストにおいて、常に

全国で上位にある福井県勝山市、そして日本の教育を考える先駆的な取り組みを実践している静

岡県の吉田町に、この夏、文教厚生常任委員会で視察研修を予定しています。その視察研修を踏

まえての質問です。貴重な視察研修ですから、無駄のない研修にするため、「文教みまた」の教

育を教育長の率直な回答をもとに、本町の基本思想を捉えて研修に臨もうと思っています。 

 全国学力テストは、何のためにあるのか。これに対し、テストというとどうしても子供の学力

のレベルを見るものと一般的に捉えがちです。ところが、子供の問題ではなく学校側の教育を問

題にしているようです。学力向上をテーマにすると、学力偏重だとか、人間性教育が重要だなど

の指摘を受けやすいと思いますが、学力、人間性のどちらにバランスを置くかという話ではあり

ません。義務教育である小中学校で、効果的な授業が行われています。不十分だったとしたら、

その原因は何か。その上で学力を上げるためにはどこを直す必要があるのか、そうした問題を探

るのがこのテストの目的のようです。 

 そこで、資料１ページに入れましたが、「平成２９年度「全国学力・学習状況調査」三股町の

結果について」というのを添付しました。一番上にありますのが小学校、教科に関する調査の結

果、国語Ａ、Ｂ、それから算数Ａ、Ｂあります。その下が中学校、同じように強化に関する調査

の結果ということで、国語Ａ、Ｂ、数学Ａ、Ｂとあります。全国が左のほうの斜線なんですが、

ちょっと灰色っぽくなっています。真ん中、これが宮崎県、右が三股町、こういった全国、宮崎

県、そして三股町、これを比較されているんですけども、三股町においてはこのような棒グラフ

で表示されております。平成２９年度全国学力テストの調査結果を、「文教みまた」という立場

からどう捉えられますか。 

 以下の質問は、質問席から行いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  平成２９年度全国学力テストの調査結果を、教育研究所から見て、
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「文教みまた」という立場からどう捉えるかと、についてお答えいたします。 

 本町では、町教育研究所を中心に、平成２６年度よりみまたん子の学力を伸ばす学習指導等の

研究を全学校で取り組み、基本的な授業モデルの構築やタブレットパソコンを初めとしたＩＣＴ

機器の活用などさまざま授業改善に取り組んでまいりました。 

 その結果につきましては、平成２９年１２月議会でもお答えいたしましたが、そこにある資料

のとおりなんですけども、小学校において国語Ａ、算数Ａの主として知識を問う問題では全国、

県の平均を上回る結果でした。 

 一方、国語Ｂ、算数Ｂの主として活用を見る問題では、わずかながら全国平均を下回っており

ますが、県平均を上回っている状況であります。 

 また、中学校においては、国語、数学とも全国、県の平均を下回る結果となっておりますが、

前年度の結果と比較すると、県との差はかなり縮まっております。このことから、小中学校とも

に確実に学力向上が図られているというふうに捉えておるところです。 

 「文教みまた」という観点からですが、本町では役場駐車場の入り口、あそこでけすけども、

に大きく３つのスローガンが掲げてあります。その中の一つに、文化と人間性を培う文教の町三

股町と掲げてあります。つまり、人間性を大事にしているということであります。 

 そこで、全国学力テストの意識調査を分析してみると、学習状況での生活習慣に関する項目で

は、将来の夢に対する肯定的な回答の割合が、小中学校ともに全国より高い傾向にあり、自己肯

定感あるいは思いやりを持つことの大切さを感じている割合も高いという結果から、心身の健全

な成長が図られているということが言えると思います。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  当初申しましたように、このテストというのは、子供たちの学力

を見るのではなくて、その奥にある授業態度とかそれについて、見直すところをどうやって見直

していくかというのを見るということで当初申しました。今、教育長のおっしゃったとおり、文

教みまたという立場からのお話もありました。 

 その次に、以前、三股町教育研究所の行事に１回参加いたしました。あれに参加いたしました

ときに知ったことですけども、確か、毎週火曜日ですかね、授業が終わった後にやられるという

ことで、非常に研究に熱心に取り組まれて、宮崎県でも三股町ほど一生懸命やっているところは

ないというふうにお聞きしております。 

 そういった中で、ことしの平成３０年度というのは、また９月に結果出るんでしょうけど、と

りあえずこの２９年度の結果に対して、研究所の中でそのテストに応じて授業対策はどうだった

かというふうな議論というのはされたのでしょうか。もし、そういうのがありましたら、そのと

きの内容、具体的な対策をどういうようなのを講じたんだというのがあったら、教えていただき
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たいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  結果に対しての具体的な対策ということでお答えいたしますが、平

成２９年度全国学力・学習状況調査の結果につきましては９月に分析を行いました。分析結果に

つきましては、１０月の定例教育委員会での報告とともに、町校長会においてより具体的な結果

分析の説明を行いました。 

 各学校に対しては、自校の結果分析をもとに指導方法の工夫、改善などの学力向上対策をお願

いしたところであります。 

 特に、今回は一昨年度まで全学校で取り組んだみまたん子の学力を伸ばす学習指導等の研究を

しっかり継承し、みまたんモデル癩癩みまたんモデルというのは、授業の流れ、パターンです。

家庭学習の手引きの活用など全職員が同じベクトルで学力向上対策が進められるよう指導したと

ころであります。 

 また、町全体の結果分析したものを保護者、地域向けに作成し、先ほど言いましたように、昨

年１１月６日に町のホームページにて公開したところであります。 

 さらに、県が推進する学力向上の重点支援校として町の２校を指定しまして、年間３回、県と

町の指導主事で編成する支援チームが学校訪問し、授業参観を行うとともに個別のミーティング

を繰り返し行うことにより授業改善に向けて具体的な指導支援を行ったところでございます。 

 また、町の具体的な対策といたしましては、昨年度、年度途中ではありましたが、教師が子供

と向き合う時間を確保するために、学校支援員を配置しております。学校で行ういろんな作業に

対して支援をすると、南九大生が来てくれております。三股中、三股小、三股西小、勝岡小学校

に配置しております。 

 そのほか本年度になりましてからは、学力向上のためには図書の活用、本を読む機会を増やす

ということもとても大事だということから、学校司書を全ての学校に配置しております。 

 それと、学習指導要領が英語の授業が増えるということから、本年度からＡＬＴを１名増加し

ております。 

 そういった町独自の対策としてはやっております。 

 先ほどの授業態度うんぬんということにつきましては、そういったことを全て含みまして、今

の研究したものを継続してやるということで、もちろん三股町では児童生徒憲章を授業の始まり

から終わりまで全てその憲章を小学校から中学校まで一貫してやっております。それを継承して

いくと、伝統教育を守るということでそれを大事にして授業を進めておるというところでござい

ます。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 
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○議員（３番 福田 新一君）  続いて、資料２ページにつけたんですけども、先ほど教育長の話

の中でもありました昨年に比べると県のレベルに大分中学生の成績が近づいてきたとか、前年度

に対する比較とかいう答弁もあったんですが、２ページにつけた資料というのは、実は吉田町と

いう今回研修に行こうと思っているところの地区なんですけども、そこの特徴というのが、こう

いったふうに、例えば三股町は棒グラフで科が比較されておりました。 

 そしてまた、三股町の評価という内容については、またちょっと逆戻りしますけども、１ペー

ジの下に置いてあります、例えば同程度だよとか、ほぼ同程度とか、やや高いとかそういった評

価になっているんですけども、この吉田町の評価に対しては、具体的に全国との平均正答率の差

ということで、数値で全国、そして静岡県、その町、吉田町、そして差がこんだけというのが数

値で出されております。 

 この平均正答率というのは何かというのを調べてみましたら、正解した人の数を全体の参加し

た人数で割った率ですか、そういった数値のようです。 

 そして、その数値を今度下のほうに小学校とありますけども、それぞれの科ごとに折れ線グラ

フで書かれております。２５年、２６年、２７年、２８年、２９年というふうに、こういうふう

に推移していますよということが表示されています。 

 ですから、こういうのを見ると、中学校のも下に書いてあるんですけども、これ見たときに三

股町の比較と比べたときに、非常にこっちのほうがやはりみんなわかりやすいといいますか、非

常に具体的に訴えているなというふうに思います。 

 そこで質問なんですけども、もう一つ、非常に興味が私持ったのが、３ページを開いてくださ

い。３ページに今度は平成２６年度小学校６年生、それから２９年度中学校３年生、この推移が

もちろん数値であって、下にグラフがあるんですが、これはよく考えてみたら小学校６年生から、

そして今度平成２９年の３年生ですから、同じメンバーですよね。だから、同じメンバーが

２６年の６年生、そして２９年の中学３年生、だから、同じメンバーの推移というのがこういっ

た出てくるんです。 

 ということは、この後に何が続くかというと、お前たちは小学校のときはよかったけど、中学

校なって落ちてるねというのは、明らかにこういうのは出てくるんです。 

 ですから、こういった表示を出すと、非常に興味も沸くし、また逆にこういうのに対しての先

生方のいろんな取り組みというのも非常に具体化してくるんではないかと思うんですけども、こ

ういうのに対して文部科学省というのは、全国学力テストの公表というのは、各教育委員会の判

断に任せるというふうになってるみたいですけども、どうでしょうね、教育長、県内での結果順

位というものを、町のホームページで公表するというのはいかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 
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○教育長（宮内 浩二郎君）  県内での結果順位を町のホームページで公表してはどうかというご

質問ですが、文部科学省では全国学力・学習状況調査の結果の取り扱いの配慮事項としまして、

調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側面であ

ることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や

影響に十分配慮することが重要であるとしております。 

 このことを踏まえまして、本県では新聞やテレビ等を通して県内の３つの教育事務所単位にお

ける教科区分ごとの平均正答率と結果分析を公表するとともに、ホームページ上で県全体の正答

数や得点分布、具体的な問題例等を公表しておるところであります。 

 本町におきましても、国や県の考え方と同様に小中学校ごとに教科に関して、全国や県の結果

と比較したグラフとその分析を、また、児童生徒の生活習慣や授業に関する質問肢の結果の分析

を保護者、地域向けに作成し、昨年の１１月６日に町のホームページに公開したというところで

ございます。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  順位の公表というのはできないということだと思うんですが、ち

ょっと私、今までの議会を振りかえってみたんです、調べてみたんです。そうしますと、この全

国学力テストの結果と対策というこの関するテーマを、今までの議会で平成２５年の９月議会、

そして平成２８年１２月議会、平成２９年６月議会と上がってきています。 

 しかしながら、明確かつ具体的な政策はないように思えるんですけども、資料３の下にありま

す三股町児童生徒憲章、「わたしたちは「文教みまた」の児童生徒として次のことを守ります」、

６項目あります。各人がこれを真面目に素直に行うことにより、授業中の集中度がまして、学力

向上につながるということでしょうが、あるベテランの教員の話で、このごろの会話の中ですけ

ども、この道徳というのと学力というのは不思議と並行するものだと。 

 ですから、私、今回真剣に考えた中で、学力向上というのだけを捉えて、勉強、勉強というん

じゃなくて、そういった道徳心、人間性もだよというのは必ず並行してついてくるんですけども、

それを持ったときに、学力を伸ばそうという姿勢の中に、例えば授業の中で先生の集中のさせ方、

そしてまたいろんな質疑応答、相手にものを伝えるときの主語、動詞の使い方とか、敬語の使い

方とか、いろんなそういうものを学ぶことによって並行して上がっていくんじゃないかなと思い

ました。 

 参考までに、三股町児童生徒憲章に対し、学力テスト上位の秋田県を見てみますと、秋田わか

杉っ子１０か条というのがあるんです。そのことちょっと添付はしてませんけども、そういうの

を比較するような次元ではないんですけども、例えば「秋田わか杉っ子学びの１０か条」という

のを基本に秋田県では展開されています。 
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 １か条をちょっと紹介しますと、こういった「秋田わか杉っ子学びの１０か条」というのがネ

ットで出てきたんですけども、この１０か条のまず１、「早ね早おき朝ごはんに家庭学習」これ

が１で出てきます。そして、「規則正しい生活がスタートライン」というのが補足されておりま

す。また、この１０か条の最後のほうに「学んだことは生活で学校ですぐ活用」、これの補足は

「活用できて本当の生きる力」ということで補足されておりますけども、これを見たとき、本当

にこういうのを三股町の児童生徒憲章と比較するとかそういうものじゃないんですけど、ちなみ

に私ちょっと今読んだ１か条から１０までの１と１０読んだんですけども、こういうのを教育長、

どう考えられます。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  全国学力・学習状況調査の中には、先ほど言いました意識関係の調

査があります。その結果を全国順位で見たときに、秋田と宮崎県がよい子が育つ、いわゆる意識

調査の結果から、秋田県と宮崎県が１位と２位で毎年入れかわっているぐらいで、宮崎県もとて

もすばらしいんです。よい子が育つ県ということで意識調査、先ほど言いました肯定感高いとか、

早寝早起き、読書、地域の行事に参加するとか、挨拶をするとか、そういったことで宮崎県は毎

回ベスト３に入っている。秋田県を抜いたこともあるんです。 

 ただ、学力の問題がそこに、そのうちついてくるんだろうと思っていますけども。秋田わか杉

っ子学びの１０か条、具体的には、今初めて見ましたのであれなんですが、宮崎県もこういった

同じようなものは実はつくっております。だから、そういったことを絡めながら、それぞれ学校

独自で生活の７カ条とか１０カ条というのはつくっておるところです。とてもすばらしいことだ

と思います。基本の早寝早起き朝ごはん、こういったことはとても大事なことです。だから、家

庭と一緒になってこういったものは取り組まないとできない。学力は家庭と一緒になって取り組

まないと向上しないということが言えると思います。そういった意味では、この学びの１０か条、

宮崎県も引けを取らないことはご紹介したいと思っております。こういったものはつくっており

ます。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  わかりました。原稿なしに私本当に思うことは、やはり子供たち

と本当に先生方が、早い話「あんたちょっと邪魔だから」とか言うんじゃなくて、成績関係なく

下は下の子でもう一歩上がるように、上は上でもっと上を目指すようにというように、そういっ

た目をかけていくということは、一つはそういうのにつながるのかなという気もしましたけども、

私さっき紹介しました例えば吉田町のグラフですよね、ああいった公表の仕方についてはどう思

われます、教育長は。ああいう表示の仕方というのはどう思われますか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 
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○教育長（宮内 浩二郎君）  いわゆる追跡調査ですよね、その子が６年生から中１になったとき

どうかという追跡調査は実はしております。ただ、それをこういった形で公表はしてないんです

けども、町内の分析として、教育委員会活動の調査はやってはおるところです。おもしろい結果

が出ます。 

 確かに、これ吉田町のでしたっけ、６年生から３年生だったら下がってますよね。こういった

実際には下がるということは何でだろうということは、いわゆる今後の授業の対策を立てるとき

に非常に効果的な資料になるとは思っております。 

 今後、これを公表とかどんな使い方をするかについては、また今後検討していきたいと思いま

す。本町ではやってはおります。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  具体的に表には公表されてませんけども、実際そこまで突っ込ん

でやってらっしゃるということですので、またそれをいかに生かすかというのは、我々も今度行

って来て勉強してきたいと思いますが、この全国学力テストの結果の最後の締めくくりに、子供

たちの健やかな成長のためには、今教育長おっしゃったとおり家庭、地域における学校へのご理

解と協力が欠かせませんとあります。 

 よって、公表することによって、私は基礎学力等の問題について、町民の関心が高まるのでは

ないかなと思います。家庭、地域も一緒になって取り組むには、より具体的な県、そして国との

差が公表されて、ましてや近年の推移も理解できた方が取り組む意欲も湧くのじゃないかと思い

ます。 

 それと、もう一つ、それが表に出ることによって、吉田町は今度は、例えば三股町でしたら小

学校が６つありますよね。その同じ町の小学校比較というのも出しているんです。となると、い

いとこがもしあるとすると、そこの特徴というのもみんなでいろいろまた分析できるでしょうし、

やはり分析によって次の手が、確実な手が打てるんじゃないかと思うから、強く今公表すべきじ

ゃないかと言っているんですけども、その辺、健やかな成長というこれにこだわると、「文教み

また」としての考え方も本当に把握した上で研修に行ってきたいと、学んできたいと思っており

ます。 

 本当に私ごとであれなんですけども、子供たちの時期時期において、今の事件もいっぱいそう

いうのがありますけども、１回こんなことがあったんです。私はどっちかといいますと、非常に

くそ真面目な田舎の百姓の長男坊だったんです。自転車で泉ヶ丘に行くとき、雨の日に靴がぬれ

るのが嫌で、靴はビニールに入れて、前かごに入れてスリッパで登校したことがあるんです。そ

したら正門である先生にとめられて、「お前みたいな者がいるから学校の風紀が乱れるんだ」と

言われたとき、全然自分を言うこともなく理解しようともしない、全く担任でもない先生にそれ
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を言われたときに、何か言い方悪いですけども、どっちかというと真面目にやってないほうのグ

ループ代表みたいな感じで言われたときに、次にその先生と会うときにやはり「先生、おはよう

ございます」とか挨拶できなくなりましたよね。 

 だから、健やかな成長というのは、やはりちょっとしたところを一方的にもの言ったりとか、

そういうのも非常に大事なことかなと、僕が高校生のときですけども、小学校、中学校、いろん

なそういう時期的にはそういう心遣いというか、思いやりというのは基本にあるんじゃないかな

と思います。何かそういったものを学び取って来れるんじゃないかなと思っておりますので、ま

た報告したいと思います。 

 続きまして、今度小学校、来年から中学校もですけども、特別の教科道徳というのが導入され

ましたが、この道徳、教科として扱う道徳というのが導入された目的、そしてまた、その教科と

なると担任の評価というのが必要になってきますけども、道徳の評価を担任がどういうふうにや

るのか、いじめの問題がテーマと聞いていますけども、そこら辺の導入効果をいかに達成してい

くかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  特別の教科道徳の導入効果をいかに達成していくかについてお答え

いたします。 

 文部科学省が検定した教科書を使用しての特別の教科道徳は、本年度の４月から小学校で始ま

ったばかりであります。この特別の教科道徳の導入の背景でありますが、昨今のいじめ問題への

対応の充実や児童生徒の発達の段階を踏まえた体系的な指導を行うことなどを狙いに導入されま

した。 

 この導入効果を達成するために、各学校においては道徳教育推進教員を中心とした校内指導体

制の確立に努めているところであります。 

 また、評価につきましては、数値による評価や他の児童生徒との比較による評価は行わず、記

述式でその児童生徒がいかに成長したかを積極的に受けとめ、励ます評価を行うこととしており

ます。 

 なお、中学校におきましては、来年度からの導入に向けて準備を進めているところです。 

 本町といたしましても、小中学校間の連携や小学校間の連携も重要であることから、本年度

８月には町小中学校の全教職員が参加し、特別の教科道徳をテーマに研修を行うことにしており

ます。 

 このことを通して、今後道徳科の導入、効果の達成に向け、町全体で取り組んでいくといった

機運を高めていきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  本当にこのごろ、先ほども議員から出ましたけども、新潟の小学

校２年生の女の子の殺人とか、それとか先日ありました新幹線の中でむしゃくしゃしたから誰で

もよかったとかいうあの辺の犯人の顔を見たとき、普通会ってこの人は異常な人だと見抜けない、

本当普通の人があらわれるというのは、ちょっと背筋がぞっとするようなことがあるんですけど

も、そういった背景もきっとあるんでしょうか、道徳を強化として取り入れていくということが。 

 今、ちょっとありましたけども、そういうのに新しいのに取り組まれるときに、先生方への研

修とかいうのは具体的にされているんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  先ほど言いましたように、町全体での研修は今年の夏休み中にやろ

うとは思っていますが、各学校独自に今度この評価としての道徳が入っているということについ

てはもう２９年度、昨年度中からいろんな各学校独自で講師呼んだり、学校内でやったり、研修

は進めているところではあります。 

 道徳の授業というのは、過去もずっと続いておりますけども、今回のは教科としての取り扱い

ということで若干違うと。文科省が検定した教科書を使うというとこが若干違う。で、評価があ

るということです。 

 道徳というのは、道徳の授業の時間だけでやるものではない。学校教育活動全体で道徳性は培

うものであって、道徳の時間はかなめということ、整理統合するという考え方を、朝から夕方ま

で道徳的なものは学んでいるという、日常的に道徳的なことは指導していると、先生方はです。

学校ではやっているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  わかりました。どうしましょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  これより１３時３０分まで本会議を休憩します。 

午後０時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時30分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  午前中、教育長の答弁で、尻切れとんぼになってしまいましたけ

ども、せめて今年の平成３０年度の９月の全国学力テストの公表は、ぜひ今までどおりというん

じゃなくて、今申したようなことも公表も含めて、ぜひまた議論していただき、一歩前に進んだ

公表をぜひお願いしたいと思います。 
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 続きまして、次の質問に移りたいと思います。 

 新規就農につながるシステムづくりというとこで質問していきたいと思いますが、本町の基幹

産業である農業に関しては、基盤の整備や就農援助などいろんな政策があると思います。 

 今回、まずは新規就農者の確保、育成をどうやって確実にするか考えてみたいと思います。 

 人材不足が大きな問題です。最優先だと思います。基幹産業が成り立たなくなってしまいます。

農業をやりたいと思うとき、相談する窓口というと、やはり役場の農業振興課ではないかと思い

ます。そのような相談がどれぐらい農業振興課のところにあるのか、またどういうような、よけ

れば内容もどういう内容で来ているかというのを紹介願いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  それでは、新規就農の相談ということで、農業振興課のほうに

就農相談窓口がございますので、その実績等について報告させていただきたいと思います。 

 平成２８年度以降でございますけども、相談件数は２０件ございます。うち畜産関係が１２件、

そして施設・露地野菜関係が７件、果樹が１件でございます。 

 新規就農の相談につきましては大きく３つ、親元就農、そして新規参入、従事就農がございま

すけれども、就農意欲を確認する事項としましては、資金、そして土地、あと技術、知識、経験、

そして本気度をチェックしまして、その状況に応じた対応、進め方を指導助言しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  以前、議会の中で紹介したと思うんですけども、佐賀県在住の中

学生が、将来三股のじいちゃんとこの農業やりたい、そのために都城農業高校に進学したいとい

うことで、どのような手続をとったらよいかという相談を受けました。この子は農機具扱いが非

常に得意で、田植え機からニンジン堀りやらコンバイン、そういったのが得意で、農機具メー

カーのヤンマーとかクボタ、井関、あの辺の展示会とかあると、農機具のオペレーターとして小

学生とか中学生が非常にファンが集まるということで、それからも声がかかるぐらいの人気者な

んです。 

 そこでの話が、農業高校のほうにそういうお伺いしたところ、逆に今度農業高校のほうからの

問題として、生徒の家庭が農業家庭である生徒というのは、農業高校に来ている生徒の１割も満

たさない。農業高校といえども家が農業しているとこは１割もいないというのが現実だというこ

とです。 

 そして、何といっても高校生に農業の体験をさせながら、農業の苦労、喜び、そして地域のつ

ながりというのを知ってもらいたい。そういった願望のもとに都城農業高校がデュアルシステム
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というのを打ち立てたと。それは何かというと、簡単に言うと学びながら働く、働きながら学ぶ

というこのシステムなんです。 

 資料の４に入れましたけども、実はこれ、いろんな内容があるところをデュアルシステムとい

うタイトルでＡ４１枚に集約してもらった資料です。テーマがあって、ゴールがあっていろんな

問題があるんですけども、非常にこの１枚に集約された体系といいますか、流れがありますので、

また熟読していただければと思いますが、まずテーマとして都城農業高等学校の卒業生が一人で

も多く地域に定着し、地域産業を活性化させ、若者による地域社会の創造、地域創生を具現化す

る。そしてまたゴールというのがそこにあります。 

 次の欄に問題点というのがあります。この問題点というのが、地域における問題点、そして教

員における問題点、生徒における問題点、ちょっと１つ出してみますと、例えば地域の問題とし

て挙がっているのは人材流出・人材不足、そして地域における人材育成が極端に不足している。

学校教育との連携不足。 

 教員のところは非常にきつい書き方されていますけども、教員のところの問題点、技術力・指

導力・発想力低下。地元農家等との技術的、情報的な差の拡大・学校農場への閉じこもり。そし

て経営的視点が欠如した農業教育・儲かる農業、夢のある農業教育の展開に乏しい。 

 生徒の問題としては、さっき申しましたように男女共通とも９割以上の生徒が非農家出身であ

るという。女子としては、農業で活躍している女性についての情報が不足。就農の選択肢を持た

ない。 

 そして、中ほどに、やはり学校、行政、産業界、ここががっちり手を組んで人材育成に入って

いく。 

 期待できる効果、これは地域の効果としては、学校教育への貢献意識の向上。また、一番右の

ほうには新規就農につながる一つの流れが書かれております。先進農家研修とか、農業生産法人

への就農とかあるんですけども、要するに高校生の心をしっかりつかまないと、どうしてもやっ

ぱり離れてしまうよと、そういうのを具体的にデュアルというのは要するに何か並行してとか、

二重とかそんな意味があるみたいですが、もう一回言うと働きながら学ぶ、学びながら働く、こ

れを感じてもらって、高校生のこのハートをがっちりつかもうという、そういうシステムのよう

です。 

 三股町にいろいろ協力してもらっているということで、ぜひ紹介してということで話しました

けど、こういうのに対しては本町の取り組みについてはどういうふうな考えでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  本町としましても、就農相談の中に一番あるのがやはり期待と

いう中に農業を始めたいという相談があるわけなんですけども、期待とともに裏側には不安もあ
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るというところがあるかと思います。その中で私が非常に感じているのは、やはり自分が目指す

就農形態の中で、やはり実際経験、体験をする中で自信をつけてもらいたいというのが一番なの

かなと思います。そういった自信をつける場所、そういったものを提携できるようなことを行政

としても今後考えていかなければいけないのかなと、そこに自信がついた中で就農の道を選んで、

持続的に続けていただきたいというところがやはり必要なのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  今、農業振興課の課長おっしゃったとおり、例えば牛が非常に高

いです。いいことばっかし頭に想像すると、ぜひ三股で畜産をやりたいと、そういう相談もある

と思うんですが、ちなみにちょっと専門の方に聞いたところ、例えば牛を３０頭買ってスタート

したいと思ったときに、約２,０００万ぐらいかかるんですか、そして牛舎を建てるとなるとや

はり２,０００万ぐらい、土地をとなると、そして合わせて６,０００万、７,０００万スタート

時点でかかってしまう。果たしてそれが成功するだろうかというのを考えると、そこまで全くゼ

ロでスタートするというのは非常に不安というか、いいほうにばっかり考えてスタートする人に

はやはり厳しいんだ。そこにはやっぱり厳しさを含めた就農、希望もありますけども厳しい、そ

ういうのを経験しながら、「よし、お前誰が見てもいけるぞ、それは」という自信をつけたそう

いうプランをぜひ具体化していってほしいと思います。 

 今、振興課長のほうからもちょっとありましたけども、ぜひそういうプランを提出して、検討

していただいてお見せしていただきたいと思います。今、具体的に話せるとこはその辺までです

ね。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  今話せる点としては、今話した内容のとおりです。今、部署内

でも新規就農と、担い手を育成するという点についてどういった方法があるのかという点につい

ては、課題を投げかけているとこでありまして、その中の一つとして、この新規就農を支援する

システムというところについては、今言ったように現場での体験をもとに自信を持たせる。そこ

でやはり就農の道を開くというところが一つの大きなところなのかなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  ぜひ実現に向かって検討していってほしいと思います。 

 農業は英語でアグリカルチャーと言います。職業で農業だけがカルチャーがつきます。カルチ

ャーというのは文化です。なるほど農業を通して人との交流の中に文化が生まれるというのは想
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像できます。 

 先日、三股畜産センターで、７月、８月の競り市の対象に和牛品評会が行われました。その中

で８月の競り市対象の優等３頭に樺山が選ばれました。樺山の３頭が優等に選ばれるということ

は、それほど珍しいことではないんですが、何と非常にびっくりしたのは、珍しいというのは表

彰式に出た３人が３人とも若手の新顔だったんです。企業や介護職からの転職です。この世代が

グループをつくってというのも、一人は介護職を辞めた人、一人は娘婿がきている。３人とも新

しく始めたわけでけども、彼らがグループをつくって活性化を図っていくとなると、三股町和牛

生産部会というのは非常に将来が楽しみだなと感じました。 

 本町内において、さずがに和牛日本一の宮崎県の地区だけあってサークル活動というのも非常

に交流が活発のようです。特に樺山においては品評会のあった、２カ月に１編品評会があるんで

すが、その品評会があった日は地区の公民館で反省会が行われ、その反省会の中でお互いに例え

ば受精の適期は子牛のいつぐらいがいいかとか、子牛の育成、そして手入れの方法、そして忌憚

のない意見交換、牛の餌やるふね、ふねとは昔の言葉ですから、食台とは言いませんね、牛のふ

ねの高さも成長に合わせてやっていかないと、姿勢が変わってくるよとか、非常に我々も参加す

ると勉強になる意見が飛び交っております。 

 そういったアドバイスしながら、競り市等においては、競り市が始まるとなりますと、やはり

自分のとこは出なくても出るところがいると、やはり協力して引き出し手伝ってやったり、また

ちょっと高齢化のところはそういう若者たちが引いて出たりとか、非常に見てて爽やかで、将来

が何か安心だなというような風景が目にすることがあります。 

 そういった意味でいきますと、今度３人始めたんですけども、３人始めた親というのもやはり

同じチームでやってますから、やはり親のよさを見て、そして子が後を継いでいくというか、さ

っき言いました新規就農というのも出したんですけども、どっちかというとこの後継者というの

がまず確実かなとそんな気がしました。 

 この３人が今度スタートしたということを見ると、恐らくこの３人に続いていくのが、ちょっ

と想像するには、彼もやるんじゃないかなと想像つく人が何人かいます。ですから、そういった

今度スタートした３人の働きを確認して、そしてその３人が若者をまた引き込むような、そうい

った何か先ほどの課長のシステムじゃないですけども、そういった新規就農もそうですけども、

後継者というのは先ほどの不安というのはある程度取り除かれますし、確実に収納していくメン

バーです。 

 ですから、個人の援助とかいうんじゃなくて、彼らを核に若者が集まるようなそういった各種

の研修会とか交流の場とか、また今はやりのＩＴ化による管理の勉強会、こういうのを推進して

いってはどうかと思うんです。 



- 71 - 

 ちょっとまとめますと、そういった始めた３人に対する援助だけではなくて、というよりもそ

れらを核に、もっと若者たちが集まっていく、そういう集まる場というのを提供する、そういっ

たものに援助したらどうかという考えを今持っているんですけども、これについていかがでしょ

う。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  先ほど新規就農という件でお話させていただきましたが、後継

者の育成というところも含めてなんですけども、そういった地域の担い手を育てるという上では、

個人個人というところに補助的なもので支援する方法もありますが、もう一つ大事なのは、やは

り地域で育てるという感覚が大事かと思います。 

 先ほどの和牛のことで事例で挙げられたんですけども、実質今和牛の世界では２０代、３０代

の若い世代が和牛のほうに携わっていきたいということで従事されているのが多く見受けられま

す。そういった方々がそういった和牛の世界に飛び込めるという一つの理由は、一つは和牛の中

に和牛研究グループというグループがございます。このグループは、和牛生産者の中でも非常に

若手で組織されたグループでありまして、高齢化の経営者たちを支えている、一躍を担っている

と。 

 そういった和牛研究グループの方々がやはりそういった新しい人材が地域に入って来たときに、

受け入れやすい環境、その集団の環境づくりをやっているという点が一つ大きな力を発揮してい

るのかなというふうに見受けられますので、今福田議員が言われたとおり、やはり地域という視

点から考えたときに、そういった集団というところの育成というのは、力を入れていかなければ

いけないのかなというふうには思っております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  前もって出した通告に書いてある激しさと厳しさを含め、就農に

希望と自信を持てる導きプランをということと、好事例の分析と特化推進をというのは、今申し

たとおりの内容でございます。離れた話じゃなくて、実際目の前にあるそういうものに取り組む

というのは、非常に伝染するというか、あそこもそうだわね、ここもこうだわねというのは意外

と伝染しやすくて、地域というのは意外とそういう力というのは目に見えんところに、樺山みた

いなというところもありますし、もっと本当は樺山じゃなくて三股町の畜産分業ということに進

展していくんじゃないかと思います。そういったサークルを、ぜひつくっていただきたいなと思

っております。 

 次の質問です。特産品づくり、特進事業の強化ということで、これは、地方創生の実現に向け

て捉えた問題です。 
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 特産品づくり推進事業の強化について、これは、規制を緩めて地域の活性化を目指す国の構造

改革特区という国の政策の一つであるどぶろく特区のことですけども、どぶろく特区の認定を最

大限に生かして、事業の強化を図ってはいかがでしょうというテーマです。 

 実は、もう一回言いますと、この特区というのは、規制を緩めて地域の活性化を目指す国の構

造改革特区という政策の一つであります。メディアによりますと、メディアといいますか、単に

三股のどぶろくというのをネットで見てますと、日本最南端のどぶろく特区三股町と、平成

１６年に認定を受けています。 

 現在、本町では２軒のどぶろく農家が生産しています。２軒にとどまらず、先ほど申しました

特区というのを生かし、どぶろくの里三股町というのを打ち出して目指してはどうでしょう。そ

うすることで米の利用拡大や、また農業の活性化につながるのではないかと思うんですけどもい

かがでしょう。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  特産品づくりの推進事業の強化ということです、どぶろく特区の最大

限の活用というお話ですが、今お話がありましたように、本町は平成１６年にどぶろく特区に認

定されまして、農家、民宿などにおいて酒税法の規制を外し、どぶろくを製造し、消費者へ提供

できるようにしたもので、現在は２軒のどぶろく製造農家がどぶろくを生産しておるところでご

ざいます。 

 また、どぶろくを利用したスイーツや肉の加工品なども開発されておりまして、本町ブランド

の特産品として定着しているところであります。 

 今後も、商工会や観光協会、霧島会などの団体と連携しながら、どぶろくやゴマを初め地元産

の農畜産物を利用した新たな魅力ある特産品の開発や、販路の拡大等に取り組むことで、米の利

用拡大や農業の活性化につなげていきたいというふうに考えております。 

 特に、今年度から実践型地域雇用創造協議会を設立しましたので、６次化を含む農業の活性化

に、より積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  今さらなんですけども、せっかく特区という条件をいただきなが

ら２軒しかやってないというのは、やはり特区という国からの政策に対して受け側としてはもっ

と広めていいんじゃないかという問題じゃないかと思います。今、町長おっしゃったとおり、ぜ

ひ６次化というテーマもつかまえて進めていったらいいと思います。 

 そこで、思ったんですけども、今、インバウンドということで大型船、大型クルーズ船が、観

光客が来るんですけども、これに対するどぶろくのＰＲというのは何かされているんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 
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○企画商工課長（西山 雄治君）  インバウンド事業において、どぶろくのＰＲですけれども、大

体月２回ほど油津港にクルーズ船が寄港しているようです。毎回ではないんですが、そこにおい

て合同の物産展ということで、港においてそこでＰＲはしているところであります。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  条件がそろったなと思いますので、ぜひどぶろくというのを２軒

だけじゃなくて町で上げて、そしてそういう今おっしゃった大型船のそこら辺もＰＲしながら拡

大図っていくときじゃないかと思います。 

 ところで、町長、この前、シルバー人材の総会に行ったときに思ったんですけども、あの中で

やはりぜひ就労というのが大事だということで、皆さんぜひシルバーのほうに入ってお願いしま

すという話があったんですけれども、そのときあそこで思ったのは、やはり今どぶろくというの

を強化産業みたいにしていくと、シルバー人材も算入できるんじゃないかなと強く思いました。

この前、それこそ発表のあった第７期の介護保険にしても、ついに都城を抜いて三股は２番目と

いうことで高額になっています。そこら辺からもこっちのほうも効用もあるんじゃないかなと、

どぶろく事業でシルバー人材を算入させてはどうだろうと、そんな思ったんですけども、これは

まだまだ今からの計画だと思いますけど、こういう計画については町長どんなお考えでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  本町は、先ほどありましたように平成１６年にどぶろく特区というこ

とでありますけれども、それから１０年近くが１軒だけで、やっと我生庵の上石さんのほうが

２軒目ということで、なぜ拡大しないのかとなると、やはり自分のところで生産する米でどぶろ

くをつくる。そしてまた、それを自分のところで提供するというようなことでございますので、

ですからお店をしている、そしてまた農業をしておる、そしてそういう製造免許も取らなくちゃ

ならんとなると、なかなかこのふたまた、みつまたまでやろうというところ、なかなか拡大しな

いと。非常にやはり厳しいという部分がございます。 

 そういう意味合いで、やっと２軒が誕生したというところでありますので、この２軒をまずは

大事にしたいなというふうに思っています。 

 シルバーのほうでは、やはり今のところ本町の特産品であるプチヴェールとゴマのほうです、

そちらのほうを新たに取り組んでいただけるということでございますので、まだどぶろくまでい

くというのはちょっとハードルが高いのかなというふうに感じています。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  そうです、この前シルバー人材センターの中でも出たのはプチヴ

ェール、そしてゴマというのが出たんですが、あの計画表を見たときに、例えばそれを作物をつ

くるための段取りというのは、やっぱり１年、２年前からスタートしていますので、ぜひ町長、
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頭の中にこのどぶろくを２軒ではなくて、もっと町で広めれるようなそういう企画もぜひ頭の中

に置いておいてほしいと思います。 

 続いて、次の質問ですが、通告の内容としまして、町政の目標「自立と協働で創る元気なまち

三股」、これの本質とは何ぞやということで上げました。 

 まず、１番目に、できない理由を探すのではなく、どうしたらできるかを考えるということで

出したんですが、これは見方によっては、これは町長の回答が書いてあるんじゃないかと思うよ

うな内容にもなっています。 

 実は、資料５につけましたけども、これは町内あちこちで見られるんじゃないかという我が町、

我が地区の問題なんですけども、ここにあえて出したのは、こういうケースが本当に町内今から

どんどん増えてくるんじゃないかということで出しました。高齢化社会の問題の一例として出し

ています。ともに考えようということで出しています。 

 状況を説明しますと、資料のとおり雑木が道路の上を覆って、通路の妨げになっています。そ

してまた竹山で、道路や隣の田んぼにまでタケノコが出てきます。また、この道路というのは、

非常に高齢者の電動車がよくここを利用する通路にもなっています。台風のときには、また写真

のとおり、隣の家は全然別な家なんですけども、そちらのほうに倒れたりすると、またそこに被

害が生まれるんではないかと、そういう状況にもあります。 

 そして、ここに高齢者が２人、女性の方が住んでらっしゃいます。見てみますと、郵便配達も

ずっと雑草の中に入って行って配達しているような状況もあります。こういった非常にこの状況

というのが、毎年どんなことをされているかというと、例えば、一つは、自治公民館にここ入っ

てらっしゃらないんです。ありのままを全部発表していますけども、自治公民館にも加入されて

ません。 

 どういうふうな話になるかというと、この状況をまず役場に報告せないかんがということで、

役場のほうに自治公民館長が報告に行きますけども、それこそ３年がかりで何も進展していない

状況です。 

 役場においては、まずその問題を捉えるときに、これは都市整備課担当かなと、道路からいく

と都市整備課かなと。ところがこの環境から見ると、やはり環境水道課の担当かということで迷

われます。 

 そこで、私思ったんですけども、こういった問題というのは町内であちこち、本当これ一部で

あって、出てくるんじゃないかなと思います。３年がかりと言ったんですけども、館長になられ

るたんび同じことを繰り返されておりますので、こういう物件に対して、一つの案ですけども、

例えばこういう問題があるというのを揃って、そしてそれに対して次に何をすべきかというのを、

１回１回役場に来て聞くんじゃなくて、ちょっとしたマニュアルというか、フローチャート式で
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こういう条件だったらこうしなさい、こういう条件だったらまずここに報告しなさいといった、

そういったたたき台でも結構ですので、そういうものをつくるべきじゃないかなと思うんです。 

 やはり、いろんな問題がここにもあります。例えば外注に切ってもらえばいいがということで、

外注に見積もりとると５０万から費用がいると。そうなると、町民の皆さん税金を５０万、これ

をきれいにするために使えますか、皆さん納得しますかというと、それはほかにもあるだろうと

いうのが生の声じゃないかなと思います。 

 地域の人に聞きましたら、やはりそれは支部でせんないかんがという話もあります。いろんな

答えも支部でせんないかんがと、また壮年でやろうという話も出ておりました。いろんな話が出

るときに私思ったのは、やはりいろんな条件と、例えばそこに電線があるとなればそれは九電の

ほうに電話して伐採してもらいましょうとか、電話線があればこうしましょうとか、１回１回

１から聞いて１から答えを見つけるんじゃなくて、１つのフローチャートみたいな、流れ図みた

いな感じで、この条件がそろったらこういうことをしましょうというような案内できるような、

そういったマニュアルをつくっていただいたら、毎回毎回館長さんになられた人も同じ問題を繰

り返さなくて、問題提起もしなくていいんじゃないかなと、今後、三股町において、そういう物

件どんどん出てくるような可能性もありますので、そういうふうなマニュアルつくったらいかが

という提案ですけども、いかがでしょう。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  このような事案で、２９年度に環境保全係に寄せられました個

人所有地内の草や樹木が伸びて困っているという相談が５５件寄せられております。 

 近年では、空き地や空き家の増加など増加の要因と思われる相談、トラブルも増えてきている

ように思われます。このほかにも数多くの相談が環境保全係に寄せられていますが、全ての案件

について現地の確認を行い、発生源になっている敷地の管理者に文書や口頭で連絡して対応をお

願いしているところではございます。 

 すぐに処理していただけない案件については、相談後の問い合わせはありませんが、対応して

いただいた場合はです、対応していただけない案件については再度ご相談が寄せられます、３年

に１遍、何年かに１遍相談が寄せられます。その中で、空き地の管理者が対応しないのであれば、

役場のほうで対応してはどうかというご意見もいただいているところでございます。その際、町

では個人所有地の草刈りはできない理由をご説明しているところでございますが、この理由を説

明することに対して理由を探しているというように思われているのではないかというふうに思っ

ております。 

 個人で対応できない理由はそれぞれ違うと思いますが、経済的にできないのか、環境に関与す

る感覚の違いで対応されないのかを町では判断できかねないところでございます。 
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 当然、全てのご相談に町の財源、つまり税金を用いて対応できれば解決すると思いますが、町

民の理解を得るのは難しく現実的には無理であると思っております。 

 個人で対応できない案件については、公民館長さんのほうにもお願いをするんですが、近隣の

方に協力を得て対応していただくことも一案であるというふうに考えて、お願いをすることもご

ざいます。 

 町で処理する場合にマニュアル化する、税金を使ってやるとなると、全ての町民に平等、公平

に対応することは求められますので、ルールづくりが今後の課題かなというふうに思っていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  ２９年度に５５件のそういう報告というか相談があっているとい

うことですね。今、課長が話された内容を、半分でも「ああ、そういうことか」という内容がい

っぱい含まれていたと思うんです。完全なそういうマニュアルというのは無理だと思うんですけ

ども、そういった何といいますか、今おっしゃったこういうのはこうしなさいという、あります

よ、やっぱり、例えば身内が近くにあらへんかとか、やっぱりそれなりに調べていくルートもあ

ります。一人なのか、それとも親戚がいないのかとかありますけども、要するに私が今言いたい

のは、それを１からいつもスタートするんじゃなくて、こういう場合はこういうコースで対策す

るんだよ、こういう場合はこういうところに相談に行くんだよといった、そんな税金をかけてこ

ういうマニュアルつくるよとか、そんな大がかりじゃなくて、なるほどそういうルートだよなと

納得できるようなそういうのができると大分省けるんじゃないかなと思います。それを言ってい

るわけで、それについてはいかがでしょう。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  議員のおっしゃるように、１件１件については親身になって、

近隣にお知り合いの方はいらっしゃいませんか等の相談をされた方に、こういう方法もあります

よという案内はしているところでございます。それは、文書によって、今この段階ですのでこう

いうふうにしてはどうですかという文書は持っていませんが、環境水道課の環境保全係のほうで

はそういうふうな伝達の方法は確立しているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  課長、私言っているのは、今、課長の頭の中にあるそういうのを、

もっとみんなにわかるように、ぜひ整理していただきたいということですので、ぜひ検討いただ

いて、こういうルートだなというのがわかるようなものをつくっていただければ助かると思いま

す。お願いします。 
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 次に、資料６ページに出しましたけども、これは非常に心温まる事例なんですが、地区公民館

の片隅にある馬頭観音の石碑の前にできた鳥居の写真です。５月の２４日、自分で撮ったやつで

すけども、実はその地区で、それこそこのタイトルにあります「自立と協働で創る元気なまち三

股」といういい事例で出したんですが、ここに鳥居をつくればという話が湧き出まして、だった

ら廃材で鉄のパイプも廃材があったらへんかなということで、工事現場の跡の廃材とかそういう

ものを集めてつくろうという、そこに行きました。ある人が柱となる鉄パイプを廃材から入手さ

れて、そしてまた同じ地区に溶接する人、また塗装、そしてパイプの横に気の利いたさかぎです

か、入れる壷までつくられた細やかさ、しまいには今度はしめ縄は自分が編んだということで、

しめ縄まで編まれてそこにできたんですけども、非常にその地区に通るたびに、そこをみんなほ

ほ笑ましく鳥居を眺めて通行している事例です。本当にまさに自分たちで自分たちの公民館をこ

うやって盛り上げていこうということで、一つの例で出しました。 

 それから、もう一つは、右のほうは、これは次のテーマにしたいと思います。いつも私出しま

すドローンですけども、ついに三股町に第１号のドローンを購入したということで、除草剤を散

布するところを写真撮ったやつです。６月の７日、つい先日です。搭載重量が１０キロまでオー

ケーということで、ただ、ちょっと問題というのは運転、飛ばせる時間が１０分というのはそれ

は問題があります。 

 それと、次の質問ですが、役場の玄関前にある三股町の交通事故発生状況というのが看板があ

ります。ワースト順位というのが表示がありますが、あれは先日お聞きしたら、事故件数を人口

１万人当たりで算出した値で順位を出しているということです。 

 その順位で、私の記憶が確かだと、確か県内２６市町村の中で４位というのが１回表示された

時期があったかと思うんですけども、そうですかね、４位だったですかね。ああいう表示がされ

たときには、何か町としては対策打たれるんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  毎月、その月その月で、警察の方で事故件数が１月から１２月でカ

ウントしておりまして、４位というのが恐らく１月から３月までの件数できておりますので、そ

の順位についてワーストにいったどうのこうので特別な取り扱いというのはしていることではあ

りません。 

 ただ、年に４回の交通安全運動とか、そういうものなり、カーブミラー等の設置については町

のほうで行っているところであります。 

 また、事故件数というよりもあの件数のワーストは第一当事者、ですから事故が２人やった場

合に、原因をつくったほうの第一当事者の人数の割合を１万人当たりに割り振るものとしており

ますので、当然、三股町以外で起こした事故であっても、三股町民の方が第一当事者であると、
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この数字のカウントに入ってくるという性格のものであります。 

○議長（池邉 美紀君）  福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  わかりました。それで、何回か要望ならっている物件で交通事故

が発生するぞということで出るのは、実は先日５日の日でしたか、２地区で地区座談会があった

んですが、また案の定、昨年と同じく同じ要望が出まして、昨年の要望に対しては、町の考え方

というのは、記載されている内容は、上米公園に上がるところなんですけど、「公園に上がると

ころはカーブが近くにあり、見通しが悪いので、ここを一番にと警察署長と交通部長にしっかり

要望してきました。また、地区からの要望があったと強く申しつけたいと思います」と町長より

回答いただいています。これが去年の回答でした。 

 また今年同じ物件がこれが出まして、結局何もまだ進展していないものですから、そのうち事

故が起きるぞというのをみんなそういうふうに言われるんですけど、そこで、私いつまでにやる

のかというのを、町の問題じゃないんですけど、いつまでやるのかというのを回答いただきたい

と思います。何回も要望が出て、何も進展がないとなると、住民において非常に不信感を抱きか

ねません。町長、どうでしょう。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  私が警察のほうにどうなるんですかと言いたいぐらいです。こちらか

らはお願いするしかないんです。ですから、地域の方々からもこういう声が出てますよというこ

とで、強くお願いするということで、また同じように上米公園、それから新坂のほうも、この

２カ所しか町は今のところ要望しませんということで、強く要望はしているところです。 

 昨年の警察署長が今年の３月で定年退職されましたので、新しい署長になりましたので、です

からしっかりと伝えなくちゃならんということで、交通官のほうにもそこの責務を取っていただ

け、交通官にも直接お話しまして、署長にも直接しましたので、そのあたりをこの前の座談会ま

た踏まえましたので、またそれを伝えに行きたいなというふうに考えています。 

○議長（池邉 美紀君）  ３分前のチャイム鳴らなかったので、一応時間の確認をしっかりしてお

いてください。 

○議員（３番 福田 新一君）  延長ですか。 

○議長（池邉 美紀君）  延長はありません。 

 福田君。 

○議員（３番 福田 新一君）  今、おっしゃったとおり、上米公園というのはパークゴルフ場も

どんどん人が増えてますし、遊具場も人気あるんです。春はやはり桜見が非常に多くて、非常に

いいイメージでどんどん景観もよく、地区としてもどんどん盛り上げてしているところですので、

ぜひ町長の今の言葉を信じたいと思います。私もまたそういうふうに伝えたいと思いますけれど
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も、よろしくお願いいたします。 

 それと、数々の包括連携協定というのがあるんですが、もう時間の関係上、これについてはぜ

ひ今包括連携協定結んでいる学校とかそういうところについては、後日でいいですので、今こう

いう計画をしているというのを、そういうのをもらいたいと思います。よろしくお願いします。

南九大、高専、そしてＭＵＫＡＳＡですか、いろんなところ包括連携結んだとことこういうふう

な計画で進んでいるという、そういうのをちょっと書面でほしいと思います。 

 私の質問はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（池邉 美紀君）  発言順位４番、森君。 

〔１番 森 正太郎君 登壇〕 

○議員（１番 森 正太郎君）  発言順位４番、森正太郎でございます。私は、日本共産党を代表

いたしまして、一般質問を通告に従いまして行ってまいります。 

 まず初めに、町長の次期町長選出馬表明を受けて、質問をいたします。 

 来る９月２２日の任期満了に伴う三股町長選挙に、木佐貫辰生三股町長が出馬の意向を表明さ

れたことが報道されております。日々、情勢が激動する中で、本町のこの行政のかじ取り役であ

る町長の施政は、町民の大きな関心事であります。 

 そこで、これまでの２期８年の町長の任期を振り返りまして、どのようなまちづくりを目指し

てきたのか、その思いをどれだけ形にすることができたのか、お尋ねをいたします。 

 続きは、質問席から行います。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  平成２２年９月に町長に就任して以来、今年で２期８年を迎えようと

しているところでございます。この間、議会を初め町民の皆様の温かいご支援、ご理解によりま

して、予定し計画した仕事、事業について、大方遂行でき、また、できつつあるんではないかと

考えています。心から感謝を申し上げます。特に、職員各位には新規の仕事等でいろいろと苦労

をかけていますけれども、精神誠意取り組んでいただいており、感謝に堪えないところでござい

ます。 

 私は、町長選に当たり、５つのプロジェクトをテーマに掲げ、第５次三股町総合計画前期後期

基本計画を踏まえ、住民の安全安心福祉の向上を目指し、住みよいまちづくりのため、各種施策

に取り組んでまいったところでございます。 

 実施した施策の一部を、具体的に紹介をいたしますと、まちづくりの基本スタンスとしまして、

「自立と協働で創る元気なまち三股」を掲げていることから、まずは、まちづくり基本条例を制
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定いたしまして、協働のまちづくりを今後取り組む、各種施策の基本といたしました。そして、

行政改革の一環としまして、昼窓旅費の見直し、事務事業の外部評価、集落座談会などを実施し、

見える行政、伝わる行政に努めているところであります。 

 安全安心なまちづくりとしまして、防犯灯のＬＥＤ化、行政無線のデジタル化、消防ポンプ自

動車の更新、避難誘導灯の設置などに取り組みました。農商工の活性化としまして、プレミアム

商品券の発行や住宅リフォーム事業の創設、企業立地、特産品の６次化、ふるさと納税の推進に

努めるとともに、みまたモノづくりフェア、まちドラ、パノラママラソンなどのイベントを開催

することで、交流人口の拡大とともに、地域経済の活性化に努めてまいったところでございます。 

 子育て、学校教育の充実としましては、民間保育園の改築支援や長田僻地保育所を廃止し民間

保育園の分園化、子供の予防接種の拡充、子供医療費の拡充、放課後児童クラブ室の設置、教育

指導主事や心理士の配置、タブレット、書画カメラ、校務支援システムの導入、スクールバスの

運用開始などに取り組んでいます。 

 高齢者に優しいまちづくりとしまして、集落館のトイレの洋式化、くいまーる路線の見直し、

高齢者の居場所づくりとして、サロンの創設支援を。障害者、障害をお持ちの方々については、

ワンストップ相談窓口として、元気の杜に障害者基幹相談支援センターを設置し、その充実につ

いて引き続き取り組んでいるところでございます。 

 環境美化としましては、剪定くずの堆肥化、太陽光発電の設置補助、環境基本条例の制定、公

共下水道の区域の見直し、加入促進を、また、アスリートタウンを推進するため、アグレッシブ

基本構想を策定し、西部地区体育館の建設、パークゴルフ場の増設、武道体育館、勤労者体育館

の耐震改修、旭ケ丘運動公園の陸上競技場の全天候型への改修、テニスコートの増設等に取り組

んでいるところでございます。 

 その他の事業としましては、塚原団地や駅周辺整備、眺霧台２１戸の分譲、長田公営住宅の建

設、ふれあい中央広場の整備、弓道場の建設、五本松住宅の建てかえ、コワーキングスペースと

して利用できる情報交流センターあつまいの建設、町史の編纂、梶山城の用地取得などに取り組

んだところでございます。 

 以上、いろいろ申し上げましたが、完了した事業、現在進めている事業、これから進めなけれ

ばならない事業等もあることから、引き続き、気を引き締めてそれぞれの事業を前に進められる

ように、鋭意努力したいというふうに考えているところでございます。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  短い時間でざっと振り返っていただきまして、さまざま施策を行

っていただいて、やっぱり三股は住みやすいねと言われること、私もちょくちょく聞きます。町
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長の施政もあるかと思いますし、議会からの要望だったり、住民の声に反映されている部分もあ

ると思います。その中で、町長がまだ不足な部分があるとお考えのところがあれば、あわせて伺

いたいなと思いますけれども、何かございますか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  今後のまちづくりの方向性というようなところでしょうか。（「じゃ

あ、それで」と呼ぶ者あり）これまでも同様、５つのプロジェクト、つまりまちむら元気わいわ

いプロジェクト、産業いきいきプロジェクト、少子高齢化すくすくプロジェクト、スポーツ文化

わくわくプロジェクト、エコクリーンさわやかプロジェクトの５つのプロジェクトを基本にしな

がら、自立と協働で創る元気なまち三股を創造していきたいと、今後も考えています。 

 特に、中心市街地の活性化策としまして、五本松団地跡地の再整備は、本町の将来にかかわる

プロジェクトであることから、町民の期待に応える魅力あるプランを提示できるよう、鋭意取り

組んでまいりたいと思います。 

 また、子育て支援への取り組みとしましては、魅力化の１つである、小中学校の教育の情報化、

それとまた、小学生の学力の向上にも積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えています。

先ほど、学徒のお話等もございましたけれども、やはり小学６年生、中学校の学徒の成績を上げ

るためには、小学校の三、四年生のところを重点的に引き上げていくというのも１つの策かなと

いうふうに考えています。 

 本町は、自然が豊かで生活の利便性の高い町でありますけれども、人口減少、少子高齢化、必

ずやってくることから、地方創生として取り組むべき課題は多々あるというふうに思います。し

かし、これらのいろんな課題に果敢に挑戦、チャレンジしまして、町民の皆さんが住んでよかっ

た、これからも住み続けたいと思っていただけるよう、安全安心、快適で、多世代が交流する活

力あるふるさと三股をつくっていくために、さらに頑張りたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  ありがとうございました。この町長のまちづくりの方向性という

のは、一般質問の全てにかかってくるところだと思いますけれども、例えば、高齢化社会をこれ

から見据えて、今ある状況はやっぱり住みやすくしていくとういことももちろん大事だと思うん

ですけれども、今後やってくる、三股町も少子化の波、この少子高齢化の影響は避けられないだ

ろうと言われております。 

 例えば、やっぱり暮らしやすさとか、暮らしが大変な人たちというところは、やっぱり状況が

変わらない部分も、むしろ悪化していったりする部分もあります。身近なところで言えば、例え
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ば、介護保険料が引き上げになって、都城市よりも高くなってしまったということもあります。 

 また、これから消費税が１０％に引き上げられるんではないかという、この日本全国を覆うよ

うな、こういう不安もあります。町として、そういう不安に対して、何か取り組んでいくという

ようなお気持ちがありますか。これお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  少子高齢化は避けられないということで、少子化に対応する施策、ま

たは高齢化に対応する施策もそれぞれ取り組んでいくわけなんですけれども、今言われる、この

介護保険が、県内で３番目というのも大きな１つの三股町の解決すべき課題かなというふうに考

えておりまして、今、担当課のほうとも先進地を勉強しながら、本町でできること、そういうと

ころまず地道にやっていこうじゃないかと、そういうふうな研究をしようということで考えてい

ます。 

 それとまた、やはりこの住んでよかった住みやすい町というところは、やはり多くの、かゆい

ところに手が届くといいますか、今、介護保険にかかってないけれども、しかしやはり、もう高

齢化して、なかなかごみ出しもできない、いろんなことが自分ではできない、そういった人たち

にどうやって手を差し伸べていくのか、そういうふうなところの生活支援サービス、また、免許

の返納等もございますし、そういうところの足の確保、そういう福祉に、生活弱者といいますか、

そういうところへも十分配慮するような取り組みといいますか、そういうものもやっていきたい

なというふう考えています。 

 先ほど言いましたように、少子化に対しては、できるだけ三股町は、若い人が今のところ多い

わけなんですけれども、そういう魅力がある町、子育ての充実のさらに進めていく必要もあるの

かなというふうに考えています。 

 そしてまた、先ほど言いましたけども、やはり子育ての魅力の一つは、やはり学力の向上もあ

るかと思います。そういうふうに学校教育を進めて、本町の魅力の１つにしたいなというふうに

思います。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  先ほども申し上げましたけれども、この町長のまちづくりの意気

込みというのは、この後の一般質問全部かかってまいりますので、その中で個別にお尋ねしてい

きたいと思います。 

 ２つ目の質問、子育てにやさしいまちづくりについて、これまさに、町長が掲げるこのまちづ

くりの、本当に根幹をなす課題ではないかなと思いますので、しっかりと聞いてまいりたいと思

います。 

 まず最初に、小中学校のトイレの洋式化の現状とニーズと今後の展望ということでお尋ねして
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おります。 

 本町には６つの小学校と中学校があり、これらの学校は、子供たちの学習の場であると同時に、

１日の大部分の時間を過ごす生活の場でもあります。生活環境の改善というのは、行政の大切な

任務の一つではないかと思います。 

 小中学校のトイレの洋式化の現状とニーズです。これどういうふうに求められているのか、ま

た、今後どのようにしていくのかというのをお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  小中学校トイレの洋式化の現状とニーズについてお答えいたします。 

 まず、小学校における洋式化は３０％で、内訳は和式が１１２、洋式が４９となっております。

洋式の割合が１番低いのは三股小学校で、２１％となっており、洋式の数は１０カ所です。最も

割合が高いのは勝岡小学校で４５％となっており、洋式の箇所は１３カ所でございます。 

 ニーズにつきましては、各家庭が今、ほとんど洋式ということで、小学校の低学年において、

和式は利用しにくいとの声があり、特に新１年生においては、和式を利用できないという児童も

いると聞いております。しかし、時間とともに徐々に慣れてきているというのが現状でございま

す。 

 今後につきましては、あと１７カ所程度を洋式化したいと考えており、年次的に取り組んでい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  この１７カ所というのは、どういう根拠というか、目標があって、

具体的な目標があって１７カ所なんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  学校にいろんな棟が、三股小では、北校舎、南とあるんですが、そ

の棟の各階層、各階に１カ所最低付けたいと、どこかへ教室から出ていけば、その帰りのフロア

に有るというような状態をつくるためには、あと１７カ所設置すれば、そういう状況が保てると

いうことでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  ニーズをお尋ねしたのは、やっぱり和式は和式で必要だという声

もあって、当然、洋式のほうが今、ほとんどのご家庭が洋式トイレになっていますので、和式だ

とちょっと使えないという子供に対応するためには、洋式は全て見る必要があると思うんですけ

ども、和式は和式で、例えばお尻を直接つけるのに抵抗がある子供がいるから、和式をなくすわ

けにいかないという話も聞きますので、そういう意味でちょっとニーズというか、学校から全部
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洋式にしてほしいとか、今のままで十分だとか、半々ぐらいにしてくれとか、そういうニーズが

あったらなというふうに、ちょっとお尋ねしたくてここに書いたんですけれども、また今後、実

際に使う人たち、現場の声がどうなのかというのを、しっかりちょっと把握した上で進めていっ

ていただければなと思います。 

 全ての建物に洋式が必要というのは、やはりそのとおりだと思います。建物だけじゃなくて、

ワンフロアに１つとか、そういうところを目標にしていけば、洋式に座りたいから３階から１階

まで下りていくとか、そういうこともなくなるのかなと思います。 

 ちなみに、中学校の体育館のトイレ何ですけれども、あそこは例えば学校の生徒さんだけでは

なくて、学校の行事とか、体育館の使用の方が結構多いですので、早目に洋式化してほしいとい

う要望があったんですけれども、この中学校の体育館のトイレはどうなっていますか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  校舎については、建てかえたときに大分洋式化したのですが、体育

館については建てかえしていませんので、まだ対応されてないんじゃないかなと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  対応されてないから対応してくれという話なんですけど、優先順

位というか、その１７カ所の中に入っているのかどうかはわかりますか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  先ほど申した１７カ所は校舎のほうですので、体育館の数は入って

ないです。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  そういうところもちょっと細かく見ていただければなと思います。 

 続きまして、小中学校のトイレのバリアフリー化の現状を問うということで出しております。

小中学校のトイレのバリアフリー化、どんな子供でも使えるようなトイレはどれぐらい整備され

ているのか、今後、どのようにしていくのか、これもお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  小中学校のトイレのバリアフリー化について、現状をお答えします。

あとバリアフリー化されているのは、あの三股西小学校と三股中学校の２校でございます。ほか

の小学校におきましては、対象となる児童がいた場合に必要な改修工事をその都度、行っている

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  対象となるときに、児童が来たときにということだったんですけ
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れども、その財源というのは、常に毎年度あるんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  大規模改修でないと、補助対象とか交付金ありませんので、通常の

対応をしているのは一般財源でやっているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  中学校だったらそうぞうしやすいのかなと思うんですけれども、

小学校になるとやっぱり、単年度というか、すぐやらないといけないみたいな状況だと思うんで

すけれども、その対応が可能なのかどうか、ちょっと端的に聞きたいんですが。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  今年度で申しますと、通常は予算化して来年度ということになるん

ですが、救急に必要ということでポータブルに、簡易的な洋式化とか、そういう今年度１件対応

した事例はございます。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  ポータブルなどで対応ということで、ちょっと財源のほうがやっ

ぱり高額になると思いますので、計画的にやっぱり、順次あと５つ、１つの学校に１つあればい

いという問題ではないと思いますけれども、やっぱりこの順次ちょっと対応していくように、今

後、計画を立てていただきたいと思うんですけれども、ちょっと検討していただくことはできま

せんか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  必要性を十分感じておりますので、計画的にやっていきたいと思い

ます。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  必要性は感じてらっしゃるということですので、それちょっと期

待して、今後見守っていきたいと思います。 

 続きまして、小中学校のＩＣＴ化の状況を問うということで、長田小をモデル校として、今、

学校のＩＣＴ化が進められております。現在の状況と今後どのように展開していくおつもりか、

お尋ねいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  小中学校のＩＣＴ化につきましては、平成２９年度より複数年計画

として、学校ＩＣＴ教育環境整備事業に取り組んでおります。学校のＩＣＴ化の現況についてで

すが、校務のＩＣＴ化と学習のＩＣＴ化という２つの念があります。まず、校務のＩＣＴ化につ

きましては、平成２１年度より教師１人に１台の校務用パソコンを配置しており、平成２９年度
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には、教師用タブレットパソコンに更新をしております。 

 次に、学習のＩＣＴ化については、各小中学校にパソコン教室を設けて１クラス分の台数のパ

ソコン配置を行って、事業単元ごとに交代でパソコン操作やキーボード操作といった学習を行っ

てきたところです。 

 また、平成２９年度には、長田小学校に１０台のタブレットパソコンを試験導入をして、パソ

コン教室のパソコンとして活用するとともに、普通教室での学習にも活用するための運用試験や

研究を重ねてきました。さらに、教師用タブレットパソコンを教室に持ち込んで、大画面ディス

プレイへ授業における資料提示を行うなど、校務面と学習面の２面活用も進んでおります。 

 今後の展望でありますが、平成３０年度に学校ＩＣＴ総合サポート保守体制を構築する計画で

す。構築する基盤や機器、体制としては、学校連携ＬＡＮ経由の統合管理体制、遠隔操作による

サポートシステムなどです。 

 次に、学習面についてですが、今年度は２２台の学習用タブレットパソコン試験機を導入をし

まして、梶山小学校の４年生、５年生のクラスに一定期間配置する計画であります。この学習用

タブレットパソコンは、平成３２年度からの完全実施が予定されております。学習指導要領にお

けるアクティブラーニングの実践に欠かせないアイテムになるというふうに思われます。今後は、

３１年度より４カ年かけて取り組む予定の学校ＩＣＴ教育環境整備事業の推進を図っていきます。 

 学習用タブレットパソコンの具体的な台数は未定ですが、文科省の掲げる、当面は４人に１台

の配置であれば、約７００台の学習用タブレットパソコンの配置が必要となってきます。今後は、

運用設計を正確に行いまして、学習効果を上げるために必要な台数を導入していきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  昨年からＩＣＴ化で、校務のＩＣＴ化と学習のＩＣＴ化とお尋ね

しているところです。長田小でタブレット導入をして、授業でも使っているというところなんで

すけれども、例えば長田小の取り組みを、町に広げていくという予定は今、お尋ねしたところで

はないですね。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  今年度、先ほど言いましたように、梶山小学校に２０台程度、学習

用タブレットパソコンを試験機として導入しまして、一応まだ、梶山と長田で、またその状況を

見ていきたいというふうに思っているところです。 

 もちろん、先生方の教師用のタブレットを使った授業での使い方、これについては、いろいろ

な研究授業で、先生方に使い方について、あるいはタブレットを使った授業の展開の仕方、これ
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も研究会でいろいろ広めてはいるところです。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  例えば、梶山の４年生、５年生に配置するタブレットというのは、

今、長田で使用しているような使い方で広げていくということですか。 

 今、２９年度からＩＣＴ化を進めてらっしゃると思うですけれども、目に見える効果というの

は、なかなか出てこないと思うんですけれども、やっぱりこれがその何かしらの期待があって、

何かしらの効果を見込んで導入されていると思うんです。昨年の取り組みを見て、感じたことが

あれば率直にお尋ねしたいと思うんですけども、私は、例えば子供の成績がタブレットやったか

ら伸びたということは、まあないと思うんです。 

 どちらかといえば、校務支援のＩＣＴ化のほうは、やはり一定のその効果を上げることで、学

校の先生がその校務に、今までアナログで行っていた校務をデジタル化してＩＣＴ化することで、

子供に使う時間が増えると、これはすごくいいことだと思うんです。それをぜひ、検証していた

だきたいなと思っているんですけれども、そういう観点からも、ぜひ見ていただきたいんですが、

今、ちょっと２９年度をやってみて、何か感想があれば、ぜひ伺いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  まず、校務支援ソフトにつきましては、先生方のパソコンにつきま

しては、先ほど言いましたように平成２１年度で廃止し、運用は２２年度から実施されておりま

す。 

 その中で、校務支援ソフトも入りまして、通知表だとか指導用録とか高校の入試関係の調査書

とか、そういったことが全てＩＣＴ化されまして、先生方の声としては非常に、ミスなく、ス

ムーズに行われるようになったという声はたくさん聞いております。 

 もちろん、三股から今度は、三股以外の学校へ行かれた先生方、例えば都城に行かれた先生方

が、三股町は良かったという声とか、そういった声もたくさん聞いております。校務支援ソフト

につきましては、かなり長くやっておりますので、そのよさは先生方はつくづく感じております。 

 最初は手書きがいいとか、たくさんいう声もあったんですけども、今はそういった声は全く聞

かれません。よさをいっぱい感じ取っていらっしゃいます。そして、それが今、タブレットにそ

れが全部、リースですからリースの交換時期にパソコンではなくて、それがタブレットで変わり

ましたんで、校務支援のパソコンがタブレットでやっているということと、そのタブレットを授

業に使えるということで、今後は学習支援にもそういう、生かされているということで先生方の

校務支援のためのパソコンが授業にも持っていく、今までは授業に使いませんでしたので、書画

カメラ等は使っていましたけれども、タブレットを使った授業が展開しておりますと、そういっ

た意味で、先生方の使い方といいますか、タブレットになった関係で、幅広く校務支援と授業と
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いう効果が出ておるということは言えると思います。 

 生徒に関しましては、まだ２９年度の長田小学校の子供たちだけです。それが、成績にとかい

うことを期待はしておるところですけれども、母体が少ないですので、すぐどうだっていう結果

はわかりません。今回の学力テストの結果が９月にわかりますけども、それに反映できれば、楽

しみは逃がしているところなんですけれども、子供たちのいろんな声から、授業が楽しい、よく

わかる、そういった声は聴いております。楽しくなった、わかったって引きつけられるといった

声です。 

 それを使って、今度はアクティブラーニングという形にもっていかなくてはいけないんですけ

ども、それで対話的な学び、それを使って友達と対話的な話し合う、それをそのアイテムにも使

っていければいいんですけど、そこらあたりの授業の展開につきましては、教師のこれからの技

術、レベルアップをしていかなくてはいけないなというふうに思っています。 

 そういう意味では、梶山小は若干人数が多いですので、そこら辺でまた検証していきたいとい

うふうに思っているところです。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  アクティブラーニングの話なんですけれども、主体的な学びで、

双方向の学びということで、平成３２年度から開始ということは、小学校によっては、タブレッ

トを持っていない小学校もあるわけです、その時点で。ということは、タブレットが必須ではな

いということでいいですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  おっしゃるとおりです。タブレットは必修なものではありません。

タブレットがなくてもそれが主体的で、対話的で深い学びというのは、やっていくことが大事だ

というふうなことです。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  はい、わかりました。今、お話を伺っていると、やはり町の進め

方というのは、やはり探り探りの部分だと思います。慎重な姿勢ということで私は受けとめてい

るんですけれども、合っていますか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  おっしゃるとおりです。１回タブレットをやって、それがぼんとで

きるものではありません。ことしはいわゆる管理体制のところをしっかりやって、実際に入って

遠隔操作、何かトラブルがあったら遠隔操作で修復するよとか、すぐフォローができるよとか、

そういったことを今年１年かけて、整備の部分、ＬＡＮとか、整備の部分を、保守だとかいろん
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なものをしっかり固めて、来年度から学校に広げていくと、今、その基礎固めを、今年は土台の

基礎固めをしているというふうに捉えていただけるとありがたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  わかりました。ＩＣＴ化を急速に進めるということで、一気にや

って成功したというところあったし、我々、文教厚生委員会で見に行って、視察してきたんです

けれども、そこはやっぱり、ただお金をかけてＩＣＴ化の機材を買ってというだけじゃなくて、

そのいろんなところを含めて、非常に人間にもお金をかけて固めていってされているんです。 

 だから、成功したところというのは、並行しているんです。ノート、先生も黒板に板書をする

し、書き取りもするしで、並行してタブレットを使った授業とアクティブラーニングの実践とい

うのは行っているんです。そういう余裕がなくて、とにかく機械だけ買って出すということにな

ると、やはり一番心配でもないんですけど、ぱっと手軽に心配されるのが、ノートや教科書がそ

のタブレットと機械に置き換わるんじゃないか、学校の先生と対面している授業が、画面の中に

置き換わるんじゃないかという、やはり危惧が一般的に広がっているのかなと思うんです。 

 ですから、やっぱりそういうところを、書くところは書くと、先生も板書するところは板書す

るし、対話するところは対話するというのは、しっかりやるにはやはり機械を入れるだけではな

くて、それ以外にもお金をかけなければいけないところがたくさんあると思います。そういう意

味では、やはり一気に機械だけ揃えて、あとは頑張ろうねというのではなくて、やはり今、教育

長がおっしゃったように、慎重にやっていくというのは非常に大事ではないかと思いますので、

これからもそういう方向でやっていただけたらなと思います。 

 続きまして、関連するんですけれども、ノーメディアデー運動というのが今あります。この意

義と本町での取り組みを伺いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  近年、携帯電話とかスマートフォンを初め、インターネットなど情

報化が進んでおりまして、これは学校現場においても同様であります。しかし、その一方で、メ

ディア接触の低年齢化、長時間化が問題となっております。人間関係の希薄化や子供たちの生活

体験、自然体験の不足などを引き起こしかねないといった問題を含んでいるというふうに考えて

おります。 

 このようなことから、ノーメディアデーを取り入れることにより、家庭や家族で長時間のテレ

ビ視聴やゲームとの使用時間を親子で考え、適切なメディアとのかかわり方を学ぶ機会にしたり、

家族とのふれあいの時間を増やしたり、読書をしたりすることで、豊かな心を育む時間とするこ

とができ、本取り組みには意義があるものと考えております。 

 そこで、本町におきましては、学校保健会を中心に平成２８年度から、小学校ではアウトメデ
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ィア、中学校におきましてはノーメディアと題して、年２回、６月と１１月でしたが、各１週間

取り組んでおります。この取り組みは子供たちだけで取り組むのではなく、家族全体で取り組む

ことに意義があります。 

 子供たちはノーメディアであることで、家族同士で話ができた、時間を有効に使うことができ

たといった感想があり、同様に保護者からもテレビやスマホがないことで、子供たちと楽しむこ

とを見つけられたといった感想を得られております。 

 今後も、本取り組みを小中連携して継続しながら、学校、家庭、地域へと広げていくことが必

要であるというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  今、必要であるというふうに考えているということで、答弁いた

だきました。 

 ちょっと家庭のあれで申しわけないんですけれども、例えば学校のＩＣＴ化とこのノーメディ

アデーとの関連というので、今日はノーメディアだから学校でパソコンはだめよということはす

るんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  授業、これは家庭で取り組むということですね、家庭ではこれやり

ましょう。授業は授業として、授業の狙いを達成するために必要なメディアは使っていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  何でノーメディアかというところで、さまざまな観点からこれあ

るんです。コミュニケーションの時間の配分というのを、メディアから人に移すというのが、今、

教育長がおっしゃられた１つの意義だと思うんですけれども、保健部会、養護教諭部会ですか、

学校の先生、養護教諭の先生からは、メディアからの光だとか、電磁波だとかを気にされている

先生もいらっしゃるということを聞いております。 

 私が危惧するのは、メディアよりもインターネットへの接続、子供がインターネットによる害

というのが、やはり防ぎきらないものじゃないかというので、こういうメディアから１回、メデ

ィアを考える日というのは、もっともっと広げていくべきではないのかなと考えています。 

 機械の使い方ということでなくて、やはりインターネットと接続する、ＳＮＳを介した犯罪と

か被害というのがやっぱり増えています。大人でも、使い方しだいによっては犯罪に巻き込まれ

たり、個人情報が流出したりという被害を受けているわけです。これが、大人でも使い方がちゃ

んとできていない、このインターネット、ＳＮＳというのと、子供が接触して、大人が守り切れ

るんか、私はまだそういう社会の成熟度に達してないというふうに考えていますので、ノーメデ
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ィアデーと一言でいっても、テレビとインターネット、テレビとスマートフォンと、またゲーム

機というのとはまた、全然性質が違う、子供がこうむる被害の性質が違うというところも、しっ

かりとまた検討していただければなというふうに思います。 

 本町でも、６月、１２月に１週間ずつやっているということですので、またこれ意義を広げて

いって、どんどん取り組んでいっていただけたらなと思います。三股の小学校の１つです。校長

先生お一人から、このノーメディアデーのお話を聞きまして、やっぱり学校、生徒さんが多い学

校だと、存続も心配だと。自分のところの子供さんには、やっぱり高校に入るまではスマートフ

ォン、携帯電話、与えてなかったんですというふうにおっしゃっていました。 

 やっぱり、学校の先生の中でも、子育てされている方によっては、スマートフォンとかモバイ

ル、メディアを使って、やっぱりコストパフォーマンスがすごくいいんですよね。ゲームを与え

たり、スマホを与えたりするというのは。子供が１日３時間スマホを使ってれば、その３時間は

親がみなくていい、この３時間というのを、３時間を３時間って考えたら、これ時給にしたらす

ごい、いい金額やったなと思うんです。 

 でも、その時間をやはり、親は使うべきだ。使える社会にしていかなければいけないというふ

うに考えています。決して、できないことではなと思いますので、これからも広げていきたいと

考えておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、学校環境衛生基準の改正を受けて、小中学校の教室の温度の計測を行わないかと

いう質問を出しております。 

 今年の４月から、学校環境衛生基準の一部改正が行われ、教室の温度について、従来は１０度

以上か３０度以下、この間の温度が望ましいとされていた基準が、１７度以上２８度以下が望ま

しいという見直しが行われました。文部科学省の学校環境衛生管理マニュアルというのが出てい

ます。これを見ますと、温度は健康的で快適な学習環境を維持するための指標のうちで最もなじ

みのあるものである、そうですね。 

 学校における温度に関して、これまでは、児童生徒等に負担をかけない、最も学習に望ましい

条件は１８度からやはり２８度程度であるということが、基準の外で示されてきたということが

書かれております。 

 これを踏まえて、健康を保護し、快適に学習する上で維持されることが望ましい温度の基準を、

１７度以上２８度以下であることが望ましとしたとされております。この基準は、昭和３９年度

に指定されてからのそれ以来の改正ということを聞いております。やはり、今この現代社会を生

きる子供たちの能力を発揮させるためには、最新の基準に対応する必要があるというふうに考え

ると、三股町は学校ごとに児童生徒数の立地環境も、この町場の学校もあれば山間の学校もあり

ます。それぞれ異なります。温度やその他の環境について、やはり大きくバラつきがあるという
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ふうに、学校の先生からも聞いております。 

 最新の学校環境を把握して、その上で、最適な環境を子供たちに提供するということは、先ほ

どから出ています学力向上という観点からも大事なことじゃないかなと思います。 

 何度も出していますけれども、以前、文教厚生委員会で視察研修に行きました。熊本県の山江

村、ここはＩＣＴ教育の最先進地ということで見に行って、学力が非常に全国平均を上回ってい

るということで、見に行きました。やはりその学校、タブレットも使っているんですけれども、

各クラスに２つずつエアコンがあると、窓も大きい窓が高い天井で、すごく快適な学習の環境が

できているというふうに私は感じました。 

 学校環境の最適化を図るという意味で、小中学校の温度の計測というのを、個別に行う考えは

ないか、お尋ねいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  議員のおっしゃるとおり、今年４月１日から施行されております学

校環境衛生基準が公布されました。基準につきましては、今まで１０℃以上３０℃以下とされて

いたものが、１７℃以上から２８℃以下が望ましい温度というふうに基準がされたところであり

ます。 

 これまで、本町では学校保健安全法及び平成２２年に改定されました学校環境衛生管理マニュ

アルに則り、学校薬剤師による指導助言により、学校環境衛生の維持及び管理を行っております。 

 また、各学校においては学校保健計画を策定し、年間をとおして児童生徒の心身の健康を守り、

安全安心を確保するために学校全体として取り組んでいるところでございます。その中で、温度

につきましては、これまでの規定で年２回計測することとされており、６月下旬から７月にかけ

て１回、それから１月下旬から２月上旬に２回目実施しておりますが、日常的には保健室での計

測のみでございます。 

 子供たちの学習環境の確保を図るためには、定期検査の実施と検査結果に基づいた維持管理が

重要であると考えております。本基準の一部改正に伴い、先に述べました学校環境衛生管理マニ

ュアルも改定されることとなっていることから、国及び県の動向を注視しまして、今後検討して

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  夏の暑い時期もあれば、やっぱり涼しい時期もあって、冬もやっ

ぱり寒い時期とそうじゃない日というのがあります。今、教育長がおっしゃった年２回の計測で

十分と考えていらっしゃるか、やはりやったほうがいいと考えてらっしゃるか、どっちですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  年間通して、その時期が一番寒い、この時期が一番暑いというのは、
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もう今ございませんよね、時期によって必ず違いますので、年間回数を増やして、年間の気温を

測定することが大事だなというふうに思っております。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  ぜひ、進めていただきたいと思います。 

 ちょっと言いましたけれども、学校の生徒さんが多い教室と余裕のある教室だと、やはり体感

温度も違うというふうに聞いております。学校の先生に話聞いても、やっぱりちょっと扇風機だ

けじゃねということも、クーラー入れてくれというふうに私は聞いていないんですけれども、扇

風機だけじゃねというふうな声も聞いております。まず、その足がかりとして、今この教室の温

度、湿度どうなっているのかというところは、ぜひちょっと、計測していただきたいと思います。 

 次の質問にまいります。学校給食についてです。本町では、７つの小中学校で給食センターに

よる給食が行われております。三股の給食というのは、いずれの小中学校も給食センターから比

較的近くて、あったかいお昼ご飯が食べられるという評判でございます。献立によっては、その

食缶が熱くて、熱くて食べられん、冷まさんと食べられんがねというふうな、それぐらいのほど

ということもあると。地元の食材を使用したり、食器とお盆に分かれていて、姿勢よく食べられ

るようになっているというふうに、ほかの地域から三股の給食の評判というのは非常にいいとい

うふうに聞いております。 

 例えば、地域によっては１つのプレートにデザートとおかずが一緒に乗っていて、どうしても

犬食いになってしまうとか、姿勢が悪くなってしまうというような給食を出していたところもご

ざいます。こういう面では、三股の学校の給食というのは先進的であるというふうに、私は感じ

ております。 

 一方で、１つの施設でいっぺんに調理する場合は、子供たちそれぞれの持つアレルギーに対応

できるのかなという不安をお持ちの方もいらっしゃいますが、本町のアレルギー対策、どうなっ

ているのかお尋ねします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  食物アレルギー対応を進めていく上で、学校給食センターと学校の

連携というのは不可欠であります。毎年度、各小中学校におきましては、食物アレルギー用献立

表の配付が必要な児童生徒を調査いたしまして、個別に配付をするとともに、町のホームページ

にも計算をしております。本町の食物アレルギー対応給食については、学校給食センターの施設

設備等が整っていないことから、提供できておらず、弁当を持参している児童生徒がおります。

牛乳につきましては、配付停止を行っているという現状でございます。 

 本町教育委員会では、平成２８年２月に学校における危機管理の手引き、アレルギー疾患用を

策定しまして、各小中学校へ通知したところです。各学校ではこの手引きに沿って、配慮の必要
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な児童生徒の実態把握に努め、保護者と面談を行いながら、緊急時の対応について確認し、個別

対応カードを作成しております。 

 また、医療機関や消防機関との連携を図りながら、全教職員が参加して、アナフィラキシー補

助治療剤であるエピペンの使用方法についての実践的な校内研修を実施しております。今後も、

全ての児童生徒が給食時間を安全にかつ楽しんで過ごせるよう、安全性を最優先し、関係各所と

の連携を密にしながら、組織的に対応してまいる所存であります。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  済いません、ちょっとわからなかったんですけれども、アレル

ギー対応給食の献立表というのを私見たんですけれども、あれは出ているけれども、対応できな

い子供がいるから弁当を持ってきているということですか、その弁当を持ってきている子供とい

うのは。いるというのはどういう対応なんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  弁当を持ってきている子供は、現在３人なんですが、その子はずっ

と弁当です。アレルギー対応献立表につきましては、細かく、実に細かく、料理名が書いてある

だけじゃなくて、材料が全てずっと書いてあります、調味料につきましても。材料が全て載って

おります。そういう献立ですので、自分の子供さんがこれが入っているよということを保護者が

見て、だったらこれ食べたらいけないよという子供に指導をして、学校ではその給食を外して食

べているというのが実情です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  わかりました。アレルギー対応の給食を出している献立かと思っ

たんだけどそうじゃないんですね。あれは普通の献立を細かく、材料を書いたというものですか。

ああそうですか、わかりました。給食センターの施設はやっぱりラインが、給食をつくるとなる

と個別のラインが、多分必要になると思うんです。学校給食センター、そういう対応するために

もということで、給食センターの改修の予定はあるかということを、次に出していますけれども、

これをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  学校給食センターの改修更新の予定についてお答えいたします。 

 現在の給食センターは平成３年に建設したもので、比較的新しい施設ではありますが、既に

２６年が経過し、雨漏りなど修繕箇所も増えてきております。改修の時期を迎えているというふ

うに思っております。 

 平成２９年３月に策定しました個別施設計画におきましては、２０２１年に大規模改修、

２０５１年に建てかえ方針となっているところでございます。 



- 95 - 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  ２０２１年の大規模改修の中で、そういうアレルギー対応ライン

をつくれないかという検討はされていますか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  現段階では、そういった細かな内容についての検討はまだできてお

りません。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  せっかくですから、そういう観点からも内容を煮詰めていただき

たいなと思います。 

 続きまして、全国で広がる学校給食費無料化の動きについて、町でどのように捉えているかお

尋ねいたします。 

 給食費を無料化する自治体が広がっているということで、昨年の調査によると、平成２８年度

で給食費を全額補助して無償化している自治体というのが、全国で６３市町村ありました。平成

２８年度では６３市町村ありました。平成２９年度では２０自治体がふえて、８３市町村に広が

っているということです。子育てしやすい環境をつくるというのを目指したことに加えて、その

自治体では、給食は教育の一環として、食育という観点から、これは教育だったら行政が措置す

るべきだろうという観点から、無償化する自治体が増えているということです。 

 給食もやっぱり教育ということですから、健康上の、義務教育の立場からも教育給食を無償で

行うべきではないかという考え方です。子育てしやすい町の看板を三股町は掲げておりますけれ

ども、この流れについて、どのように捉えているかお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  人口減少が加速する中、少子化対策の一環としまして、学校給食の無

料化に取り組む自治体が少しずつ増えてきております。今、言われるように、私の調べでは、平

成２８年度は全国で５８でした。九州で１０市町村が取り組んでおり、県内では諸塚村が取り組

んでいます。 

 本町は、子育てに優しい町として、精神的なさまざまな施策に取り組んできておりまして、今

年１０月からは中学生までの入院費無料化と小学生の通院費助成を始めます。この事業だけでも、

毎年数千万円の費用が必要であり、財源の確保に苦労しているところでございます。給食の無料

化、全額無料化に取り組むとなりますと、新たに年間１億３,０００万円程度の財源が必要とな

ります。子供の数が、現在も増えている本町においては、この財源の確保というところが、現在

のところ大変難しいのではないかというふうに思っております。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 
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○議員（１番 森 正太郎君）  給食費のこの無料化で、やはり一番ネックになるのが財源という

ことです。全国でやはりふるさと納税などを財源にして無料化しているところもあるということ

ですけれども、例えば、財源を抜きにしても給食費を無料化するということについて、どのよう

に捉えていらっしゃるか、あればお尋ねしたいと思うんですが。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  いつも給食費、給食センターの総会等でもお話しているんですけれど

も、まず、原材料は保護者負担ですよと。それと運営については町が負担します。そしてまた、

米穀、御飯のほうですね、米のほうの原材料費は町のほうで負担しますということで、今のとこ

ろ、保護者の方、ＰＴＡの方々のご理解を得ているところでございます。今後、この保育料無料

化、３、５歳ですけれども、そちらのほうが消費税のアップとともに、この財源として充てられ

るということであれば、そのあたりのところとか、今後の将来的な本町での保育料の負担額がど

れだけ減っていくのか、そういうところも視野に入れながら、学校給食無料化、あるいはまた一

部助成、そういうようなことを今後の検討課題かなというふうには思っていますけれども、現在

のところはこの財源の確保が難しいのではないかというふうに思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  わかりました。また、今後もちょっとお尋ねしたいと考えていま

す。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、子供の貧困の実態調査の実施について、検討の状況と今後の日程を問うというこ

とで、１２月の議会で、子供の貧困の実態調査のニーズ調査を検討しているということで、答弁

をいただいておりますけれども、その後の検討状況についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  子供の貧困の実態調査の検討状況と今後の日程についてお答えいた

します。 

 実態調査は、地域子供の未来応援交付金を活用し実施するため、現在交付金の申請を行い、交

付決定をされたところです。交付決定により、子供の貧困対策等を総合的に推進する子供の未来

応援開議の開催や、アンケート調査に関する準備を行っているところでございます。 

 今後の日程としましては、子供の未来応援会議において、調査内容や対象者の検討を行い、

９月に認定こども園、保育園の保護者、小中学生と保護者、保育士、教職員、民生委員、児童委

員等を対象とした調査を実施する予定としております。その後、アンケート調査の集計、分析を

行い、子供の未来応援会議へ調査結果を報告し、課題や必要な支援策を協議する予定としていま

す。 

 また、平成３１年３月までに子供の未来応援計画書、仮の名前なんですけれども、計画書を策
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定することとしております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  調査の実施の主体はどこになるんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  三股町の福祉課が主体となって、実施する予定です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  都城市が昨年行いまして、あそこは子供の貧困対策専門部会を設

置して、そこで検討を行っているというふうに伺っております。そのような個別の会議、部会は

作成はされないんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  三股町も、先ほど述べました子供の未来応援会議で、調査内容や対

象者の検討を行います。 

 また、これとは別に計画書を策定するに当たり、庁舎内の担当者、関係機関等の部署で部会を

開く予定にしております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  １２月の議会で、その会議をつくる際には、役場だけではなくて、

当事者とか、その現場の方も入っていただいて、専門家の方も入っていただいて会議をしてほし

いというふうな質問を行ったんですけれども、その子供の未来応援会議のメンバーというか、構

成はどういうふうになりますか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  子供の未来応援会議の構成メンバーは、保育会の代表、幼稚園の代

表、大学の教授や自治公民館の連絡協議会、母子寡婦福祉会、民生委員、児童委員、社会教育委

員やＰＴＡの代表、子供会の代表、あとこども食堂やフードバンクにかかわっている方の代表と、

あと母子保健や教育委員会等の代表者の方を考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  それぞれ、さまざまな分野でしっかりと話し合っていただきたい

と。地域の方も入っていらっしゃるので、地域の目と地域の声とかも、十分、取り入れていただ

けたらなと思います。 

 教育課との連携というのはどうなっていますか。 
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○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  実態調査におきましては、アンケートを小中学生や保護者に依頼す

る関係で、教育委員会の協力がなくては実態調査できませんので、教育委員会とも連携していき

たいと思います。 

 また、子供の未来応援会議、あと計画を策定する子供の貧困対策の専門部会等にも教育委員会

のほうに協力を得ながら実施する予定にしております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  ぜひ、実態をつかんで、支援につなげていただきたいと思います。 

 ちょっと、ショックな話があって、私の知っている方なんですけれども、恋人がいて、恋人の

お父さんが生活保護をもらっているというので、自分の親から別れなさいと言われたらしいんで

す。それ何で別れなさいって言われたかっていうと、子供ができたときに、生活保護もらってい

るお父さんの面倒をどうやってみるんだっていうふうに言われて、結局もめたんですけれども、

親と喧嘩しながらも別れたという話を、つい先日聞きました。 

 生まれた環境で、端的に言えば、その別れたほうはいいんですけれども、生活保護もらってい

る親がいる子供というのは、じゃあ、もう一生結婚してはいかんのかと、一生子供をつくっちゃ

いかんのかという話になってくると思うんです。私は、そういう社会にしては絶対にいけないと

いうところで、ここでしっかりどういうふうな実態があるのかというのを、しっかりと見ていき

たいのというふうに思っておりますので、これからも連携して、ぜひ取り組んでまいりたいと思

います。よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、まちドラについてお尋ねしてまいりたいと思います。 

 今年まちドラ２０１８行われましたけれども、この参加者の数と、県内外年齢別の内訳を問う

ということでお尋ねをしております。よろしくお願いいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  まずは、昨年のカクドラ、そして今年度のヨムドラに参加ご協力い

ただき、まことにありがとうございます。心より感謝申し上げます。大変、おもしろいストー

リーで、議員の新たな才能を拝見させていただきました。 

 それでは、５月に行われました第７回まちドラ！２０１８に関しまして、お答えいたします。 

 今年は５月２５日金曜日の夕方に、オープニングセレモニーでスタートしまして、３日間の日

程で、さまざまなプログラムを行いました。 

 参加者の内訳としまして、まず、ヨムドラの出演者として公募した町民が２６名です。２５日

夜に文化会館で行われましたカクドラに８名、そして２６日と２７日に町内４会場で上演されま
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したヨムドラ、ミルドラへの入場者数が、延べで１,３０３名となりました。年齢別としまして

は、アンケートの分析をしたところ、２０代から４０代が６０％でございます。１０代やそれ以

下の方々、そして５０以上の方々も多くご来場いただきましたので、幅広い年齢層の方々に楽し

んでいただけたのではないかと思われます。 

 また、来場者に半数以上が三股町内や、都城市近郊を主とする県内からのお客様でした。県外

からは鹿児島や熊本、福岡などからおみえになる方もいらっしゃいましたが、九州内にとどまら

ず、鳥取、三重、東京など、遠方から来て下さった方もおられました。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  今回、このまちドラを取り上げるということで、大きな魅力がや

っぱり一つあるなというふうに感じております。町内外の参加者同士の活発で濃密な交流という

のが非常に行われております。反省会に出られた執行部の皆様もいらっしゃると思いますので、

よくわかっていらっしゃると思うんですけれども、地域の魅力とは何かと考えたときに、私、こ

れ前々から申し上げているんですけれども、有名なランドマークとかその景勝地といった観光資

源の魅力とか、子育てがしやすいという行政の魅力とは別に、そこに住む人々の魅力というのが、

地域に本当に１人の人を強く結びつける、またここに戻ってきたいなと思わせるんではないかな

と考えております。 

 私も反省会に同席させていただいて、今、最初課長のほうから面はゆい情報が延べていただい

たんですけれども、私も、台本書かせていただきましたので、演じていただいた劇団の方とも交

流をいたしました。その中で、三股に来れるのが楽しみだと、毎年。まちドラは自分が演劇を続

けていく原動力になっていると、ここまでおっしゃる方もいらっしゃいます。これは、やはりこ

の三股町に住む町民として非常に感動的な言葉だなと考えております。 

 特徴的だなと思ったのは、役場の職員とその県外からの参加者という方が、非常に個人レベル

でつながっていらっしゃる。今の教育長、現在の教育課長と、お世話になっていますというご挨

拶もあるんですけれども、前の教育課長とか、前の前の教育課長とか、そういう人の名前が反省

会の中で出てくるというのは、やはりいかにそういう人と人と、課長さんがきてるじゃなっくて、

鍋倉さんが来てるとか、前の課長さんでしたら渡具知さんが来ていると。そういうふうな個人レ

ベルに非常に顔が見える交流ができているのではないかなと思います。 

 イベントの魅力だけじゃなくて、それ以上にこの町の、町の人々の魅力というのが参加者を三

股に引きつけるなど、感じております。ヨムドラというのは、半分はやはり町内の町民の方々が、

いわゆる素人の方々が朗読をするわけです。何々さんがどんどんうまくなっているよねというの

を、県外から来た方がそれを見て、毎年のように町民の方が読んでらっしゃるところを見ており
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ます。まさに、この地域にしかない魅力というのを、まちドラが毎年のように発信し続けている

ということで、町民の方にぜひ、このイベントの魅力を広く知っていただきたいというふうに思

っておりますけれども、町長、教育長、この感想をぜひ、お尋ねしたいと思いますけれども、そ

の際、課題ももしお感じになっていれば、お尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  まちドラについて、大変お褒めの言葉をいただきまして、ありがとう

ございます。 

 まちドラは、本町独自の企画、取り組みということで、関係者の方々のご努力、ご尽力、ご支

援に感謝と敬意を表したいなというふうに思っています。７回目を迎えまして、定着した感があ

りまして、より多くの町民に楽しんでほしい、あるいは足を運んでほしいというふうな企画だと

思っております。 

 ただ、現行の会場のスペースの関係、制約がありまして、観客数が限られていますけれども、

今後、工夫を重ね、もっと多くの人に楽しんでいただける取り組みが必要かなというふうに考え

ています。 

 そういうことから、またまちドラを柱にしながら、また音楽とかほかのジャンルなんかも入れ

たところの、このイベントというのに発展するのも一つの考え方かなというふうに思います。い

ずれにしましても、本町の５月の風物詩というふうに定着しておりますので、より発展していけ

るように、このまちドラを盛り上げていきたいというふうに思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  感想といたしましては、九州内外から参加してくださる劇団関係者

の輪が年々広がっており、年に１度、本町は劇団員の聖地になっている光景はとてもすばらしい

なというふうに感じました。特に、町民チームに参加しましたメンバーが、全国で活躍している

劇団員の方々と親しく交流ができる事業は、ほかにはない、大変意義ある事業であるというふう

に思っております。また、今年は三股町とともに、まちドラの主催者である、劇団こふく劇場さ

んが５月に県の地域づくり顕彰の大賞を受賞されたということもあり、演劇業界だけにとどまら

ず、各方面から注目されました。 

 その結果として、２６日の土曜日はあいにくの天候だった。雨交じりでしたけれども、にもか

かわらず、昨年よりも参加者数が増加したということで、主催者側としても大変喜ばしいことだ

というふうに思っております。 

 さらに、今回は協力団体のえきにぎが毎年行っている町カフェの場所を、従来の中央公民館近

辺から五本松児童公園に移すとともに、駅劇場から中公劇場のみちなか途中ですけどもに、みち

ばたステージを設けて、来てくださったお客様にさまざまな余興を楽しんでいただくという、新
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しい試みをいたしました。こちらも大変、公表いただいたところであります。 

 今後の課題についてですが、先ほど町長も言われましたけれども、ヨムドラにつきましては、

この会場の広さなどから、現状の６作品、３ステージずつが限界かなというふうには思っている

ところですが、ミルドラや町カフェにつきましては、まだまだ多くの方々に楽しんでいただける

と思いますので、また今後、ＰＲに力を入れていきたいというふうに思っているところです。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  ありがとうございます。スペースの制約があるということで伺っ

たんですけれども、ディレクターの永山さんは、やはりいろんな形で人が増えれば増えるだけ、

やはり工夫して舞台つくりますんで、そういうところでまた、協力していただければなと思いま

す。 

 私が感じた課題というのは、歩きながら、例えば参加者じゃない人とすれちがったときに、き

ょう何やっているんですかというふうに声をかけられたり、参加した方と話をお伺いすると、初

めて今年知ったというふうに、何とかさんに聞いて、きょうは初めて来たんですというふうにお

っしゃる方もいらっしゃいます。まだまだ周知が足りないというか、周知していくべきではない

かなと思ったり、あとはせっかく町中を歩くわけですから、その歩いている道中の中で、賑やか

しののぼりなんか立ってたら、もっと参加していない方も、通り過がりの方なんかも、何かやっ

ているというふうに、顔を出してくれたりもするんじゃないかなと思いますので、周知と宣伝と

いうふうに、またこれからもさらに周知、取り組んでいただければなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 次にまいります。町営住宅についてです。東原住宅Ａ棟に入居された住民の声を聞きたいと思

います。 

 ４月から供用開始された東原住宅のＡ棟なんですけれども、我々議会議員も視察を行いました。

先ほどの質問の中でもありましたけれども、非常に明るくて、きれいな住宅だと使いやすいんじ

ゃないかなという印象を受けましたけれども、ほかの町営住宅から転居された方、特に簡易平屋

建てから来られた方なんかは、２階、３階ありますから、住み心地が随分違うのではないかなと

いうふうに感じていました。 

 そこで、東原住宅、今Ａ棟にお住まいになっている方々の声が、役場のほうに届いていればお

尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  東原Ａ棟に入居されている方のご意見ということですけど、Ａ

棟に入居されてから、まだ約２カ月がたとうとしているところでありますが、まだ住民の声を聞

く機会というのがあまりないところが正直なところであります。その中でも、温かく暮らせる、
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衛生的になったなどの好意的な意見もありますし、収納スペースが狭いという意見等もございま

す。何分、まだ１年を通しての感想ではありませんので、これからいろいろな意見が出てくるの

ではないかと考えています。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  この時期にＡ棟の声というのを聞いたのは何でかというと、次の

質問につけているんですけれども、建設用でのＢ棟に今、入居されている方の声を反映させるべ

きではないかというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  Ｂ棟の建設におきまして、既にこの前の議会で議決いただきま

したように、契約を済ませているところであります。 

 ところで、その中で入居者の声というわけではありませんけども、Ａ棟の廊下部の収納のしき

り等がなかったことについて、職員の間でも検討いたしまして、その部分につきましては４段の

棚をつくって、入居者の利便性を考慮するようにしております。 

 また、この部分については、Ａ棟のほうにおいても同じ仕切り棚を今年度つくっていくことを

計画しております。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  うまく、そういうふうに改善する点があると思うんです。私、行

って、住民の方の声を聞きました。まず、廊下がきしむところがあると、これ３階の住人の方で

すけれども、扉入ってお風呂場前の廊下がこれ住んだ当所から、もう既にきしんでいるというふ

うに伺っております。 

 また、網戸がゆるんでいると、このサッシの具合で、季節的なものもあるのではないかなと思

うんですけれども、虫が入ってこないか不安だと。これから温かくなってくる季節で、不安を感

じているところだそうです。幾つかの部屋の方、共通して感じてらっしゃる問題が、蛇口が高い

と。台所の洗い場の蛇口が高くて、水しぶきが飛ぶというのは、これ蛇口もうちょっと低くなら

なかったのかということを、これは何戸かの方がおっしゃっているというふうに伺っております。 

 また、これちょっと危ないなと思ったのが、風圧の問題かなと思うんですけれども、扉が閉ま

るのが早い。買い物で手がふさがっている状況で、これも高層の方だと思うんですけれども、扉

を慎重に閉めることができない状況で、扉がバンって閉まって、手を挟んで、爪がちょっと変色

しているというか、内出血されてと、骨折はされていないらしいんですけれども、この扉がもう

ちょっとゆっくり閉まり、あそこ多分、アジャスターが付いていると思うので、それの調整次第

ではないかなと思うんですけど、もしかしたら、その簡平から上に移って来られた方だとすると、

上のほうは風が強くて、そういうふうな風が強くて早く閉まるんじゃないかというふうなことを
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おっしゃっております。 

 こういう点は、構造上の問題ではないですから、これからでもＢ棟の建設に反映できるんでは

ないかなと思うんですけども、これから私が今聞いた話というのはごく一部ですから、今後もち

ょっと１回聞き取りをしていただくなり、あそこは、皆さん入居されている方は班に入っていま

すから、支部長さんから話を聞くなり、そういう機会を設けたらどうかなと思うんですけども、

いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  そうですね。まだ入居して、うちのほうも入居から、今度新し

い建設のほうにということで、なかなか体制のほうが聞き取りまでいっていないというのが現状

でありますので、また、入居者の方の話を聞きながら、軽微なものについては、対応を検討して、

またＢ棟の設計の建設の中で、対応できるものには対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  その話を聞く機会というのは、せっかく支部に入っていらっしゃ

いますから、系統を立ててできるんじゃないかなと思います。 

 あと、ちょっとこれお尋ねしたいんですけれども、五本松から来られた方というのが多いと思

うんですけれど、１つ、周りの住民の方と話をする機会がなくなったという声を聞いております。 

 あそこ簡平の場合は、縁側で座って、通りかかる方と話をする機会がおそらくあったんではな

いかなと思うんです。新しい住宅になると、やっぱりそのアパートマンションになると、そうい

う交流が非常に薄くなっているんではないかなというふうに考えておりますけれども、このＢ棟

のほうに、先ほど集会場をつくるという話がありましたが、小集会場の周辺でも何か気軽に腰か

けて、話ができるようなスペースというのは、つくる予定になっていますか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  Ｂ棟のほうはあくまでも集会場でありまして、腰かけるスペー

ス等は、特段いまのところなかったではないかと思われます。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  腰かけるスペースはおそらくないと思うんですけれども、何てい

うか、住民の周りの方の顔が見えなくて不安だというふうに感じていらっしゃる方もいらっしゃ

いますので、何か手立てをとっていただくことができないかなと思って、今話をしたところです。

あと、あそこは前々からやっぱり、道が周り狭いんですけれども、これからまたＢ棟ができると

交通量が増えるんではないかなというふうに予想されますけれども、児童館のところから出てき

た交差点、あそこを通るときにミラーはついているけど、見通しが悪くて、子供があそこは非常
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に多く通るから結構危険だというふうに、今、聞いております。今後、新しい住宅ができたとき

にも危険度は増すんではないかなと思うんですけれども、周りのそういう環境、交通安全につい

て、何か付随する対策というのは考えてらっしゃいますか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  外部の側溝の改修というのは、ふたをかけたりというのは考え

ていますけど、近くの交差点のところまでは、現在のところ検討をしていない状況であります。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  当然、その住宅をつくって、世帯がそこにばんと入ってくるわけ

ですから、当然、交通量も増えると。交通の危険も増えるというふうに考えて、何か先取りして

対策打ったほうがいいんではないかなと思います。私もあそこ近所ですから、よく車通るんです

けれども、やっぱり子供さんが時間帯によってはすごくあそこいっぱい通ります。子供が多いの

はいいんですけれども、喜ばしいことですけれども、それだけに危険も増えているということを、

ぜひ、ひとつお考えいただければなと思います。 

 次の質問にまいります。養護老人ホーム清流園について。 

 今、町のホームページで、三股町養護老人ホームの民間譲渡の公募が行われておりました。

６月議会開会日の６月８日が公募の締め切りになっております。これで、そもそも議会で、私た

ち議員はこの譲渡について説明を受けておりますけれども、議会の中で、この話題というのは取

り上げてないんじゃないかなというふうに思っております。 

 そもそも、三股町立の養護老人ホーム民間移譲にすることになった、この経緯について、現状

お尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  養護老人ホーム清流園の現状についてお答えいたします。 

 養護老人ホーム清流園は、昭和３８年に開設され、昭和４７年から社会福祉法人やまびこ会へ

管理運営を業務委託し、その後、昭和５４年４月に現在地に建設移転され、現在地での運営も

３９年を迎えております。 

 また、管理運営につきましては、平成１８年９月からは指定管理者制度に基づく業務委託を行

っており、この間、やまびこ会へ４回の指定管理者の指定を行い、平成３１年３月に終了予定と

なっております。やまびこ会においては、町と協議しながら、施設のさまざまな改修を行い、運

営を行ってきたところです。 

 しかしながら、老朽化に伴う耐震性の問題や、近年においては入所者減ともなる減収により経

営が難しくなってきています。５月３１日現在の入所者は４７名となっております。 

 以上です。 
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○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  現状の中で伺いたかったんですけれども、それを何で民営化しな

いといけないのかということで、次のメリットとデメリットを問うというふうに質問出しており

ます。議会に昨年１２月に今、お尋ねしたような説明があったところですけれども、その際に配

付された資料の中には、指定管理を続けていくデメリットというのはありました。老朽化した施

設を改修できないというふうに伺っておりますが、民営化した場合のデメリットというのは、そ

の資料の中に、恐らく書いてなかったんではないかなと思います。 

 改めて、何で民営化しないといけないのか、その民営化したらどういうメリットがあるのか、

またデメリットも同時に、民営化した場合、どういうデメリットが考えられるか、お尋ねしたい

と思います。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  民営化のメリットとしましては、民間の事業者は、老人福祉施設や

医療機関などの複合的なグループ経営を行っているところが多く、介護、医療の連携によりサー

ビスの多様化に対応できると考えております。 

 また、より専門的な技術と経営ノウハウを有する民間事業者に経営を委ねることにより、良質

なサービスの安定供給が可能になると思われます。 

 デメリットとしましては、入所者や職員の処遇の低下、食材、燃料、日用品の町内購入の減少、

介護保険制度の利用を他の法人に変更した場合に、社会福祉協議会の収入が減少することが考え

られます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  今、さらっとおっしゃったんですけれども、入所者の処遇の低下

というのが、デメリットとして上げられているんですけれども、そこをやはり最初に考えないと

いけないんじゃないかなと思います。 

 具体的にメリット、入所者の処遇が低下というのは、どういうことが考えられますか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  今現在、やまびこ会が行っている、入所者へのサービスとしまして、

年間の行事や病院への送迎、看取り等があります。それらのことを募集要項の要件の中に入れて

ありまして、現在行っているサービスの継続を要件として入れているところでございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  それは、その募集要項の中で続けてくださいねというふうにうた
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っているから、変わりませんよという説明です。今、課長がおっしゃったのは、デメリットの中

で入所者の処遇の低下が考えられると、デメリットとして、それは何かというのをお尋ねしてい

るんですけれども、もう一度、お答えいただけますか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  入所者が受ける可能性があるデメリットということですか。先ほど

言った、年間今、行っている行事の継続が、こちらとしては要望していますけれども、それが一

応努力義務ということになりますので、必ずしも実施されるかどうかという不安があるというこ

とと、あと、病院の送迎等も今しておりますので、そういったところも継続をこちらとしては要

望をしていくつもりではあります。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  考えられるデメリットと、デメリットというかリスクですよね、

考えられるそのリスクと、それを回避するために募集要項にこれは続けてくださいねという但し

書きを書いているにもかかわらず、それが履行されるかどうか不安だというふうに、今、ご答弁

がありました。非常に、やっぱりそういう点で、最後に書いてますけれども、養護老人ホームは

私、三股町になくてはならないものだと。議員さんも皆さん考えてらっしゃると思います。住民

の方も考えてらっしゃると思います。 

 民間譲渡を行った上で、老人ホームの存続、担保されているのかというところはどうですか。

募集要項には書いてるけれども、果たしてそれはちゃんと履行してもらえるかはわからないとい

うことだと、この存続、どこに担保されているのかなと思うんですけど、ご答弁お願いいたしま

す。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  一応、努力義務としています。養護老人ホームは、一応県の指定に

なっているために、県の実地指導もありますが、町職員はそれに動向しておりますし、町のほう

が措置費として費用を払っておりますので、そういう観点からも入所者への不利益が被らないよ

うに指導はしてくつもりでいます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  端的に、やめたらどうなるんですか。譲渡した法人がやっぱりや

めたと、老人ホームをたたんでしまったら、どういうふうになるのかちょっとお尋ねしたいんで

すが。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  民間譲渡について、途中で経営運営をやめるという可能性もありま
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すので、譲渡時につきましては、５年間の無償貸し付けとして、無償貸し付け期間の経過後は、

期間終了前に町と協議の上に有償貸し付けとしておりますので、経営をやめた場合は町に返して

もらうこととしています。 

 あと、建物は無償譲渡または無償貸し付けとしています。無償譲渡の場合は、更地にして返還、

無償貸し付けの場合は、そのまま町に返還することになります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  その要件要項の中で、いちお書いていますけれども、それがもし

できなかったらどうなるかというところですけれども、やはりそこが一番、住民の方も議会とし

ても不安なところじゃないかなと思うんです。デメリットの中で、その入所者や職員の処遇の低

下が危ぶまれると、そういう怖さがあるよということを、さらっとおっしゃったんですけれども、

やはりそれはないというふうに、きっぱりと言っていただかないと、やはり議会としても、その

要項の中に議会の議決が必要だとしっかり書いてあります。そこが、担保されない限りは、やは

り議会の納得は得られないんではないかなというふうに思っております。 

 町ホームページを見ますと、老人ホーム移譲先法人の公募に係る質問と回答が出ていますけれ

ども、やまびこ会購入の備品と、主に車両とか一部の電化製品ですね。譲渡金額が設定されてい

ますけれども、やまびこで買ったときは２,９９１万５,０００円余りの物品が、１５１万

６,０００円で譲渡できますよというふうになっていますけれども、これは例えば、募集要項の

中には、備品については譲渡先の法人が希望する場合は有償譲渡するとありますけれども、逆に

希望しない場合はやまびこ会が処分するということでいいんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  備え付けの備品もありますので、車みたいにいる、いらない判断で

きるものとあるかと思いますけれども、いちお希望する場合はやまびこ会さんと協議の上、有償

となりますので、そこら辺は今後の協議になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  希望しない場合は、やまびこ会がちゃんと処分してくれるのかと

いうところもあるんです。この一覧表中には、例えばアンプとかプロジェクターとかのＡＶ機器

なんかは譲渡できませんよというふうになっております。これは、つまり今どういうサービスで

使用しているか、ちょっと調査できなかったんですけれども、例えば、入所者の方々、入居者の

方々が、大きい画面で何かそういう映像を見たりするときに使っているんじゃないかなと思うん

ですが、これは、譲渡不可能だと、これはやまびこが使いますよということになっているわけで
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す。移譲先の法人がこれを新たに購入しないと、養護老人ホームにはこれ残らないということに

なると思うんですけれども、そういう認識で合っていますか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  譲渡できない備品は、やまびこ会さんが今後、使用される備品とな

りますので、譲渡できない備品で必要なものは、譲渡先の法人のほうが購入することになるかと

思います。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  現行のサービスはそのまま継続するようにというふうに要項に書

いてあるんですけれども、今あるものを、自分のところで買ってくださいねということは、やっ

ぱり書いてないわけです。つまり、やっぱりその車の送迎にしても、例えば譲渡した法人がその

やまびこ会から、今、使っている車両、じゃあもういらないからそっちで処分してくれとなった

ときに、新たに車を買わないとそういう送迎もやっぱりできないと。結局はそこの譲渡先法人の

負担になるということだと思います。 

 こういう条件を見て、現地見学会とか説明会が５月１０日に行われることになっていましたけ

れども、これが行われたのか、また、これらをとおして、また公募の締め切りをへて、どのくら

いの法人の注目度があるのかというのをお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  ５月１０日に清流園の現地見学会を行いました。現地見学には３法

人、公募説明会には２法人が来られました。応募資格のある法人は、１２法人ありますので、注

目度が高くはないと考えております。また、６月１日から８日が応募申請提出期間でした。応募

は１法人ありました。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  その法人の公表というのは、いつになりますか。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  ７月に選定委員会のほうで書類審査やヒアリング等をしていきます

ので、公募選定委員会のほうで譲渡するかどうかは協議していきますが、今の森議員の質問は、

申請があった法人のことですか。申請があった法人の法人名のことですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）今、答えても大丈夫なんですけどいいですか。 

 応募があった法人はスマイリング・パークさんになります。もう一回、スマイリング・パーク

です。 
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○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  やはり、だいぶ荷が重いのかなというふうに、私は率直に思うん

ですけれども、この例えば、スマイリング・パークが不適ということになった場合はどうなるん

ですか。仮にで申しわけないですけど。 

○議長（池邉 美紀君）  福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  今から選定委員会で選定してきますけれども、もし譲渡先法人がな

い場合は、また今後、どうしていくかは協議をしていく必要があります。３０年度で指定管理が

切れますので、来年度からどうしていくかというのをまた、競技して、譲渡先選定委員会で検討

していく予定にしております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  １法人からの申し込みということで、これがもしだめだったら、

また検討するということでした。もう一度、最後、端的にお尋ねしたいんですけれども、この老

人ホーム、これからの存続というのは担保されるというか、しっかりと守っていくというふうに

約束はできますか。町長でもいいです。 

○議長（池邉 美紀君）  副町長。 

○副町長（西村 尚彦君）  済いません。この清流園の存続検討委員会で委員長をやっていました

ので、ちょっと補足をさせてもらいたんですが、そもそも、この清流園というのが、こういう話

になったのが、当然、今、やまびこ会が指定管理やっているんですけど、やまびこのほうからど

うしても経営が厳しいと。建てかえないと建物が古いということが発端です。当然、町としては

それを受けまして、じゃあ新しい指定管理を引き続き募集をするのか、それとも今、今回、問題

でありました民間譲渡なのかというのが話されました。そこは廃止もあります。廃止も含めてい

ろんな４通り、全協で説明しましたように。 

 ご承知のように、廃止というのはありません。当然、生活に困った人の最後の砦といことです

から、決してこれはもうなくすわけにはいかないということで、存続はしないといけない。じゃ

あ、その存続の形がじゃあ民間譲渡するのか、指定管理で続けるのかという話だったわけです。

当然、指定管理するためには、町の持ち物ですから、建物も土地も。建物が古いということであ

りますから、町で建てかえないといけない。町で建てかえるとなると、やはりそこに５億、６億、

７億という相当の費用がかかる、ランニングの費用もかかるということで、今、説明したと思う

んですが、日南市とかいろんな自治体で民間譲渡となっているということで、じゃあ民間譲渡で

やりましょうということで、今回の提案があったということです。 

 それと、先ほど森議員からあったように、じゃあやめた場合どうなるのかということで、担保
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されるのかということなんですが、実は町立病院の場合と非常に似てるんですけど、全協でも説

明しましたように、町立の病院の場合は４０床を持ってて、全て譲渡しました。だから、やめて

しまった場合はそのまま病院の経営もなくなったということを踏まえまして、今回は、土地は譲

渡しませんと。土地は貸し付けですよということで、じゃあやめた場合は、先ほど課長が言いま

したように返して下さいと。この今の清流園の５０床というのは、実は町が５０床つくれるとい

う権利を持っていますので、県の許可なんですけど。ですからもし、やめれば、また新たに募集

をすると。当然、返してくださいですから、それをそのまま指定管理を続けるということもでき

ますので、必ず、だから継続するというのは担保されています。町立病院の場合はベッドも何も

かもいっしょに譲りましたから、もうそこでやめてしまうとおしまいですけど、養護老人ホーム

の場合はその権利というのは当然、町が自治体の方が持っていますので、もし、今度申請した法

人がやめてしまうと、町としては次に、新たにしてくれるところを探す、建物はそのまま貸付で

返してもらえればそれを使って、また新しい、例えば指定管理を続けるということで、継続は担

保されるということです。 

 ですから、これが土地も建物も、有償も含めて譲渡してしまうとなくってしまうという恐れも

あるんですが、その辺がありますので、土地はもう町のものですので、もし建物、やめた場合は

建物を返してもらいますから。そのまま残るというような考えで、よろしいでしょうか。 

 そういうことで、町としてやる。それと、先ほど言いましたように、今回１法人しかありませ

んので、当然、その選定委員会の中で基準がありまして、基準の満点の６０％以上がないと合格

しませんので、もしそれに到達しなかった場合は、先ほど課長が言いましたように、再度次の手

を考える。だから、指定管理者を続けるという方法があるのかなと思っています。ということで、

どっちにしても、この清流園というのは、続けるというのは間違いないということです。その方

法を今回は民間譲渡という形でやってみようということであります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいま副町長が説明しましたように、町としましては、やはり養護

老人ホームは必要だという観点から、これをどうやって経営するか、運営していくかということ

で今回の選択になったところでございます。 

 もし、そういう法人等がやめた場合は町営でやっていく、あるいはやまびこ会にお願いする、

あるいはまた指定管理でやっていく、いろんな選択肢はあろうかと思います。 

 ただ、そういうときには、やはり今の施設が非常に古いものですから、先ほど言いましたよう

に五、六億円の町費、町が建設するという方向で検討せざるを得ないというのが、実態じゃない

かなと。もし、民間のほうでそういう施設をつくろうとなると、国の補助金等ございますので、
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そちらのほうを活用して、新たな施設をつくって運営していくということになります。 

 ということで、本町としましては、この清流園の継続というのを前提にしながら、どういう方

法でそれを維持していくかというのが、今回の発端でございますので、今回、そういう１法人が

手を挙げたということでございますので、しっかりと審査して、継続できる環境づくりも町とし

て、応援していきたいと考えています。 

○議長（池邉 美紀君）  残り時間が僅かですので、まとめてください。森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  やめたら返してもらうよということ、今、ご答弁いただいたんで

すけれども、やめさせないちゅうことはできないわけですよね、譲渡先法人に。（「やめさせな

いように応援する」と呼ぶ者あり）やめさせないように応援する。しっかり、養護老人ホームは

身寄りのない高齢者の方の最後のセーフティネットだということです。しっかりと、議会ともど

も守っていきたいと思います。鳴らなかったですね。 

 以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（池邉 美紀君）  以上をもちまして、本日の一般質問は終了します。残りの質問は、あす

１３日に行うことといたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池邉 美紀君）  以上で、本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を

散会します。 

午後４時04分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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農業振興課長  白尾 知之君   都市整備課長  上原 雅彦君 

環境水道課長  西畑 博文君   教育課長  鍋倉 祐三君 
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午前９時58分開議 

○議長（池邉 美紀君）  ただいまの出席議員は１１名。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（池邉 美紀君）  日程第１、一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、質問をお願いします。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位５番、池田さん。 

〔１０番 池田 克子君 登壇〕 

○議員（１０番 池田 克子君）  皆様、おはようございます。 

 それでは、第１番に質問させていただきます。 

 通告いたしました（１）まちづくり基本方針について、（２）所有者不明の土地問題について、

それぞれお尋ねいたします。 

 まず、（１）のまちづくり基本方針についてであります。 

 町長は３月議会の施政方針の中で、第５次三股町総合計画の５つのまちづくり基本方針の概要

も申されました。この総合計画は平成２８年３月に作成されております。策定に当たって、平成

２６年８月に町民のニーズ等をアンケートで調査したとあります。町民アンケートの中で住みよ

いかどうかでは、「住みよい」が５３.１％、定住については、「ずっと住み続けたい」が

６２％とありました。 

 基本方針の第１番に、「豊かな自然と調和し、快適に暮らせる定住のまちづくり」とあります。

まさに住民のアンケートに沿った取り組みかと思います。 

 しかし、策定されて２年が経過した今、その当時の数値で満足してよいのでしょうか。もうこ

れでよいとするならば、それ以上の進展はありません。住みやすくて、住み続けたいという方々

が１００％近くになるよう希望いたしたいものであります。 

 そこでお尋ねいたします。豊かな自然と調和し、快適に暮らせる定住のまちづくりについて、

住民が実感できるような施策を実行されているのかどうか、その内容と具体策をお尋ねいたしま
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す。 

 あとは質問席にてお尋ねいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。 

 まちづくりの基本方針についてのご質問、その中の５つの項目のうちの１つ、「豊かな自然と

調和し、快適に暮らせる定住のまちづくり」が掲げられておるけど、その内容について具体策は

どうという質問についてお答えさせていただきます。 

 平成２８年３月に策定いたしました第５次三股町総合計画後期基本計画の中に、まちづくりの

基本方針の１つとして、「豊かな自然と調和し、快適に暮らせる定住のまちづくり」を掲げてお

ります。その実現のためには、豊かな自然を初め、利便性の高い交通アクセス網、良好な住環境、

バランスのとれた人口構造などを生かしながら、町民との協働によるまちづくりを推進していく

ことが重要だと考えております。 

 後期基本計画では、現況と課題を踏まえ、施策の基本的方向を掲げ、取り組み概要として施策

の展開を示しているところであります。個別の具体的な取り組み、事業、内容については、担当

課長から回答させていただきます。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  まず、環境水道課では、水環境の保全と活用としまして、河川

浄化推進委員を配置し、定期的に河川パトロールを行い、河川環境の保全に努めるとともに、公

共下水道の整備や合併浄化槽への転換補助など、生活排水対策に取り組んでいるところでござい

ます。 

 また、持続可能な循環型社会の形成としまして、各地区にリサイクル回収指導員等を配置し資

源回収に取り組むとともに、県と連携して３０１０運動を推進し、食品ロスの削減にも取り組ん

でいるところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  都市整備課におきましては、快適に暮らしを支える生活基盤の

整備の取り組みといたしまして、まず、住宅、宅地の整備といたしまして、榎堀第４、射場前、

射場前第２、五本松団地の老朽化による建てかえ事業として、射場前及び射場前第２団地の跡地

へ集約し、東原団地Ａ棟、Ｂ棟の建設事業を進め、住環境整備に取り組んでいるところでござい

ます。 

 道路の整備といたしましては、地域間交流の活性化を目的に、島津紅茶園切寄線等の道路改良

事業を初めとして、歩行者にやさしい歩道空間整備として、餅原線、役場前通り線の通学路歩道
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再整備を実施しております。 

 公園緑地の整備といたしましては、公園の魅力と快適性を高めるため、上米公園のパークゴル

フ場の増設、遊具広場の幼児遊具の設置、高齢者の方も利用できる健康遊具の設置を実施してお

ります。また、町のスポーツ拠点であります旭ケ丘運動公園の再整備事業といたしまして、陸上

競技場の全天候型グラウンドの改修事業に取り組んでいるところであります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  それでは、まず消防・防災分野では、まず消防団につきましては、

年次的な資機材等の更新を進め、消防力の充実を図るとともに、魅力ある消防団づくりに努めて

いるところでございます。また、各部の訓練のほか、定住自立圏での大規模災害対応消防団員養

成訓練にも団員を派遣し、スキルアップを図っているところでございます。 

 防災分野では、防災訓練の実施や災害備蓄品の整備を進めております。また、自主防災組織の

充実を図るため、コミュニティ助成事業を活用した機材整備を行っているところでございます。 

 防犯・交通安全分野では、まず防犯啓発のほか、防犯対策として防犯灯の設置を毎年行ってお

ります。交通安全分野では、都城地区交通安全協会三股支部と連携した年４回の交通安全運動及

び交通指導員による街頭指導を実施しております。また、町ではカーブミラーの設置を行ってお

り、信号機等の設置などにつきましても都城警察署への要望活動を行っているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  まず、おっしゃっていただきました。これは町長の施政方針の

中でも取り組みの概要を申されたので、ある程度理解はできます。 

 しかし、実施と結果が重要でないかと思います。例えばですが、そのいろいろな取り組みにつ

いて、例えば、耐震性の向上のために補助をされています。この申し込みに対して全て対応でき

ているのかどうか。 

 あるいは、申込者が少ないとか検証しなければならない課題もあるかと思いますが、担当され

ている課に、もう少しこの部分は取り組まなきゃいけないじゃないかという部分をもし把握され

ているとするのならばお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  耐震性の補助につきましては、おっしゃられるとおり、アドバ

イザー派遣とか調査までは皆さんしていただける、計画していた数をしていただけるんですけど、

改修については、去年は４棟を計画していましたが、全て改修まで実施していただいております
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が、今まで調査した部分について、まだ改修まで至っていないところもありますので、その後に

ついては今後推進をしていきたいと考えているところであります。 

○議員（１０番 池田 克子君）  ほかにはございませんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  それぞれ精一杯、いろんな目標、あるいは予定に対して実施し

てくださっていると思いますけれども、先ほども申し上げましたけれども、これでよしとするな

らば、もうそれ以上の進展もないわけですので、ぜひ町民の皆様の声をよく聞いていただく、聞

いていないとは申し上げませんけれども、耳を貸していただいて、よりよい方向で皆様、心して

取り組んでいただきたいと思います。 

 このアンケートの中の項目の中には、町政に対する満足度と重要度というのもありました。

１が重要改善項目、２が重点維持項目、３が現状維持項目、４が長期対応項目の４ランクに分け

てありました。町民の皆様の要望ということでありますので、②番目の重点維持項目の中に、自

然と生活環境や保健医療、福祉が重要だとしてインプットされておりました。町民のニーズを達

成することが町政への満足度とするならば、よくよく分析されて、町民の皆様にお応えできるよ

う取り組んでいただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたが、住みよいが５３.１％、ずっと住み続けたいが６２％であります。

この数字をいかに上げていくか、これは町長の熱意と手腕にかかっているかと思います。これを

どのように取り組まれようとしているのか、熱意を町長にお尋ねいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  アンケートの部分では、ただいま議員が言われるように重点維持項目

の中にそれぞれの項目が上がっております。 

 町としましても、このアンケートも重要でございますけれども、町民の生の声を聞くというよ

うな形で地区座談会を実施しまして、きのうも宮日のほうも来ていらっしゃいましたけれども、

たくさんの方々が３地区のほうの座談会に来ていろんな声を上げられました。そういう生の声を

大事にしながら、そしてまたいろんな要望等もございますので、即現場に行くというような形で

対応しながら満足度を上げていくというのも、取り組みも大事かというふうに思っておりますの

で、この総合計画のアンケート及びそしてまた生の声、そしてまたいろんな自治公民館からの要

望等もございますので、そういうのを踏まえながら住みよい町、そしてまた本町が目指すやはり

花と緑と水の町、文教の町、アスリートタウン三股、そういうものの実現のために努力していき

たいというふうに考えています。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  行政は基本的に皆様のためにあるんだということを常に心がけ
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ていただけたらと思っております。 

 次にまいります。まちづくり基本方針です。 

 この①には、快適な居住環境整備の推進も掲げられております。公営住宅の維持補修とか新住

宅への取り組みとか、借家や持ち家の耐震性の向上への補助等を改善していくっていう大きな意

味合いで促進すると書いてあります。どれも重要であるわけですが、生活の最も基盤となるのは

衣食住であります。どれも重要であることは言うまでもありませんが、中でも、住の環境整備、

これは多角的に捉える必要があるかと思います。 

 今、共働きの世帯が非常に増加傾向にあります。となると、やはり留守が多いということにな

ります。また、買い物をする時間も限られるとするならば、通販を意識をしなければならないと

いうときもあります。 

 そこで通告にもありますように、必要なのが留守のときいつでも受け取れる宅配ボックスの設

置を希望されているご家庭が多くいらっしゃるということであります。宅配ボックス設置のメリ

ットは、共働き世帯ばかりではありません。当然、高齢世帯もぜひ必要であります。実は私事で

恐縮ですが実感しておりまして、あるときもう自宅におったんですけど、郵便受けを見たら宅配

の不在票が入れてありました。おかしいな、チャイムは鳴らなかったのかなと思って、念押しで

チャイムを鳴らしてみたんですけど鳴るんですね。だけど、やはり高齢者になりますと耳も遠く

なります。行動もまたぱっと行動できない部分も出てきます。ですから、本当にこの宅配ってい

う部分では、高齢者にも大変ボックスっていうのはありがたい設置じゃないかと思っております。 

 このように少子高齢化とか共働きとか、いろいろもう時代は流れております。ですからこうい

うふうに身近な生活実態を考えるときに、快適な居住環境の整備には利便性も重要になるのでは

ないかと思います。そこでお尋ねいたします。留守でも受け取れる宅配ボックスの設置に先進的

に取り組んでもらえないかであります。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  宅配ボックスの先進的な取り組みについてのご質問についてお答えい

たします。 

 大手宅配業者の調べによりますと、三股町内における宅配便の再配達率は県の平均よりも高い

ということでございます。それだけ共働き世帯やひとり世帯が多いことが推測されます。 

 そこで試験的にではございますけれども、公共施設等に宅配便を２４時間受け取るための無人

宅配ボックスを設置し、町民の利便性向上と宅配業者の再配達の削減に資する取り組みについて、

先日宅配業者のほうから提案がございました。 

 宅配業者は受取人の指示で無人宅配ボックスに宅配便を保管し、受取人はメールなどで届くパ

スワードを入力するなどして、いつでも宅配便を受け取れる、無料にて利用できるシステムでご
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ざいます。 

 受取人側は通勤、通学途中に宅配便を受け取れるなどのメリットがありまして、同時に宅配業

者には再配達に伴うドライバーの労力を省き、再配達に伴うトラックの燃料、排出する二酸化炭

素、ＣＯ２の削減効果が期待できるということでございます。 

 なお、この取り組みにつきましての費用は全て宅配業者の予算で賄うということになっており

ます。この提案について庁内で、役場内で実施できないか、現在検討を進めているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  そういう状況もあるということは存じ上げておりますが、この

本当に先ほどから申していますように、今この社会的現象の中で、本当に宅配便の再配達ってい

うのがクローズアップされておるわけですね。全体の２割が再配達に回されて、おっしゃったよ

うに配達業者の負担増とか、あるいはＣＯ２の排出にも影響が出ていると当然言われております。 

 国交省が再配達の削減に向けて半額補助を打ち出しておりまして、公共的な設置が、しかし、

それでもこれは公共的な場所、さっき町長が業者のほうから提案があったっておっしゃるように、

公共的な設置が主であるわけですね。ですので、いろんな高齢者とか共働きとかいう方々に対し

て、マンションとか戸建てには当然至っていないわけなんですね。 

 そこで、私もちょっと調べたところ、戸建て住宅にも宅配ボックスをと実証実験された市があ

ります。福井県のあわら市ですね、ご存じだと思います。住民の皆様には大変な好評で、暮らし

やすさがアップしたと言われております。 

 あわら市は、働きやすく暮らしやすい町づくりを推進されております。当町も快適に暮らせる

定住のまちづくりでありますので、非常に取り組みが似ているんじゃないのかなと思っている次

第であります。 

 また、あわら市は共働きの家庭が日本一多い県であると言われております。しかし、そういう

県でどうなんだとこう思ったんですが、何と全４７都道府県幸福度ランキング２０１６年度版で

１位になっておられるわけですね。幸福度ランキングっていうのがあるってこと知らなかったん

ですが、こういう調査っていうのもあるんだなということで、何ともうらやましい限りでありま

す。これは行政が住民へのサービスを徹底して取り組んでいらっしゃるのではないのかと思われ

ます。 

 先ほど来申し上げております宅配ボックスの設置に関してですが、このあわら市では、再配達

率が４９％から８％に減少したということであります。それはとりもなおさずですね、業者の

方々ですが、労働力の節約につながり、ＣＯ２の削減につながり、なによりも住民の方々が大変
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に喜ばれているということであります。我が町もあわら市に続いて、宅配ボックスの設置に前向

きに取り組んでもらえないかと思うわけです。 

 先ほど町長は公設のところに、例えば庁舎内、庁舎の入り口とかそういうところにっていう部

分で検討されるのかなと思いますんですけれども、それにあわせて、できればそういう戸建ての

住宅、希望される方々へ対して、あわせて検討いただけたらどうかと思うんですが、再度町長に

お尋ねいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいまあわら市のお話をされました。ここは再配達という社会問題

を宅配ボックスを使ってどれだけ減らせるかという実証実験を行って、１００世帯に対してそう

いうボックスを設置して、その効果を見極めたわけです。これは多分、実証実験だから無償でや

ったわけです。 

 宅配ボックスになると数万円かかりますよね、そこまで負担して設置するかどうかっていうの

もまた一つの疑問というか課題ですよね。しかし、そういう意味合いでは、現在、町として、ま

ずこの共同の宅配ボックス、そういうものを実証実験としてやってみたらどうかなと、どの程度

効果があるのか、また需要があるのか、そういうのを踏まえながら次へのステップにいくという

ことで検討したほうがいいのかなというふうに考えています。 

 ですから、最初から個人、今言われるようにどれだけの需要があるかわかりませんけれども、

約五、六万かかるのをそれに対して町が３分の１出しますよ、あとは自己負担ですよと、それが

いいのかどういうやり方がいいのか、そのあたりは十分検討しなくちゃなりませんので、まずは

共同の宅配ボックス、今ご提案があったそういうものを、例えば駅の近くに設置するとか、役場

でもいいんですけれども、そういう皆さんが取りに来やすい２４時間使える、そういうものに取

り組んでみてもいいのではないかというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  おっしゃるとおりでございますが、確かに実証実験っていう段

階でございますけれども、その後も私もちょっと情報は入っておりませんので何とも言えません

けれども、多分あわら市では住民の皆様の本当に喜びの声を聞いたならば、必ずやそういう戸別

の補助金等とか検討なさって、希望の方々にはそういうふうに補助をされるんじゃないのかなと、

私自身の期待もあるんですが、思っておる次第です。 

 ちょうど文教厚生委員会が何か福井県に視察に行かれるっていうことをきのうもちょっとおっ

しゃっていたようでございますので、できればこの同行されて、あわら市にこの快適環境の町づ

くりとして視察なさったらいかがかなと、いい機会じゃないかなと思った次第でございますので、

あわせて検討いただければと思っております。 
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 では、次にまいります。 

 次は、（２）の所有者不明の土地問題についてであります。 

 国交省が平成２８年度に地籍調査を実施した地区は１,１３０地区、５６３市区町村、約

６２万筆でありました。その中で、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地が

２０.８％であったと報告されております。面積に換算すると約４１０万ヘクタールで、九州本

島を超える水準と推計されております。当町においても調査されて結果が出ていることと思いま

す。 

 そこでお尋ねいたします。地籍調査における所有者不明の土地は何筆あったのかであります。

お答え願いたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  それでは、地籍調査における所有者不明の土地は何筆あったか

という質問に対してお答えいたします。 

 三股町における地籍調査は昭和５０年度に始まり、平成２８年度に終了しております。地籍調

査では土地の境界を明確にするものであり、所有者立ち合いを必要とする中、不明者、転居者、

死亡している場合は親族が見つかるまで行いますので、所有者不明などについてはないものと認

識しております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  ということは、全然その後に所有者不明がないという認識では、

調査しようもないということで、そのままになっているということですよね。どうなんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  先ほども申しましたとおり、地籍調査自体がいわば土地の戸籍

づくりという点でございますので、その所有者が誰になるのか、これは戸籍上を通じてずっとた

どっていきますので、所有者、一般的に所有者不明という土地についてはないものと認識してお

ります。 

 例えば、その所有者が不明という表現の仕方が、例えばその所有者がわかっていても連絡がと

れないとか見つからないとか、そういった意味合いを含んだ所有者不明の土地については、ちょ

っと私のほうでは把握はできていないんですけれども、一般的なその所有者、土地の戸籍の上で

は所有者不明の土地はないものと認識しております。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  国が要するに所有者の存在が確認できない土地が２０.１％全

国的にあるっていうことですよね。じゃ三股は本当にないのかっていう答弁ですよね、ないとい
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うことですね、それもいかがなものかなと。 

 そうなると結局もう何もかも全く手つかず、どうしようもないという部分ですよね。で、本当

にないのかと思いますか、課長は。もう一回お尋ねします。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  地籍調査上での所有者不明はないものと認識しております。た

だ、その行政事務上等を含めて、例えば未相続の土地とか、先ほど言いました連絡がとれない土

地、そういったものを含めた所有者不明という言い方をするんであれば、それはあるかと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  それを含めて、行政として把握しておかないといけなかったん

じゃないですか。要するに、もう調査のしようがないから、もうないものと見なすっていうこと

の捉え方、ちょっとそれはいかがなものかなと思うんですけどね。実際、ないわけじゃない、あ

っているはずなんですよね、そういう場所が。 

 要するにもうたどり着けない方々というのは当然あっていたわけですよね、そういう登記簿上

では。どこに今住んでいらっしゃるかもわからない、連絡がとれないっていうことはあっている

っていうことなんですよね。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  私のほうからは地籍調査という観点から申しているものでござ

いまして、例えば行政事務上の問題ですね、例えば課税という視点からの問題でいくと、そうい

った問題は所有者不明という土地の表現の仕方はあろうかと思っておりますので、課税という点

で言ったときに、ちょっと私のほうではその辺の詮索の仕方というのがちょっとわかっておりま

せんので、控えさせていただきたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  これは一応それは原則の中では登記簿上で所有者の所在が確認

できないっていう部分だとはおっしゃるんですけれども、実際ですよね、誰も管理されない土地

とか、あるいはもう本当におっしゃったように調査しようがないっていう土地はあっているはず

ですので、それはじゃあ行政としてはもう見て見ぬふりをしているっていうことになるかと思い

ます。 

 だけど、このやはりそういう管理されていない土地になるわけですよね、そうしたときにはも

う本当に近隣の方々には大きな迷惑になっているところもあるわけですね。 

 また、当町ではないかもわかりませんけども、公共事業のために、例えば道路の拡幅するか、
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あるいは傾斜地をこれがもう崩壊寸前でなんとか対応しないといけないっていう、その事業にも

対応できないということになれば、これはもう皆さんに対しては大きな不安にもなるわけですね。

ましてやさっきおっしゃったようにですよ、そういう部分ではもう税金の滞納っていうのは当然

あっているはずなんですね。そういうものを考えると、ちょっとこれは今後、どういう方向でし

ていただけるかもう一回検討していただきたいと思うんですけどね、（発言する者あり）はい。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  例えば、農業の立場から言いますと、一つは土地につきまして

は農地もございます。農地につきましては、例えばその相続関係も含めてなんですけれども、早

急にその相続がされていない部分につきましては、相続代理人というのを立てて、そこの土地の

管理というのをやっております。土地の流動関係でです。そういった形での管理という部分はで

きているというふうには思っています。 

 ただ、課税上的なところは、また担当部署のほうに聞いていただいて、どういった管理をされ

ているのか聞いていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（綿屋 良明君）  税務財政課から固定資産税の立場から、今のお問い合わせに対

してちょっと回答させていただきたいと思います。 

 土地の登記簿があって公図にないなど、現地が確認できないものは、ほとんどが公衆用道路な

どの非課税土地であります。そして納税通知書を発送するに当たりまして、実際、返戻された所

があり、住所が違うということで返戻されたところのものがありますけども、その数につきまし

ては約七十数件ということで、それをさらに再調査しまして発送しているわけですが、どうして

も不明というものは公示送達を行っております。これが約十件足らずということであります。 

 それとこちらの解消策につきましては、死亡届を出された際とか広報紙などに相続人代表者指

定届を提出するように案内しております。そして、また登記、住民票等の調査を十分行いまして、

確実な納付書、通知書送達に努めているところであります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  土地と言っても、さっき課長が答弁されたように農地があれば

山林もあれば宅地もある、そうしたら各分野ごとにあるわけですけれども、それぞれ納税に関し

ては課せられていっているわけですね。 

 そういう中でも、やはり例えばこの空き地がもう草ぼうぼうになっているということで隣の住

民からもう苦情があって、どうしても行政がもう草刈ってやらんといけないというような場所も
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あるかと思います。 

 そのときに、それを対応するためには行政も人を使うわけですから、例えばシルバーに頼んだ

りとか、なかなか行政のメンバーの方が行ってするっていうこともあるかもしれないんですが、

そういう意味ではコストがかかったりマンパワーの不足とかいう課題があるわけですけども、私

たちは日常の中ではその近所の方とか、あるいはそういう場面に遭遇されている方しか苦情は感

じられないっていう部分があったときに、これはやっぱり住民の皆さんに対して、どの方にも平

等にっていう部分をおっしゃっているわけですから、住民の安心安全っていうものを考えたとき、

先ほど来答弁があっていますけれども、このような現状を考えたときに、町長としては今後どの

ような姿勢で取り組んでいけばいいのかという思いをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  具体的にこの草刈り、そういう放置された田畑あるいは宅地、そうい

うものの苦情等に対してどう対応するかというのは、きのう環境水道課長のほうで回答したとお

りで、公平の観点から町が直接できるものではないというところがまず基本的なスタンスです。

まず所有者を見つけて、きちっと対応していただくというところが基本だというふうに思います。 

 今言われるように、そういう土地がだんだん増えてきている。そういうものにどうやって対応

するか、それも一つ今後の課題かなと今のところは直接町ができる環境ではないということでご

ざいます。 

 ただ、国のほうで土地の所有権を放棄する制度の創設とか相続放棄なんかの義務化とか、長期

にわたって放置されている土地を所有者が放棄したと見なすことの是非とか、先ほどから言われ

ます九州以上の土地の所有者不明土地があるということですから、早急に国のほうで制度設計し

てほしいなとそういうふうに思います。そういうのを踏まえながら、町としては対応をしていく、

町独自で今のところ具体的にこうするという方針はないわけですけれども、そういうのが増えて

いくという現状をどうにか対処しなければならないというふうには考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  大変どこまで個人所有を行政が踏み込んでいけるかっていう今

後の大きな課題かとは思っております。 

 そこで、第３番目の私は質問に上げているんですが、今後、所有者の不明土地にならないよう

にする対策を条例化してはどうかという質問であります。 

 国も今国会で所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法を成立させております。そし

てまた、この新制度で市町村や民間企業、ＮＰＯなどが所有者のわからない土地の使用を希望す

る場合、都道府県知事が最長１０年間の使用権を設定できるというふうにこの制度の中に盛り込

まれておるようでございます。 
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 またそのほか、その新制度の中には土地が申請どおりに使われない場合の罰則とか、あるいは

不明地の取得に手続を簡素化するっていう部分で当然盛り込まれておるようでございます。これ

もまた来年の５月までには施行されるようですが、ただ、これがどういうふうに行政がその場所

を有効利用できるかどうかと考えたときには、当然、土地の広さとか場所とかそういう部分が出

てきますので、全て有効にそこを使えているかどうかというのは不明であるわけですね。だけど、

そういう不明土地が少しでもなくなるとするならば、有効利用ができればしていただきたいと思

います。 

 先ほど申し上げたこの特措法の成立でありますが、今後はそれに踏まえて使用権放棄制度、こ

れの創設が検討されているんです。というのは、調査した結果、６９％がこの所有権を放棄して

いいというような皆さんの声があるっていうことを調査したようでございます。 

 ですから今後そういう所有権の放棄制度の創設があるならば、行政としても取り組みやすくな

るんじゃないかと期待するわけですが、ただ現在の中で、やはり今後の中で所有者の不明土地を

増加させないようにする所有権移転の確実な捕捉、あるいは土地所有者の債務の明確化などを条

例化して、所有者の意識向上を図ってはどうかと思うわけでありますが、この条例化に対してお

尋ねいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいま議員が言われますように、国の新たな制度設計等も検討され

ておりますし、そしてまた国の役割、そしてまた自治体の役割、それぞれこの役割分担が決まっ

てくると思います。 

 町としましても、所有者不明の土地を町が全部もらうということは大変負担なんですね。維持

管理を常にしなくちゃならんと、不必要な土地なのに、町が全てやっていくということになると

財政負担を伴います。そういう意味合いでは、国がやっぱり面倒を見て、町が必要だったらそれ

は無償で譲渡するとか、そういう方法とか何かしてもらわないと、全て地方自治体が不明土地は

管理しなさいと、そういうのはいかがなものかなというふうに感じています。 

 ただ、今言われます条例化については新たな制度設計等をそしてまた県の役割、国の役割、町

の役割、市町村の役割、そういうものが明確になり次第、また今後検討させていただきたいと思

います。 

○議長（池邉 美紀君）  池田さん。 

○議員（１０番 池田 克子君）  高齢化が進む中で、当然所有者がわからない土地が今後どんど

ん出てくる可能性もあるんだという危惧はされているわけですので、これをどう未然に防ぐかっ

ていうのも、また一つ行政のお勤めじゃないかと思います。これが２０４０年には約７２０万ヘ

クタール、北海道に匹敵するような広さになるんだというふうに、２０４０年までは私ども生き
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ておりませんけれども、そういうふうに危惧はされているわけです。 

 ですから、やはり早目早目の手を打つっていうことも後世の方々への私達の責務じゃないかな

というふうに思いますので、ぜひともいろんな課題を前向きに捉えていただいて、手を打ってい

ただきたいというふうに希望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（池邉 美紀君）  これより１０時５５分まで本会議を休憩します。 

午前10時46分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時55分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

 発言順位６番、山中君。 

〔１１番 山中 則夫君 登壇〕 

○議員（１１番 山中 則夫君）  おはようございます。６番、山中です。 

 きのうからきょう一般質問を聞いておりますと、非常に今行政も大変だなと思っております。

イベントはしなければいけない、そしていろんな補助金関係は町民の要望として出していかない

といけないということで、非常に行政も大変な時代じゃないかと、財政的にですね。 

 そこで私はずっといろんなことを考えておりましたが、やはり金を使うのもいいんですけど、

やはり自分たちで金を生み出す行政というのも必要じゃないかと思っております。そのためには

産業経済、この基盤づくりをしていかないと、やっぱり費用対効果を考えていかないと、いろん

なサービスをすることは一番町民も喜ぶし、我々としてもやりやすいんですけれども、しかし、

いつかはそれは行き詰まっていくんじゃないかなと思っております。 

 そこで用紙の１番です。やはり三股の場合は、基幹産業は農業だと言われているもんですから、

どうしても今から農業者の所得向上、やっぱり農業者が豊かになってくると、いろんな三股町も

自主財源の確保とかそういう面で財政を、費用対効果を考えた場合は所得向上を、やっぱり町民

が豊かになっていかないと本当に町が元気にならないと思いますので、そのことを含めまして、

用紙１番の農家の所得向上の施策をどういうふうに考えているのか、まずそれをお聞きします。 

 あとは質問席から質問します。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  農家の所得向上のための施策を考えているかというご質問についてお

答えいたします。 
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 農家の所得向上策についてのご質問ですが、農業の所得を向上させるための要因は３つあると

いうふうに考えています。１つは販売価格の向上、２つ目は販売量の拡大、３つ目は生産コスト

の縮減であります。具体的には、消費者ニーズに対応した高品質化に努めつつ、生産性の向上を

図ることにより、消費者、実需者に選択される農産物の生産、販売力を強化することが必要だと

考えています。これを実現するためには、すぐれた担い手の育成、規模拡大によるコスト縮減、

産地形成などの供給面にかかわる施策を展開することが大事なことでございます。 

 まず、担い手を育成する施策として、本町の人・農地プランに基づき、将来的な人と農地のか

かわり合いを見据え、農地の基盤整備と農地の集積、集約化を具体的に進めていきたいというふ

うに考えております。 

 コスト縮減においては、１戸当たりの規模拡大を見据え、高能力施設機械の共同購入・利用化

を進めることで、生産費に対する投資効果を高め、効率的に生産できるよう機械整備事業やリー

ス事業を活用し、進めていきたいと考えております。 

 産地形成においては、関係機関、団体との連携を密にし、特定品目の質、量の安定供給に努め、

購買者の誘客、相対取引の推進により販売価格の安定、向上に努めていきたいというふうに考え

ているところです。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  今、町長は３つの提言というか、それをされましたが、そのと

おりだと思います。それを基にして、私も３つの提言をしたいと思っております。 

 １つには、やはり農家の、農業者のまず意識ですね、やっぱり意識を向上させていかないと儲

かる農業というのは、自分たちのことですので、それがまず、そのためにはやっぱり行政も営農

指導というのを積極的に行っていかないといけないと思います。ありきたりの営農指導じゃなく

て、本当に専門家を入れた、今はもう農業の農生産物も非常に高度化されまして開発されました

ので、ありきたりの指導者じゃなくて、本当に農協、農家、行政が一体となった意識向上をさせ

ていかないといけないと思いますが、その点に対してはどうでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  今議員がおっしゃったとおり、非常に農業のほうも機械技術的

に高度化されておりますので、そこを指導できる、経営的なものを含めて営農指導という点に関

しましては、職員の意識として、やはり現場に出て農家の方々とやはり話を持つ場面を多く持つ

というところをやはり意識した形で職員には伝えておりますので、そういった中で技術員の農家

からの助言、指導等も受けながら、職員の知識、技術、そういった指導能力も上がってくるもの

と考えております。 
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 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  何でその専門的な人を、営農指導をしてもらいたいというのは、

もう大分前ですけれども、私も農家はしたことないんですけど、宮大にちょうど行く機会があり

まして、そのときに農学校の杉本先生という教授がいらっしゃいまして、私も緊張して面会で行

きましたら、すぐ現場に、畑か何かに連れていってですね、いろいろお教えをいただきました。

そのときに印象に残ったのは、やはり農地の土壌をいかに改良するかということで、生産性が上

がっていくんだということで、この方は札幌に何とかっていう酪農学園大学ですか、そういうと

ころの教授をされまして、昔洞爺湖サミットってありましたね、あのときに講演をされた方と後

で聞きましてびっくりしましてですね、そういう方はちょっと私も話を聞きまして、この人はす

ごい人だなと思って、当時、議会でも私も言ったんですけど、そういう専門の先生たちを講演料

は幾らかわかりませんけれども、そういう人たちに指導を仰ぐような本当に思い切った営農指導

を受けないと、なかなかその辺は、もう全国でいろんな取り上げ、取り組んでいるわけですから、

三股だけが突出するちゅうのはなかなかそう簡単にはいかないことだということで提案は一般質

問か何かでやった覚えはあります。しかし、その後そのままになっております。 

 そういうことを含めて、まず営農指導、農家の意識を向上させて本当に取り組む。そうでない

と、新規就労者なんかはやはり儲ける農家でないと、後に入ってこないですよ。あのインフラ、

その本当にやる人は来るかもしれませんけれども、農家を増やすことを考えていくためや、そう

いう営農指導をしっかり基礎を教えたり、いろんなことですね、生産性を上げる、もちろん先ほ

ど町長言われましたように規模拡大も大事だし、コスト削減ですよね。やはり下手な、農協が押

すような何か機械を導入ばかりすると機械貧乏ですよね、そういうことを含めて、やはり自然と

か、そういう災害に対しては金は使ってもいいけど、一部の業者やらメーカー等がもうかるよう

なそういう指導は私はやっぱり勧めん、農家の所得向上には逆になると思いますので、そこ辺を

含めて指導していってもらいたいと思います。そのへんは町長、いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  そういうすぐれた人といいますか、意識が高い方々を招聘し、いろん

な刺激を受けるというのも大事でしょうけど、それも一つですけれども、またこの管内の農家自

体も担い手としてここを選抜されて意識の高い方々も大変多くなりつつありますので、またそう

いう方々とそういう包括連携協定を結んでいます南九州大学の先生方との交換とかですね、そう

いうお互いのレベルアップするそういう取り組みも今後必要かなというふうに思います。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  ここの農家の若い人達は非常に優秀な方がいっぱいいらっしゃ
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います。そして、それをやはり地域で提言するんですけれど、どうしても長く農家をやられてい

る方、なかなか下からの意見なんか、なかなか取り上げてくれないというような、そこをやっぱ

り入り込んでいくのは行政になると思います。やっぱり行政とか農協はやはり入り込んでいって、

そういう営農指導をするというようなことも町長積極的にやってもらいたいと思います。よろし

くお願いします。 

 ２番目に、今、農産物のブランド化を進めて、何かゴマとかプチヴェールとかちゅうような話

は聞きますけど、やはり私はやっぱり一般の農家が取り上げるようなそういうのをですね、なか

なかその簡単にはいきませんけれども、営農指導して研究開発をすると。農家はどこでも生産に

取り組むんだというような、そうでないと今ゴマももちろん頑張ってらっしゃいますけど、生産

性が一つも上がってこないですね。 

 やはりそれは若手がどんどん入り込んで、そういうのに取り組むというような一つそういう姿

勢が見えてこない。これで本当に特産品のブランド化とか、三股町のそういうのになるのかなち

ゅうのが、そこら辺も含めて、一般の農家が取り上げられるような農産物のそういう研究開発は

いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  どうしても三股町という範囲ではなくて、都城、北諸という圏

域の中での考え方としましては、どうしてもその一般の品目、作物という点においては、一番大

事なのはやはり流通販売、こちらのほうがいかにしっかりしているかというところが非常にポイ

ントになってくるのかなと。 

 そういった点では、もう今は新しい品目という点については、三股町ではマンゴーですかね、

果樹ですけどこちらのほうが、まだ若干農家数は少ないんですけど、やはり宮崎ブランドという

中でそういった果樹栽培農家が定着したという実例もございます。 

 あと既存の品目で言いますと、やはり肉用牛という点では、やはり誘客という点では肉用牛、

子牛の産地ということで全国からお客さんが集まるということもありますので、やはりその流通

販売という点がしっかりしていないと、なかなか皆さんが入り込めるような作物、品目というの

は難しいと。どうしても流通販売の視点から物事を判断しなければいけないのかなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  ブランド化するというのは大変なことだと思いますけれども、

一つ、私もその場所に行ったことはないんですけど、いろいろ専門誌を見まして、先日、長野県

の川上村ちゅうところに問い合わせを二、三回しました。 
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 ここは長野県の、地図を見ますと南東ですか、あそこにある、東のほうは埼玉県、南のほうは

山梨県という、この５,０００人ぐらいのところなんですけれど川上村って言ってですね、ここ

は野菜の天国と言って、もう全国的に、この辺までは聞こえていないと思いますけど、レタス栽

培が日本一だということでですね、レタスのですね、だからそのレタスというのはどういう研究

開発をされたというのが、政務活動費があると行くんですけれども、そういうのがないものです

から電話での聞き取りしかできなかったんですけど、ここの村長は藤原忠彦さんとかという方で、

今もう８期目ということで、もう３０年もやられている方で非常に全国的に一時有名になった方

だということでお聞きました。 

 それはそれで、とにかくレタスです。そして農家のやはり職業、大体七、八割ぐらいは農家を

やっているという、そのぐらい本当の農業者の比率も全国的にも一番じゃないかなと思っており

ます。そういうところがレタスを取り組んで、そして年間の収入ですね、所得じゃありません、

収入が平均２,５００万円、ということは人件費を恐らく引いても半分は残らんかもしれんけど、

半分残らんでも１,０００万からの所得が、みんなじゃないですけど、これは平均がですね、そ

のくらいの村ということで、そういうところに同じようにはやらないとは思いますけど、やっぱ

り大衆向きなレタス栽培ということで取り組んで始めたんじゃないかと思っておりますので、そ

こ辺を含めて何か一般の農家が生産できるようなものに取り組んでもらいたいと思います。いか

がでしょうか、町長。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  長野県のその川上村についてはレタス栽培、高冷地ですから、そうい

うふうな条件、環境条件に、気象条件に恵まれているわけなんですが、本町を含めてこの都城盆

地は畜産を主体にしたこの農畜産物を生産しておりますけれども、それとともに、またカンショ

栽培、それからまたサトイモ、大根、ラッキョウ、そういうのも特産として、また地場産業もそ

ういう形でそちらのほうと連携をとりながら活性化されております。そういう意味合いで、今や

っているこの産品をやっぱり磨いていくというのも大事かなと思います。 

 そしてまた新しく新規就農で入られる方、キュウリを始めたり、マンゴーなんかなかなか即収

入が入りませんので、３年間ぐらいはハウスの中で育成しなくちゃなりませんので大変難しいと

ころがあるわけなんですけど、そういうふうな今やっておるところをやっぱり磨いていくという

のが大事じゃないかと思います。それとゴマも販路は結構あるわけなんですけれども、ただ生産

のほうが非常にまだ十分でないというところでございますので、そちらのほうも強化していく、

また、プチヴェールも新しい農産物としてそれぞれシルバーもつくっていただいておるし、また

小規模の部分でできますので、高齢者もできますので、そういう意味合いでは、この生きがい的

にもつながっていくというようなことも考えます。 
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 そういう意味合いでは、新しい作物に取り組むんでなくて、今あるこの三股町、そしてこの都

城盆地に当然合うものをつくっていくという、そして伸ばしていく、磨いていくということが大

事じゃないかというふうに思っております。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  今、本当にいろんな市町村も取り組んでいる、大変だと思いま

す。そして一生懸命、農業振興課長も本当に町の指導も受けておりますが、本当に一生懸命やっ

て、その分、町長も権限をどんどん与えてやっていけたら、またそれが農家の所得向上に結びつ

くんじゃないかと思っております。 

 そこで３番目に、これが大事だと思いますけど、やっぱりもちろん地産地消もいいですけど、

地産地消といえば、この辺では１００円のものを１２０円から３０円で売るのがいっぱいじゃな

いかなと。やはり生産するなら地方、そしてやっぱり消費するなら都会だと思います。 

 私の先輩は東京にいきましたけど、もうすごいですね、昔は私も東京でちょっと小さな店です

けど４年ぐらいいて店をしておりましたが、あの当時もすごかったんですけれども、客の数が違

うんです。そして、１００円のものを向こうではかえって１２０円ぐらいで売ると、何かこの何

か違うんですね、１５０円とか２倍ぐらいの原価とすると販売価格がそのぐらいやっぱり利益率

がいいんですね。 

 そういうことを含めていくと、やはり販路拡大ということを念頭に置いて取り組み、消費をす

るところに、高く買ってもらえるところに農産物を持っていくということを頭に入れながら、先

ほども町長も言われましたように、販路拡大というのが、販路が大事だということで言われまし

たけど、そのとおりだと思いますが、その辺の対策的なことは少しはありますか。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  今おっしゃられた地産地消という言葉なんですけども、一つは

地元でできた農作物、これをまず地元の方がそのよさを知るというところに、その地産地消とい

うのがあるかと思います。その地元の方は、その地元でできたものを外部にまたＰＲしていくと

いう一つの効果はあるんじゃないかと思っております。 

 やはりその販売力という点では、私も以前から思っていまして、その地産地消というところを

一つは「地産外商」と、できたものをいかに外に「しょう」も「商う」という字を使っていかに

売り込もうかと。これが販売力になってくるかと思いますので、そういった取り組みはぜひ必要

なことだというふうには思っております。 

 また、その販売等につきましては、今のゴマとかあとプチヴェール等もございまして、６次産

業化という観点からそういった商品をもとに加工も含めたところ、販売力を強めていかなければ

いけないと。そういった取り組みについては、また企画のほうでも数年前から取り組んでいただ
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いておりますので、そういった取り組みを持続してやっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  そのためには私、行政が主体としてやっていかないといけない

と思いますけど、農協ですよ、農協の組織も少しは尻をたたいて販路拡大をして、農家の所得向

上に貢献するべきじゃないかなということを、やっぱり連携してそういういい方向にも向かって

いくような物の言える、そして農協に対してもいろんなことで要求ができると。そういう意味で

は、今は多分、農政協議会というのがあると思いますけれど、私も数年前に出まして、もうだい

ぶ前ですけど、そのときに意見を言ってくれんかということで、意見を言いました。そのときに、

農協っていう組織が何のために組織があるのかと、やっぱり販路拡大ですよと、東京とか大阪に

物を持っていって、少しでも付加価値をつけて農家の所得向上に貢献するのが、そのための都城

の農業協同組合じゃないかということを言ったら、何かもう一つですね、地産地消ばっかり言う

んですね、地産地消はもちろんいいんだけれど高くで買ってくれるところに物持っていかないと

どうしようもないんじゃないかなということで、何かこの農政協議会というのも、今は違うかも

わかりませんけど、そういうところでの審議もしていって質疑応答の時間をたくさんとってくれ

ると農協は何をやって、今何ということに取り組んでいるというのは大体わかりますよ。 

 やっぱり農家をやっていない人の意見も聞いたりしながらですね、あくまでも農家のためにと

いう形で意見を言うわけですので、その辺も含めて、行政が農協にいろんな提言をしてもらいた

いと思っております。その点はいかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  今言われた農政協議会につきましては、年に１回、農協の役職

の方々含め、あと町のほうは町長以下、議長等を含めて協議会のほうに参加をしまして、三股町

の例えばその農業の施策、方向性、そういったものについて意見交換をさせていただいておりま

すが、私も３年目になりますけれども、その会議の中で出る話の中に、その販売力というところ

の強化についてはなかなか話が出てこない状況でございます。 

 出てくる話とすれば、やはり農協の事業、町の施策方針という事業の内容等を報告する、報告

会みたいな状況に今なっておりまして、そういった前向きな販売についての話はなかなか出てこ

ない状況でありますので、そういった機会に、やはりどうしても先ほど言った流通販売という点

での販売力を高めるためには、どうしても質と量、この安定供給というのが欠かせない条件です

ので、そういったものの行政にできる、あと農協にできるそういったものの話を進めながら、そ

ういった販売力の強化のほうについては意見を交わしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  今、販売ルートの開発ということで、とにかく消費の多いとこ

ろに持って、何でしつこく言うかと申しますと、何年前だったですかね、私がちょうど東京に行

ったときに、東京の宮崎東京事務所があるんですね。 

 去年も行きましたけど、そのときに東京で一番どこから農産物が全国から入ってくるかと聞い

てみたら、その所長だったと思いますが、１番目が千葉だったと思います。それはそうですよね、

千葉はすぐ隣ですから。それで２番目が北海道、北海道ですね。で、３番目が、びっくりしまし

た、どこだと思います、今ではどうかわかりませんが、その当時ですね、沖縄なんですよ。だか

ら農協の方がこっちから輸送の、やっぱり輸送料がかかりますからち言うたけど、しかし、宮崎

のほうが東京に近いんですよ。そういう、何ていうか私はそのときに言い訳はするなと思ったで

すけど、沖縄が全国３番目でそこに入っている、東京にですね、供給しているということを聞き

まして、それなら宮崎のほうでも、三股でもある程度の販路拡大ができるはずだがなということ

を実感したことがあります。その点、もう一回ひとつ、町長の意気込みを聞かせてください。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  確かに東京、関東付近、都市部のその消費者が一番多いわけで

すから、その消費者ニーズという点では、やはりその品目に対するそのイメージ、それを植えつ

けさせるというのが一番大事なのかなと。 

 特に千葉、北海道、沖縄というふうに今言われたんですけれども、イコール観光地のイメージ

があります。そういったいい品目に対するイメージづくり、そういったものはやはりアピールし

ながら外部にそういった品目を売り込んでいく、そういった施策は大事なのかなと思います。 

 例えば三股というところにどういったイメージを消費者に持たせて、その品目をいかにして売

り込んでいくか、そこに一つのポイントがあるのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  農家の所得向上、これはイコール実質財源の確保にもなります

ので、積極的にやはり取り組んでいってもらいたいと思います。 

 それでは、２番目の、これも大事な本当に大きな事業になるんではないかと期待しております。

五本松住宅の跡地の今後の計画について、現在わかっているところがあったら意見を聞きたいん

ですけど、スケジュール等も含めていかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  五本松団地跡地の今後の計画についてということでお答えさせ

ていただきます。 
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 五本松団地跡地活用につきましては、都市計画との関連があることから今年度から都市整備課

が担当しております。 

 まず、五本松団地を更地にするための計画についてお答えいたします。 

 来年の２月には東原団地Ｂ棟が完成する予定ですが、その後、五本松団地の入居者に転居して

いただき、来年度末にはおおむね転居が完了する計画であります。住宅の解体工事につきまして

は、来年度に解体工事を発注するための設計、解体に伴う建設廃棄物の分類別の見込み数量の調

査、算出を行いまして、その後、２カ年程度に分けて解体工事を行う計画です。おおむね平成

３３年度中には取り壊しは完了し、更地になる予定としております。 

 次に、跡地の利活用の計画についてお答えいたします。 

 さきの３月議会で当時の担当課である企画商工課長が答弁しておりますとおり、「健康とにぎ

わいと交流の拠点」というテーマを基本に検討作業に着手いたしております。検討に当たっては、

方向性を限定せず幅広く情報や資料を収集し、住民の方の声を聞きながら、それをもとにテーマ

に即した施設整備のプランを３パターンほど取りまとめたいと考えております。このプランをた

たき台として、来年度、外部有識者の方や町民の方々からご意見を伺い、基本構想を策定したい

と考えております。 

 現在の状況についてはこのような状況でありまして、完成までのスケジュールや具体的計画に

ついては、まだ定まっていない状況であります。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  その解体工事が終わるのは平成３３年ですか。もう一回お願い

します。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（上原 雅彦君）  今の計画では、おおむね平成３３年度をめどに考えているとこ

ろであります。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  もう少し早く前倒しはできないでしょうか。やはり、計画的に

進めるのはいいんですけど、余りにも時間がかかると、町民が非常にあそこは注目しているとこ

ろなんですね。もう私なんかでもよく聞かれます、あそこに何ができるのかとか、そういうのは、

やはりなかなかこの開発事業というのは、なかなか今町内にも久しぶりじゃないですか、こうい

う大きな面積を含めた開発事業はですね。ゼロからの発想ですから、そういうのを取り組むとき

はやっぱり注目度があるから、もう少しスピードあるスケジュールは組めないのかなと思います

けどいかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  都市整備課長。 
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○都市整備課長（上原 雅彦君）  解体に当たりましても、先ほど申しましたように、今分類とい

う形で廃棄物の分類が必要になります。そのために数千万程度の多分予算が必要となってまいる

ものと思われます。そんなとき、この解体についても単独という形になりますので、町の財源等

も大分お金が要ることとなりますので３３年度という形で計画しております。 

 また、施設を建設するに当たりまして、今の土地については、都市計画で言う用途という指定

がかぶっていない土地でありまして、その部分においては都市計画事業で行う補助事業というと

ころの要件に合致しないというところもちょっと調査したところわかっておりますので、そちら

の手続も進めていくことになろうかと思います。そうなったときには諸手続がありますので、そ

の部分踏まえましても３３年度より前というのはなかなか難しいスケジュールではないかと考え

ております。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  ぜひ計画的にやることはもちろんなんですけど、一番の中心部

で目立つところですので、今、夜通ると本当にもうほとんど入っていないものだから廃墟みたい

な、失礼ですけど、そういうようなイメージをよそからあの転入された方は、びっくりするんで

すよ、ああいう簡平の、あの通りに、あれは何じゃということをよく私なんかも聞かれるんです

けど、そのぐらいのイメージですので、どうしても少しでもそれは町としての明るいイメージと

いうのを、そのために少しでも早目な計画をしてもらいたいと思います。 

 そして、まだその具体的に審議会とかそういうのは一切できていないわけですね、まだそこま

でいっていないと言っても、町長としての少しはどういう、その生産性がある事業をやるのか、

人が集客できるらしい事業をやるのか、それとも何かいわば自然公園的な何か金のかからん静か

な事業を考えているのか、その辺はまだ考えは、どうでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  さきほどお話ありました解体関係ですね、これは単年度ではなかなか

事業費としては厳しいんじゃないかということで２カ年程度、できるだけ前倒しできるように努

力はさせていただきたいというふうに思っております。 

 土地の利活用計画ですけれども、先ほどありましたように、「健康とにぎわいと交流の拠点」

ということで、それにふさわしいような施設展開ができないかなということで、いろんな声がご

ざいます。 

 それとともに、こちらのほうからも出向いていって、いろんな団体等との意見交換をしながら、

その声をお聞きしたいと。そしてまた町民アンケート、今までやってきた総合計画でのアンケー

トとか、アグレッシブタウン構想でのアンケートとかいろんなのもございます。それも踏まえな

がら、また新たなヒアリング、いろんな団体のヒアリング、または新たなアンケート、そういう
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のを踏まえて方向性を決めていきたいと思います。 

 いろんな思いがございます。また、いろんな団体等からも、例えば文化協会がこうしてほしい

という話もございます。まだそういうのを調整している段階でございますので、まだ具体的には

固まっていない、ただ、３パターンぐらいをやはりこちらのほうである程度のものをつくって、

そしてまた外部有識者を入れて、それをまた揉んでいただいて、また町民の方も入っていただい

て、２年間ぐらいで方向性を決めたい、基本構想をつくりたいというふうに思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  今から計画的に今後ということですけど、とにかく町民も期待

しておりますので思い切った、費用対効果の面もありますけど、しかし、やはり三股町は三股町

であり続けるためには、あそこの開発事業というのは非常に大事な事業じゃないかと思っており

ます。その辺を含めていろんな意見を聞かれて、そして町民のために町民が集えるような、本当

にいい施設だというようなことを思えるような施設にしていってもらいたいと思います。 

 それでは、３番目の用紙の２地区、３地区ですね、難しい面もあると思いますけど、この農地

を宅地にできないのかということで質問いたします。 

○議長（池邉 美紀君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（白尾 知之君）  それでは樺山地区、宮村地区の農地を宅地化することに関しま

してお答えいたします。 

 まず農地は、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用の観点から、農業振興地域の整備に

関する法律、いわゆる農振法ですけれども、それによりまして農業を振興する地域が定められ、

また農地法により有用性の高い農地を確保するための措置がなされております。農振法におきま

しては、農地以外の用途制限、開発行為の制限等の措置がとられるため、農業振興地域内の農用

地を宅地化することはできないものと思われます。 

 しかしながら、農振法における農業振興地域整備計画において、おおむね５年ごとに農地等の

農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模等の基礎調査を実施するとともに、

経済事情の変動、その他情勢の推移から変更できるものとしておりますので、地域の生活環境の

実情、周囲の農業事情等の調査を踏まえた上で、具体的で実現性の高い事業計画であれば変更計

画、いわゆる見直しといいますけれども、について検討を進めることは可能であると考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  今課長が言われましたが、そこなんですよ、私もそう思いまし

た。確かに難しい面はやっぱり農地の確保ということで難しいこともわかりますけれど、今言わ
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れましたように事業計画とかそういうのを具体的に三股町が示して、県にいろんな方面で陳情を

するというのが、もう平成２３年か４年だったと思います。今でも町長、県に都城と三股町の要

望書を持っていったり、意見交換会、する会がありますよ。私もそこに当時議長をしていたとき

に行って、今でも覚えておりますけれども、余り意見が出なかったもんですから、そのときその

他の項目で知事に、「知事、きょうはその他の項目で言いますけど」ということで、農地の転用

を三股町は県がちょうど平成５年だったと思います。県が都城圏域拠点都市構想というのを出し

たことあるんですね、そのときに、三股町は住環境的に非常にいいところだと、平坦地で起伏が

余り激しくないから、そういう土地ということで住宅供給地域として指定か何かしたことがある

んです。そのことを私は知事に言いました。そういうことで、三股町は住居に非常にいい、災害

も少ないし、そういうところですよと。それであればですよ、隣が田んぼ、畑があって、隣が新

興住宅地があると、それはおかしいんじゃないですかね。それならば、その農地を集約して、農

地と土地の交換っていうのができますから、三股町の農地は幾らか確保しないとやっぱり、国の

政策に基づいて残してそれは集約して、住宅地にするところは住宅地にしてくださいよと、宅地

にしてくださいよということを言われましたら、先ほど課長が言われましたように、そういう計

画のもとにあれば、三股町は総合計画を我々に出してくださいということで、そういう答弁をい

ただいたことを覚えております。 

 そういうことを含めて、ぜひ、そうじゃないと、もう宮村小学校もこのままだったら私は廃校

になると思います。どんどん分譲して、町が、物すごく都城にも近いところですし、いろいろ利

便性があるところなのにほとんどいなくなりますよ。まだまだ町が分譲したりもするからいいけ

れども、それはやっぱり町の負担も多くなるし、やはり自然的にやっぱり生徒が増えるようなそ

ういう政策をとっていかないといけない、そのためにも宅地化を進めて、もう特に宮村なんかは

要望が多いんです。もう跡取りもないし、何でこう農地ばかりかというような要望もありますの

で、その辺を含めて、町長がまた先頭に立って、知事なんかに直接トップ同士のやっぱり要望を

していって、すぐにはならんかもしれんけど、そういう熱意を示していけば何とかなるんじゃな

いかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  さきほど課長が答えましたように、農振除外というような具体的な計

画がないと外せないということなんですね。以前は道路を隔てて、ここからこちらは全部住宅地

に今後しますからという一つの町の方針で外せたわけなんですけど、今はそういうことができな

いという状況ですから、やはり地域の中でこういうふうな跡継ぎがここに帰ってくるんですよ、

将来ここはこうしますよと、そういうふうな要望等をきちっと町のほうにも出していただければ、

町としても努力はさせていただきます。ですから、単なる農振除外を県知事の方で道路でこのあ
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たりは全部住宅地にしてくださいというそういうふうな計画では全く話になりません。 

 先ほど言われました平成５年のレジデンスパーク構想ということで、うちは居住拠点地区です

ね、拠点都市の関係でそういうふうな指定を受けましたけれども、ただ、その時の用途指定は、

この五本松地域、そのあたりのところを宅地化しようということで、白地を宅地化しようとそう

いう方針での居住拠点地区の指定でございました。２地区、３地区というのは入っていなかった

んですよね。 

 ですから、今言われるように、今後やっぱり人口情勢をこう見ると、やはりそういう宅地化と

いうのは必要でございますので、町としましても、今度は小鷺巣のほうの一部、町で分譲という

か、開発公社を通じながらそういう努力をして、少しでも人口が定着するような取り組みをさせ

ていただきます。さきほど言いましたように、具体的な計画等があったら、どんどん町のほうに

提案していただければありがたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  とにかく宅地化を望んでいますので、私、なんかも今町長が言

われましたように、住民の方にそういう具体的な要望ということでまたいろんなことで伝えて、

とにかく宅地化することが固定資産のほうからしても、実利に確保からしても、やっぱり農地よ

りかは宅地のほうが固定資産も上がると思うんですけどいかがでしょうか。そこ辺の農地と普通

の宅地との固定資産の差っていうのはあるんでしょう、かなり。 

○議長（池邉 美紀君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（綿屋 良明君）  農地と宅地の固定資産税とは当然あります。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  質問項目に入っていなかったからいいです、それ。 

 とにかくそういうことで、あの地域を少しでも栄えるような、難しいかもしれませんが、そう

簡単には、私らが要求するときは簡単に、しかし受けるほうは大変だと思いますけれども、そう

いうことを地域の住民のやはりことを思って、常にやっぱり意識しながら取り組んでもらいたい

と思います。 

 次に、４番目の、これが一番大事じゃないかなと、いろんな事業を始めるときも、このことが

一番大事じゃないかということで、なかなか今、行財政改革とか職員の意識的なそういう指導を

どういうふうにしているのかということで、毎年毎年、新職員も入ってくるわけですので、そこ

辺を含めて職員の意識改革はどのように指導されているのかお聞きいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  職員の意識改革の指導ということで、職員の意識改革、専門的知識

の取得とか政策形成能力とか職員の能力向上を目的としまして、宮崎県市町村振興協会の研修セ
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ンターの実施する職員研修等に出ているところでございます。あと新規採用とか昇格及び人事異

動等、さまざまなタイミングで該当する職員を受講させているところでございます。 

 また、人事評価制度も今取り組んでおりまして、その中でも個人の目標設定、面談、上司との

面談、評価といった、各団体を通じて評価者が評価内容に応じた業務上の指導、助言を実施する

だけじゃなくて、個々の職員の能力の開発、スキルアップを促す観点からの助言ということを行

いながら、職員のモチベーションの向上につながるということで、意識改革の指導の一つとなっ

ていると考えているとことでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  私は長年役場の職員の方にいろいろお世話になっております。

本当に個人的には非常にすばらしい職員がいっぱいいらっしゃるということは常々思っておりま

す。そういうことを含めて、どうしても職員の方には町民のやっぱり主導的な立場になってもら

いたいから、やはり私はこういう質問をするわけです。 

 その中で、やっぱり役場は何のためにあるのかですね、原点に返って。そして役場の組織とい

うのは何のためにあるのかということを、やっぱりそれはそれぞれいろいろ意見はあると思いま

すけど、どう思われますか、役場、行政の立場、役場、誰のためにあるのか。そして組織という

のは、いや、また組織としてすばらしい組織ですよ。組織というのは何の目的で組織はあるのか、

ちょっと教えてもらいたい。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  役場という組織ですね。ちなみに入庁する際に公僕ということで、

まず役場の存在自体が三股町であれば、三股町の住民の福祉の向上とか、生活の安定とか、やは

り住民に対してサービスを行うためにある組織であります。 

 それがもとで、やはり税金等をいただきながら、住民の意見を反映させながら、全ての方の全

ての意見に応えることは難しい部分もありますけども、多くの住民がそれぞれの要望といいます

か、ニーズとかそういうのをあると思います、それを国で決められております法律と町の条例等

の範囲の中で住民サービスを行っているという組織であると考えております。ですから、町は基

本的には町の住民の福祉の向上とか、そういう部分のためにある組織、職員であるというふうに

考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  私もそのとおりだと思います。 

 もう一つ、やっぱり役場は、役場というその字のとおり役に立つ場所ですよね。それは町民の

ために役に立つ場所でないといけない。もちろん職員の方も町民の方がいっぱいいらっしゃいま

すけど、そういうことを含めて、そして組織というのは、自分たちの既得権益を守るための組織
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じゃなくて、やはりさきほども言われましたように、町民の福祉の向上ですよ。町民が心から豊

かになれるような町政をしてもらいたいということですので、そのとおりだと思います。 

 それで問題になるのが、やはり使命感ですね、何か英語で言うとミッションとか何とかちゅう

わけですが、使命感というのをもう一回再認識してもらいたいということで、きょうの質問をし

ております。というのも、私はきょうまでいろんな町民の方々と接してきました。今、景気がい

いとか何とか言っていますけど、町民の生活は本当に厳しい人たちがいっぱいいらっしゃいます。

そういうことを含めて、もう一回、きょうの職員の方も原点に立ち戻って、町民の幸せのために

熱意を持って、情熱を持って汗をかいてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  役場は役に立つ場所ということで、使命感を持ってそれぞれ職員頑張

っているというふうに思います。 

 さきほど、昨日、私のマニフェスト、そしてまたこの８年間の仕事についてちょっとお話させ

ていただきましたけれども、それを起点に職員にお願いし、そしたまたそういうミッションを与

えて取り組んでいただいた結果が一つ一つこう実現してきているというふうに、ですから、常に

職員のほうに話をしているんですけれども、やはり誰のために仕事をしているのかは、やっぱり

町民の幸福の向上ですから、そういうふうな話は常にさせていただいております。そしてまた新

規職員にも、やはり全体の奉仕者ということで仕事をするようにということでお話はさせていた

だいています。 

 ですから、今言われるように、本当に職員の自覚というか、そういうところを常に認識はさせ

ているところでございます。そしてまた、職員に対し、先ほどございましたように、職場での、

この役場での研修はもちろんでございますけれども、また県のほうの研修とか、いろんな研修に

も参加させていただいて、プロ意識の向上、そしてまたスキルアップ、そういったのもしていま

すから、本当に心して、住民の役に立つように頑張っていっているつもりでございます。 

 また何かありましたら、またいろいろと教えてほしいんですが、やはりときどき町民のほうか

らも苦情も来ます。窓口の対応でちょっと十分な説明ができなかったとか、それが町としては非

常に冷たかったとか、そういうような受けとめ方もされたりします。なかなか限られた時間での

対応とかあったりして十分な接遇もできない部分もございます。それも人的には十分ではない部

分もございますし、仕事に追われている、権限移譲で仕事が増えている分もございますので、い

ろいろとご迷惑をかける部分もあるかと思いますけれども、役場職員自体はもう一生懸命、与え

られた仕事をどのように頑張って、そしてまた三股町、また県内外発信するためのやっぱりそう

いう努力もしているというふうにご理解いただければありがたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 
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○議員（１１番 山中 則夫君）  先ほど言いましたように、職員の方々は個人個人的にはすばら

しい人たちがいっぱいいらっしゃいます。しかし、今町長も言われましたように、町民からの窓

口の応対とかいろんなことで、今特にほかの市町村と比較しますから、そういう方々がやっぱり

いろんな人たちが役場の中に入っておるようなところにいろいろ我々も聞くんですよ、苦情を聞

きます。 

 そのたびに、やっぱり一人一人の職員はすばらしい人がいっぱいいらっしゃるんですよという

ことを言うんですけれど、しかし、やっぱりそういう町民の声というのはもう仕方ないですから、

これを払しょくするためには自分自身が、職員の方々がますますそのそういう町民のためにとい

うことで、公僕として働いていけばいいんじゃないかなと思って、もう一回原点に返ってという

ことで、これは何ぼ職員の方々にどうのこうの言うわけじゃありません。そういう気持ちになっ

てくださいよというような、やっぱり疑惑の声も入れて、そういう気持ちになって行ってもらい

たいと思います。 

 そこで、職員のその年功序列で職員を登用したりという、そういうのはやっぱり残っているん

ですか。何年したらこうだとか、やっぱり優秀な人をやっぱり上に登用しようというようなそう

いう組織でないと、今からそんな年功序列でやっていくような時代じゃないような感じがしてお

りますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  現在、職員の昇格とかそういう物につきましては、何年でとか特別

決まっているようなことではございません。やはり本人のそれまでの職務状態とか判断しながら、

管理職等についてとか課長補佐等についてとか、その部分について協議して決定しているところ

でございます。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  その昇格についてですけれども、ここにいる課長の皆さんをこう見て

いただければ、年齢的にも上の方もいらっしゃれば、若い人もいると。要するにやっぱり実力主

義だというふうに思っています。また、そういうふうな登用の仕方をしたいというふうに思って

います。 

 ある一定の年齢にくればそれなりの役職は必要ですから、そういう責任ある地位につきますけ

れども、それ以降は係長とかそういうのにつけますけれども、それ以降はやはりその方がそうい

う与えられたところでどれだけの仕事ができるか、そういうのを異動をさせながら見ながら、そ

してこの幹部に登用するかどうか、そういう判断をさせていただきますので、年功序列では階を

昇格していないつもりでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 
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○議員（１１番 山中 則夫君）  よくわかりました。そういうことで、やはり能力主義、実力主

義ということで民間感覚ですよね、そういうのを入れて、それはそういう優秀な職員をまたそう

いう立場に立ってもらうことは、イコール町民の利益につながると思います。そういうことでお

願いいたします。 

 それで、新入職員の方の研修はどういう研修を、ちょっとその辺を教えてもらいたい。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  新規採用職員につきましては、まず採用をした初日等にて基本とな

る地方公務員法とか、あと役場の財務規則とかの流れとかそういうものと、今情報システムでコ

ンピューター関係使いますので、その関係のセキュリティの関係とか、そういうものを庁内で研

修をしております。 

 また、採用時に年に２回ほど３日間ごとでありますけども、前期と後期という形で、これは市

町村の研修センターというところに研修をお願いをいたしまして接遇関係とか、また新たに自治

体の役割について研修を受けさせているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  ぜひ、そういう研修は研修で、もちろん職員として職務につく

わけですので、それはそれで結構なんですけど、民間感覚を取り入れるためには研修の中に民間

との、この前のことしの何月かに都城市は自衛隊に二、三日行かせて研修するとか、その前は消

防署に二、三日そういう指導を仰ぐとか、そしてこの前もある団体では職員の方にやっぱり町民

と接するわけですので、いろんなその第一印象的につけるためには民間のそういう営業とかそう

いう、何かこの前の方は客室乗務員のベテランを研修に来てもらって講習をしてもらいましたと

いうことで、非常に頭の下げ方とか非常に第一印象ですから、やはりそういう面でそういう指導

を仰いだということで、民間感覚を入れたいというんであれば民間の人を呼んで、専門的なこと

はそれでいいんですけど、そういうのも入れていったほうがいいんじゃないかと思いますけど、

いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  他の自治体で、やはり先ほどおっしゃったとおり自衛隊とかいろい

ろな研修されているところがございます。本町においては、まだそういう取り組みはしていない

ところでございます。 

 ただ、各種イベント等があるときには、やはり人と応対するということで、最初、採用時に祭

りのイベントとか今度ものづくりだとかもありますけども、そういうものを通して人との接客と

いうことで新人をお願いしたりしていることもあります。 

 また、本町におきましては、やはり総体の人員的にやはり即戦力という分野もありますので、
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ですから職場内でＯＪＴ、職場内研修ということで、先輩等がやはり指導していくというような、

今のところそういう体制になっているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  山中君。 

○議員（１１番 山中 則夫君）  とにかく先ほども言いましたように、町民の指導的な立場にな

ってもらいたいということで、そういう専門的なことでもういっぱい優秀な方がいらっしゃいま

すので、それを町民のために少しでも役立てるようにしてもらいたいということで、いろいろ意

見を言いました。もちろん頑張っていらっしゃるというのはわかりますけれども、それ以上に意

識を持って頑張ってもらいたいと思います。 

 一つだけ、これは質問じゃありませんけど、例えば、去年だったと思いますけど、ある知事に

なられた方の話をちょっとしたんですが、そうしたら、その元知事という方が前、県庁か何かに

入ったら、こんなに職員の人達と意識が違うのかと、口ではみんな民間感覚だ、民間目線でとか

言うけど、全然違っているなということで、これを直さないと意識改革をしないことには幾らい

い仕事を持ってきても、やっぱりそういう意識がないとだめだということで、自分の４年の任期

の中でその職員の、これだけの宝ですよ、宝物を磨くことが、この意識を変えていくことが、そ

の県政の７割は私はもうその役割は済んだと、そのぐらいやっぱり意識を変えていくのが大事じ

ゃないかなということです。 

 それだけの能力があるわけですので、それを発揮するためには意識の向上、改革ですよ。最初

から持っている職員もいますよ、それはみんなそうで、どうしても同じ組織にいると、どうして

もその中の内向きになるんですね。だからそのことを含めて、今後またいい仕事を、町民のため

になるような仕事をして、我々もまた議会としてもやっぱりそれに対しては協力していかないと

いけないんじゃないかと私は思っておりますので、今後を期待しますので、よろしくお願いいた

します。それで私の質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（池邉 美紀君）  これより１３時３０分まで本会議を休憩いたします。 

午後０時01分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時28分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 発言順位７番、楠原君。 

〔２番 楠原 更三君 登壇〕 

○議員（２番 楠原 更三君）  皆さん、こんにちは。質問順位７番、楠原更三です。通告に従い

まして質問をしてまいります。 
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 全国的に地域活性化の動きが注目され初めましてかなりの時間が経過してきています。「人が

元気、町が元気」というようなフレーズは、地域活性化をあらわす言葉として全国各地で使われ

ているようです。 

 地域活性化という面から見ると、本町でも１年を通してさまざまな催しが見られています。き

のうも取り上げられましたが、この時期には、まちドラ、モノづくりフェアなど、行政主導での

催し物が毎年行われ、対外的にも評価されているように感じます。 

 「三股は元気があるな」などという声を私にもかけていただくことがあります。しかし、自立

と協働のまちづくりとはそのようなものばかりではなく、派手さはないながらも地域主導の地域

住民による地域の特色を生かした動きを期待してのものではないのではないかと思います。その

ような面から見れば、現状は少し物足りないのではないかと感じています。 

 地域主導となると、その母体として自治公民館の存在がクローズアップされてきます。もちろ

ん現状では年中行事の一環としての取り組みが行われています。それにプラスして、その地域の

特性を出すということは大変難しいことではあるでしょうが、その地域らしい自治公民館のあり

方という点から考えると、自治公民館の自治活動の延長線上に地域活性化の答えが見えてくるの

ではないかと思います。 

 そうすれば、自治公民館の数だけの地域活性化の試みが見られることになります。ひいてはこ

れが自治公民館の魅力につながるのではないでしょうか。そのような面から見た上で、自治公民

館活動については、今回は地域活性化の関係に絞って伺ってまいります。 

 まず、現在の自治公民館の自治活動の地域活性化に対して、町としてどのようなことを期待さ

れているのか伺います。 

 あとの質問は、質問席から行います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  本町において自治公民館制度がスタートいたしましたのが平成４年

であります。それ以来、よりよい地域社会をつくるためにお互いに助け合い、親睦を深めながら

住みよいまちづくりを目指して活動をしていただいているところであります。 

 自治公民館は住民自治が基本であり、自立と協働でつくる元気なまち三股の実現のために、最

も連携すべき団体であります。よって、その活動に期待するところは大きく、地域住民の交流を

図るための夏祭り、あるいはレクリエーション等の開催はもとより、清掃活動や資源ごみ回収な

どの環境美化活動、安心・安全なまちづくりの推進のために、防犯灯の設置や通学路の見守り活

動、ボランティアの活動への参加促進が上げられます。 

 次に、福祉、健康づくりの推進も近年重要な課題となってきております。また、地域の問題を

解決し、生涯学習の拠点にするとともに、災害時の安否情報の収集や避難所の運営など、自主防
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災組織としての役割につきましても期待の大きいところであります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  ありがとうございます。自治公民館の役割というのは非常に広範

囲にわたっているということはよくわかっております。したがいまして、私は、先ほどの質問で、

地域活性化に対してどのようなことを期待されるのかというふうに限定してお尋ねしたところで

すので、もう一度お願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  自治公民館の活動は、先ほど言いましたけど、生涯学習の拠点とな

っておるものであります。いわゆる生涯学習のまちづくり、生涯学習を地域住民が非常に推進し

ていただくことで、元気のある地域になるというふうに思っているところであります。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  生涯学習のまちづくりという面からの自治公民館活動というのが

今一般的に行われていると思っております。 

 調べてみますと、社会教育法の中に公民館活動というのが位置づけられておりまして、もちろ

ん先生に言うのも何ですけれども、今、公民館活動として中心になっているのは、先ほども言わ

れましたけれども、美化の面とか、それから、防犯の面とか、地域福祉の面とか、さまざま言わ

れましたけれども、その中でも教養を深めるというところが先行しているような感じがします。 

 しかし、自立と協働のまちづくりということで考えていきますと、地域の特色を生かした地域

づくりという面から、何回も申しますけれども、自治公民館活動にどのようなことを期待される

のか。まちドラとか、モノづくりフェアとか、１年を通して、先ほど、いろいろあると申しまし

たけれども、これは役場の職員の方々がリーダーシップをとって行われます。 

 非常に役場の職員の方々の苦労というのを、特に企画関係の方々のご苦労というのは大変なも

のがあると思いますけれども、これを地域主導にしますとそうでもなくなり、余計地域の特色と

いうのが生きるものになるんじゃないかなと思います。 

 それで今、お伺いをしているところですけれども、まず、資料のⅠをごらんください。 

 これを見ますと、地域活性化と直接関連したものではないと思いますけれども、全国公民館連

合会が５年後とに調査しているということらしいんですけれども、今回手に入ったのは平成

２５年に実施されました全国公民館実態調査結果検討報告から抜粋したものです。 

 私はよく理解していなかったんですけれども、これを見ますと、ここにありますように自治公

民館の運営についてというところだけを抜粋していますけれども、「自治公民館はない市町村が

多かった」と報告されています。だからなくてもいいのではないかと考えているのではありませ
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ん。 

 ただ、なぜそうなのかは気になりますが、今回は自治公民館活動と地域活性化との関係を取り

上げていますので、その点には深入りしません。 

 ともあれ、なくてはならないというものではない性格の自治公民館制を本町はとっています。 

 今、教育長が申されましたけれども、本町の自治公民館制度というのは、平成４年、１９９２年

に始まったということですから、２６年の歴史があるということになります。 

 本町が自治公民館制度を導入したときの思いはどのようなものがあったのでしょうか。２６年

の歴史となれば、それなりの三股らしい地域活性化の動きの蓄積があってもよいのではないでし

ょうか。 

 社会教育という面からの自治公民館活動ではない、地域をおらが町として、おらが地域として、

より活性化させるような動きというのが過去にもあったとは思います。また、自治公民館の活動

にしましても、自治ですので、全国一律のものではありません。 

 そのような中で、自治公民館活動の例として調べてみますと、全国的に綾町の活動が取り上げ

られているようです。調べますと、綾町の自治公民館制は、昭和４０年、１９６５年に導入され

ています。現在では、ご存じのように綾ブランドを確立し、共同通信社とか内閣府の調査により

ますと、全国からモデルとされる自治体の常連となっていると書いてあります。 

 本町もこの制度を導入するときに先進例として綾町に研修に行かれたのかもしれません。三股

でも自治公民館単位での地域の特色を生かした地域の活性化にますます取り組んでいき、今後、

他の自治体のモデルとなっていくようになればと思っております。 

 しかし、先ほど教育長の答えの中で見ますと、地域の特色を生かした地域の活性化という面で

は、今お答えはいただかなかったわけですけれども、今度は、自治公民館の規模というのについ

て見てみたいと思っております。 

 規模としては、面積的な意味を込めた範囲の規模とか、自治公民館の加入者数であるとか、加

入者が地域に占める割合等々が考えられますが、そのような面からの自治公民館の規模として、

どの程度を適正規模であると考えられているのでしょうか。 

 資料Ⅱをごらんください。これは、総務課のほうからいただいた資料を抜粋したものです。本

町の自治公民館加入状況です。加入率の高い自治公民館から５つ、加入率の低いほうの自治公民

館から５つを上げています。これ１０になります。３０ですから、２０自治公民館はここには入

っておりません。 

 このような地域差が見られます。８９.３８％の加入率のところもあれば、３４.６３％という、

そういう地域差というのが見られます。こういう面から見て、自治公民館の規模としてどのよう

にお考えでしょうか。適正規模の面、それから、地域差の面、別々に答えていただいても結構で
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すけれども、一緒にでも構いませんので、よろしくお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  町内の自治公民館の規模につきましては、ことしの５月１日現在で、

戸数で見ると、蓼池自治公民館が６４２戸、そして、大八重自治公民館が６戸という大きな差が

あります。また、それぞれが地域の実態に応じた活動をしているところでございます。 

 加入率につきましては、３４.６％から８９.３％と地域により差が生じております。平均しま

すと６２.９％となっているのが現状でございます。 

 自治公民館は、住民自治の最も基本的な単位でございまして、地域生活に根差した地域活動の

拠点となっております。地域コミュニティの形成維持に欠かせない組織であると言えます。 

 したがいまして、それぞれの地域の特性、そして、現状を考慮しますと、自治公民館の適正な

規模というのを一律には示せるものではないというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  あっちこっち質問をしてしまって収拾がつかなくなりましたんで

すが、適正規模については答えられないということを言われましたけれども、続きまして、資料

の２枚目をごらんください。 

 これは、平成３０年度第１回自治公民館長会議で使われた資料から抜粋したものです。ですの

で、当然ご存じと思いますけれども。 

 資料Ⅲの１、自治公民館の基本的な考え方、二重下線を引いていますけれども、自治公民館と

は、「人づくり・地域づくりの組織的な対応を図る拠点である」、次が、「地域住民の総意によ

り、住民の力で住民の生活・文化の向上及び自治能力を高めるために、住民によって運営されて

いる組織である」と、住民自治というのがこれではっきりわかるわけですけれども、基本的なあ

り方のところを見ますと、「全地域住民の意見や願いを反映して」とか、「住民全員の参加によ

り」とか、「住民の生活課題を解決するため」というのがあります。 

 これを単純に自治公民館活動の中で当てはめようとするならば、自治公民館の役員になられる

方はもちろんのことながら、誰しも容易ならざるものを感じられるのではないでしょうか。住民

の総意、さきのでいきますと、３４.６３％、これで住民の総意という表現が当てはまるのかど

うなのか。 

 もちろん８９.３８％でも同じようなことが言えるかもしれませんが、物の本によりますと、

「未加入者が多くなって、実態と全世帯加入の建前との乖離が大きくなると、住民の総意だとす

ることが成り立たなくなる」というような表現のある本もありました。 

 こういうようなことから考えて、もう一度お聞きします。自治公民館の適正な規模というもの

と、今の実態、これを考えてどのようにお考えでしょうか。 
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○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  加入率の問題、ちょっと置きまして。まず、ここで言う住民の総意

とか、そういうのは、その自治公民館に加入している方々の総意ということなので、入っていな

い方を含めての総意という意味ではございません。あくまでもここで言っているのは、その加入

者のところです。そういう意味で捉えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  加入者のということですか。けど、「全地域住民」という表現が

あるんです。くどいかもしれませんけれども、「人づくり・地域づくりの組織的な対応」とか、

「地域住民」、「全地域住民」という表現が、今のでいきますと加入者に限るということなんで

すか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  自治公民館の中では、いろんな総会とかを開いて、いろんな自分た

ちの話し合いで、よりよい生活ができるための取り組みをされると思うんですが、それは、あく

までもその自治公民館の加入者に対して適用されるものでありまして、その以外の方に適用され

るものではありません。 

 だから、入っている方の皆さんで、どういうふうにやっていこうか、もちろん加入率を高めて

いこうという動きは行政のほうと一緒に頑張っているわけですが、一応入っている方々の中でこ

ういうことをやっているということでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  どうも、「はい、わかりました」と言える答えではないんですけ

れども、行政とすれば、自治公民館に加入されている、いないにかかわらず、町民の方々ですの

で、対応は同じであるべきであると思います。 

 ただ、今現状が３０数％だから、いけないと私は言っているわけじゃないんです。これから先、

どうしても自治公民館を盛り上げていくためには、地域の指導者という人たちが、人づくり・地

域づくりのための自治能力を高めるための方策というものを、行政としてつくっておく、それは

必要ではないかなと思います。 

 先ほども言いましたけれども、平成４年、自治公民館制を導入したときに、「はい、これから

は自治公民館制度にしますので、お願いします」と言って始まったわけではなく、「こういう形

で行います」というような説明は当然あったと思うんですが、それを、地域によりましては１年

ごとに公民館長さんが入れかわられるとか、何年も続けられるところもありますけれども、そう

しますと毎年毎年、自治公民館とはこうあるものがということを言い続けていく必要があると思

いますが、そこで使われているこの資料の中身が非常に難しいと思うんです。 
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 積極的に「私が自治公民館長になりましょう」と言われるところもあると思いますが、そうで

ないところに関しましては、こういうのを理解した上で地域住民の方々にこれを還元していくと

なった場合には、並大抵のことではありません。だから、こういう公民館長さんというのはリー

ダーシップをとられるわけですから、それなりのカリキュラムというか、それを持った研修制度

が充実していかなければならない。 

 現状では、先ほども言いましたけれども、年中行事の繰り返しを消化するというのが、自治公

民館のあり方の中心であるような気がいたします。 

 それであれば１年交代であっても、そう無理なく続けることができるのかもしれませんが、そ

れではそれだけで終わるんです。もっと地域を盛り上げる、おらが町をもっとすばらしいものに

して子供たちに残していこうという気持ちを持つんであるならば、現状では非常に中途半端では

ないか、役員になられる方の重荷にだけであって。 

 したがいまして、特別なことをせずに、去年と同じようにことしも消化しようかなということ

になると思います。 

 それであると、綾ブランドのような、全国から注目されるようなもの、簡単にできたわけでは

ないでしょうけれども、そういうようなシステムの蓄積というものがあれば、少しずつ自治公民

館と地域の活性化というのがつながっていくと思うんです。 

 どうしても、先ほどの教育長のお答えでいきますと、全国一律どこでも行うような公民館のあ

り方、社会教育としての公民館のあり方は、先ほどの答弁で非常によくわかるんですけれども、

地域の特性を生かした自治公民館活動のあり方というものがあることによって、この三股がより

活性化していくというのがあるのではないかなと思います。 

 そうしますと、おらが町と考えれば、「これも行政に頼む、これも行政に頼む」というんじゃ

なくて、「これは自分たちで何とかしようや」と、本当の協働のまちづくりというのができてく

るのではないかなという気がします。 

 先ほどの２枚目の資料Ⅲにあります、自治公民館の基本的な考え方の中にあります「自治能力

を高める」というところにつきまして、これまでどのような取り組みが行われてきたのか、過去、

これまでです。自治公民館の役員の方々に対して、リーダー育成のための具体的なシステムとい

うのはどのようなものがあったのでしょうか。 

 また、地域の方々に対しても、自治能力を高めるためにどのような施策がとられてきたのか伺

います。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  まず、自治公民館長さんに対する自治能力を高める取り組みとしま

して、自治公民館連絡協議会を組織しておりまして、定期的に館長会や代議員会を開催し、まち
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づくりや、地域における諸問題の協議、情報交換等を行うほか、公民館の研究大会の参加、そし

て、県内外への先進事例を学ぶための積極的・自発的に研修を重ねて、自治能力を高めていると

ころでございます。 

 なお、自治活動の一つとしまして、自治公民館へ活動交付金、こちらを交付しております。さ

らに、生涯学習の取り組みの一環としまして、平成２９年度、昨年までは公民館主催教室を開講

しておりましたが、今年度からは、いきいきわくわく教室事業というのを新設しまして展開して

おります。 

 この事業では、多くの住民が参加できるように、会場及び実施曜日・時間帯を考慮して、全て

の公共施設を、教室開催場所として対象としております。 

 ここでは、地域の施設において、特定の科目を専門的に学習するわくわく教室と、地域で開催

されるいろんなサロンがあると思うんですが、そういうサロンにおいて、参加者が生きがいづく

りなどを目的に学習する教室の２つから構成されておりまして、町民が生きがいのある充実した

生活を送るため、自主的・自発的意思によって学習したり、地域住民で組織する団体が地域のコ

ミュニティの再生・活性化等のために学習するきっかけづくりに寄与しているところでございま

す。 

 ことし始めたばかりですので、さらにこういう活動を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  今言われたこと、ことしから着手したということは、これまでの

社会教育の教養を深めるという流れと、また別にということでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  今はどちらかと言いますと、公民館、こちらの教育課のほうで主導

的にいろんな教室を提供していたんですが、今度は地域の方々の意見を十分反映したものという

ふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  それはもちろん大事なことだと思いますけれども、それプラス、

何回も言いますけれど、まちドラとか、モノづくりフェアとか、非常にこれは定着するまでに時

間がかかり、ご苦労があったということは推察できますけれども、そういう、派手さはなくても、

イベント的なことを地域で地域の人がやれるような能力を高める研修とか、指導とか、そういう

ものはできないんでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  そのために県外の事例の研修だとか、町外研修だとか、そういった



- 151 - 

ものでいろんな先進地の研修にも行っています。そういったものを参考にして、地域独自で、地

域でできる、おらが自治公民館を発想の結果だと思います。あとは発想、それぞれの自治公民館

で発想をしていただく。 

 行政から、これをやってくださいと言ったら、何も意味がないわけですので、それぞれの地域

の実態に応じた、大八重公民館が６戸しかありません。６戸でできるものは何かないのか、

４００戸のところは何かないのかという地域の発想だと思います。一律に、まちドラをうちでや

ってみようと言われれば、それを展開する施設があるよと言われれば、それを委託でやるとかい

う方法も考えられると思います。 

 あとは地域の発想が一番大事かなというふうに思っております。そのための研修はやっており

ます。いろんな、町外へ出まして。三股は特に３０ですから、全員行きます。例えば、都城は

３００あるんです。３００の公民館を全部連れていくことはできません。 

 だから、三股はそれだけ、全部行きますので、それぞれが館長さんやら地域住民の声を聞いて、

いろんなアイデアを生かしていただければありがたいというふうに思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  だから、最初に返るんですけれども、適正規模をどう考えられる

かということなんです。加入者数から見た規模もありますけれども、加入者割合から見たのもあ

りますし、加入者数、そういうのでも差があり過ぎるので、適正規模を、どういうことを自治公

民館が地域活性化として行うかという期待を聞いた上で、それを行うための適正規模はどれぐら

いだということをお聞きしたいんです。 

 もう一度お願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  自治公民館の適正規模についてなんですけれども、この自治公民館に

ついては、一定の区域に住居を有する者の支援に基づいて組織されております。ですから、町の

ほうで、今までの歴史・伝統を含めて、その地域自体がまとまって一つの自治公民館をつくって

いるわけですから、おたくたちはこうしなさいという形で町のほうで指し示すということは控え

るべきだなと思います。 

 これは、市町村合併も似たようなものですけれども、国のほうから１万人以下の規模について

は合併しないと、そういうふうな指導よりも、やはり、その地域の中でどうやって生きていくか、

みずからが考えて、住民自治の中で結論を出すという方向での市町村合併もございました。 

 そういう意味あいではですね、自治公民館の一定の規模というのは多いところもあれば少ない

ところもある、そこの中で、また、多ければ、また、分割したいということであれば、その声を

尊重しながら対応をしていくということで、町から適正規模はこうですよというのは指し示すの
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は控えたいというふうに思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  よくわかりました。 

 では、自治公民館とはこうあるべきだというのは、平成４年、三股町が自治公民館制を導入し

たときにあったと思いますけれども、それまでの公立公民館制から自治公民館制に変わったとき

に、「はい、皆さん、これからこう変わりますよ」という説明があったと思いますけれども、あ

りましたよね普通。 

 私は、これまでいろんな先輩方に、自治公民館制になって公民館活動にどんな変化が見られる

ようになりましたかというようなことを聞いてきました。自治公民館制になってからの自治公民

館活動の変化、または地域の変化としてどのようなものが上げられますかとお聞きしたところ、

明確な回答を聞くことができていません。 

 ですから、もう１回原点に返って、２６年前に返りまして、三股の自治公民館制はこういうこ

とを目的にするという答えも欲しいんですが、通告していませんけれども、いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  昔からそれぞれの集落で、自治会という形であったわけですが、そ

れを三股の場合には公立公民館長のもとにそういうのがありましたので、それは自治会からする

とおかしいということで、宮崎県としては、そういう自治会を自治公民館というふうにどこもし

ましたので、三股町でも自治公民館という名前をつけて、自治会自体は昔からそれぞれあったん

ですが、それを自治公民館として制度化したんだというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  なかなかわからんのです。私もいろいろ調べましたけれども、自

治公民館、自治会、この言葉だけでもよく理解できていないんです。自治会、町内会、自治公民

館、これが同じなのか違うのか、中央公民館と自治公民館の違いというのはいろんなところで出

ていますから、これはわかります。 

 それはいいとしましても、三股町におきまして自治公民館制を平成４年から導入しました。変

わったわけなんです。そのときに、これから我が町の自治公民館はこうなりますよというのが周

知されてきたと思いますけれども、きょうは無理としましても、そのうちにまた教えていただき

たいと思うんですが、それを原点にして、自治公民館活動というものがまたスパイスのきいたも

のになっていければと思います。 

 今、団塊の世代の方々が地域に帰ってこられまして、非常に各地で、もう１回ふるさとを見直

そうという動きがひしひしと感じとれます。今そういう人材が豊富に地域に存在している時期で

すので、もう１回原点に返りまして、我が町、我が地域というのを見直す活動というのを何とか
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行政のほうで人材づくりのシステムと、全て行政がかかわるんじゃなくて、そのきっかけをつく

っていただけると、また三股の見方、考え方というのが変わっていくのではないかなと思います。 

 これといった質問がなくて、答えもなかなかないんですけれども、この公民館というのは非常

に難しいなと、調べれば調べるほど難しいものなんですけど、もう１回確認だけします。地域住

民の総意の解釈につきましては、先ほど課長が言われました公民館対象者に対しての総意という

理解でよろしいんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  自治公民館というのは、先ほど申しましたように、その事業の推進

するときに、事業計画とか収支予算とか、そういうのを公民館の規約にのっとって総会で決めら

れます。そこで審議されて決定したことは、民主主義方法で言いますと、住民の総意というふう

に解釈してよろしいんじゃないかというふうに考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  で、もう１回もとに返りますけども、そうしますと、加入者が

３０数％のところであっても、自治公民館で決まったことは、その地域全体の地域住民の総意と

いうふうな解釈をされるということでよろしいんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  一応、今おっしゃったように、その地域の方々の総意というふうに

考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  今、議員のいろんな質問を聞いていますと、役場のほうで何らかの形

で公民館、自治公民館に対する活動指針、あるいは何らかの形でのモデルを示すような、こう聞

こえてくるんですけど、私はどちらかというと、自治公民館自体がみずからの活動、行動、そう

いうものを自主的に立案して、それを行政がバックアップするということで、どちらかというと、

そちらのほうが個性的なやり方じゃないかな、また、独自のやり方じゃないかなと。 

 ですから、町のほうで一定の規模をこうしなさい、あるいはこういう形でしなさいということ

になると、金太郎あめみたいに同じことの繰り返しになっていく、町が示したものを、何だかそ

んなふうに感じるんですけれども。 

 それと、先ほどまちドラとか、それとか、今度やりますモノづくりフェア、これも行政が最初

はスタートしましたけれども、しかし、今は、どちらかというと実行委員会形式で、町主導とい

うよりも、その民間の人たちを中心にしたところでやっておりますので、ですから行政がサポー

トする、あるいはバックアップするような手続等はやっていきますけれども、その内容等は、ど

ちらかというと住民の総意の中でやっているというふうにご理解いただきたいなと思います。 
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 そしてまた、自治公民館自体の活動については、ここの中に第１回の自治公民館会議の中で示

してありますように、地域の福祉の向上を含めて、健康づくりを含め、コミュニティ行政いろん

なことをやっていきますけれど、そしてまた、今一番、これからの大事なのは、高齢化も進んで

おりますので、そういうような地域の中の生活支援、それなんかもこの自治公民館のほうでいろ

んな形で取り組んでいただきたいなと、行政主導ではなくて、自治公民館の中で地域をどうした

らいいかというのを考えていただきたい。 

 それを町はまた、財政的な支援が必要だったら財政支援しますし、何らかの形での応援をして

いくと、そういう地域づくりがこれからは大事じゃないかなと思います。 

 また、災害等も、これからは地震が起こる可能性もあります。そういうときには自助共助、そ

して公助と言いますけれども、やはり、ともに助け合う共助というのが非常に重要だということ

を言われていますので、自治体公民館の顔が見える環境をつくっていって、そして、助け合いの

組織という、また、そういう自治防災組織の中での地域の守りとしてまた取り組む、そういうふ

うな取り組みのところに対する町としての支援をしていくということで、行政主導ではなくて、

住民主導、そして、自治公民館主導、それに対する行政サポートというような体制で今後のまち

づくりは必要かなというふうに思います。 

 言われるところはよくわかるんですけれども、行政のでこうこう云々というのはわかるんです

けれども、ただ、どちらかというと公民館の中で住民の声を聞きながら、何をしたいのか、どう

いうふうな活動をしたいのか、そういうふうな独自性、個性的なものを提案していただければ、

町のほうでできることはまたサポートをしていく、そういうスタンスでいいのかなと私は思って

おります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  目指すところは全く同じなんです、今言われたことと。さっきか

ら言っていますのは、公民館長さん、役員さんになられる方がどこも大変であると、選ぶのが。

という現実があります。 

 そのときに、私、さっきから言っているのは、今、町長のと違うのは、自治能力を高めるため

の、立案能力とか、そういう自治能力を高める、いわゆる人材を育成するシステムをお願いした

いということなんです。金太郎あめみたいになったら元も子もありません。それはよくわかって

います。 

 だから、そうならないように、うちの地域はこういう歴史がある、こういう裏付けがある、そ

れを生かしていこうじゃないかという人が一人でも多く出てきてほしいと、そのためには、こう

いうような人材育成システムがありますよというところがあれば、じゃあ俺もやってみようかな
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という方が出てこられるんではないかなと、リーダー育成のためのシステムを準備していただけ

ないかなということなんです。 

 そうすると、行政のほうでも、そこに１人か２人いらっしゃれば、その方が対応できる範囲で

はないかなと思います。非常に難しい部分ではありますけれども、自治能力を高める施策や、

リーダー育成のシステム、それをお願いしたいということをお願いしているところですけども、

もう一度これについてはいかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  さっきと同じようなことになってしまうんですけども、３０自治公

民館がありますけども、その３０自治公民館の歴史を私たち全て知りません。私は花見原ですけ

ど、花見原の歴史は（  ）ますから、あそこができたときからずっとわかっていまして、流れ

は見えています。昭和時代から自治公民館的な動きをしておりました。 

 全ての自治公民館の動きを全て知って、こういう歴史があるからこんなことをということまで

はなかなかなんですが、全てのこういう自治公民館長さんたちの資質向上のための研修会という

のは、先ほど何回も言いましたように、視察だとか、県大会とか、いろんな場で学んでいただい

て、あるいは都城との協議をしながら、県のほうからの生涯学習の担当も来ます。 

 いろんな中でディスカッションしながら、そこで資質を高めていくと、その中で地域の中の独

自性を生かしながら、地域住民の方々と何かあったら、いいアイデアはないかということをまた

協議していただく、そこに新しいアイデアがまた出てくるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

 もちろん、みずから研修するということもあろうかと思います。もちろん綾町にも行っており

ます。自治公民館の研修もしております。だから、そういったことを実体験はしていらっしゃい

ますので、過去。今の公民館長さんじゃないかもわかりませんけども、そういった方もいらっし

ゃるわけですので、そういった方々からいろんな情報を聞きながら、その地域の実態に応じた独

自の公民館活動をしていただけると非常にありがたいなというふうに思っているところです。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  済みません、何回も同じことで。 

 ただ、誰が公民館の役員になられても、育てていただけるんだというシステムがあるかどうか

なんです。今あちこちに研修に行かれるということを言われましたけども、それで実際できるの

かどうかということなんです。「この研修しました」、「これやりました」、「やりました」、

それだけじゃなくて、これだけだったらできるでしょうというところまでちゃんと言えるのかど

うか。 

 順番で公民館長になりましたという方もいらっしゃいます。自分から手を挙げてなられた方も
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いらっしゃいます。それで公民館活動に差は当然出てきますけれども、完璧じゃないですが、指

導助言のシステムはここにありますよと、３０自治公民館全てのことを知る人がいるということ

は、これは不可能です。それは当然わかりますけれども、そのシステムです。人材育成のための

システム、そういうものができないのかなと思っているところです。 

 もっとそれに時間をかけて、人をかけて、地域を育成するということはできないもんなんでし

ょうか。 

 また同じと言われるといけませんので、私の気持ちです。 

 皆さんよくご存じのように、ケネディ大統領が就任演説によりまして、もじって言いますと

「地域のことに対して町が何をしてくれるかを期待するのではなく、地域が地域のために何がで

きるかを議論してほしい」と、これが協働のまちづくりの根本であろうと思います。 

 けど、議論をするには、議論の方法、そして、それを導く人、導くシステム、そういうものが

必要ではないかなと思います。 

 人材づくりには、ご存じ、それなりの時間がかかります。人材がいなければできません、地域

づくりも。人づくり・地域づくりというものを全面に出すんであれば、それに応えるようなシス

テムというのがなければいけないのではないかなと思います。 

 話は若干ずれますけれども、１２月に都城市が自治公民館加入及び活動参加を促進する条例と

いうのを制定されました。これについて、三股の現在の状況を考えて、どのように思われますか。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  都城市が１２月につくられましたけど、１２月は自治公民館加入促進

に関する条例です。読ませていただきましたけれども、我が町では２５年に、まちづくり基本条

例をつくっております。それの中には同じようなことが書いてありますので、コミュニティの組

織はどうあるべきか、うちのほうが先に取り組んでいると。 

 ただ、都城市の今回の条例制定は自治公民館に限ったところでありますけれども、そしてまた、

自治公民館、事業者、市民、そして、役所の役割分担が書いてありますけど、本町の、まちづく

り基本条例も全くそのような取り組みをさせていただいておりますので、特別その取り組み、そ

ういう条例等、同様な取り組みも本町のほうでは以前からしているというふうにご理解いただき

たいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  転入者につきましては窓口で公民館加入を勧めるというのは聞い

ております。現在未加入の方に対しては、自治公民館ですから、自治公民館で館長さんなり支部

長さんなりを通して加入を促進するというのが普通というふうに聞いていますけれども、それで

もなお公民館から脱退する人が見えるという話は聞いております。 
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 やはり、いろんな理由があると思いますけれども、公民館の魅力づくりというのが重要ではな

いかなと思います。 

 じゃあ、どういう魅力をつくればいいのか、どうあればいいのか、これは答えがないから現状

があるんでしょうけれども、これにつきましてはまだまだこれから考えていきたいと思いますの

で、しつこくまた似たような質問を次回していくことになるかと思います。 

 時間も大分押してきましたので、次に行きます。 

 もう一つ、地域活性化の取り組みとしまして、地域づくり推進事業というのがあります。ご存

じのように、プレゼンテーションを行って、そして、認めて得られた事業には補助金が配られる

というものであるわけですけれども、前回も一般質問で扱いましたが、２９年度についてどのよ

うな事業が展開されているのか、まだ周知されていないように思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  地域づくり推進事業の２９年度の実施状況と成果の周知という

点についてお答えいたします。 

 「みんなで創ろう、みまたん地域づくり推進事業」は、地域の特性に応じた創造性豊かで多様

性に富んだ地域の特色を生かした地域づくりに取り組む団体に、最長で３年間になりますけれど

も、補助金を交付するものであります。町民によるまちづくりとして支援をしているところであ

ります。 

 平成２９年度の実施状況と成果につきましては、事業名と事業団体名、それと、事業内容等に

ついて、町のホームページにおいて周知しているところであるんですけれども、「みまたん協働

のまちづくり」というバナーがあるんですが、非常にここが項目が多くなっておりまして、それ

ぞれの方が目的のものを探しづらい、または見落としやすいような状況になっておりますので、

今現在、ここをよりみやすいように変更をしようということで検討中でございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  よくわかりました。ホームページの右下のほうですね、協働のま

ちづくりのところ。２９年度のは成果まで出ているんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  その成果といいますか、取り組んだ内容等について載せておる

ところです。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  ３０年度につきましてもその同じところで周知される予定でしょ

うか。 
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○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  現在、私も２９年度のこの実績の報告を見まして、文字だけの

表の形式で載っておりますので、見ていてちょっと物足りない感じを受けております。 

 ですから、２９年度のこの成果といいますか、実績の報告も含めて、今後、写真を入れたりと

か、その写真の説明もですけれども、ちょっと見ごたえのあるようなものに変更をしていくのも

検討をしていきたいなということで考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  ありがとうございます。 

 「みんなで創ろう、みまたん地域づくり推進事業補助金」交付要項というのを見ますと、これ

は資料には上げていないんですが、附則の３番目のところ、要項の有効期限に平成３１年３月

３１日限りその効力を失うと書いてありまして、これ、衣がえする予定なんでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  要項自体は、一応この補助金に関しましては、３年ごとに更新

するということになっておりますので、また来年の３月３１日で改正するかもしれませんけれど

も、変わらないかもしれないです。それについても今後検討をしてまいりたいと考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  もし更新されるんであれば、以前も言ったところなんですが、先

ほどにかけまして自治公民館活動とリンクして、今の自治公民館の活動をそのまま継続した上で

新たな地域活性化に取り組むとした場合に、この事業者の中に自治公民館も対象にしたものには

できないものなのでしょうか。 

 以前にも町長のほうから、それはしないと言われたのもはっきりと覚えているんですけれども、

現在のようにプレゼンテーションを行ってやるとなれば無責任なことはできません。 

 そして、プレゼンテーションを行うとなるには時間がかかります。そのプレゼンテーションを

するまでの段階で、地域に活性的な雰囲気が上がってくるんではないかなと思うんですけれども、

できましたら一考していただきたいと思っております。 

 次の質問に移っていきますけれども、先ほどホームページの協働のまちづくりのところでしょ

うか、右下の。あそこのところにいろいろとあると言われましたけれども、そこを活用しまして、

地域活性化がいろんなところで行われていますけれども、そこにいろんな情報を載せることは可

能なんでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  地域の活性化の取り組みに対する周知でございますけれども、

地域住民の方々が創意工夫により地域の活性化に取り組むことは、自分たちの住む町に対しての



- 159 - 

愛着を育てて、みずから積極的にコミュニティ活動等に参加するなど、まちづくりの理想といっ

てもよいんじゃないかなと思っております。 

 さらに、このことを効果的に進めるには、地域住民に対しまして、その地域の課題であったり、

具体的な取り組みであったり、地域の将来像、そういったものを、情報の共有というのは必要で

あろうかと考えております。 

 しかし、現状におきましては、紙ベースのものになりますけど、スペース的な問題があったり、

ある地域、特定の地域の方々の活動を載せるとなると、平等公平な立場などから、現在は町主催

のものとか、町全体にかかわるものを中心に載せているところでございます。技術的には可能だ

とは考えております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  先ほどの全国の公民館実態調査の、資料には上げていないんです

けど、その中に公民館情報を発信する手段として、公民館が独自出す公民館だよりとかと並んで、

市町村ホームページ内において公民館情報を掲載しているというのも上位に来ています。 

 でありますので、そういうことに敏感な公民館の役員がいらっしゃるところは、最初から積極

的にそれに情報を載せると、それを知った上でほかの方もとなると、より情報を載せるためにい

ろんな催し物を企画されたり、考えられたりする可能性が高くなると思いますので、もしよろし

かったら、今言われたように技術的に可能であれば、ホームページ上の公民館情報を発信する場

所というのを考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  ご質問のタイトルの中に掲示板というのが載っておりますので、

そのことについてお答えしたいと考えます。 

 その掲示板を管理する上で、誰でもが書き込めるような掲示板であれば、誹謗中傷であったり、

個人情報の流出であったりということが懸念されていきますので、それを管理する職員の体制で

あったり、システム変更の費用であったりということで、早急に取り組めない課題もありますの

で、今後、検討課題として考えますと、すぐに活用できるものとしましては、フェイスブックを

活用した、町のフェイスブックがございますので、そちらのほうで、例えばメールで写真とか活

動内容を送っていただく、もしくはデータでほかの媒体で送ってもらうということをしていただ

いて、フェイスブックに載せて周知を図っていくなどの検討もしていきたいと考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  ありがとうございました。 

 それでは、次に移ります。 
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 地元就職を進める施策についてというところなんですが、ご存じのように宮崎県は全国の中に

おきましても、高校生の段階で県外へ就職をしていく子供たちが多いところであります。資料に

も上げていますけれども、平成２９年３月、高等学校卒業生の就職状況、文科省の出しているも

のを抜粋したものですけれども、太枠で囲ったところを見ますと、宮崎が県外へ就職する人たち

が１,３４２名いまして、割合としては４４.４８％とあります。 

 鹿児島、宮崎、青森、熊本、佐賀、九州は明治維新スタートからずっと都会への人口流出の多

いところではありますけれども、現在もそれが続いるというようなことで、県としましても、県

内就職を勧めようとしてさまざまなことを行っておりますけれども、それが功を奏して２番目に

あるということです。それまでは１番だったということを聞いております。 

 そこで、いろんな理由があると思います、県外流出する理由はいろいろあると思いますけれど

も、ここでは、子供たちはもちろんのことながら、学校の先生方も保護者も地元の事業所のこと

をどれぐらいご存じなのか。当然、中学校になりますとインターンシップがありますので、一部

の先生は町内の事業所をご存じになるかと思いますけれども、小中学校の先生方で、地元の事業

所のことを把握されている先生はどれぐらいの割合でいらっしゃると思われますか。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  先生方に調査をかけているわけではございませんが、企業もたくさ

んありますし、先生方の数も多いです。 

 どの企業ということも言えませんので、こういう状況というふうに捉えていただければと思い

ますが、現在、小学校３学年及び４学年の社会科におきまして、地域の人々の生産や販売に関す

る仕事について、見学したり調査をしたりして、その仕事に携わっている人々の工夫を考える内

容を扱うよう、学習指導要領に位置づけられております。 

 そこで、本町教育委員会では、私たちの三股町と題した社会科副読本を小学校の先生方と作成

しまして、町内全小学校の３年生に配付しまして授業で活用しております。 

 町内の工場やスーパーマーケットで働く方々や農家の方々の話などを掲載して、身の回りの仕

事や環境へ関心や意欲を持つことができるよう工夫をしているところです。 

 また、中学校では、キャリア教育の一環といたしまして、２年生が職場体験学習を実施してお

ります。毎年、地域、都城を含めましてですけど、約１００の事業所に体験学習の受け入れを依

頼している状況であります。昨年度は町内では３８の事業所で職場体験を実施しております。 

 小中学校の先生方は、児童生徒との地域活動や学校行事、授業等を通して、町内の事業所を把

握しているものというふうに認識しております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  何でこんなことを言うかと言いますと、先日、新聞で「地元企業
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冊子で知って」という見出しで、都城・三股小中学校生に配付という記事を見ました。この冊子

は、宮崎市内にあります小柳クリエイションというところが企画し作成したものです。 

 資料の４枚目にその抜粋したものを出しております。「発見 たんけん 都城市 三股町 ど

んな仕事があるのかな」という題です。後援として、都城市、都城教育委員会、三股町教育委員

会と書いてあります。 

 教育課で見せていただきましたけれども、２冊しかそこにないということですので、１回預か

って見せていただいて、これを写しました。それでまたお返ししたわけですけれども、この「は

じめに」というところからこんだけ、「この本の使い方」、「先生方へ」というところを抜粋し

ております。 

 このはじめにというところを行きますと、線を引いたところです。「都城市内と三股町内のさ

まざまな仕事を紹介しています」、「都城市や三股町にも、こんな仕事があるんだ」、これは小

学４年生が見るんです、中学校２年生と。 

 「この本の使い方」のところを見ますと、「都城市・三股町内の 職場を調べたりする時」と

書いてあります。 

 次に、「先生方へ」というところで、「（都城市・三股町）の産業について」と、こう書いて

ありますけど、ここに掲載されているのは、下にありますように、三股町内の業者はひとつもあ

りません。文章表現とこの掲載されている企業、合わないんです。 

 町教育委員会が後援したとあります。どのような後援だったのかお伺いいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  この冊子の作成の経緯でございますが、昨年度４月にキャリア教育

本の第一弾として、宮崎市版の作成を行いましたＫ・Ｐクリエイションズ株式会社が、都城・三

股町バージョンの作成に当たりまして、６月に名義後援の依頼がございました。 

 本冊子をキャリア教育の資料として、本町・都城市の小学校４年生の児童及び中学２年生の生

徒に無償で配付するというものでありました。 

 掲載企業の打診、選定や記事作成は、この会社、当社が行うこととしながら、内容については

宮崎県教育研修センターが監修に入り、本町や都城市にも報告をしてもらうことになっておりま

した。この本冊子の掲載企業については、同社が最初から１業種１社という方針を固め、この会

社が打診・選定を行ってまいりました。 

 結果的には、三股町内の企業は掲載はされておりませんが、これは掲載料の負担も課題となっ

たようで、打診した三股町内の企業、約３０社だったそうですけども、全て掲載見送りの回答で

あったと説明があり、これを了承した次第です。 

 また、最終校正において、３ページにあります「三股町てどんなところ」については、企画商
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工課及び教育課で内容を確認して修正依頼をいたしました。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  経緯がよくわかりました。 

 それと、今度はもう一つ、この冊子なんですけれども、宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課

というのが担当して出されました「ワクワクＷＯＲＫ！宮崎企業ガイドブック 宮崎で仕事を楽

しむ２００の方法」という冊子です。ごらんになった方いらっしゃると思いますけれども、これ

も県のほうでこういう冊子をつくるということで、前もって各市町村に伝えたということを担当

の方から直接お聞きいたしました。２００社載っています。 

 最初から２００社がばっと集まったわけではないということでしたけれど、これをずっと中を

見まして調べてみました。大体人口に比例して事業所が載っています。一番人口の多いところは

宮崎市ですので、宮崎市が一番多くて７６社、２位が都城で３１社、３位が延岡で２３社、４位

が日向で１６社、５位が日南で１２社、６位が小林で１０社と続きます。これは全部人口の多い

順に掲載事業所も多いんです。 

 三股町は８番目の人口を持ちますけれども、１社なんです、ここに出ているのが。 

 ちなみに言いますと、門川と国富はそれぞれ４社、だから何だというようなことでもあります

けれども、これはＵＪＩターン者に配られるということです。それから、高校生にもみんな配ら

れるということを聞いています。 

 そうしますと、これを見た人たち、ＵＪＩターンを希望する人たち、高校生、どうなんでしょ

う。三股というのは２６市町村の中で８番目に人口を多く持ちながら、こんなのと思う人がいて

もおかしくないんじゃないかなという気がします。 

 聞いてみますと、ことし、これの第二弾を出すということです。それらにつきましては、今月

の初め当たりに説明会があったのではないかと思いますけれども、この第二弾が作成されるに当

たって、どのように対処されますか。お伺いします。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  ワクワクＷＯＲＫ！宮崎についてですけれども、県が作成した

若者向けの企業紹介冊子ということで理解しております。 

 県内の就職促進を図ることを目的として発行されたわけですけれども、２００社のうち町内の

企業が１社しか載っていないということで、確かに説明会のときに、こういったものをつくりま

すよという紹介はあったようです。ことしも６月頭でしたか、そういった紹介があったところで

す。 

 実際の選定におきましては、県のほうで委託した作成業者、そちらのほうで選定をしておりま
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して、町のほうがどうこうというのは言っていないところであります。 

 ただ、県のほうに私のほうからも問い合わせしましたところ、今後は町と話もさせてください

ということでしたので、県全体で２００ですので、人口割合から見ても４社か５社ぐらいになる

のかなということで、そこら辺の枠の確保について、県と相談していきたいということを考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  私が直接聞いたところによりますと、この第一弾につきましても

２００社すぐに集まらなかったということなんです。ですから、県のほうが各市町村のほうに打

診をされた。早ければ何ぼでも載るような感じがします。４分の３も集まらなかったということ

を聞いております、最初は。 

 たかが本なんでしょうけれども、やはり、こういう中にもそのまちの元気さというのが出てく

るんではないかなと思います。 

 ちなみに、三股よりも人口規模の低いえびの市が４社出ています。１０位の串間が２社、三股

は１社です。第二弾につきましてはまたよろしくお願いしたいと思います。 

 このように、雇用機会を選択肢の中に入れるということで、こういうものが作成されると思い

ますけれども、この県の雇用対策の動きと連動した施策というものを、本町も積極的に進める必

要があるとは思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  若者の流出というのは、三股町は今まで人口が増え続けてきま

したけれども、今横ばい状態になりまして、今後、減少に転じていくということが予想されてお

ります。 

 そのような中で、若者の流出であったり、ＵＩＪターン者による移住定住の促進を図っていく

ということは、行政の重要な役割であると認識しておりますので、そういった県のほうの情報も

集めつつ、協力し合って、そのような取り組みをしてまいりたいと考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  先ほど教育長のほうから答えられましたけれども、町内の事業所

のことを小学校３、４年生を中心に伝えていると言われましたけれども、これから先も、まず先

生方に地元にどれだけの事業所がある、どういう種類のがあるというようなことを周知できるよ

うな機会というものを、できるだけ多くつくっていただきまして、普段の会話の中で、僕はこう

いう仕事したい、私はこういう仕事をしたいというときに、三股にこういうのがあるよというよ

うな会話が普段からできるような状況に近づけていっていただきたいと思います。 
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 もちろん、これには町の商工会との連携というのが重要でしょうけれども、商工会がやること

になるのかもしれませんけれども、こういうことを町主導で、このような情報誌作成というもの

を考えられないでしょうか。お尋ねします。（発言する者あり）もうちょっとそこの内容を充実

させるというような意味です、先ほどの。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  小学校向けには、先ほど言いました副読本、これを次年度改定する

予定です。そこでまたいろいろと、この三股はかなり町なかの様子も変わってきておりますので、

改訂版をつくりまして、それをつくることによって地域を知るし、いろんな職業、いろんな事業

所を知ることにもなります。 

 小学校３、４年生の先生方でつくりますけども、全ての先生方がその内容を理解しなくちゃい

けないということで、それでそちらのほうの資料というふうにかえさせていただきたいと思って

おりますが、先ほど言いました新たな町版で企業の情報誌を作成するということにつきましては、

かなりのエネルギーが必要だと思います。 

 このＫ・Ｐクリエイションズが、来年度はまた新たにつくるということを言っております。新

たにつくると、毎年つくると、昨年は宮崎市、ことしは三股と都城版でした。新たにつくるとい

うふうに言っておりますので、その中に三股町バージョンを今度入れていただくようにまたお願

いをしようかなというふうにも思っております。 

 そういった意味では、商工会との連携も、あるいは企画とも連携を深めていって、連携した形

での紹介本ができるといいなというふうに思っております。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  よろしくお願いします。 

 それで、今、小学校３年生を中心に、先生方を中心にしてと言われましたけども、きのうの段

階で先生方は忙しいと言われましたので、これでまた仕事が増えるわけです。そういうことを考

えますと、やはり、ここについては行政が入っていって、そして、既にそういう知識を持ってい

らっしゃる方の部署があるわけですから、その方々と連携してというのはいかがなものでしょう

か。 

○議長（池邉 美紀君）  教育長。 

○教育長（宮内 浩二郎君）  編集委員にはもちろん行政は入っております。幸いなことに今年は

派遣の指導主事が１名ふえましたので、教育の専門家が２人配置されましたので、そちらも入っ

てきますので、子供の実態、３、４年生の発達段階に応じた社会科の学習というのは先生方が一

番詳しいですので、先生方を中心にしながら、行政でいいますと教育委員会の指導主事が２人お

ります。そこが入った形での編集委員を今後構成して、作成に向かっていきたい。 
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 また、もちろんほかのいろんな専門家、議員さんも社会科が専門ですので、いろんな形でご指

導をいただければありがたいなというふうに思っているところです。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  よろしくお願いします。 

 最後になりますけれども、梶山城跡整備事業についてお尋ねします。 

 用地買収が進んでおります。しかし、土地所有者の高齢化もありまして、この状態をよしとせ

ず、ピッチがもっと早まることを期待しております。 

 これまでも取り扱っていますけれども、昨年末から本丸跡まで行きやすくなり、私はこれまで

老若男女問わずたくさんの人たちを案内してまいりました。本丸跡で戦国時代に思いをはせると、

その景観がまた重みを持ってきまして、異口同音でそのすばらしさに感嘆の声を上げていただい

ております。 

 この梶山城跡というのは、三股を地政学的に見た場合、その重要な意味合いを感じとることの

できる場所であると思っております。歴史の中で三股というものを再確認できる場所であります。 

 そうやって何回か案内してきたわけですけれども、草木が茂ってきて歩きづらくなってきてお

ります。そういう状況もありますけれども、全体の買収の終了を待ってから、その活用を始める

んではなくて、せめて買収の終わったところから活用を進めるような計画というものはないでし

ょうか、お尋ねします。 

○議長（池邉 美紀君）  教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  梶山城跡整備事業につきましては、まず、地元の方々のご理解・ご

協力、また、議員のご支援、大変ありがたく感じているところでございます。 

 まず、土地の購入状況でございますが、平成２９年度末で６万６,３０５平方メートルを町開

発公社のほうで購入しております。 

 また、本年度が８万９,４３１平方メートルを取得する計画であるんですが、立木の関係で、

この計算等にかなり調査時間を要しますので、どの程度行くかは不明なんですが、仮に半分ぐら

い買収できたとしますと、全体の４６％ぐらいは購入できるんじゃないかなというふうに考えて

おります。 

 今後の整備方針につきましては、町史編さん作業を、今大変苦労しておりますので、これが終

わる今年度秋以降に、お城に詳しい専門家、そして、考古学に詳しい専門家、あと、島津家に詳

しい専門家、こういう有識者からなる梶山城跡調査整備検討委員会を設置しまして、国指定に向

けて本格的な取り組みを今年度後半には始めたいというふうに考えております。 

 国指定を受けて、町が開発公社から土地を購入して整備するまで若干時間がかかりますので、
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開発公社からその土地を借用するという形をとりまして、その間、何か有効活用ができないかと

いうのも、そういう専門家の意見を聞きながら、どこが入っちゃいけないとか、いろいろあると

思いますので、そういう意見を聞きながら有効活用を考えていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  楠原君。 

○議員（２番 楠原 更三君）  よろしくお願いいたします。 

 きょうは、自治公民館のことを捉えようがない状況で取り組んでいきましたけれども、なかな

か取り扱いが難しい部分であると思いますが、ますますこの協働のまちづくりのためには、自治

公民館の活動というのは避けて通ることのできないものであると思っておりますので、自治公民

館育成という面から、また、これまでと違ったような取り組みというのも考えていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。これで終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（池邉 美紀君）  これより１５時まで本会議を休憩します。 

午後２時48分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時59分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 発言順位８番、指宿君。 

〔８番 指宿 秋廣君 登壇〕 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  議席番号も発言順位も８番の指宿です。よろしくお願いします。

下水道の促進加入について質問をしております。それと、役場職員の処遇改善についての２点や

っておりますが、まず、最初の下水道の加入促進について質問をしたいと思っています。 

 今さら、ご存じのことを繰り返して恐縮ですが、私たちが使用したきれいな水は、生活する上

でなくてはならないものです。汚れた水を私たちが、また使う前のようなきれいな水にして自然

に返していく、大切なものが下水道事業であります。 

 本町では、平成６年に梶山農業集落排水事業、平成１３年に宮村南部農業集落排水事業が、そ

して、平成１７年に公共下水道が供用開始されています。 

 農集排の事業の供用開始区域は拡大していませんが、下水道事業は年次的に工事が進み、供用

開始区域が拡大しています。 

 そこで、各農集排下水ごとの接続率の推移について答弁をしていただき、あとの質問について

は質問席から行います。よろしくお願いします。 
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○議長（池邉 美紀君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  下水道の加入促進について、下水道の加入率の推移はどうなっている

かということについて答弁をさせていただきます。 

 公共下水道の接続率についての回答でございます。 

 公共下水道事業は、平成９年度に事業着手し、平成１７年３月より供用開始いたしました。接

続率は、利用人口、接続完了を利用可能人口、接続可能で除して算出いたしますが、毎年度整備

区域を広げているため、年間の利用人口の増加数と利用可能人口の増加数は異なるため、年度末

の接続率は増減することはあります。 

 平成１７年度末の接続率は４.７％、平成２０年度末は２６.５％、平成２５年度末は

４７.１％、平成２９年度末は５５.９％となっております。 

 集落排水につきましては、担当課長のほうから回答させます。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  それでは、梶山農業集落排水の接続率についてご説明いたしま

す。 

 平成２５年度の接続率は９１.３％、平成２７年度が９３.５％、平成２９年度が９３.６％で

ございます。 

 続きまして、宮村農業集落排水事業でございますが、平成２５年度が７９.８％、平成２７年

度が８１.９％、平成２９年度が８３.６％でございます。 

 平成１３年度に宮村南部が竣工しておりますが、これについての接続率は今のところ数字は今

持ってきていないところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  農集排については、先ほど申しましたように、供用開始を、区域

を拡大しているわけではないので、この程度かなと思うんですけれども、それにしても宮村南部

が少し低いかな、８３ということですが、この辺についてはまた努力してもらうとして、本来の

公共下水について質問をしていきたいと思います。 

 公共下水の加入率がなかなか推移しないということで、５年ぐらい前ですか、あれは施設負担

金、三股町の公共下水道事業の受益者負担金の減免という形で、３年を限りにという形で行われ

ています。 

 今も施行規則の中で３年を限りにと、新しくつくるところは別だけども、今、もともと家が建

っていたところに供用開始が拡大した区域については、３年を限りに接続に対するこの受益者負

担金の免除というのがありますけれども、３年間のこれを行うことによって、どれほど周知され
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て上がってきたのかなと、新築は必ず公共下水をつながないと家を建てられませんからそうなん

でしょうけれども、もし、こういういきさつがありましたとか、もしくはこういう顕著な例があ

りましたとかあれば教えてほしいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  それでは、受益者負担金の減免についてご説明いたします。 

 受益者負担金の減免は、三股町公共下水道事業運営審議会の答申を受けまして、平成２２年度

より、新築物件を除き供用開始の告示以後３年以内に排水設備設置工事に着手した家屋を対象と

しておるところでございます。 

 また、平成２１年度以前の供用開始区域内においては、平成２４年度末までを免除期間といた

しております。 

 減免規定のなかった平成１８年度から平成２１年度までの４年間では、１年間に平均３９９人

の利用人口の増加でありましたが、受益者負担金免除を開始いたしました平成２２年度から平成

２４年度の３年間では、１年間の利用人口の増加は平均５４９人でありました。このことから、

受益者負担金免除は大きな効果があったと推察されております。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  本来、受益者負担金は払わなくてはいけない、水道で言うと加入

金みたいなもの、権利金ですからそうなんですけれども、減免をしたら、それはそれでうれしい

んでしょうけれども、実際上の問題として、加入率がそこまで上がってこないというのは何か問

題があるのかなというふうには思ったところです。 

 ３番の問題に入ります。 

 今後、今、町長の答弁でありましたけども、今、５５.９、ここに普及率が載っているのは、

３７、行政人口で割ったんでしょうけど、町が発行した下水道施設及び普及状況というふうに載

っていますので、これは農集排も入れた感じのを人口で割ったんだと思いますが、これがあって

質問を考えたわけですけれども、この接続率を上げるために、この会議、公共下水道運営審議会

なるものがあります。 

 その中で、何回も開かれていると思いますが、この接続率を上げるための内容がどの辺まで踏

み込まれて審議されているのかというのを教えてほしいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  まず、公共下水道事業運営審議会についてでございますが、公

共下水道事業運営審議会の審査審議するものとしまして、下水道事業受益者負担金に関すること、

下水道使用料に関することについて審議するものでございます。 
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 公共下水道事業運営審議会は、平成２１年１２月に受益者負担金に関する事項としまして、受

益者負担金の免除等について調査審議していただきましたが、その後、審議会は開催しておりま

せん。 

 また、接続推進に関することについての審議会や、これに類似する会議も含めて開催しており

ませんが、下水道係内では接続促進に向けての検討、打ち合わせなどは常に行っているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  この下水道事業運営審議会条例及び施行規則というのがあります。

この条例等とこうして見てみると、要するに下水道事業の円滑で効率的な運営を図るため、地方

自治法３８条の４第３項の規定に基づき、三股町公共下水道事業運営審議会を置くと、こうなっ

ています。 

 ということは、その受益者負担金だけではなくて、事業の円滑で効率的な運営というふうに、

こうなっているわけですから、やっぱり定期的に開いて、これ何が原因なのか、要するに、せっ

かく、今度も拡張工事をやるようですけども、それだけの巨額な資金を投入して行うということ

であれば、やっぱり審議会委員の方々も真剣に悩んでもらわないといけないんではないのかなと

いうふうに思うんですが、開いていないということはいかがかなと、条例があって、施行規則ま

できれいにつくられているわけです。 

 もう１回、これについて開く意味がないのか、委員１０人以内と、こうなっていますけども、

もう１回ちょっと、何で開かんかったのかなというのを教えてください。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  以前、公共下水道の事業計画を見直すときには、都市計画審議

会において区域の変更を行う審議会は行っておりますが、公共下水道事業運営審議会では、そう

いう事業の見直し等については審議していないところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  していないということですね。ぜひともやってほしいというふう

に思います。 

 ４番に行きます。 

 同じような悩みは、ほかの自治体も抱えているんだろうと思います。三股町ばっかりではなく

て、そこでこの運営審議会があったわけですけども、同じような悩みをしているところと交流を

しながら、うまくいったら、うまくいったように、失敗したら失敗したように交流をすれば、新

たな知恵が浮かぶんではないのかなというふうに思うわけです。 
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 この設問４のように、例えば運営審議会は多分開かれていないということであれば、ないでし

ょうから、行政の中で、ほかのところと、超えて協議会、もしくは検討会、もしくは連絡会、何

でもいいんですが、お互いに悩みを協議をするものという連携の場はありますか、聞きます。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  町村におけます下水道の整備を促進することを目的として設置

されました全国町村下水道推進協議会宮崎県支部においては、町村からの陳情、要望活動、情報、

資料等の交換を行っておりましたが、平成１９年度末をもって宮崎県支部は解散をしております。 

 ほかには、下水道事業を推進することを目的に設置されました公益社団法人宮崎県下水道協会

においては、現在も会員相互の連絡及び情報交換、要望活動、調査研究を行っているところでご

ざいます。この調査研究の中で、会員同士のやりとりとしまして、接続については協議をしてい

るところでございます。 

 また、大淀川の浄化と、河川環境の保全を図ることを目的として設置されております大淀川サ

ミット実行委員会では、河川浄化の目的のために、下水道への接続を推進する啓発活動を行って

おるところでございます。 

 住民が安全・安心して利用できる水環境の実現を図るため、都城盆地において策定された大淀

川清流ルネッサンスⅡ地域協議会では、生活排水対策としまして、下水道への接続率向上をさせ、

水質汚濁防止に取り組むこととしておるところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  その大淀川何ちゃらは前の大淀川サミットの名前の変更になった

やつですよね。違いますか。大淀川サミットの名前が変わったやつじゃないですか。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  議員のおっしゃるとおり大淀川サミット実行委員会は、大淀川

サミットの流れで続けている委員会でございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  あれは、大淀川の流系、源流からずっと宮崎市まである自治体が

集まって広域でやるやつで、公共下水も一部はそれに係りますけれども、全てがそうではない。

家庭から出る例えばごみであったり、それから、不用品の廃棄であったり、いろんな問題が出て

きて、汚濁もそうです。という形で、下水とは限っていない。下水はその一部という考え方にな

っていると思います。 

 もちろん下水が大きい役割は、汚濁に対してはあるということは重々承知の上で、申し上げた

いのは、要するにこの接続率をするためには、何かないのかなって、審議会とかそういうものは

出ていないのかな。例えば、接続率を上げるために、条例は難しくても、要項とか決めて、下水
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道法では速やかに接続することと、供用開始になったらてなっていますけれども、速やかには、

三股町は何年というふうに捉まえてそれをされようとしておりますか、聞きます。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  受益者負担金の減免期間が３年でありますように、３年間が早

期接続だと考えているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  ということは、３年が勝負ということです。供用開始されてから

３年間で目いっぱい出さないと、要するに次は受益者負担金を取りますというわけでは絶対つな

がんです。 

 要するに、受益者負担金を払わないで、要するに要りませんよと言うたときにつながんかった

人が、４年目やから要りますよと、それを待っちょったって言ってつなぐ人はいません。という

ことは、その３年間に何をするかです。 

 回りくどいことを言っていますけれども、要項等をつくって、それに基づいてこういうふうに

三股町は要項を決めています。だから入ってください。下水道法第何条でこうなっている、その

速やかには３年です。だから、三股町は３年間だけ受益者負担金を減免していますというふうに

して、考慮をつながなかったら、こういう指導がありますよ、もしくはペナルティがありますよ

というところまで踏み込んでいる自治体もあるんですけれども、それについて論議されたことは

ありますか。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  公共下水道の整備におきまして、合併浄化槽等で、合併浄化槽

以外で行われている水洗化においては、接続を促すというふうに下水道法にもなっております。

下水道法に、ご存じのように整備後すぐに接続しなさいというふうになっておりますので、それ

について罰則規定は、下水道法にはないので、町で罰則規定を設ける議論をしたところではない

ところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  これ、先進地なのか後進地なのかわかりませんが、福山市ですか

ら広島です。ここは、下水道接続指導要綱というのをつくっています。要するに要綱をつくって

いるんです。それに基づいて、今度は下水道接続指導審査会設置要綱というのをつくっています。

何をそしたらしているんかということです。ペナルティーまでつくっています。 

 この設置要綱の中に、要するに勧告、設置命令及び改造命令、最後には、管理者は設置命令ま

たは改造命令に違反した者を告発することができる、ここまで踏み込んでいるんです。これがい

いとか悪いとかじゃないです。そういうふうに真剣にやっているということなんです。これは法
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律に違反しているのか、違反していないんです。大きな市でこれをつくってやっているわけです

から。 

 下水道法のさっき言った速やかには３年というのは、この中にぴちゃっとうたわれています。 

 三股の町のホームページを見たけど、ホームページは通り一遍のことしか書いていないです。

これは福山の下水道の手引きです。 

 目次からなって、それから、初めにが、通り一遍からなって、何でこうしますからというのが

ずっと出てくるんです。文字通り字が大きいです。最後に、融資をあっせんします。三股町は、

５％、要するに、この設置をするに当たって、お金を借りた場合については、５％をオーバーす

る分についてお金を出しますというのがあります。利息を決めてあります。その件数はありまし

たか、お聞きします。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  私の記憶するところでは、過去に１件あったと記憶しておりま

す。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  ここの厳しいだけあって、ここは利子を完全に補給しているんで

す、借りたものについては。だから、元金は関係ないです。利子だけ、それも年数は５年やった

かな。 

 要するに、５カ年ぐらいで借りたものについての利息は、この改造費に伴う、要する下水道接

続に伴うものについての利息は市が出しましょう。利息ですから、今は金利の安い時代ですから、

そんなに大きい金額ではないと思いますが、三股町が５％から上を出しますって見ると出てくる

んですけれども、先ほど言われたように、１件ということはほぼ知らないか、つまらんか、どっ

ちかです。５％から上のを計算してみたら、６％か、申請するよりも、いいやもうていうふうに

なったのかもしれません。 

 手続が、融資あっせんの対象者はこういう人ですよとか、それから、要するに利子分を契約し

たところ、銀行も契約をしているわけですけども、そことやりますよというふうになっています。 

 できるだけ接続をしてほしい、ここは下水道の減免規定はないんです。供用開始をしたところ

についてもないんです。だから利子補給しているのかもしれませんけども、みんなで入ろうね、

そしたら、みんなで接続を勧めようねという中で、最後は、とはいうものの、全然言うことを聞

かんかったら告発する権利までうちは持っていますよということで、強力に多分接続を勧めてい

るんだろうと思うんです。 

 だから、最初に言いましたように、審議会等で円滑な運営というのでこういうことをやられて

いますかということをお聞きしたわけです。 
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 だから、ぜひとも、この５０％何ちゃらですか、５５.９％、半分です。こういうことを真剣

に検討をするつもりが町長、ありますか。答弁をお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  加入促進についての取り組み等も本町でもそういう要綱はございませ

んけれども、個別相談会を開催したり、そしてまた、平成１９年度から推進員を配置しまして、

これは町単独でです。専門にこの推進をするという人材を配置して、そしてまた、免除期間終了

世帯に対して戸別訪問とかポスティング等を行っているところでございます。 

 本当、どういう形が一番いいのかどうか、議論をすべきとは思いますけれども、本町のほうで

も少しでも１軒でも多く加入促進につながるように取り組みはさせていただきます。 

 ただ、高齢化して、我が家は今のままでいいんだというところに、強制的に云々というのもな

かなか難しい話、そしてまた、共同住宅とか、そういうところで家主さんが理解が難しいところ

もございまして、なかなか担当課のほうも苦慮しているところであろうかと思いますけれども、

しっかりと河川浄化、そしてまた、下水道接続の必要性、重要性、そういうものは十分訴えてと

いいますか、皆さん方にご理解いただくよう努力はさせていただきたいと思っています。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  くどいようですけども、要するに町も各戸回って、接続の推進を

されているのはよくわかっています。しかし、その行った人が、お願いですよね。「お願いしま

す、つないでください」、要するに、こういう要綱等があった上で、町のこの審議会でそういう

人については猶予しようとか、そういうことができるわけです。 

 先ほど言ったように、告発することができるやから、告発しないこともできるわけです。要す

るに告発する手段を持っているということだけなんです。だから、要綱でこういうふうに決めて

いますと、だからつないでくださいと、でなかったら命令を出しますよと、最初は勧告です。勧

告を行って、それでも変だったら命令出しますよというふうにやって、その家庭の実態を見て、

聞いて、本当にやるときには現場に行くわけですから、職員が。 

 そのときに、ここはもう無理だと、例えば高齢化、人が住んでいない、戸籍上だけ人がおって、

例えば入院している等々、いろんな特殊事情があるでしょう。そういうときには、そこでその審

議会で議論をするべきだろうというふうに思うんですけれども、ぜひとも、真剣にこういうふう

に、冷たい病院の布団をはぐってでもしろって、こう言っているんじゃないですが、そういうふ

うに真剣に取り組む中で、町民の実態も見えてくるんではないのかな。 

 ただ推進員をして頼んでいますよ、回りました、何なつながんといかんとな、いやお願いです。

お願いならよかというふうに言われた実態もいっぱい見聞きしておりますので、再度、審議会に

諮るものとして、もう１回、こういうことができないのか、真剣に議論をしてほしいと思います。 
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 要綱等は、条例じゃないので、これは要綱です、福山市の。だから、要綱で定めるということ

にしてありますので、ぜひとも真正面から受けていただいて、やっぱり、私自身は、これが全部

接続になって、道路の側溝を水が流れなくなると、タヌキ、野犬、いいねぐらになって大変だと

いう、二次被害も知っていた上で話しているんですが、とはいえ巨額の金を今回も費やす８億で

すかねという話の中で言うと、やっぱり、接続していないところについて、接続していない人が

余り協力願えないということは、河川浄化にも強力願えない、そういうところこそ垂れ流しにな

っているという可能性が、これは十分あるわけですけれども、再度検討、こういうことについて、

要綱なんかの設置について検討をしていただけるかどうかだけ。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  強制執行みたいな形での意味で町がその辺の実力行使をしていくよう

なやり方はというのはいかがなものかなという感じがいたします。 

 といいますのは、空き家の撤去関係についても大変、そういう執行関係を出す場合には、弁護

士を含めて第三者機関がきちっと判定してからでないとそういう取り組みはできません。 

 こういうふうな形で、そういう接続しない人たちに対して、その要綱をつくって、どんな効果

があったのか、どういうふうに運用をされているのか、そういうところを十分検証しないと、安

易にそういう要綱をつくって、町民の方々に強制力を持ったものを執行すると、なかなか難しい

問題かなというふうに思います。 

 ただ、言われるように、これだけの投資をして、公共下水道の整備をしているわけですから、

加入の促進というのは非常に重要なことだというふうには認識しておりますので、そちらのほう

の努力を、先ほど言いましたような個別相談会、あるいはまた、お願いという形だけではなくて、

何かほかに方法はないのか、そういうのもいろいろ検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  最後になりますけども、ぜひとも、何がいいのかって、要するに、

これは、要綱というのはつくったから全部当てるということではないわけで、前もって言うよう

に条例ではないわけですから。要するに内部規定みたいな感じです。だから、そういうことも一

つの視野として、選択肢として検討をしていただければというふうに申し上げたわけであります。 

 要するに、その流れの中で、今度は、川の浄化という、それから、自然にきれいな水を返すと

いう観点で言うと、農集排と、それから、公共下水の未設置場所、もしくは計画外、下水道の計

画外というのも結構あるというふうに、計画区域が、これで言うと、２８年度ですから、２万

６,０２７人の中で計画区域は２万１,８７９人ですから、約５,０００人近くが計画から漏れて

いる、４３ページ、というふうになっています。 

 そこについて何をしていくのか、前、合併浄化槽の町営というのを議論、論議、提起、何かし
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たと思うんですが、町が合併浄化槽を個人から寄附してもらって、個人の家で管理する。そうす

ると、管も引かなくていいわけだよね、そこできれいな水が流れるわけです。料金は公共下水の

料金を取れば済むわけです。全部点検する。 

 そういうようなことも可能だと思うんですけれども、要するに公共下水も届かない、農集排も

届かない、町民ですから、そういうところについて、ただ合併浄化槽は個人ですよということじ

ゃなくて、町に合併浄化槽を寄附してもらって、それを町が管理するというようなことをやって

いる自治体もあるんですけれども、そういうことについては何か考えがありますか。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  今、議員がおっしゃったやつは、市町村設置型の浄化槽整備事

業であると思っております。今、三股町において合併浄化槽への転換事業、単独浄化槽、または

し尿のくみ取り槽からの合併浄化槽への転換事業については、国の補助等を使いまして事業を進

めているところでございます。 

 その区域が、下水道区域、または農業集落排水区域以外のところについては、その事業は使え

るところでございます。（発言する者あり） 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  今言われているのは、要するに補助金を出しますという話で終わ

っているんだろうと思うんです。そうじゃなくて、寄附してもらうんです、その槽を町に。槽を

寄附してもらって、地下に埋設したまま。それを町が直接管理するんです。料金は下水道料金を

取ればいいわけです。同しこっちゃから。 

 要するに区域から漏れている人がいるわけです。農集排でもない、公共下水でもない、そこに

ついて町が直接出ていって、それを、合併浄化槽をつくって町が管理します、全て。というよう

なことは議論になったことはありませんかとお聞きしているんです。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  既設の合併浄化槽を町で管理するということについては、議論

をしたことはありません。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  あります、せん。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  ありません。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  せん。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  はい。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  末尾がなんで。 

 要するに、してほしいんです。要するに、これはほぼお金が、町としては道路埋設も要らない
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わけですし、それを管理するわけです。 

 加入してもらって、その家については町が直接管理するわけですから、浄化槽を。それはきれ

いな水が出ていきます。その対象区域は、先ほど言った農集排と公共下水道の将来的なところも

ひっくるめて排除したところ、残ったところです。 

 今から先、蓼池まで行くのかどうかわかりませんが、だから、そういうところも全部精査した

上で、残ったところの人たちについてはどういうサービスを提供するかというときに、町が乗り

出していって、合併浄化槽の管理を直接やる。 

 これは、直接やるといっても、職員が行くわけじゃないので、業者に委託すれば済む問題です

けれども、くみ取りから何からという意味です。料金は公共下水と同じ料金はとりましたよとい

うふうな形をすれば、本人たちがお金を出してつくった合併浄化槽がそのままで利用できるとい

うことです。 

 だから、供用区域内、将来的な区域内という、それを想定している。それから外れたところと

いう意味です。もう１回、そこら辺について議論をする余地がありますか。お聞きします。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  それについては、今後、他自治体の動向等を勘案しながら勉強

をしていきたいというふうに考えています。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  たしか隣が合併前の、財部、たしかやっています。要するに、今

やる公共下水だって４０％ぐらいの補助でしょ。個人でするのも４０％ぐらいの補助でしょ、国

からの来るの。ということは、同じ補助率でやっているということになるんです。ただし、それ

を町はその補助にしておいて、合併浄化槽を寄附してもらうと、埋設したまま。 

 財部は、自分だけで建設するところから何か乗り込んじょったような気がしますが、そこまで

は厳しいかなと思うんですが、管理全部やりますという感じです。だから、町が全部出ていくの

かどうかもひっくるめて調べてほしいと思います。 

 白地と言う何の予定もないところという意味ですから、何の予定もないところの合併浄化槽、

もしくは単独浄化槽というところ、くみ取りひっくるめて、何かの手だてをする必要があるんだ

ろうというふうに思いますので、ぜひともそこら辺の議論を、この運営審議会でできるのかどう

かはわかりませんけども、公共下水て特定されていますので、何かそういう審議会か検討委員会

か立ち上げていただいて、町として何かができないのか、この合併浄化槽を個人でつくっている

該当外のところです。予定外のところに住んでいる人。 

 だから、今から先の問題についてお願いしたいと思います。 

 もう１点、今、区域がこの中にずっと出ていますけれども、この区域というのは見直すことは
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ないんですか。公共下水道の将来的な予定、今その予定内で少しずつ進んでいるわけですけども、

将来的到達のところの全体的な見直しというのは考えていらっしゃるんですか、お聞きします。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  区域の見直しについては、今現在、整備区域として決めており

ますのは、植木の一部まででございますので、植木を全部行うのか、また、蓼池方面をどこまで

行うかについて今後、都市計画審議会等で検討をしていきたいというふうに考えておるところで

ございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  当初の絵は、２地区からずっと蓼池まで全部入っていたというふ

うに認識しているんですが、それについてはしないというふうに理解していいですか。それとも、

それをいつ年度にやるかという審議はしているという意味ですか。ちょっとわからなかったので

教えてください。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  今現在、公共下水道事業の整備区域、整備しますよと、国に申

請する区域が、植木の一部、または２地区の一部までになっておりますので、全体的には蓼池を

含めた区域が全体区域となっております。一部、都市計画審議会等で谷地区方面を区域から外し

た経緯はございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  それは、要するにいつぐらいまでが考えられる時間帯になったん

ですか、それは。いつぐらいまでに終わるということになったんですか、お願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  時間があれなので、休憩を入れます。休憩してください。 

午後３時43分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時43分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  下水道事業計画においては、５年間をめどに、５年間でできる

区域を設定しておりますので、現在は平成２７年から３２年までを目標に区域を設定していると

ころでございます。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  全部完了をするのはいつていう、おおよそめどっていっているの

という話。絵がばあっち描いちゃいわ。わからんたい。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 
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○議員（８番 指宿 秋廣君）  要するに、いつぐらいに全部を供用開始するかというのが聞きた

かったわけで、おおよそのめどはこのぐらいにして考えていますよ、それはいろんな社会情勢は

あるだろうけれども、現在的にはどうですよということが知りたかったわけです。またそのとき

には教えてください。 

 実際上の問題として、さっきあったように、５０％になるかならんかぐらいのときでずっと進

んでいくということになると、やっぱり少し見直す必要があるな、見直すに当たっては、先ほど

言った町が乗り出していった合併浄化槽という選択肢も視野に入れる必要があるのではないのか

なと、そうすれば道路を掘る必要もないし、土地は買う必要もないし、個人の土地ですから、私

有地ですから、ということを想定して質問をしたところでした。 

 もう少し、都市計画審議会でも何でもいいんですが、少し議論をしてほしいと思っています。 

 三股町の住民が、口に入ってくる、手が届くまで来るのは、動脈です。みんなが手をたたいて、

「よかった、よかった」と言いますけども、今度は手から離れるとき、人間の血に例えて静脈と

言いますけども、静脈産業については皆が嫌がるものです。 

 しかし、それがなければどうにもならないわけで、少なくとも町としての考え方的なところは

整理しておいてほしいし、公共下水は何年度ぐらいをめどにというふうなところも答弁ができる

ようにお願いをしておきたいと思います。 

 また、さっき言った要綱についても議論だけはお願いしておきます。 

 次行きます。 

 ２番の問題ですが、正規職員の早期退職者の人数と、その理由はどうなっているのか。要する

に、定年退職じゃなくて、寿退職もあるでしょうけれども、そうでない退職もあるやに聞いてお

りますので、答弁をお願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  正規職員の早期退職者の人数と、その理由についてでありますけれど

も、過去３年間の早期退職者数は５名となっております。内訳は、平成２７年度はゼロ、２８年

度は２名、２９年度が３名となっております。理由につきましては、全て一身上の都合というこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  これは定かに本人に聞いたわけじゃないんですが、うわさによる

と、ほかの自治体を受けて通ったからやめたと、それは多分事実だろうと思うんですけど、とい

うことは、三股町は魅力がなかったのかなという、要するに職員に通っていたのに、受け直して、

通ったから三股をやめました。こういう衝撃的な感覚は、我々としてもやっぱり真剣に受けとめ



- 179 - 

ないといけないんではないのかなというふうに思っています。 

 やっぱり、ここの三股の役場に勤めてよかったなって、６０歳定年まで、このあと６０歳定年、

話しますけども、勤めようと、そのために一生懸命汗をかこうという職員があってほしいし、ほ

かの市を受けたらぽんて通るぐらいの優秀な人ですから、惜しかったなというふうに今思ってい

るものです。 

 魚に例えると、逃げた魚は大きいと言いますから、それが本当かどうかはまた別にして、早期

退職者の中にこういうのがあったということで、共通の認識として知っている必要があるだろう

というふうに思っています。 

 次の問題に入ります。 

 先ほど言ったように、一生懸命仕事をしました、ある一定の役職にもつきました、６０歳にな

りました。そしたら再任用という話になりました。再任用に当たっては、１週間に３日と、ほぼ

フルタイムというふうに２種類あったというふうに記憶をしているんですが、職員からの希望と

いうのはどういうふうになったのかお聞きをいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  先ほど、一身上の都合ということで申し上げましたので、誤解のない

ように述べさせていただきますと、２９年度は２人の方、女性がやめられたわけで、１人は結婚

ということで大阪のほうに行かれました。 

 もう一人は、どうしても都会志向ということで、東京都の区役所のほうにどうしても行きたい

というようなことでありまして、そちらのほうに就職されたということでございますので、引き

とめはしたんですけれども、そういうことで、本人がどうしても東京のほうで仕事をしたいとい

うことでございました。 

 そして、２８年度の職員については、どうしてもほかの仕事がしたいということで、収入のそ

ういうふうな、現金収入源のところがあるということで、早目にやめて、そちらのほうの仕事を

したいということでございました。本人の都合、一身上の都合ということでございます。 

 ２番目については、総務課長のほうに回答をさせていただきます。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  それでは、再任用者の処遇がどうなっているかということで、まず

お答えいたします。 

 再任用職員の処遇についてですけども、三股町職員の再任用に関する条例施行規則に基づいて

行っているところでございます。 

 勤務条件等につきましては、地方公務員法第２８条の４第１項に基づきます常時勤務、１週間

が３８時間４５分を要する職員の再任用常勤職員、または法第２８条の５第１項に基づく短時間
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勤務、１週間が１５時間３０分から３１時間の処遇を占める職員、再任用短時間勤務職員の２つ

に区分しております。１年を超えない範囲で任期を定めて、町に勤務する一般職として位置づけ

ているところであります。 

 先ほど二通りあるということで、なお、昨年度からは定時退職時に勤務形態を、先ほど申しま

した再任用常勤職員と、再任用短時間勤務職員を選択できるようにしたところでございます。 

 また、再任用常勤職員及び再任用短時間勤務職員の職名は主査といたしまして、一般職の職員

の給与に関する条例の行政職給料表の適用に当たっては、職務の級３級に格づけをしているとこ

ろでございます。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  全員３級ということ。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  ３級が、給料表を持ってくればよかったが、持ってきていないん

で、一番下のほうに書いてある。金額的には余りよく金額ではなかったと思うんですが、その職

員は職員だから、例えば残業とか、通勤とかそういうのは全部出るわけですか、オーケーですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  職員扱いでありますので、規定に当たって付与しております。ちな

みに、３級が現在のところ２５万４,８００円ということで、再任用者の給料となっております。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  次行きます。 

 ③ですが、退職後にほかの自治体に再就職した職員、要するに再任用みたいな感じで、６０歳

を過ぎて職員、要するにした人がいらっしゃいますか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  退職後にほかの自治体に再就職した職員ですけども、過去３年間の

再就職者数は３名であります。それは早期退職者も含めてであります。内訳は、２９年度の退職

者の３名となっておりまして、再就職先は大阪府貝塚市役所、東京都目黒区役所、熊本県益城町

役場の３カ所でございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  ３名の方がほかの自治体に行って、三股町で使った大切なものが

向こうでされる、いいのか悪いのかわかりませんが、東京とか大阪とか、熊本とかというふうに、

大都会、大きなまちのほうへ流出してしまうと、ＩＪターンの逆だなというふうに思うんですけ

れども、これは、要するに、この人たちは試験を受けて、もしくは何かの免許を持っていてとい

うことで行かれたんでしょうか、お聞きします。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 
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○総務課長（黒木 孝幸君）  ２名の方は早期退職者の中でありまして、試験を受けて合格されて

おります。１名の方は、退職といいますか、再任用期間の満了に伴いまして、県のほうから、そ

ういう退職する職員の被災地に対して、そういう情報はありませんかということで問い合わせが

町にあったところでございまして、それでご紹介したところ、そちらのほうに、熊本県の益城町

でありますけども、採用をされたということになっております。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  この再任用の職員も正規の職員も同じ仕事をほぼするわけですけ

ども、平成はないので、西暦で言うと２０２０年４月から、会計年度任用職員というのが新たに

するという話が聞きましたので、その概要についてお聞きをします。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  まず、会計年度任用職員につきましては、再任用の職員は対象とな

らないということでお伝えしておきたいと思います。これにつきましては、昨年の５月に地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布されました。施行期日は平成３２年４月の

１日であります。２０２０年の４月１日ということになっております。 

 この地方公務員法の改正内容は、まず、特別職の任用と臨時的任用の厳格化及び一般職の非常

勤職員の任用等に関する制度の明確化でありまして、法律上不明確であることから、新たに会計

年度任用職員を創設し、規定を設けまして、採用方法や任期等を明確化する内容となっていると

ころであります。 

 特別職につきましては、専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者に厳格化しまし

て、臨時的任用につきましては、常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化することとなっておりま

す。 

 地方自治法の改正内容につきましては、会計年度任用職員について期末手当の支給が可能とな

るよう給付に関する規定を整備するという内容となっているところであります。 

 会計年度職員の制度の法改正等の対応についてですけども、現在、町村会や研修機関の研修等

で情報収集を行っているところでありまして、法規支援等の経費などを次の議会で上程いたしま

して、来年度の９月を目途としてまず条例改正を行いまして、平成３２年４月１日から施行する

という方法で進めているところでございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  確認ですけども、来年の９月議会に条例改正を出すということで

よろしいんですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  まずはその予算をお願いすることになると思うんですけども、それ
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をお願いいたしまして、１年間をかけて、職員の関係もありますし、それぞれの審議会委員等の

要綱等も、会計年度職員になりますと１年間の任用、任用となっていきますので、さまざまな分

野の改正等も必要になってくるのかなというふうに感じておりますので、来年度の９月までを目

途に、その内容についての改正を行っていきたいというふうに考えているところです。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  処遇が、今呼ばれている嘱託とか、委託とかという人たちが、こ

ういうふうに名前が変わるというふうに認識してよろしいんですか、大枠は。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  今、内容等をいろいろ勉強している最中でありますけども、今、本

町であります５時間のパート職員が会計年度任用職員のパートタイム、あと、今、特別職の非常

勤ということで、いろんな審議会の委員さんとかありますけども、先ほど申し上げました指導的

とか助言とか、そういうものに限定されていきますので、それ以外の方が一般職の非常勤職員と

いうことで、会計年度任用職員のパートタイムというような形になるのではないかと思っている

ところであります。 

 あと、今、職員と同じ時間を勤務しております、今、雇用契約職員が会計年度任用職員のフル

タイムというような区分に分かれていくものと今のところ考えているところであります。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  要するに、危惧をしているわけですけども、会計年度というのは

４月から３月まで、４癩３ベースです。その職員が職員という名前で出てくるということになる

と、正規の職員との違いというのがうやむやになりかねないわけで、今の雇用契約をしている

４月から３月の人たちが余りふえ過ぎても、将来を計画する人たちにとっては、計画ができない

状態に、この人たちは１年間、４月に入ったら３月まで考えれば済むわけですけども、三股町は

まだずっと続くわけで、その流れは、今のシステム、今の人たちがほぼそういうふうに分かれる

だけですよというふうに理解してよろしいですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  現在のところで言いますと、職員の人数につきましても今、長いス

パンで町の行政をやっていくための必要な職員数というのもあると思います。 

 今の雇用契約職員につきましても、ある意味専門的な分野ということで、継続で２年、３年し

ていただいている方もいらっしゃいますし、事務補助として任せられる部分として、雇用契約で

雇用してお願いしている職員さんもいらっしゃいますので、基本的な流れとしては、そう大きく

変わるものではないのではないかなと考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 
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○議員（８番 指宿 秋廣君）  今、法律は変わって、施行日は２０２０年４月ということなので、

この議会の中にも、こういう流れというのは教えてもらわないといけないのかなというふうに思

っております。 

 それと、これによって、これができたからって、全部これをやったらどうもこうもならんとい

うふうに思いますので、今いる人たちの、仕事をしている人、これになったからあんたは首よと

いうことにはならないと思いますが、その点についての考え方については、今までと同じように

取り扱うということで理解してよろしいですか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  基本的な流れとしては、今までの取り扱いで、そういう職員の法的

区分が変わっていくというふうに今のところ認識しているところでございます。 

 ですから、この内容についても当然、また議会にお願いするときには、その時点でわかってい

る部分については、全員協議会等をお願いして、説明できる部分があれば説明していきたいとい

うふうに考えておりますので、その際はよろしくお願いいたします。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  これで終わりたいと思いますが、新しい名前が出てきて、我々も

ついていくのがいっぱいいっぱいというところもありますので、今働いている人たちがどこの法

律に準拠して雇用をされているかわからない、ブラックの位置づけだったのが、これで明確化に

なるというのはある一定いいことかなというふうには思っておりますので、以後、今までの考え

方が大きく変わらないようにお願いをして、私の質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（池邉 美紀君）  以上をもちまして、一般質問は終了します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池邉 美紀君）  それでは、本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議

を散会します。 

午後４時00分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 



- 185 - 

 

平成30年 第４回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第４日） 

                             平成30年６月14日（木曜日） 

 

議事日程（第４号） 

                         平成30年６月14日 午前９時58分開議 

 日程第１ 総括質疑 

 日程第２ 常任委員会付託 

 日程第３ 質疑（議案第４６号及び第４７号の２議案） 

 日程第４ 討論・採決（議案第４６号及び第４７号の２議案） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 総括質疑 

 日程第２ 常任委員会付託 

 日程第３ 質疑（議案第４６号及び第４７号の２議案） 

 日程第４ 討論・採決（議案第４６号及び第４７号の２議案） 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 森 正太郎君        ２番 楠原 更三君 

３番 福田 新一君        ４番 池邉 美紀君 

５番 堀内 義郎君        ６番 内村 立澤君 

７番 福永 燧文君        ８番 指宿 秋廣君 

９番 重久 邦仁君        10番 池田 克子君 

11番 山中 則夫君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 



- 186 - 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 
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午前９時58分開議 

○議長（池邉 美紀君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１１名。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．総括質疑 

○議長（池邉 美紀君）  日程第１、総括質疑を行います。 

 総括質疑は、今定例会の初日に提案された議案等のうち、全体審議します議案第４６号及び第

４７号の２議案を除く全ての案件に対しての質疑であります。 

 質疑の際は、議案番号を明示の上、質疑を行ってください。 

 また、くれぐれも議題以外にわたったり、自己の意見を述べるなど、一般質問のようにならな

いようにご注意願います。 

 なお、質疑は会議規則により、１議題につき、１人３回以内となっております。 

 また、自己の所属する委員会が所管する議案及び全体審議に係る議案に対しては、常任委員会

の場、あるいは全体審議の場で行ってください。 

 それでは、質疑はありませんか。指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  それでは、質問をいたします。 

 議案第４９号、これは下水道事業団との随意契約による契約となっておりますが、まずお聞き

したいのは、第４条以下にもちょっと出てくるんですが、工事のあれは８億４,７００万は、予

定概算事業、予定もあれば概算もあれば、予定事業に概算事業で十分だというふうに思うんです

けれども、なぜこういうふうに２重に加えなければならなかったのか。 

 それから、それについて今度は第１１条で、年度実施協定というのがこう出てくるんですが、

これとの絡みについてちょっとお聞きをいたします。 
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○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  まず、予定概算事業費でございます。概算事業費から申し上げ

ますと、あくまでもこれは見積もりをとっていない状況の積算でありますので、概算として表示

しております。また、予定としましては、発注予定の予定でありますので予定価格、予定をつけ

ているところでございます。 

 続きまして１１条の件ですが、１１条以降の年度実施協定についてですが、毎年度、予算は議

会に提案いたしまして、議決後、発注をしますので年度ごとに協定を結ぶということでございま

す。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  ということは、この予定概算というのは見積もりをとっていない

ということは、どこから出てきたのかというふうに思うんですね。だから随意契約ということは、

向こうが言われたままにほかの見積もりも何もとらずに書きましたよと。 

 あと工事については、それならその年度、その年度にまた違いますのでというふうになってお

るわけですけども、ちょっと釈然とせんなと。８４７万ならまだそうですかってなるけど、８億

４,７００万という莫大な金額になるわけで、三股町が町の業者、地元業者と言ったほうがいい

ですかね、入る余地ちゅうのはどこにも、この予定枠、場内整備についても、この中に土木一式

というふうに１番、別記資料の中に出てくるわけですけれども、地元業者等が入るようなものに

ついての契約とか、もしくは内部規約とか、もしくは細規とか何かそういうのもまた別にこれ以

外にあるんでしょうか、お聞きします。 

○議長（池邉 美紀君）  環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  地元業者が入札に参加できるのか……。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  入札じゃない、この中に入れる余地があるのか、入札じゃなくて、

もうここが勝手にするんでしょ、入札じゃなくて。 

○議長（池邉 美紀君）  休憩をとります。確認をお願いします。 

午前10時03分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時04分再開 

○議長（池邉 美紀君）  本会議を再開します。 

 環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  今議員がおっしゃいました下水道事業団が発注する業務に対し

て、入札に参加できるかということでお答えいたします。 

 入札に参加できる要件としましては、事業団の要綱でＡ、Ｂ等等級に対しては、Ａ、Ｂ等級業
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者というのは、今回のケースの場合は３億５,０００万以上９億円未満となりますので、これに

対してはＪＶ構成員、ＪＶを組みなさい、またＪＶ構成員のＢ、（コ）ですが、これについては

県内の本店を有する業者というふうになっております。 

 ちなみに以前の入札、平成１３年から平成１７年においても、事業団へ協定を結びまして事業

団が発注しております。この場合に、１３年度と１４年度にかけまして、発注した金額２億

５,３００万については、その当時の大淀開発及び渕脇のＪＶで行っている事業でございます。 

○議長（池邉 美紀君）  指宿君。 

○議員（８番 指宿 秋廣君）  疑問だらけなんですが、それはそれとして、今度は１０条に「乙

は」ちゅうところから始まって４行目ですか、「契約した建設業者（共同企業体にあっては）」

ってなっていますけど、共同企業体にあってはっていうふうに書いてあるだけで、共同企業体を

組むということはどこにも出てこないような気がするんですが、共同企業体を組むに当たって、

共同企業体にあってはということは、共同企業体ではなくても大手ゼネコンであればできるとい

うふうに、これを読むと読めるんですけれども、共同企業体を組むという、どこかにありますか

ね、組まなければならないみたいなこと、お願いします。 

○議長（池邉 美紀君）  本会議を休憩します。 

午前10時06分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時07分再開 

○議長（池邉 美紀君）  本会議を再開します。 

 環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  この基本協定の要綱には書いてありませんが、下水道事業団に

確認したところ、地元業者の発注機会を確保するということで確認をとっているところでござい

ます。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  質疑もないので、総括質疑を終結します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．常任委員会付託 

○議長（池邉 美紀君）  日程第２、常任委員会付託を行います。 

 お諮りします。各議案は常任委員会付託表案のとおりそれぞれの常任委員会に付託することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。 

 よって、各議案は付託表案のとおりそれぞれの常任委員会に付託することに決しました。 

 各常任委員会におかれましては、審査方よろしくお願いします。 

 なお、各常任委員会におかれましては、委員会の審査日程を協議の上、本日中に事務局に提出

くださるようお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．質疑（議案第４６号及び第４７号の２議案） 

○議長（池邉 美紀君）  日程第３、質疑を行います。 

 議案第４６号及び第４７号の２議案を一括して行います。 

 質疑の回数は、１つの議題で５回までといたします。 

 質疑はありませんか。福永君。 

○議員（７番 福永 燵文君）  ４６号の議案について、教育委員と自治公民館長とは兼務できま

すか、そこをちょっとお聞きしたいんですけど。 

○議長（池邉 美紀君）  総務課長。 

○総務課長（黒木 孝幸君）  自治公民館長におきましては、任意の自治組織の役員さんというこ

とでありますので、ほかの町の特別職とは異なりますので、その点では兼務ができるというふう

に考えております。 

○議長（池邉 美紀君）  他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．討論・採決（議案第４６号及び第４７号の２議案） 

○議長（池邉 美紀君）  日程第４、討論・採決を行います。 

 議案第４６号「教育委員会委員の任命について」を議題として討論を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。 

 議案第４６号は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第４６号は、原案のとおり同意され

ました。 

 議案第４７号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題として討論を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。 

 議案第４７号は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議案第４７号は、原案のとおり同意され

ました。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 

午前10時10分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時10分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池邉 美紀君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日

の会議を散会します。 

午前10時10分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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                             平成30年６月21日（木曜日） 

 

議事日程（第５号） 

                         平成30年６月21日 午前10時00分開議 

 日程第１ 常任委員長報告 
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 日程第３ 討論・採決（議案第３８号から議案第４５号までの８議案及び議案第４８号から第

４９号までの２議案） 

 日程第４ 意見書案第２号上程 

 日程第５ 意見書案第２号の質疑・討論・採決 

 日程第６ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 常任委員長報告 

 日程第２ 質疑（議案第３８号から議案第４５号までの８議案及び議案第４８号から第４９号

までの２議案） 

 日程第３ 討論・採決（議案第３８号から議案第４５号までの８議案及び議案第４８号から第

４９号までの２議案） 

 日程第４ 意見書案第２号上程 

 日程第５ 意見書案第２号の質疑・討論・採決 

 日程第６ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 森 正太郎君        ２番 楠原 更三君 
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５番 堀内 義郎君        ６番 内村 立澤君 

７番 福永 燧文君        ８番 指宿 秋廣君 

９番 重久 邦仁君        10番 池田 克子君 
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────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  宮内 浩二郎君  総務課長兼町民室長  黒木 孝幸君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  綿屋 良明君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

農業振興課長  白尾 知之君   都市整備課長  上原 雅彦君 

環境水道課長  西畑 博文君   教育課長  鍋倉 祐三君 

会計課長  川野  浩君                       

 

午前10時00分開議 

○議長（池邉 美紀君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１１名、定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．常任委員長報告 

○議長（池邉 美紀君）  日程第１、常任委員長報告を行います。 

 まず、総務産業委員長よりお願いいたします。総務産業委員長。 

〔総務産業常任委員長 内村 立澤君 登壇〕 

○総務産業常任委員長（内村 立澹君）  おはようございます。総務産業委員会の審査結果につい

て、会議規則第７６条の規定に基づき、ご報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第３８号、４４号、４５号、４８号、４９号の計５件であ

ります。 

 議案第３８号「三股町税条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 
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 本案は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、三股町税条例の一部を改正するものであ

ります。町が主体的に策定した計画に基づき行われた中小企業の設備投資について、固定資産税

をゼロとする特例措置を創設するものです。内容につきましては、課長に説明を求めて審査いた

しました。 

 審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第４４号「平成３０年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」

についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４,９６７万９,０００円から、歳入歳出それぞれ１８５万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を４,７８２万４,０００円とするものであります。

歳入につきましては一般会計繰入金を減額し、歳出につきましては４月の人事異動に伴う人件費

の増減を行うものであります。内容につきましては、課長に説明を求めて審査いたしました。 

 審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第４５号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」についてご

説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額６億３,７８１万２,０００円から歳入歳出９２２万５,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を６億２,８５８万７,０００円とするものであります。歳入につ

きましては一般会計繰入金を減額し、歳出につきましては４月の人事異動に伴う人件費の減額及

び医療費の減額を行うものであります。内容につきましては、課長に説明を求めて審査いたしま

した。 

 審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第４８号「農業水路等長寿命化・防災減災事業事務の委託に関する都城市との協議につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、農業水利施設の長寿命化対策、防災減災対策の事業事務委託に関し、別途規約を定め

都城市と協議することについて、議会の議決を求めるものであります。内容につきましては、課

長に説明を求めて審査をいたしました。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第４９号「三股町公共下水道三股中央浄化センター増築工事委託に関する基本協定の締結

について」ご説明申し上げます。 

 本案は、日本下水道事業団との間で、三股町公共下水道三股中央浄化センター増築工事に関す

る基本協定を締結しようとするものであります。内容につきましては、課長に説明を求めて審査

いたしました。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 
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 以上、報告終わります。 

○議長（池邉 美紀君）  次に、文教厚生常任委員長よりお願いします。文教厚生常任委員長。 

〔文教厚生常任委員長 福田 新一君 登壇〕 

○文教厚生常任委員長（福田 新一君）  文教厚生常任委員会の審査の結果を会議規則第７６条の

規定に基づき、報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第３９号、４０号、４２号、４３号の計４件です。 

以下、案件ごとに説明します。 

 議案第３９号「三股町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例」。 

 本案は、放課後児童支援員の資格要件において、厚生労働省令で定める基準に準じ、所要の改

正を行うものであります。内容の一つに、第１０条第３項第１０号に５年以上の放課後児童健全

育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めた者が申請され、資格要件の規定を明確化す

るとともに、資格要件を緩和拡大するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４０号「三股町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例」。 

 本案は、平成３０年４月１日より指定居宅介護支援事業者の指定権限を県から町に移譲された

ことに伴い、厚生労働省令で定める基準に準じ、所要の条例制定を行うものであります。第

１６条第１項第２０号介護支援専門員は居宅サービス計画に、厚生労働大臣が定める回数以上の

訪問介護を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を町に届け出なければならない

に対し、サービスの低下をきたさない十分な配慮が必要という意見が出ました。 

 今回の条例制定に伴い、本町現在の指定居宅介護支援事業者数や支援事業者の業務内容及び町

の業務内容を確認いたしました。 

 慎重に審査した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４２号「平成３０年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」。 

 １８５万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２８億６,６８０万３,０００円とする

ものであります。歳入については、一般会計繰入金を減額し、歳出については４月の人事異動に

伴う人件費の増減を行うものであります。 

 町民保健課の説明を受け、慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４３号「平成３０年度三股町介護保険特別会計補正予算（第１号）」。 

 ７１万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２２億５,７６９万３,０００円とするも
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のであります。歳入については一般会計繰入金を減額し、歳出については４月の人事異動に伴う

人件費の増減を行うものであります。 

 福祉課の説明を受け、慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上で、報告終わります。 

○議長（池邉 美紀君）  次に、一般会計予算・決算常任委員長よりお願いします。一般会計予

算・決算委員長。 

〔一般会計予算・決算常任委員長 堀内 義郎君 登壇〕 

○一般会計予算・決算常任委員長（堀内 義郎君）  一般会計予算・決算常任委員会の審査結果に

ついて、会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第４１号「平成３０年度三股町一般会計補正予算（第

１号）」でございます。以下、ご説明いたします。 

 本案は、人事異動に伴う給与費や緊急な対応を要する事業等について、所要の補正措置を行う

ものであり、歳入歳出予算の総額１０３億円に、歳入歳出それぞれ２,３３２万７,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０３億２,３３２万７,０００円とするものでございます。 

 まず、歳入についての主なものは、県支出金は事業決定等により農林水産業費県補助金、総務

費委託金の増額補正をするものです。 

 次に、歳出の主なものは、本年４月の人事異動に伴う人件費の増減等を補正するもので、総務

費は、産業廃棄物処分委託料などを増額補正し、農林水産業費は事業内定により、産地パワーア

ップ事業費補助金などを増額補正、教育費はコミュニティ助成事業の決定となる補助金などを増

減額補正するものです。 

 ５つの課から、これらの議案審査の中において説明があり、いろいろな質問に対し、適切な説

明や資料提供を受けました。 

 主な質問として、農業振興課の産地パワーアップ補助金についての内容についての質問があり

ましたが、園芸関係のキュウリや甘藷の機械機材の購入に対する助成であることの説明を受けま

した。 

 特に、議案審査の結果において問題点、附帯、意見、要望等はなく、慎重に審査した結果、全

会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上で、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．質疑（議案第３８号から議案第４５号までの８議案及び議案第４８号から第

４９号までの２議案） 

○議長（池邉 美紀君）  日程第２、質疑を行います。 
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 質疑につきましては、ただいまの常任委員長報告に対する委員長への質疑であります。質疑の

際は議案番号を明示の上、質疑をお願いします。 

 なお、質疑は１議題につき１人３回以内となっております。常任委員長報告に対する委員長へ

の質疑はありませんか。森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  議案第３８号「三股町税条例の一部を改正する条例」について、

委員長報告に質疑いたします。 

 この制度の税収への本町の影響額というのは審議したんでしょうか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務産業常任委員長。 

○総務産業常任委員長（内村 立澹君）  そういうことは協議しておりません。 

○議長（池邉 美紀君）  森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  設備の更新をする余裕がない下請けとか、零細企業とかにも効果

があるのかどうかというのは審議されていますか。 

○議長（池邉 美紀君）  総務産業常任委員長。 

○総務産業常任委員長（内村 立澹君）  これは資本金１億円以下の法人または従業員１,０００名

以下の個人事業主となっておりますので、影響があると思います。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  それは委員会で審議されて、そういう意見になったんですか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（池邉 美紀君）  済いません、今のは３８号の続きですか。総務産業常任委員長。 

○総務産業常任委員長（内村 立澹君）  これは、委員会のほうで説明を受けております。 

○議員（１番 森 正太郎君）  説明じゃなくて、審議の内容にあるのかということを聞いている

んですけど。 

○総務産業常任委員長（内村 立澹君）  説明を受けて、それは委員会の中で説明を受けて、これ

は皆さんが納得しております。 

○議長（池邉 美紀君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  ないようですので、常任委員長報告に対する委員長への質疑を終結しま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．討論・採決（議案第３８号から議案第４５号までの８議案及び議案第４８号から

第４９号までの２議案までの２６議案並びに諮問第１号） 

○議長（池邉 美紀君）  日程第３、討論・採決を行います。 
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 議案第３８号「三股町税条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３８号は総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議があるようですから、起立により採決します。議案第３８号は、総

務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池邉 美紀君）  起立多数であります。よって、議案第３８号は原案のとおり可決されま

した。 

 続きまして、議案第３９号「三股町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３９号は文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第３９号は原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、議案第４０号「三股町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  議案第４０号「三股町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準等を定める条例」案について、反対の立場から討論いたします。 

 本案の第１６条の２０号を見ると、介護支援専門員は居宅サービス計画に厚生労働大臣が定め
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る回数以上の訪問介護をする場合には、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すると

ともに、この計画を町に届けなければならないとあります。 

 この労働大臣が定める回数以上の訪問介護という基準が、平均プラス偏差値の値を付けたもの

ということで、平均がその基準がもとになっています。このケアマネージャーが必要ということ

で計画に入れているサービスを、こういうふうに報告を義務づける、その上で、この計画の中で

は地域ケア会議でその計画を練り直すというようなことも計画に入っております。こういうこと

が行われると、必要と思って付けている介護サービス、必要と思って付けているサービスが財政

の面からという理由で削られかねないという懸念があります。町の財政が非常に厳しいというこ

とは理解しております。 

 しかし、住民の懐も非常に厳しいという状況の中で、介護保険料が引き上げになっております。

住民の懐事情にも配慮した介護保険料を定めるということがないと、これはつり合いがとれない

んじゃないかという立場から、この法案に反対するものであります。 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 ご異議があるようですから、起立により採決します。議案第４０号は、文教厚生常任委員長の

報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池邉 美紀君）  起立多数であります。したがって、議案第４０号は原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、議案第４１号「平成３０年度三股町一般会計補正予算（第１号）」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４１号は一般会計予算・決算常任委員長の報告のように、原

案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４１号は原案のとおり可決さ

れました。 
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 続きまして、議案第４２号「平成３０年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」

を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４２号は文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、議案第４３号「平成３０年度三股町介護保険特別会計補正予算（第１号）」を議

題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４３号は文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、議案第４４号「平成３０年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４４号は総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり
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決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４４号は原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第４５号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」を議題とし

て、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４５号は総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４５号は原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、議案第４８号「農業水路等長寿命化・防災減災事業事務の委託に関する都城市と

の協議について」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４８号は総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４８号は原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、議案第４９号「三股町公共下水道三股中央浄化センター増築工事委託に関する基

本協定の締結について」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４９号は総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４９号は原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．意見書案第２号上程 

○議長（池邉 美紀君）  日程第４、意見書案第２号を議題とします。 

 まず、意見書案第２号「地域材の利用拡大推進を求める意見書（案）」について、提出者の趣

旨説明を求めます。池田さん。 

〔１０番 池田 克子君 登壇〕 

○議員（１０番 池田 克子君）  では、提出しております意見書案について、ご説明いたします。 

 「地域材の利用拡大推進を求める意見書（案）」について、ご説明いたします。 

 戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、山林に広がる豊富な森林資源を循環利用し、

林業の成長産業化を実現するためには、地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木材需要の

創出を図ることが重要であります。 

 このため、新たな森林管理システムのもとで、意欲と能力のある経営体に森林の経営・管理を

集積・集約化し、木材を低コストで安定供給するための条件整備、木材産業の競争力強化、木材

利用拡大のための施設整備など、川上から川下までの取り組みを総合的に推進する必要がありま

す。 

 また、低層公共建築物の６割以上を占める民間部門が主導する公共建築物の木造化・木質化や、

地域内エコシステム構築による、木質バイオマス等のエネルギー利用などを進める必要があるこ

とから、政府におかれては、下記の項目を実現するよう強く要望するものであります。 

 １つ、公共建築物の木造化・内装木質化への森林環境譲与税（仮称）の活用に当たって、地方

公共団体における基金化や森林地域と都市との連携による木材供給などの取り組みが円滑に進め

られるよう、情報提供や助言等を積極的に行うこと。 

 ２つ、公共建築物の整備に関する関係省庁の補助事業において、木材利用を行う施設に係る補

助率のかさ上げ、基準単価の見直し、優先採択等の取り組みを推進すること。 

 ３つ、中高層、中大規模の木造公共建築物が都市部を含めて普及されるよう、ＣＬＴ（直交集
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成板）や木質耐火部材等の新たな木質部材に関する技術開発や人材育成に対する支援の拡充を図

ること。 

 ４つ、病院や介護施設、保育園、学校等を経営する民間事業者が、施設整備にあたって木材を

積極的に利用するようになることが重要であり、このため、木材が持つ調質機能やリラックス効

果、衝撃吸収性などの特性を普及するとともに、それぞれの施設における効果的で望ましい木材

利用のあり方について経営者、設計者、デザイナー、施行者等が参画して検討・検証を行う取り

組みを進めること。 

 ５つ、木材製品を安定的・効率的に供給するために、木材加工流通施設を整備するとともに、

木材利用を拡大するために、発電利用や熱利用で活用できる木質バイオマス利用推進施設を整備

し、木材産業の競争力強化を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出するものであります。 

 慎重にご審議の上、ご採択いただきますようよろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．意見書案第２号の質疑・討論・採決 

○議長（池邉 美紀君）  日程第５、意見書案第２号の質疑・討論・採決を行います。 

 なお、質疑は会議規則により、全体審議では同一議題につき１人５回以内となっております。

ご協力方、よろしくお願いします。 

 それでは、意見書案第２号「地域材の利用拡大推進を求める意見書（案）」を議題として、質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。森君。 

○議員（１番 森 正太郎君）  今、議題になっております意見書案第２号「地域材の利用拡大推

進を求める意見書（案）」に対して、反対の立場からの討論を行います。 

 本意見書案の中で、新たな森林管理システムの中で、このもとで、意欲と能力のある経営体に

森林の経営・管理を集積・集約化するための取り組みを推進する必要があるというふうになって

おります。この新たな森林管理システムが、ことし成立しました森林管理法をもとにされている

と思うんですけれども、この根拠になったデータが林野庁の２０１５年のデータで、８４％の方

がこのアンケートの中で経営意欲が低いというデータを国会に出してきました、これが３月です。

しかしこの４月になってこのデータの差し換えがあったんですけれども、この８４％の中に現状

維持を望むと、現状を維持したいと答えた方が実は７１.５％いらっしゃった。これも含めて経

営意欲が低いということと見なして、国会に出されていたとして、この立法の根拠が揺らいでい
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るという状況がありました。 

 残念ながら、この法律自体は成立しておりますけれども、この経営意欲が低いとされたデータ

が果たして信憑性があったのかどうかということが検証されていないままに成立した法律でござ

います。森林を取り上げて、また市町村が一括管理するということに対して危惧する声もありま

す。 

 以上のことから、この意見書案には反対の立場といたします。 

○議長（池邉 美紀君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立により採決します。意見書案第２号

は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池邉 美紀君）  起立多数であります。したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決

されました。 

 意見書は速やかに関係機関に送付し、その善処方を求めることといたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議員派遣の件について 

○議長（池邉 美紀君）  日程第６、議員派遣の件についてを議題とします。 

 今後の議員派遣についてお諮りします。お配りしております議員派遣資料のとおり、大会や研

修にそれぞれ議員を派遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  ご異議なしと認めます。よって、議員派遣については資料配布のとおり、

それぞれ議員を派遣することに決しました。 

 お諮りします。今期定例会において議決案件等の条項、字句、数字、その他の整理を要するも

のについては、会議規則第４４条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（池邉 美紀君）  異議なしと認めます。よって、議決案件等の条項、字句、数字、その他

の整理は、議長に委任することに決しました。 

 以上で、全ての案件を議了しましたが、３月定例会以降の議長の公務報告はお手元に配付して

あるとおりであります。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 
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午前10時34分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時36分再開 

○議長（池邉 美紀君）  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池邉 美紀君）  以上で、今会期の全日程を終了しましたので、これをもって平成３０年

第４回三股町議会定例会を閉会いたします。 

午前10時36分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 



- 205 - 

 

    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

                                   議  長  池邉 美紀 

                                   署名議員  森 正太郎 

                                   署名議員  池田 克子 
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